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序章

辻中豊

本書は，市12r1日I村を対象として市民社会の観点を踏まえた実証的ガパナン

ス分析である。そして「市民Jの社会であり「利益jの集毘でもある多くの

市民社会組織との関係を踏まえた地方政府論，ローカル・ガバナンス研究を

目指すものである。本研究は，以下に述べるような日本における全国規模の

市堅 11IJ村調査(及び、市民社会組織調査の一部)を利用した実証的データに基

づくという特長をもっO そうした点で本書は世界的にも稀なローカル・ガパ

ナンスに関する実証研究(1章参照)である 10

日本の政治と市民社会の関係はある意味で、パズ、ルに満ちている。例えば，

2009年まで iヨ本は，先進回最小の政府公共部門(広義の公務員数や GDP比

でみた税収規模)2を伴いつつ世界第二の経済規模を30年以上維持してきた。

他方で， 20世紀末以来，先進国最悪の累積赤字に悩んでいることはよく知ら

れている。また， 1995年の阪神淡路大震災におけるボランティア活動にみら

れるように旺盛で自発的な市民(近隣組織)活動が注目される反面， NGO・

NPOの組織・財政的基盤は国際的に見て脆弱である(辻中編 2002)。さらに

いえば， 日本はアジアで\最初に近代化~こ成功し民主主義政治体制を定着させ

た国であるが，他方で極めて長期にわたり保守政権が継続し，政権交代は90

年代の一時期を捻いて行われてこなかった。(そして， 2009年になって遂に

( 1 ) ガパナンス研究を標携してはいないが 類似のすぐれた地方政府を対象

とした実証的研究として伊藤光手IJ編 (2009) を参照されたい。

(2 ) 内閣府経済社会総合研究所報告書21r公務員の国際比較に関する調査j

(2006)は内閣府が野村総合研究所に委託した調査であるが，そこでは日本は

5カ居中，広義の公務員数で最低である。また OECD等の統計において，日

本の税収.GDP 比 (2004年)は30 カ 1~liJ下から 4 位である。
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それが大規模な権力配置の変動とともに生じたが，今度は それがなぜ今生

じたか，が問われなければならない。)ある意味で日本の政治と市民社会は，

見る方向によって極端な光と影が交互にコントラストを呈するユニークな姿

をもっている。その背後にあるいくつもの複合したパズルを解き明かすには，

実証的に日本の市民社会構造を位量づけ，市民社会と政府，政党との関係を

解明し，ガパナンスという側面からそれを検討することが必要なのではない

だろうか。

本書は，このような日本の政治と市民社会の関係を解明する作業の一環と

して，基礎自治体と呼ばれる市区IllJ村，つまり地方政府と様々な市民社会組

織との相互関係からなるローカル・ガバナンスの実証Ij<]な解明に取り組んで

いく。

吉本の地域社会は現在，大きな転換期を迎えている。 地方分権改革の流れ

と地方政府の財政逼迫の中で 住民自治への機運が高まっている。その一環

として，様々な市民団体による地域活動，行政と住民との連携や協働とこれ

らを伴う制度整備が模索されている(武智編 2004;羽貝編 2007;山本編 2008

など)。例えば，行政が業務の一部を団体に外部委託することにより団体が

政策執行の担い手となることや，政策過程に市民の声を反映させるために自

治基本条例や市民参加条例といったかたちで市民参加の制度を整備すること

などが行われている。また，行政運営の効率化のために市町村ー合併が進めら

れたが，合併市町村ーの範囲が広くなった分，地域ごとの住民の主体的な運営

が求められるようになった。こうした背景から，地域社会においては，様々

なアクター(ステイクホルダ-: stakeholder)の相互関係からなるローカル

・ガバナンスが注目されている。その中の重要なアクターとして，自治会，

NPO・市民団体，経済団体，農業団体，福祉団体，環境自体といった各種の

社会団体など多様な市民社会組織を挙げることができる。

このように，日本の地域社会ではまさに市民社会の機能が注目されている。

しかし，日常的には，市民社会や市民社会組織とはまだこなれない，開きな

れないことばかもしれない。

ここで、市民社会とは， r家族と政府の中間的な領域であり，そこでは社会的

アクターが市場の中で利益を追求するのではなく，また，政府の中で権力を

追求するのでもない領域jと考えておこう (Schwartz2003: 23) 30 



図序-1は，このような政治

や経済と一線を画する市民社会

の領域を表している。その仁|コで

も，政府との相違を明確にする

ために N.GO(非政府組織)が

位置づけられ，営利企業(市場)

との相違を明維にするために N

.PO (非営利組織)が位置づけ

られる。さらに，家族などの親

密留との相違を明確にするため

に非私的組織が位置づ、けられる。

これらの組織からなる市民社会

営利

企業

序章 11 

図序-1 市民社会の概念図

政府

家族

領域では，それぞれの利益だけではなく，より広い公共の利授のために様々

な活動が展開される。

このような市民社会領域に存在する団体・結社には次の 3つの機能が期待

されている。第 lに，社会関係資本 (socialcapital)の醸成である。社会関係

資本とは信頼，互酬性の規範，ネットワークからなる複合的な概念であり

(Putnam 1993， 1995， 2000) ，社会的パフォーマンスを高める要因として注目

されている (Knack2002 ;内閣府国民生活局編 2003;山内・伊吹編 2005; 

坂本 2005; Nishide 2009など)。そして，このような社会関係資本の形成にと

ってi主体・組織の果たす役割の重要性が幾度も指摘されている (Putnam

1993， 2000; Nishide 2009など)。市民が様々な国体-結社に積極的に参加する

ことにより，そこで、の活動を通して信頼や互酬性の規範意識が形成される。

第2に，公共サービスの供給である。現代社会の最重要課題の lっとして，

誰が社会サービスの担い手になるのかを挙げることができる(辻中ほか

2007)。深刻な財政難により i語家や地方政府が公共サービスを十分に供給で

きず，グローバルな市場競争の激化により企業も福利厚生を充実させること

( 3 ) 市民社会の定義を巡ってはさまざまな議論がなされている。自本での文

脈については山口 (2004)，辻仁!コ (2002)やTsujinaka(2009)などを参照。市

民社会はここで位置づけるように「領域jと考えることもできるが，市民社

会を「機能jと考え，領域と関わりなく，個人や企業も含めた働きと考える

こともできる。ここでは対象を明確にするため「領域jと考えている。
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ができない。また，家族形態の多様化や個人主義化により，家族のみで生活

を支えていくことにも限界がある。そのため，市民の連帯からなる市民社会

の団体・結社への期待が高まっている(篠原 2004; 111口2004;神野・浮井

編 2004など)。

第 3に，アドボカシー(政策提言)である。市民社会における毘体・結社

は市民の芦を代弁して政策提言を行う (Andrewand Edwards 2004)。様々な

利害関心をもとに結成された団体が主張や要求を表明することにより，民主

的な政治・社会の運営が行われる。そして，こうしたアドボカシー活動は，

政治領域と市民社会領域の接点に位置するものである。

市民社会組織とは，こうした市民社会領域に存在する社会の組織，団体の

総称で、ある。そこには様々なものが含まれる。政府にごく近い特殊法人や独

立行政法人から，公益法人，例えば社団法人，財i翠法人，社会福祉法人や宗

教法人，また労働組合や協同組合，商工会議所や商工会，商@街連合会とい

ったものや，マンションの管理組合，そして自治会， 11IJ内会，子供会，老人

会， NPO， NGO，さまざまな業界!主体や経済団体まで，無数に存在するので

ある(辻中・ペッカネン・山本 2009: 24-25，辻中編 2002)。本書では，自

治会， NPO・市民団体，環境!主体，福祉!宝体，経済・商工団体，農林水産業

団体，といった分類が特に取り上げられることが多いが，それは，市区IllJ村

調査において，市民活動担当部署，環境担当部署，福祉担当部箸，産業振興

担当部署と， 4つの部署に分け， 4つの部署に注邑して調査票を配布したか

らである。他にも重要な団体があるのは言うまでもない。

これらの市民社会組織の機能は，まさに今思の日本の地域社会に求められ

ているものである。それでは，実!際緊には，このような市民社会組

会においてどのように機能しているのだろうかO 本書でで、は，市区IllJ干すを対象

に行った全国調査に基づいて，行政の1111Jからみた団体の機能について解明し

ていきたい。先に述べた 3つの機能のうち，主として「公共サービスの供給j

と「アドボカシ-Jカf焦点となる。

ここで調査の実施プロセスについてふれておこう。調査は「行政サービス

と市民参加に関する自治体全国調査jという名称で、行われた O 以下，市区町

村調査と 11子ぶことにする。

表序-1に実施の概要をまとめであるのであわせて参照されたい。調査は



2007年 8月から12月にかけて，筑波

大学大学院人文社会科学研究科の市

区町村調査グループ(代表:辻中豊)

が日本全国の全市区町村 (2007年 3

月末時点の1，827)の4つの部署(市

民活動，環境，福祉，産業振興)を

対象に行った。庁内の組織構造は各

市区 UIJ~寸で異なるが，本調査では諜

}芋業 13 

表序-1

調査時期 2007年 8~12月

調査方法 郵送法(配布 .@J伐とも)

11lJ出法 全数調査

配布サンプル数 1，827 (4部署あわせて7，308)

回収数(回収率)

rll民活動

環境

福祉

産業振興

1，179 (64.5%) 

1，140 (62.3%) 

1，110 (60.8%) 

1，121 (61.4%) 

に相当する部署への回答を依頼した。 I!lT村部も含め全市区町村を対象とした

ことは，これまでの調査にはみられない本調査の特徴といえる。

調査票は各部署用の 4部を各市区I!lJ村の市民活動担当部署にまとめて郵送

し，市民活動担当部署のほうで調査の内容にふさわしい部署を選んで調査票

を配布していただいた。調査票は自記式であり，各部署の謀長相当i践の方に

記入を依頼している。調査票に回答後は，再び、市民活動担当部署に 4部署分

を取りまとめた上で郵便にて返送していただいた。

市民活動担当部署については，自治会を担当している部署であれば市民参

加・住民参加についての業務を担当していると考え， 2006年に行った自治会

に対する全国誤査で窓口となった部署に依頼した(自治会の調査の詳綿は，

辻中・ペッカネン・山本 2009参照)。

調査は2007年 8月171:3に各市区IlIT村に向けて発送し， 9月20日を締め切り

とした。その後，全市区IHT村に対してお礼兼督促状を発送した。さらに， 11

)~ 1 Iヨにその時点で未回答の市区IlIT村に対して再度調査票を発送し，自答を

依頼した。最終的な調査票の回収数は，市民活動担当部署1，179票 (64.5%)，

環境部署1，140票 (62.3%)，福祉部署1，110票 (60.8%)，産業振興部署1，121票

(61.4%)である。

なお，調査における質問内容は，巻末付録として 4部署の調査票における

質問の概要をまとめている。本書では，すでに詳細な報告書，コードブック

が公刊済みであり，また web上で公開済みである (http://tsujinaka.net/tokusuil

data.html)ため調査票自体の掲載を割愛している。詳細な資料として辻中編

(2009 )のコードブックおよび辻中・伊藤編 (2009) を参照された ¥;'0

調査で用いた市民社会組織に関する言葉について触れておきたい。調査で

は，自治会・ mr内会・区会などの近隣住民組織を「自治会jと呼んでいる。
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同様にさまざまな図体を分類名で，労働組合，環境団体，社会福祉法人，

経済・商工団体，農林水産業図体，外郭団体・第三セクターなどと呼んでい

る。 NPO・市民団体は，厳密にいえばNPO法人かどうかを問うているので

なく，一般に， INPO・市民間体jなどと呼ばれることの多い，近隣住民組

織でも特定の業種や経済関係でもない，市民が個人として参加することで成

り立っている j主体を指している。

さて，本書は市区間1寸に対ーする調査に基づく分析結果をまとめたものであ

るが，我々の調査プロジェクトでは，同時に様々な市民社会組織の調査を行

っている 40 (1)自治会.lflT内会・区会などの近隣住民組織 (33，438:送付， 18，404 

自治会から回11又)， (2) NPO法人(全数23，403送付，三127団体から @ll文)， (3) 

社会包体 (NTT職業別電話帳に掲載されている経済団体，労働組合，公益法

人，市民団体などあらゆる非営利の社会団体，全数91，101送付， 15，791団体回

収)に関する調査を，いずれも2006年度から2007年度にかけて行った。この

うち，自治会については辻中・ペッカネン・山本 (2009)，社会自体について

は辻中・森編 (2009) を参照されたい。また， 2007年度以降も， (4)韓国， (5) 

ドイツ， (6)アメリカ， (7)中国の各国に対して同様に市民社会組織に関する調

査を企菌し，これまでにドイツ，韓毘では完了し，アメリカ，中国では，一

部を終了したが， 2009年度も継続して実施中である。

市区IlITi寸調査は，日本におけるこのような各種の団体調査(1)~(3) と接合が

可能である。自治会，社会団体， NPOそれぞれの調査が全国調査であること

から，市区町村調査での各々の自治体と関連付けて分析し検討することがで

きる。つまり，市民社会の各団体の状況と自治体の状況が相互に，独立変数

となり，また従属変数となって分析することが可能となる。特に各地域での

ガパナンスを把握するi際 この市区町村調査は重要な情報を提供する。

また，自治会の状況や社会団体， NPOを中心とした市民社会の構造を市区

U1J村の側から描き，自治会調査や NPO調査を補強することもできる。例え

ば同じ自治体と団体の関係について，別々の角度からどう考えているかを，

( 4 ) 辻中編 2009a，辻liJ編2009b，辻中編 2009c，辻中編 2009dのコードブッ

クを参照されたい。
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双方向の調査によって確 表序-2 都市間比較の対象候補と各調査への回答

認することができるので
サンプル数

ある 50 市区町村名
自治会社会団体 NPO 市i亙11l)・4寸前
調査 調査 調査 査(部岩数)

例えば相当数の主要都 北海道札幌市 94 313 110 4 

市について，今後， 4調
岩手県盛岡市 84 133 27 4 

山 JI:;~早 LLJJr~jlï 88 91 18 4 

査を突き合わせ，相互参 茨城県水戸市 215 102 10 4 

照しつつ，詳細に分析を
栃木県宇都宮市 185 128 16 4 

鴻玉県さいたまrl1 98 126 41 

することが可能であり， 東京都文京区 27 96 36 4 

また必要である(表序-
神奈川県横須賀市 72 34 18 4 

石川県金沢市 288 137 24 

2参月号)。同様のことは， 長野県松本m- 79 52 21 3 

都道府県についても同じ
ii予防]V~ì持岡市 172 137 35 3 

大阪!iY堺市 163 30 28 3 

である。こうした観点か 兵庫県神戸市 66 161 78 4 

らいえば，本書は，市民
島根県松江市 162 60 II 4 

香川県高松市 190 125 12 4 

社会との関係やローカル 指 Iif;jl)~北九州市 88 83 30 4 

-ガバナンスを，市区mT

村の側から体系的にまた比較に基づいて実証的に描こうとした日本で最初の

研究書であり，今後の比較研究の一つの出発点であると考えることができる

‘.!~ 。

女諸活字

本書のもととなる市lRIlIT1寸調査など各種調査および本書の執筆に際して，

多くの関係者，研究者，スタッフの助力を得ている。

市民社会とガパナンスを考える本プロジェクトの全体は，文部科学省特別

推進研究「日韓米独仁1::Jにおける 3レベルの市民社会構造とガパナンスに関す

る総合的比較実証分析J(平成16年度から平成21年度)によって可能となった。

研究代表者である稿者の一人(辻中豊)はこれまで基本的に，市民社会や利

( 5 ) 本書でもある程度，相互参照による分析を行ったが，まだ一部である。

研究著作計画として，調査ごとに報告書を発行(既遂 2009年)し，すでに自

治会に関する研究書(辻中・ペッカネン・iJJ本 2009)を出版し，今回が第 2

作である。続いて社会i主体， NPOについても出版しつつ，相互参照を次第に

深め，総合する書物へとつなげていく予定である。また日本.1--)、外でも!韓国，

米!主， ドイツ，仁!コ国でも比較のための調査を実施したので，それらとの比較

分析も瀬次行っていく予定である。
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益団体，圧力団体といった視角から長年，日本の政治権力配量や政治・政策

過程を観察し，記述し，分析し，比較研究を行ってきた。そうした観点から，

つまり，政治権力配置や政治・政策過程を説明するものとして，市民社会な

ど社会アクターを見てきたが ガパナンスというより現代的な問題意識に展

開するにいたったのは，共同研究の同僚，特に崖宰栄と伊藤修一郎，両氏の

示唆や効力があったからである。屋氏は大規模研究調査の被説明変数の社会

的責任・貢献を強調し，その観点から示唆をうけた。また伊藤氏は途仁1=1から

本研究に参加したが，同氏から以下に展開されるよつなガパナンス概念の実

証的操作化の観点から示唆をうけた。地方自治を専門とする伊藤氏ぬきでこ

の研究は不可能で、あった。

まず，プロジェクト自体を可能とした文部科学省の関係者各位(特に審査

や毎年の進捗状況評価に当たった審査部会の構成メンバー，担当学術調査官

である鈴木基史氏，増UJ幹高氏，研究振興局学術研究助成諜)に感謝したい。

i司様に現在の担当である日本学術振興会の関係各位(審査部会の構成メンバ

ー，研究事業部)にも感謝したい。これは資金面ではいうまでもないが，加

えて毎年の研究実地審査，進捗状況審査，仁IJ問評価などでの厳しい研究コメ

ントは，学術的な面から私たちに，熟考・再考を促し，いくつかの重要な修

正や調査や分析の発展を導いた。ローカル・ガノ汁ーンスとし寸本書の成立は

市区町村調査の実施が出発点であるが，実は，この市区IllT村調査は当初出ー画

調書にはなかったものである。ガパナンスをいかに市民社会と相関させて論

じるかについての審査部会等審査過程での厳しい批判と議論を受けて追加し

たものである。その意味で審査関係者に心から!惑謝申し上げたし 1。さらに

研究スペースや関連研究への助成を惜しまなかった筑波大学にも心から感謝

申し上げたい。関連研究プロジェクトとしての筑波大学「比較市民社会・国

家・文化J教育研究特別プロジェクト以来，この特別推進研究に対しても，

岩崎洋一(前)学長， 111133信博学長を始め多くの関係者から一貫して物心前

面での暖かい支援を頂いている。

また，本書のキー・コンセプトである「ガパナンスJについては最終段階

で河野勝氏(早稲田大学)にご教示いただいた。理論と実証をどう架橋する

かで行き詰っていた段階における河野氏の助言は大変参考になった。記して

感謝したい。なお，言つまでもないが，本書の論考自体の全責任はそれぞれ

の執筆者たちにある。

大規模調査には，それに了寧に応えてくれる調査対象組織の皆さんなしに

は成り立たない。本研究には，既に触れたように全国1827市区町村(調査時

点)全体に協力を要請し，およそ1200の市区IHT村ーカミら 4種類の!ヨ答を得てい

る。 5千人に近い多くの人々にご協力いただいたことに 心から感謝申し上

げたしE。さらに，一部の市区町村には地方行政とm民参加の実態をご教示い
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ただくために，インタビューをさせていただいた。直接的な言及はなくとも，

実務に携わる方々のお話が分析の糧となっている。重ねて感謝申し上げたい。

特別推進研究の正式メンバーで本巻の執筆陣に含まれていない森裕城，経

宰栄，坂本治也，小ill射針幸子， j手郷賓，大西裕，波多野澄t.ft，竹中佳彦，テ

ィムール・ダタ。パエフの各位に感謝する。また各国の協力メンバー， Gesine 

Foljanty-] ost，廉 jl制高，李景)jJj~ ， Yuan Ruijun， Chu Songyan， Steven Rathgeb 

Smith， ]oseph Galaskiewicz， Susan]. Pharr， T]. Pempel，さらに国内の協力

研究者，大友貴史，三11論i専11'11"，平井由貴子，京俊介の各氏に感謝する。

とりわけ， フプ。口ジエクト全{体本の調査実施.統括およぴ

1類頚)調査の実施にあたつては，すでに触れた同僚の経宰栄氏(筑波大学)に

最も力を発揮していただいた。経氏の優れた調査遂行能力なしにこれほど複

雑で大量の調査をほぼ同時に成功させることは全く I~難であった。心から感

謝申し上げたい。大規模で、全~lj/J な各麓の調査が可能となったのは経氏， 111 

本英弘氏を中心とし若手を糾合した集合行為のたまものである。調査当時非

常勤職員であった近藤汎之氏や最近まで非常勤職員であった佐々木誓人氏に

は様々の苦労をかけた。両氏にも心から感謝する。またプロジェクト全体の

運営にあたる舘野喜和子，安達香織(現在の非常勤職員)，また東紀慧(元)

研究員，原信m清子，栄門琴音(j;JJ二，元非常勤職員)の日々の努力にも感

謝する。

最後にプロジェクト全体のいわば非公式の顧問として，日々何気ない言葉

ではあるが的確にご指導いただ、いている村松岐夫先生に感謝したい。その変

らぬ学患にこころから感謝申し上げます。
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第 1章 ガバナンス論の展開と地方政府・市民社会

一理論的検討と実証に向けた操作化-

伊藤修一郎・近藤康史

1.はじめに

本書は地方政府(市区町村)を対象とした誠査によって，ローカル・ガバ

ナンスを実証的に把握することを呂的とする。ガパナンス論の隆盛，中でも

地域経営をめぐってガバナンスが盛んに論じられるようになった背景には，

現代福祉由家において公的サービスの供給を行政機構だけが担うことが呂美佐

になり，それに代わって企業， NPO・市民団体，サービスの受益者とその団

体など，多様な主体が参入するようになったという現状認識がある (Rhodes

1997;山本 2004，2008)。多様で大量のニーズを把握し，それに応えるために

は，サービス受給者自らがサービスの種類や量の決定に参加するとともに，

民間及び非営利セクターの力を活用して，多様なサービスを柔軟かつ効率的

に提供する必要が生じたのである。

このことが最初に指摘されたのは，英国をはじめとする西欧諸国であるが，

日本の地域経営に関しでも，介護保i攻，指定管理者制度，新公共経営 (NPM)

的手法の導入や市民協働の広がりによって，企業や NPOが公共サービスの

供給を担う場面が拡大し，ガパナンス論が指摘する変化が起こっているよう

にみえる。他方，日本のガパナンス論議は，理論研究が先行し，散発的な事

例研究が追いかけている段階にある。ガバナンス論が主張する変化が地域社

会で現実に起こっているのかを検証する作業は，これからの課題である。そ

こで本書は体系的な実証分析をめざす。本調査が社会団体， NPO・市民団体，

自治会・出r内会等を対象とした大規模な国際比較プロジェクトの一環として

行われている特徴を活かして，市民社会との関連や市民社会組織の役割に特
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に注目する。

日本の市区町村を単位とした地域において，多様な主体による政策過程へ

の参加はどの程度進展しているのか。それらの主体が参加することによって，

政策の決定や実施にどの程度違いが生まれるのか。それは地域の政治状況や

行政職員の意識と I~係があるか。更には，参加及び影響力の分布は，行政の

透明性やサービス水準に違いをもたらすのか。こうした疑問は既に別稿(辻

中・伊藤編 2009;伊藤・辻中 2009)で提起し，暫定的ながら答えも示した

ところであるが，本研究ではこれらの向いをガパナンス概念との関係で整理

し甚し，より体系立った精密な JI~で分析を加えたいと考える。

本章の巨的はガバナンスの定義を絞り込み具体化して，実証研究が可能と

なるよう操作化を試みること，吏にこれを踏まえてリサーチ・クェスチョン

を示し，何を観察すべきかを明らかにすることである。 以下ではまず，様々

なガバナンス論をレビューし，ガバナンスとは何を意味するのかという，定

義の筒題から論を起こす。これによって，多くの論者がそれぞれ異なる定義

を用い，多様 1な論議を展開していることを確認しつつ，それらに共通する

要素を探って，本書の目的一一一地方政府を通じてみた日本のローカル・ガパ

ナンスの実証的理解一一にふさわしし1定義を構築する。その定義に基づいて

地域の政策過程における具体的な場面を想定しながら，そこに参加する主体

を特定し，各主体の行動や相互の関係にはどのような様態がありうるのか，

それをどう観察するか検討する。

2.ガバナンス論と民家一社会関係

われわれが捉えようとする「ガパナンスjとは，極めて多義的な言葉であ

る。ガパナンス論の代表的論者であるローズ (Rhodes1996， 2000)によれば，

少なくとも 6ないし 7通りの用法があるとされる。それらは，コーポレート

・ガバナンス， NPM，世銀などが提唱するグッド・ガパナンス，国際的相互

依存と政府の空洞化， Socio-Cybernetic System，自己組織的なネットワーク

( 1 ) 後述するように，地方自治に関する豊富な実託研究の蓄積は，ある意味

でローカル・ガパナンスを理解するための研究として位置づけることができ

る(伊藤 2009)。特に，ソーシャル・キャピタルや市民社会の観点から実施

された研究は，本書のガパナンス把握に極めて近い問題関心を有していると

いえる(例えば小林・中谷・金 2008a;中谷 2005;坂本 2005など)。
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などであり，ローズ自身はネットワークとしての用法を推奨している。また，

ハースト (Hirst2000)は，ガバナンスには少なくとも 5つのバージョンがあ

るとした。それらは， (1)グッド・ガパナンス， (2)地球環境問題のような国家

の単位では対応が難しい課題への取り組みに際してクローズアップされる民

間の政府活動や超罰家， (3)コーポレート・ガバナンス， (4) NPM， (5)ネットワ

ークやパートナーシップ，熟議フォーラムを通じた調整に関するもの， とな

っている。

このように，政治学のみならず国際関係論，経営学など多様な分野におい

てガパナンスという言葉が使われている。本書が探求するローカル・ガパナ

ンスを論ずるにも，まずはガバナンスが意味するところを特定しなければな

らないが，それぞれの分野で固有の背景と意味をもち，論者によって意味す

るところが異なる点に難しさがある。特に，複数の研究分野が交差する地方

自治研究にあっては，読者の共通理解を得るために，多様なガパナンス論議

に共通する要素や原理を抽出する必要がある。 以下ではまず，問題を政治学

や行政学の分野，とりわけ日本も含む先進諸国の政治過程に限定し，ガパナ

ンス論が展開されるようになった背景とその意味するところを整理する作業

から始める。

2. 1.ガパナンス識の背景と意昧:国家の空洞化及び国家一社会関係の再編成

政治学や行政学においてガパナンス論が展開されるようになった背景とし

て共通に挙げられるのは， i国家の空洞化Jという認識である。社会からの要

請に対し国家が十分に対応できなくなり，集合的利益.!ヨ標の達成という機

能を果たせなくなりつつあると考えられるようになったのである。ピエール

とピータースはその原因として以下の 4点を挙げる (Pierreand Peters 2000: 

54-63)。

第 lに，国家の財政的危機である。経済成長の鈍化や財政赤字の拡大，有

権者の小さな政府志向の高まりによって，政府は容易には財政支出を拡大で、

きない状況になっている。その結果，政府は以前のレベルの公共サービスを

維持するのに必要な財政的・組織的リソースを賄うことができない。第 2に，

市場重視へ向けたイデオロギーの移行である。 1980年代イギリスのサッチャ

一政権やアメリカのレーガン政権を筆頭として，民営化や小さな政府を旗印

に，それまで毘家が担ってきた機能を市場や社会に移譲する傾向が強まって
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きている。第 3にはグローパリゼーションが挙げられる。グローバリゼーシ

ヨンの進行は，経済的競争や政治的争点のグローパル化をもたらし，社会や

経済を一国単位で舵取りしていくということの限界を露呈させている。そし

て最後に，国家の失敗であり，国家は十分なパフォーマンスを達成できなく

なってきているという認識である。その中で 政府によって形成された公共

政策こそ，社会問題を解決するのに最も適した道具であり，政府はそのよう

な介入的役割を演ずるために必要な形式的・法的権力，能力や知識をコント

ロールしているという既存の前提が崩れつつある。例えば，福祉に関する要

求の多様化や偲人化に直面して，政府や官僚は画一的な対応しかできないと

いう批判が日本を始めとして先進諸国に共通してみられたことは，この証左

である。

これを一言で表せば，複雑性や多様性，ダイナミクスの程度を高める現在

社会の中で，国家がこれまで集権的に独占してきた集合的利益や居標の追求

・達成という政治的機能を十分には果たせず，社会的アクターからの要請に

応えられなくなっているという状況が，国家の空洞化の核にある (Pierre

2000: 2)。そこで，それらの機能を思家のみで担うのではなく，社会的アク

ターへと権限を移譲して国家一社会問で機能を共有したり，リソースを共向

して動員したりすることによって達成しようとする志向，つまりガパナンス

への注自が集まることになったのである。

こういった志向がガパナンスと呼ばれるのには，上記の機能をこれまで担

ってきたのが国家の政府=ガパメントであったこととの対ー比としての意味が

ある。山本 (2008)に主れば，ガバメントは「政府という統治組織，あるい

はそのハイアラキーという制度そのものjを意味する。他方，ガパナンスは

「カ、、パニング (governing，統治という行為)，すなわち統治を行う過程，ある

いは統治に関わる過程，そのフロセスにおけるさまざまな様態jである。ガ

パナンスは政府という公共セクターが行うガパニングだけではなく，企業や

NPOなどの民間セクターが，政策過程に関わってくる場合のプロセスにおけ

るさまざまな様態や枠組みを指す概念である。

このような「ガバメントからガパナンスへjという視点からすると，問題

は必ずしも国家レベルに限られない。同様の状況は，地方政府などにおいて

も生じていると考えられるのであり，本書が研究対象とするローカル・ガパ

ナンスに関しても以上のような整理は基本的に妥当すると考えられる。
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以上のように，政治学・行政学においてガパナンスという場合，その問題

の核は「国家一社会関係の再編成Jにある (Hir前 2000:17; Pierre and Peters 

2000: 4)。これまで国家あるいは地方政府も含めてガバメントが独占してき

た機能を社会的アクターとの照で分有しつつ，その関係の中で新たに集合的

利益やiヨ標を達成するという様式への注目である。

2. 2.ガパナンスのメカニズム:道異主義と相互行為

ガバナンス論は政治学や行政学の文脈に限定した場合，国家と市民社会の

関係とその変容・再編成をめぐる議論に収束する。とりわけ，社会レベルに

おいて自己組織化された組織間ネットワークへの権限の移譲と，集合的利益

• [ヨ擦へ向けたその管理が，ガバナンス定義の核となる (Rhodes2000: 64)。

ただし，権限移譲の程度や管理の主体と方法をめぐる違いが存在する。そこ

で，ネットワーク管理など，ガパナンスのメカニズムや構造に関して，国家

を焦点とするアプローチをとるか，あるいは社会を重視するアプローチを取

るかによって，ガバナンス論は大きく 2つの類型に分けることができる。

第 1の類型は，国家の機能に主に着目し，いかに国家が社会や経済を舵取

りするか，そこからどのような結果が生まれるかに焦点を当てるものである。

ガバナンス論を最も早くから主唱した論者の一人であるイギリスの R.A.W

.ローズは，これを「道具的アプローチjと11乎ぶ。このアプローチは，社会

内のアクターによって形成されているネットワーク内やネットワーク間の統

合を育成し舵取りするために，国家にとっていかなる「道具jがありうるか，

という点に主眼を置く。もちろん，ガバナンス論の内部に含まれる jグ、上，国

家が社会内のネットワークによって制約されていることを受け入れてはいる

が，考察の対象となるのは臣家による舵取りの道具・技術・能力であり，基

本的にはトップ・ダウン，ヒエラルキーの視点に立ったアプ口ーチである

(Rhodes 2000: 72-74)。

これらは，従来のガパナンスの中枢を担ってきた臣家に注呂するために，

il童家中心アプローチjと呼ばれる場合もある(西岡 2008)。さらにこの中に

は，社会的ネットワークの重要性を認識しながらも，その中での国家の役割

を積極的に捉え，国家がガバナンスの中心として機能するとみる立場と，

NPM論のように国家や政府の役割を消極的に見て，国家も含め行政のあり

方自体が市場化されることを強調する立場がある。積極派の論者としてはピ
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ータース (Peters2000)が挙げられ，消極派の代表としてよく引用されるの

はオズボーンとゲーブラー (Osborneand Gaebler 1992=1995)である。

第2は主に社会的アクター内-関での相互的な自己管理に注目するアプロ

ーチであるが，ローズはこれを「相互行為アプローチJと名づける。 国家一

社会アクタ一間の垂藍的な関係を依然、として前提とする道具主義的アプロー

チとは異なり，社会アクタ一間の水平的な相互学習というネットワーク的な

関係性の中で，集合的な iヨ標達成や戦111告が展開していくという見方である

(Rhodes 2000: 74-75) 0 その代表的論者としては，オランダのコーイマンが

挙げられる。コーイマンは， I統治する者から統治される者へという f一方通

行Jから，システムの統治と統治されるシステムとの両方の側面，問題，機

会を考震に入れる『双方向Jモデルへの移行jこそがガパナンス論の関心の

基礎にあり，社会的・政治的ガパナンスは，統治する者と統治される者との

間の広範でシステマティックな相互行為に基づくとする (Kooiman2000: 

142)。その中では，国家一社会関係はもちろん，国家内における政府間関係

や社会内関係も含めて水平的な相互行為としてガパナンスは捉えられる。

西偶晋はこれを「国家と社会のネットワーク関係，市民社会のなかに新た

な統治形態の可能性を探ろうとする議論Jとして， I社会中心アプローチjに

位置づけている(西関2008:16)。彼によれば，このアプローチも 2つのグル

ープに分けられる。 1つは， NPMへの反撃として登場したネットワーク・ガ

パナンス論であり，市場化とも政府とも異なる第 3の道として示された。ロ

ーズ (Rhodes1997)が代表的論者として挙げられる。もう lつは，先述のコ

ーイマン (Kooiman2000，2003)やキッケルト (Kickert1997) らで，効率性

を重視した企業経営手法を行政経営に適用しようとするマネジエリアリズム

への対案どしてパブリック・ガバナンスを提唱し，効率化以上に，法的整合

性，正統性，社会的正義，平等といった価値を重視する立場である。また，

複雑な政策ネットワークをどう舵取りするかという動態的な側面に光をあて

る特徴もある。

さて以上のように，政治学・行政学の領域におけるガパナンス論の展開の

中でも，①道具主義=思家中心のアプローチと，②相互行為ニ社会中心のア

プローチの類型がありう、ること，更にそれぞれの内部で幾つかの分化が生じ

ていることが確認された。ただし，患家一市民社会関係の再編成を通じて集

合的利益実現に向けた政治的・行政的機能を思復 Lょうとするガパナンス論
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の中核的意図からすれば，これらの類型は，一方が他方に取って代わるとい

うよりは，相互に補完的な関係にあるとみることもできる。 国家の空洞化の

現状において，①道具主義=[~家中心アプローチの側は，政府が特別な位置

を占めその正統な権威を行使することにこだ、わりつつも，やはりその権威に

は社会的なネットワークによって~~~された制約があることをtzi哉しなければ

ならないし，実際のところそれを受け入れている。いわば，相互行為の中に

おける呂家の機能の変容・再編成に主眼がある。

他方で，②相互行為:社会中心アプローチのiWJも，ネットワークを形成す

る諸アクタ一向に生じる，協働のコスト問題に自己l章、しなければならない。ロ

ーズが言うように，ネットワークに参加するアクターの数が増えるほど，相

互に同意するのに時間はかかり，また課題はi愛i味イヒされ，結果は不確定とな

る傾向が生じる (Rhodes，2000: 73)。このコストを低減化する鍵は，社会的ア

クタ一間のコンフリクトをいかに解決し，集合的利益の達成を保証しうるか

という点にある。確かに，国家の空洞化の中で社会的アクターのネットワー

クの重要性が増したとしても，それらのアクターやネットワークがいかに管

理され，集合的利益や呂襟を保証する1m路はいかに担保されるか，という問

題は残る。これらのアクター及びそのネットワークは，それ自体として人々

の要請に根拠付けられる回路を必然的に持っているわけではなく，その正統

性は担保されているとは限らない。この点は，ネットワークの成功はいかに

保証されるのか，その探のアカウンタピリティの所在はどこか，という論点

に関わる(近藤 2008:104)。ともすれば不透明な政策過程，アカウンタピリ

ティの欠如へと焔る危険性は，社会的ネットワーク型のガバナンスに対して

しばしば提起される批判である (Kickert，Klijn and Koppenjan 1997: 171; Rho-

des 1997: 58)。これらのネットワークを集合的利益の達成へと向けていかに

管理し，いかに舵取りするかは，ガパナンスの時代においても依然として問

題となるのである。

この問題は関心を再び国家へと向かせる。ピエールとピータースは，ガパ

ナンスの開題をやはり「国家一社会関係jに関する変化に位置づけつつも，

l主家と社会との関係は，依然として非常に政治的に緊張した関係であり， @] 

家は依然として，社会において政治的な一一そして民主主義的な一一一役割を

果たしうる唯一の創造物であるjとし，ガバナンスの時代にあっても匡!家政

府(ガパメント)は依然として重要な役割を負うとする (Pierreand Peters 
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2000: 13)。また，ガパナンスの時代であるからこそ，集合的利益の促進と追

求という国家の基本的な存在理由が以前にもましてクローズアップされるこ

とになるのである (Peters2000: 67)。もちろん，国家政府は以前と同じよう

な形ではこの機能を果たしえない。「中心的/集権的なアクタ -Jとしてでは

なく， I並列的な関係にある中での第一人者 primusinter paresJ として，目

標や優先順位を設定し，他の社会的アクターをその臣襟へと向けて動員する

能力を関われる (Pierreand Peters 2000: 82)。従って，公共政策は，社会的

アクターのネットワークによって形成される度合を強めるが，国家は依然と

して，その方向性や結果について，市民社会に対ーするアカウンタピリティを

負うという点で，その関係は相互依存的なものとなる (Pierreand Peters 

2000: 19)。②相互行為アプローチを踏まえつつも，①道具主義アプローチの

視点が重要視されてくるわけである。

2. 3.集合的利益の実現:ステイクホルダーによる規律付け

これまで見てきたように，国家から社会の側~こ権限を移譲したことによっ

て，これまでにもまして集合的利益の実現に向けた舵取りが重要になった。

再編成された関係のもとで社会的アクターをどのように方向付けすることが

できるのだろうか。

この間いに取り組む手掛りを与えてくれるのが，河野j捗の議論である。彼

はガパナンスを「人間社会が抱えるより普遍的な問題jとして捉え，その中

核的・原理的な定義として Istakeholderの利益のための agentの規律イすけJ

を提案する。そして，ガパナンスには「それが成立していることで，何らか

の外部効果をもつような状態J又は f何らかの公共財が提供されている状態J
があると指摘する(河野 2006:2， 14)。ここで外部効果や公共財というのは，

本章の「集合的利益jと重なり合うものだといえよう。

それでは外部効果(公共財.集合的利益)を成り立たせるものはイ何可だろう

か。 j河可野は f機能としてのガバナンスjと「凡j状犬態としてのガパナンスJを区

加することを提案する。機能としてのカ

holder)のための規律律-付けメカニズズ、ムjと定義され，そのパフォーマンスは，

f関係者にとヮてガバナンスメカニズムがいかに効率的に機能しているかJ，

すなわち「そのメカニズムを整備することによって agentの行為の結果と

stakeholderの利益とがどれだけ合致することになるかJによって測られると
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する。他方で，状態としてのガバナンスは，前述の「それが成立しているこ

とで，何らかの外部効果をもつような状態jと定義される。状態としてのガ

バナンスは，機能としてのガパナンスの結果として成立することもあるが，

無関係に成立することもあるという (河ー野 2006: 2， 13)。

河野の議論では，状態としてのガパナンスの外部効果がどのようにして成

り立つのか，そこに機能としてのガパナンスメカニズムがどのように貢献す

るのかについて述べられていない。そこで本章の目的に沿って敷桁すると，

規律付けメカニズムが有効に機能し，エージェントがこれに従うと，ステイ

クホルダーの利益が満たされ(機能としてのガパナンス)，それは結果として

社会的に望ましい外部効果を成立させる(状態としてのガバナンス)と期待

される。ただし，後半部分が成り立つかどうかは実証的課題として残されて

おり，まさに本研究の対象となる。

機能としてのガバナンスと外部効果とを連結する際に重要なのは，プリン

シパル(本人)ではなく，ステイクホルダーの語を使い，誰がステイクホル

ダーで誰がエージェントか，あらかじめ特定されていない点である。吏にエ

ージェントの千子動に関心をもっステイクホルダ一治宝複数かっ多1長であるケー

スが想定されている。これにより，単にプリンシパルの利益が満たされるに

とどまらない， I集合的利益jが視野に入るのである。

以上のような定義をする際，河野がローズやコーイマンら政治学・行政学

上のガバナンス論を参照した形跡はないが?両者のi習には重要な接点がある。

前述のとおり，政治学や行政学において展開されるガパナンス論の核は， I国

家一社会関係の再・編成による，新たな集合的利益・自擦を達成する様式Jへ

の注目にあり，そのための自標設定やコンフリクト解決など，ネットワーク

を舵取りし管理するシステムの形成にあったO これを踏まえるならば，個々

のステイクホルダーの手Ij援や集合的利益-公共財の実現へと向けて，それに

関わるエージェントを規律付けていくという河野のガバナンス定義は，本章

で検討した政治学・行政学上のガパナンス論とも本質的な部分で接点を持っ

と考えられる。

道具主義と相互行為というこつのアプローチについても，両者が共通の論

点としているのは，国家と社会的ネットワークとの間で相互に規律付けよう

とする相互依存的・補完的関係である。一方で、社会的アクターは，自らの要

求がより的主在に満たされるように国家やイ自のアクターを規{幸村ーけようとする
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し，他方で国家の側は，集合的手IJ主主.Ej標が保証されるよう，社会的アクタ

ー・ネットワークを規律付けようとするのである。なお，この相互依存的・

補完的関係が，どのように形成されるかは一意に決まるものではない。各類

型間の選択とともに，それらの組み合わせの中で，様々なガパナンスの様式

が構成されると考えたほうがよいだろう。

例えばイギリスでは，サッチャ一政権期において NPM的なガパナンスが

生じ始め，メイジャー政権期にかけてNPMがガパナンスの基軸となるが，メ

イジャー政権後期においては社会的パートナーシップ(相互行為)が注目さ

れ始める。そのあとを継ぐブレア政権前期に社会的パートナーシップ中心の

ガパナンスへと舵が切られるが，集合的利益という点からはト分なパフォー

マンスが得られなかったこともあり，中期以降は，そういったパートナーシ

ップをいかに監視・管理するかという国家への道具主義的な関心が集まるこ

とになった(近藤 2008)。

ガバナンスは，理論的には①道具主義二三国家中心か②相互依存=社会中心

かなど，理念型としていくつがの志向性の違いを持ちながら展開しているが，

ガパナンスの実態は，常に両者の視点を含み込み，それらの組み合わせによ

って構成されると考えられる。集合的利益を実現するにはどうすべきかをめ

ぐって，ガパナンスの各単位において国有のシナリオが生み出されるのであ

り，最善の形態が一義的に決まるものではない。このような選択と組み合わ

せの動態はP 内部者にとっては実践的な課題であるとともに，観察者にとっ

ては実証的な課題となる。この点にこそ，現状はどうなっているのか，どの

程度国家が空洞化し，社会に統治の中心が移ったのかと向う実証研究の意義

カまある。

3. ローカル・ガパナンス概念の操作化

ここまでガバナンス概念、カぎ何を意味するのか 新たな概念によってどのよ

うな変化を捉えようとしているのかを検討してきたが その内容は次の 3点

に要約される。 ω国家の空洞化を背景にi童家ー社会関係が再編成され，従来

ガバメントが独占してきた機能が社会的アクターとの間で分有されるように

なった。 (2)集合的利益の達成じ向けたネットワーク管理・舵取りのアプロー

チについてP 国家の道具的利用と社会における相互行為のどちらに重きを置

くか，その選択と経み合わせには各地域自存のシナ 1)オがあるが，集合的利
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益達成のための中核原理を一般的に定義すれば，ステイクホルダーによるエ

ージェントの規律付けメカニズムだといえる。 (3)ガパナンス概念はそのメカ

ニズ、ムがどの程度の効果を挙げているかという，パフォーマンスにも関心を

もっO

それではこれを日本の地域において実際に観察するにはどうしたらよいか。

具イ本的アクターを想定してローカル・ガパナンス概念を操作化する。 地域経

営や公共サービス供給に新規参加が想定されるステイクホルダーやエージェ

ントとは何か，規律付けメカニズムとは何かを具体的にiELい浮かべながら，

ガバメントでは捉え切れず，ガパナンスという新しい概念によって初めて捉

えられる変化とは何かを検討しよう。

i翠1-1には，地域におけるガバメントの枠組みを示した。これは階統制

秩序に特徴付けられる。この枠組みでも，公共サービスを供給するためのエ

ージェントの7見f章付けだけであれば十う子に捉えられる。通常はステイクホル

ダーよりもプリンシパルの語が使われることが多いが，市民・有権者をプリ

ンシパル，首長及び議員をエージェントと捉えて，前者の意に沿うように後

者をどう規律付けするかが論じられてきた。地方政府の内部にiヨを転じれば，

図 1-1 階統制的なプリンシパルとエージェントの関係

ジェント

' 
弘----------ーー-“--・・--------------情ーーー崎町田--------______1
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有権者の負託を受けた首長又は議員をプリンシパル，行政]隊員・行政機構を

エージェントとする関係が見出せる。

一方，プリンシパルの代わりにステイクホルダーの諾を用い，改めてエー

ジェントとの関係を問題にするのは，図 1-1のような，プリンシパル→エ

ージェントェプリンシパル→エージェントという単線的な図式には収まりき

れない~副委した関係が意識されるためである。その複雑性を生む第 1 の要因

は，ガバメントで括られる地方政府の外に，公共サービス供給を担う主体が

多数登場したことである。これはローズをはじめ多くの論者が指摘する点で、

あることは前節で論じた。しかし，それだけでは十分でない。それらの主体

がエージェントとして単に行政から委託を受け一方的に統制されるだけなら，

ヒエラルキーの外延が広がっただけである。そこで第 2の要因が重要となる。

それは，新たに登場した主体が単なるエージェントとしての立場と同時に，

地方政府ーの決定や行動に利害関係を有する，ステイクホルダーとしての側面

を有する点である。

つまり，市民団体や NPOがその典型だが，各主体は福祉などの行政分野の

エージェントとしてサービス供給の一端を担う(第 1の要因)と問時に，ス

テイクホルダーとして地方政府など他のエージェントに対してアドボカシー

活動なども行う(第 2の要因)。これらの主体は，他の主体との関係において

プリンシパルで、あると i司時にエージェントでもあり，一定の利益へと向けて

相互行為的なネットワークを形成している。この関係を図示したのがI~ 1-

2である。この中には，住民自治組織のようにp 従来は単なる行政の下請け

などと見られていた存在も新たに位置付け産されている。

また，ある制度に対ーするステイクホルダーは，その制度が形づくるガバナ

ンスの下に編成されたネットワークにのみ存在するとは限らない。 河野が言

うように，ガバナンスとは外部効果にも注白する概念であり，制度の外部に

ステイクホルダーが存在する可能性がある。それらは制度的にインプットを

行いうることが前提とされたプリンシパルとは言えないが，エージェントに

よるアウトプットの影響を受けるステイクホルダーではある。この点でも，

プリンシパルよりもステイクホルダーの諾を用いることがふさわしい。

もう少し具体的に考えよう。従来の枠組みでは，市民はプリンシパルで、あ

り，エージェントとしての首長や議会に信託G，自らの利益tこ沿った行動を

とるかを監視し，次の投票の判断基準とするか，時として陳'1育や要求などの
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図 1 2 公共サービス供総をめぐるガバナンス

図中の矢印はステイクホルダーからエージェントに向かう

行動を起こすだけであった。

新たな枠組みでは，市民は NPOや市民毘体を結成し，公共サービスの供給

に参加する。市民個人がコミュニテイ・ビジネスを起業するなどして，公共

サービス供給に関わることもある。そうしたとき，サービスの種類によって

は地方政清から規制を受けることもあるし，地方政府から業務を受託したり

支援を受けたりすることもありうる。このようなケースでは立場が逆転する。

すなわち，地方政府がステイクホルダーとなり，市民が結成した NPO・市民

団体がエージェントに位置づけられることになる。地方政府ーの側が市民一般

の利益を代弁してサーピスの質や量に関心をもつからである。 I可n寺に， NPO 

・市民団体は，地方政府による規制や委託，支援が偏りなく公正に実施され

ること，少なくとも自分たちの活動の足材IJとならないことに関心を抱く。こ

の意味で， NPO・市民間体はステイクホルダーの立場にもある。それだけで

なく， NPO・市民団体の中には，地方政府の活動を監視し助言・提言等を行

うものもある。こうしたi主体は本来的に地方政府に対するステイクホルダー

の立場にあるといえる。また，これらの団体と地方政府によるサービス供給

のネットワークは，住民生活の充実や地域経済の活性化，治安の安定といっ

た，ソーシャル・キャゼタ Jレ論が主張するような外部効果を生む。これは市

民図体等に参加しない市民にも恩恵をもたらし，彼・彼女らに当該ネットワ

ークに対ーする関心を抱かせ，ステイクホルダーの立場に押し上げるのである。
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同様に自治会等の住民自治組織は，地域住民の意向をとりまとめ，地方政

府に伝達-要求するなど 地方政府に対'するステイクホルダーとしての立場

にあると同時に，情報伝達，防犯・防災・美化等の生活に密着した業務・サ

ービスを地方政府に代わって実施し 公共事業への住民合意を取り付けるな

ど，地方政府のエージェントとしての活動も行っている。 地方政府は自治会

の活動に多大の利害関心を有するステイクホルダーだといえる。もちろん地

方政府は，自治会の存在が行政活動の手助けになるからという理由だけでな

く，自治会が存在することによって地域運営や住民生活に様々な効果がもた

らされていると認識しているからこそ その存立に関心をもつのである。こ

うした関係は，図 1-2に示した福祉団体，環境団体にも当てはまる。企業，

業界団体・経済団体なととの社会団体についても自己の利益の実現のためだけ

でなく，公益のために政府に働きかける側面を有すると捉え産さ礼る。

地方政府の外にあって，公共サービス・公共j坊の供給に関わる組織・団体

は， I~ 1 -2に掲げたものにとどまるわけではない。また，地方政府の外に

ある主体が地方政府を介さずに相互に結ぶ関係も大いに考えられるが(図 l

-2の点線矢印)，これは本研究の対象外となる。本書が分析の基礎とする

のは，市区i町村を通じて得た，地方政府と各主体との関係に関するデータだ

からである。この意味で，本研究は道具主義に偏ったリサーチ・デザインを

採っていることに留意しておきたい。

4. リサーチ・クェスチョンの提示

ここまでの議論をつサーチ・クェスチョンの形で整理し，実証分析を行う

にあたって何を観察すべきか示していこう。まず，本研究が探求すべき最も

基本になる向いは， I日本の地域における公共サービス供給をめぐって， rガ
バメントからガパナンスへjの移行がどの進んでいるのかjということにな

る。これは.(1)国家一社会関係の再編成， (2)主体関の棺互行為， (3)集合的利益

の実現という 3つの論点を含むものであった。これら論点をもう少し実証研

究にふさわしい言葉に言い換えると， (1)多様な主体の参加とその立場(ステ

イクホルダーかエージェントか)， (2)主体関の規律:イすけメカニズムを含む相

互行為， (3)ガバナンスがもたらす効果(パフォーマンヌ:)ということになる。

ここから次の 3つのリサーチ・クェスチョンが導かれ，更に， RQ. l~ RQ 3 

の小見出しで示した詳細な問いにブレイクダウンされる。
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RQ 1 (主体) 公共サービス供給をめぐる政策過程に多様な主体が参加して

いるか。各主体は一方的に行政から業務を委託されるような，単なるエージ

ェントの立場を超えて，ステイクホルダーでもあるか。

RQ 2 (相互行為) 主体問の相互行為(規律付けメカニズム)はいかなるも

のか。それらは静的な制度か，不特定多数のステイクホルダーとエージェン

トの関係に対応できる動態的なものか。

RQ 3 (効果) 新たなガバナンスによって，いかなる効果が生じているか。公

共財・サービス供給のパフォーマンスを変化させているか。

RQ 1 主体の参加について

1 -1 市IR IlIT~寸の政策過程には，いかなる主体がどの程度参加している

か。特に，市民社会組織の参加は市区IUT村に遍く行われているの

か。また，参加が盛んな市区IUJ村ーはどのような特徴をもつか。

1 -2 各主体は，どのような場面やjレートで政策過程に参加しているかo

1 -3 NPO・市民団体及び自治会.IllT内会は政策過程にどの程度参加し，

どのような役割を果たしているか。

1 -4 政策過程に参加する主体の影響力構造はどのようなものか。それ

を規定する要因は何か。

1 -5 政策過程の各段階・各政策分ill-}について詳しくみると，どのよう

な主体が影響力をもつか。段階・分野によって異なるのか。また，

主体の組み合わせによる類型化は可能か。

1 -6 市民社会組織に着白すると，その影響力はどのような要因によっ

て規定されているか。参加，委託，接触などによってどの程度規

定されるか。

1 -7 公共財・サービスの供給は，外部委託を通じてどの程度行政組織

以外の主体に担われているか。外部委託が進んでいる市IRI町村は

どのような特徴をもつか。これを単にヒエラルキーにおける行政

の下請け(エージェント)と捉えるだけでよいか。双方向的な関

係が生じているか。

以上は主体に関するリサーチ・クェスチョンを詳細化したものである。ま
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ず，参加!の現状を明らかにする (RQ1-1)。次に各主体がステイクホルダー

とエージェントの南側面をもつかを確認するため，参加の場やルートを解明

する (RQ1-2)。本調査では審議会等，計画策定，政策執行，行政評価に各

種団体が参加しているかを尋ねた。審議会や言「画策定などに参加する主体は

ステイクホルダーに分類でき，逆に政策の執行段階に参加する主体は，行政

の事業実施に協力するという意味で、エージェントの性格が強いと考えられる。

前節までの議論を踏まえれば，同じ主体が審議会や計画策定に参加すると同

時に，事業の委託を受け，政策執行に関わっていることが観察されると予想

される。また，本研究はガバナンスにおける市民社会組織の役割や位置づけ

に興味を抱く (RQ1-3)。

各主体がいかなる影響力をもつかを知ることも，ガバナンス理解の方法で

ある。本調査では 7点尺度で各主体の影響力を測定した。影響力構造の把握

は，日本の地方自治研究にも蓄積があるが，行政のヒエラルキーに位置する

主体だけが影響力を保持するのか，それとも外部の市民社会組織が影響力を

分けもつ多元的構造になっているのかを知ることは，まさにガバナンスを理

解することだといえる (RQ1-4~ RQ 1-6)。

外部主体の参加は，業務委託の形でも行われる。前節で述べたように 委

託関係にあっては，事業受託者は行政のエージェントであり，あくまでもガ

バメントのヒエラルキーは維持されているとみることができる。しかし，受

託者が特別のノウハウや価格競争力をもっていたり，幅広い業務が外部委託

されるようになったりすれば，行政にとってそうした主体は欠くべからぎる

存在となるだろう (RQ1-7)。本調査では19慈の業務について 7種の団体が

それぞれ業務委託を受けているかを尋ねた。

RQ2 椙互行為(規律付けメカニズム)について

2 -1 参加制度の現状はどのようなもので，それは地方政府の規律付け

に関してどのような機能を果たしているか。特に，市民社会紹ー織

に着目したとき，制度がある市区町村で参加は活発か。

2-2 行政職員と外部主体との接触はどのような現状にあるか。政策分

野，政策過程の段階に応じて，いかなる接触の様態が現れるのか。

2-3 これを接触のネットワークと捉えた場合，外部主体に I~司かれてい

るか。 接触の頻度，方向性，内容からみて，特にどの主体に関か
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れているか。市民社会組織とのネットワークはどのような要因に

よって活発化しているのか。

2-4 (住民代表としての)議会が機能するための基礎となる制度は，ど

のような現状にあるのか。関かれたガバナンスのために十分とい

えるか。議会制度の現状はどのような要因によって規定されるの

か。

2 -5 議会や選挙での首長支持及び各会派の議席率はどのような現状に

あるか。それは議員一首長関係にどのような影響を与えているか

(議会や選挙での支持は，議員の影響力評価を高める源泉となっ

ているか)。政党から首長への支持はどのような状況の下で与え

られるか。

エージェントに対ーする規律付けメカニズムには，公的なttilJ度とそれ以外の

動態的な仕組みが考えられる。まず，参加を促す制度の普及状況を明らかに

する (RQ2-1)。参加を促す制度とは，自治基本条例，情報公開条例，パブ

1) "Jク・コメントなどを指し 調査でこれらの有無と導入年度を尋ねた。参

加の制度は，ステイクホルダーとしての市民社会組織が，地方政府の政策過

程に参加するために不可欠な基盤を提供する。特に自治基本条例や情報公開

条例は，エージェントとしての地方政府の行動を規律する。

なお， ftjlJJ支は主体を規省主付けするメカニズムとして機能するが，同時に地

方政府の政策アウトプットとしての側面を有する。つまり，制度があるから

参加が促進される側面と，ステイクホルダーとして参加する主体がエージェ

ントを規律付け'るために制度の制定を求め，その結果として制度が導入され

る側面がありうる (RQ2-1)。

続いて，公的制度以外のインフォーマルで動態的なメカニズムを分析する

(RQ 2 -2)。ステイクホルダーはエージェントに接触し，エージェントの行

動を自己の利益に合致させるよう試みる。接触の形態には，要望，説得，意

見交換，提案，連絡など様々なものがある。調査では，担当部署が各種団体

とどのような形態でどのくらい頻繁に按触するか尋ねた。また，こうした接

触の前提として，担当部署と各種団体の関与のあり方も尋ねた。それらは，

許認可・行政指導，モニタリング，職員派遣などである。担当部署(ステイ

クホルダー)から団体(エージェント)に職員を派遣すれば，コントロール
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は強まると考えられる。また，許認可は行為の禁止を解除したり効果を発現

させたりすることでエージェントを規律:1，j-けするメカニズムであり，法令に

基づく規制や罰則を背景に上記の接触がなされれば，強力な規律付けが可能

になる。

なお，担当部署による接触のあり方は，誰とととの程度接触するかをみるこ

とで，ガパナンスの開放j支を測ることができる。接触のネットワークが政府

内部で完結するのか，外部主体に関かれているのかという論点である (RQ2 

-3)。

さて，行政と他の主体一般の関係とは別に，特別な考慮を有するのが議会

である。議会は有権者の多様な選好を政策に反映する場であり，地域住民

(有権者)が地方政府を規律付けするために最も重要なルートである。そこで，

拐かれたガパナンスを実現するためには，議会の機能が発揮される条件が整

っているかを探る (RQ2-4)。

住民の負託を受けた議会は，行政の長としての首長に対する関係ではステ

イクホルダーとなる。この時の方自幸f寸けメカニズムにはどのようなものカfあ

るだろうか。その第 lは，首長選挙における支持又は敵対ーがある。議員は首

長選挙での支持によって患を売り，次の選挙で、の敵対をちらつかせることで，

首長の行動を規律しようとする。第 2は議会における質問，審議，採決， 100 

条委員会開催といった権限の行使である。これらが有効に作用するかは，議

会の多数派を握っているかにかかっているほQ2-5)。本調査は行政職員に

対するものなので，個々の権限行使について尋ねてはいないが，その有-効性

を支える各会派の議席率を，首長の支持政党などとともに尋ねている。

RQ 3 ガバナンスの効果について

3 -1 各市区町村の公共サーピ、ス水準はどのような現状にあるか。サー

ピ、ス水準が高い市区町村にはどのような特徴があるか。

3-2 特定のガパナンスのあり方が サービス供給のパフォーマンスを

高め，何らかの外部効果を生む傾向は見出せるか。

3-3 ガバナンスをめぐる諸要素に隠する職員意識の現状はいかなるも

のか。それは市区町村のガバナンスの現状と関係するか。

3-4 市民社会組織に対する行政職員の意識はどのようなものか。好意

的か，否定的か。それはガバナンスの現状と関係するか。
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ガパナンスから何らかの効果が生じたかを知るためには，公共サービス供

給のあり方を評価する必要がある。そのiヨ安の lつは，サーピ、ス水準で、ある。

これは先進的な施策・事業がどの程度行われているかを指標とすることがで

きる (RQ3-1)。こうして測られた効果と，カ

を構成する参加，影響ブ力]，接触，規律f寸けメカニズム等の諸要素との関係は

本研究の興味の中心である。これらの諸要素が独立変数，サービス水準等が

従属変数となる (RQ3-2)。

ところで，ガバナンスの変容はどのような経路を辿ってサービス供給に効

果を発揮するのだろうか。市民社会組織などが参加することによって，必要

なところにサービスが行き届き，効率性が高まるというのが，ここまでの議

論から導かれる主たる経路である。それにとどまらず，行政職員の意識が変

わり，行政からのサービス供給のあり方が変化するという経路もあるかもし

れない。そこで行政職員の意識を分析する (RQ3-3， RQ 3-4)。本調査で

は自治会の現状や今後， NPO・市民団体のあり方，諸国体との接触，分権や

参加についての諜長相当職の意識を尋ねている。

行政職員が上位政府との関係を重視するか，地方分権を求めるか，参加に

理解を示すか，行政の効率性を重視するかなどによって，垂宜的・ヒエラル

キ一志向か，水平的・ネットワーク志向 (t13互行為的)か，効率的 .NPMf切

なガパナンス志向(道具主義的)かといった類型で大きく捉えることができ

るだろう。また，こうした職員意識に作用すると考えられるのがガバナンス

の現状である。すなわち，多様な主体が参加し，影響力構造が多元化し，行

政職員と市民社会組織との接触が盛んであるほど，市民社会組織に対して好

意的な意識をもち 水平的・ネットワーク志向となると予想される。

以上， 3つの基本的なリサーチ・クェスチョンとそれを地域の現実に即し

てブレイクダウンした問いを示し，調査の質問項目と関連付ける作業を行っ

た。よくみると，調査内容は従来の地方自治研究で実施されてきたものと大

きくは変わらないことに気づくだろう。本書に独自性があるとすれば，従来

からの調査項目をガバナンス概念でくくり直し 新たな意味付け-新たな解

釈を与えようとするところである(伊ー藤 2009)。そもそも，ガバナンス概念自

体，全く新しい何かというものではなく， i可聖子 (2006:7)が言うように，

f時代区分をも超えて普遍性をもった問題を提起しているjもので， 7与を変え
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てわれわれの関心を集め，今日までに蓄積されてきた知見を，断片的な形で

はなく，より体系的な 71~で統合しようとする概念枠組みである。従って，本

章で試みたのが従来の調査項目の括り直しだとしても，それはまさにガバナ

ンス概念が目指すところだということができるのである。
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第 2章 ガバナンス概観

一政策過程における多様な主体の参加!と影響力一

山本英弘

1.本章の位置づけ

本章では，後続の各章の分析に先立って，市民社会組織の政策過程への参

加状況と影響力について概観していきたい。第 l章でも述べたように，今日

のガパナンス論で注告されるのは統治過程に様々な主体が関与するようにな

ったことである。本書全体の着百点からは，市民社会組織(自治会， NPO・

il:i民団体，経済団体や福祉団体などの各種の団体)が，どの程度政策過程に

参加し，影響力を行使できているのかが注目される 1。とりわけ，新しい市

民社会の担い手として期待される NPO・市民団体による関与の度合いを知る

ことはガパナンスの現況を捉える上で、重要で、ある。

もっとも，各主体は単に政策過程に関与していればよいというわけではな

く，ガパナンス論の観点からみれば，主体がステイクホルダーであるととも

にエージェントでもあるといえるのかが重要となる。そのため，それぞれの

主体が，政策過程のどのような局面に参加しているのかを捉えなければなら

ない。地方政府の政策過程は，政策形成 (PLAN)，政策実施 (DO)，政策評

価 (SEE)の 3つの段階に分けて考えることができる(佐藤 2005)。このう

ち，審議会や計画策定などを通して政策形成に関与できる主体はステイクホ

( 1 ) 市民参加については，直義民主主義的な参加を通じて，市民が合意形成

のためのコミュニケーションを行うという討議民主主義的な機能(篠原 2004

など)や，社会関係資本論のように参加を通じて，市民を陶冶する機能 (Put同

nam 1993; Boix and Posner 1998など)も指摘されている。
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ルダーとみることができるだろう。一方，政策の執行段階に参加する主体は，

地方政府の事業実施に協力するという意味では，エージェントとしての性格

が強いと考えられる。さらに，モニタリングや政策評価への参加は，ステイ

クホルダーとして政策の遂行を監視しているとみることができる。 1章の議

論をふまえれば，市民社会組織がこれらの政策段階のいずれにも参加し，ス

テイクホルダーであると向時にエージェントとして機能しているかどうかカf

注目される 20

ところで，各主体が政策過程に参加していたとしても，実質的な政策形成

や執行に影響力を行使できなければ それは形式的なものに過ぎなし 1。そこ

で，市区向1寸のiNIJからみた政策過程における各主体の影響力を捉えることで，

参加の実質について検討したい。実際の政策過程では，行政のヒエラルキー

のトップに位置する主体だけが影響力を保持しているのだろうか，それとも

外部の市民社会組織が影響力を分けもつ多元的構造になっているのだろうか。

また，市区IIlJl寸の上位に存在する中央省庁や都道府県はとごの程度の影響力を

発揮しているのだろうか。このような影響力の分布を明らかにすることは，

ガパナンスの実質を捉えることだといえる。市民社会組織に注 I~I する本書の

関心からは，これらの組織が全体の影響力構造にどのように位置づけられる

のかがポイントとなる。

以下，本章は下記の構成で議論を進めていく。第 2節では，政策過程にお

ける各主体の参加状況を示し，さらに市区IlJT村の特性~こより参加状況が異な

るのかを検討する。分析から，市区町村の政策過程には，政策形成段階およ

び政策執行段階において，市民社会組織の参加がみられることが明らかとな

った。基本的には各部署に関連のある団体の参加が多いのだが， NPO・市民

団体も一定程度参加しており，参加の多元化傾向を確認することができる。

第3節では，政策過程における各主体の影響力を概観し，市民社会組A哉の位

置づけを確認する。分析から，全体的には首長をはじめとするJT内の主体の

影響力が強いが，市民社会組織も相対的にみて一定程度の影響力を有してい

ることが示される。最後に第 4節で全体の結果をまとめておく。

( 2 ) ただし，ステイクホルダーとエージェントの切り分けは，概念整理の上

で便利であるが，実証研究に際しては分析がいたずらに煩演になるおそれが

ある。そのため，特に必要ではい限りは言及しなし ¥0
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2. 政策過程への市民参加

2. 1.参加の状況

地方政府の政府過程における市民参加はすでに多くの注自を集めており，

規範的な主張から実証的な分析まで、様々な研:究がなされている(~J~J 貝編

2007 ;佐藤ほか 2005;篠原 2004;坪郷編 2006など)。ここでは市区町村調査

データを用いて，参加iが多元化しているのか，あるいは政策過程が開放的で

あるのかに着iヨしながら全国の傾向を示していきたい。

表2-1は，政策過程の各局面における各主体の参加状況を示したもので

ある。ここでは，自治会， NPO・市民団体，各政策分野に関連した団体，外

郭団体-第 3七クター，企業のそれぞれについて，参加していると回答した

市区IIIT村の割合を示している 3。関連団体は，環境部署では環境団体，福祉

部署は福祉団体4，産業振興部署では農林水産業団体と経済・商工i主体を指し

ている。これらのうち，どれか 1つでも参加していれば参加とみなして割合

を求めている。なお，市民活動部署は関連団体に該当するものがないため空

機としている。全体という摘は，各部署で lつでも該当する団体がある割合

を示している。

審議会・懇談会および計霞策定への参加は，政策形成への参加ということ

ができる。全体械から審議会-懇談会への参加状況をみると，市民活動

(94.3%) ，環境 (85.0%)，福祉 (77.7%) の各部署では多くの市区IIIT村で行

(3 ) 本章では，調査で質問した結果すべてを示しているわけではない。政策

の局面については許認可-行政指導と職員派遣についても質問しているがこ

こでは割愛する。また，アクターについては，一般市民，労働組合，その他

の団体についてもそれぞれ質問しているが結果は割愛する。各部署の政策分

野と直接関連のない団体(例えば，福祉部署における環境団体)も，その部

署の政策過程における参加状況を示していなしE。これらも含めた詳細につい

ては，吉田 (2009) を参照されたい。

(4 ) 指弾:部者の調査票で、は， t士会福右i了法人，福祉当事者団体，福祉ボランテ

イア匠j体に分けて費 1~"9 しているが，ここではこれらを統合し，どれか l つで

も参加していれば福祉団体の参加とみなしている。なお，福祉団体の仁1:1では，

f士会福祉法人，揺十11:当事者団体，福祉ボランテイア自体の)I!Nに参加が多い。

詳細は，吉'13:1(2009) を参照されたい。
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表 2-1 各主体の政策過程への参加状況(単位%)

市 民 活動環境指1jl: 産業振興

審議会懇談会 自治会 74.1 57.9 49.0 35.0 

NPO. ili民間体 45.1 40.0 39.1 26.5 

i立l:i主|主体 36.8 72.3 72.7 

外郭団体第 3セクター 13.4 5.3 4.9 17.6 

企業 22.7 24.8 5.1 25.9 

全体 94.3 85.0 77.7 54.7 

訂F;I'ffiu京UtJl三 自治会 51.1 34.1 52.3 25.9 

NPO . rli民団体 33.5 28.4 47.6 21.7 

i込j連i立IW 28.6 86.7 62.1 

外郭i主体第 3セクター 10.5 4.0 6.1 16.2 

企業 13.2 17.7 5.7 14.3 

五三{本 77.4 58.7 91.1 74.1 

業務委託 自治会 34.3 10.8 10.8 13.4 

NPO 市民i立11本 29.6 16.7 32.1 19.7 

!羽i主!主体 9.2 87.7 42.6 

外郭lil1;jc. fil~ 3セクター 22‘7 8.6 9.2 29.3 

企業 14.1 21.7 7.4 14.9 

全{本 70.0 50.3 91.0 69.4 

行政の支援 自治会 82.0 74.9 49.5 40.2 

NPO 市民lil体 53.6 50.2 46.4 36.9 

関連li!体 46.0 89.1 85.4 

外 郭 団 体 第 3セクター 28.4 8.8 12.2 33.7 

企業 16.9 14.5 5.3 35.7 

全体 94.0 92.3 91.3 94.5 

政策執行 自治会 18.9 32.9 18.3 16.3 

NPO 市民団体 12.5 21.8 17.9 16.5 

関連!主体 19.7 42.7 44.1 

外郭団体第 3セクター 9.2 4.6 5.0 18.5 

企業 5.7 11.8 3.1 9.7 

全体 30.5 43.7 46.1 54.6 

モニタリング 自治会 2.6 6.7 4.9 4.8 

NPO 市民i主体 2.0 5.0 4.7 2.9 

関連団体 5.9 14.1 9.5 

外郭団体第 3セクター 1.8 0.4 1.8 3.4 

企業 0.5 3.8 1.1 3.2 

全体 7.0 13.8 16.5 14.4 

行政評filli 自治会 6.1 8.0 11.2 4.1 

NPO 市民i宝イ本 4.6 6.4 9.6 3.3 

関連団体 5.3 16.2 

外事1¥1互i体第3セクター 0.9 1.1 1.7 2.6 

註) N(土各)J~ !~j の欠m値により若干呉なる。ここでは審議会・懇談会のJJìl~1 の 1ft!を示し
守 、，_。
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われている。これに対して，産業振興部署で、は54.7%と半数強である。 NPO

・市民団体は40%程度と一定の参加がみられるが，産業振興部署で、は少ない。

市民活動部署と環境部署では自治会の参加が特に多い。環境部署で多くみら

れるのはごみ収集やリサイクルについて自治会の協力を得ることが多いから

だと考えられる(石垣 1999;谷口-堀田・湯浅 2000)。これに対して，縞右1:

部署と産業振興部署では関連団体の参加!が多い。政策受益団体として，関連

分m}の政策に関与している様子がうかがえる。なお，環境部署で関連!主体の

参加がそれほど多くないのは，環境団体が十分に成熟していないことを示し

ているとも考えられる。

計画策定については，市民活動 (77.4%)，福祉 (91.1%)，産業振興 (74.1%) 

の各部署において，多くの市区町村で参加がみられる。なかでも，福祉部者

では審議会・懇談会よりも参加が多くみられる。また，他部署と比べて自治

会， NPO・市j乏団体，関連団体の割合が高く，参加が多元化している 5。こ

れは，社会福祉法によって地域福祉計画の必要が規定されているためだと考

えられる 6 (平野 2007;荒克 2009)。また，地域福祉計画には，社会福祉協

議会による計画づくりが住民参加を促進してきたというコミュニティワーク

の系譜があるために(平野 2007:5)，多様な主体が参加しているのかもし

れない。

その他の部署では，審議会・懇談会と同じく，市民活動部署で自治会の参

加が多く，産業振興部署で関連盟体が多い。環境部署は計画策定への参加が

相対的に少ないものの，その割には企業の参加が多い。 環境政策は企業活動

を促進したり制約したりする側面があるため，企業が政策受益i主体として関

与すると考えられる。

( 5 ) 市区IHT村を対象として行った地域福祉計画の調査結果として和気(2007)

がある。そこでも計画策定委員会には既存の福祉関連組織の代表者の参加が

70~80%程度と多くみられ，市民団体代表者や NPO 法人代表者が参加して

いる市区IHJ村は25%と相対的に低い。一概に比較はできないが，我々の行っ

た市区IlIT村調査でのほうがNPO・市民自体の参加が活発な傾向を示している。

(6 ) ただし，地域福祉計画策定の現状をみると， 2008年3月末時点で，策定

している市IUT村は38.4%である。また，策定する意思のない市町村-や意思が

あっても策定できない市町村ーが a定数存在することが指摘されている(荒見

2009)。
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続いて，政策執行段階についてみていこう。業務委託は，市民活動

(70.0%) ，福祉 (91.0%)，産業振興 (69.4%)の各部署で多く，環境部署は

50.3%とやや少ない。福祉部署で、は関連団体の参加が非常に多く， NPO・市

民団体も多し1。その他の部署では，市民活動部署で自治会， NPO・市民団体，

外郭自体・第 3セクターの参加が一定程度みられる。環境部署では全体に参

加が少ないが，その中では企業が最も多い。産業振興部署では関連団体と外

郭国{本・第 3セクターが多くみられる。

行政に対する支援はどの部署でも90%以上と非常に高い割合を示している o

NPO・市民団体からも50%前後の市区i町村が支援を受けている(産業振興は

やや低い)。市民活動部署と環境部署では自治会，福祉部署と産業振興部署

では関連団体が特に多い。産業振興部署では，外郭団体・第 3七クターと企

業からの支援も一定程度みることができる。

市区町村調査において詳細は質問していないために確かにはわからないが，

業務委託が契約に基づく関係なのに対して，行政に対ーする支援は契約に基づ

かない協力関係が多いと考えることもできるだろう。近年，契約関係に基づ

く政策執行への協力が重視されているが(森 2001)，自治会およびNPO・市

民団体では，実際には契約に基づかない協力が多いようである。特に，自治

会については業務委託と行政支援との差が著しし E。市匿IllT村は自治会ないし

は自治会長等との密接な関係に基づいて，業務を依頼していると推察できる

(森 2001)。なお，詳細は割愛するが，業務委託と行政に対する支媛のそれぞ

れにおける各主体の参加割合の差は，人口規模が大きいほとぐ小さい 7。都市

部で、は契約に基づく参加の比重が高まっているといえる。

政策執行への参加も一定程度行われている。産業振興部署で、多く，市民活

動部署で、少なし1。環境部署では自治会，福祉部署と産業振興部署では関連団

体が多し=。産業振興部署で、は外郭団体・第 3セクターと企業の参加が他部署

よりも多い。企業については環境部署でも多い。

政策評価段階についてみていこう。政策の形成や執行段階と比べると，各

主体の参加が非常に少なしミ。モニタリングも行政評価も どの部署でも 10~

( 7 ) ちなみに，業務委託と行政に対する支援のそれぞれについて人口規模と

の関連をみると，どちらも人口規模が大きくなるほど割合が減る傾向にある

が，あまり明雄ではない。
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20%程度である。福祉部署で、はIVJ連団体の参加が目立つことが特徴的である。

以上の結果から，政策形成と執行の段階では様々な主体の参加を確認でき

る。全体的な傾向としては，市民活動部署と環境部署では自治会，福祉部署

と産業振興部署では関連団体の参加が多い。産業振興部署では，外郭団体・

第3セクターや企業の参加もみられる。ここから，各主体は自らがIVJ心をも

っ政策分野を担当する部署に関与していることがわかる。政策分野に仕切ら

れた参加というのが基本的な特徴といえるだろう。しかしながら， NPO・市

民団体の参加状況をみると，どの部署においても政策の形成および執行に一

定程度参加している。ここから，地方政府の政策過程において新たな主体が

参加を増やしており，全体的に参加が多元化する傾向をみてとることができ

る。

さて，このように NPO・1'11民団体が政策過程にある程度参加していること

が確認できるが，これらの団体と他の団体との参加にはどのような関係があ

るのだろうか。自治会や政

策受益的な関連団体など})、
表 2-2 自治会と NPO・市民団体の参加の関連

前から行政と密接な関係に
(手係数)

rli J~日舌動 環境 福祉 産業振興

ある団体が参加していると， 審議会懇談会 0.195料 0.318吋 0.382吋 0.311叫

新興の NPOや市民団体に 計画策定 0.360** 0.416料 0.280ホ史 0.326料

業務委託 0.101坊不 0.094同 0.039 0.054 

は参加の余地が残されてい 行政の支緩 0.109** 0.199** 0.262*学 0.325同

ないかもしれなし 1。このj易 政策執行 0.472常持 0.504料 0.425** 0.374料

モニタリング 0.306長会 0.415** 0.455付 0.365*ド

合，自治会や関連団体の参 千r政r，-'Fioli 0.497** 0.476*ホ 0.508淑宇 0.443同

加と NPO・市民団体の参加 N 1083 1071 1092 1098 

は逆相関すると考えられる。
ネド pく 01

これに対して，従来からの団体が活 表 2-3 関連団体と NPO・市民団体

発に参加することによって新興の図 の参加の関連(世係数)

体が参加する機会が!?尽かれるとも考 環境 福祉 産業振興

えられる。この場合は両者の参加は
審議会 懇談会 0.417史氏 0.437持 k 0.249** 

計画策定 0.499*長 0.271泊ま 0.282同

JII真相関するだろう。 業務委託 0.280** 0.076* 0.129*ド

表2-2，2-3はそれぞれ，政
行政の支援 0.320料 0.219学主 0.130*仇

政策執行 0.501同 0.481*'f 0.342な÷

策過程の各局面における自治会およ モニタリング 0.577付 0.468** 0.328設*

び関連団体の参加と NPO・市民団体
行政評価 0.555料 0.638同 0.334** 

N 1071 1092 1098 

の参加との関連を示したものである 料 pく.01
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(手係数 8)。部署や局面によって若干の相違はあるものの，自治等において

も関連i主体においても NPO・市民団体の参加とはプラスに相関していること

がわかる。つまり，既存の団体の参加が多くみられる市区IllT村ほど，新興の

NPO・市民団体も多く参加している。市民社会組織の参加には相乗的な効果

があると考えられる。

2. 2.市区町村の特徴と告団体の参加

ところで，これまでにみた各主体の参加は市区町村のどのような特徴と関

連しているのだろうか。ここでは，自治会， NPO・市民団体，各部署の関連

団体という市民社会組織について それぞれ参加の規定国を探っていこう。

従属変数はそれぞれの団体について，政策過程の各局面における参加の有

無をダミー変数とし(参加=1)，ロジスティック回帰分析を行う。なお，モ

ニタリングと政策評価は参加率が非常に低いので，ここでは分析の対象とし

ない。分析に際しては， 4部署の調査データを接合したデータ・セットを用

いる。これにより，部署i間の相違を力1]'床しつつ，それを統制した分析を行う

ことができる。

独立変数については 4つの要因を検討する 9。第 1に 人口規模による影

響である。都市部であるほど様々な団体が存在し，政策過程に関与している

と考えられる。例えば，西出・埴淵 (2005)はNPO法人の数が政治-経済

的機能の集積に基づく都市の中心性に規定されることを明らかにしている。

したがって， NPO・市民団体は特に人口規模のプラスの効果がみられるもの

と予想される。一方，自治会は全国各地に存在するが，都市部ほど加入率が

低く，地域の代表としての正当性を確保するのが困難である。そのため，都

市部ほど政策過程への関与が少ないと考えられる。分析に際しては，市区IHT

村の人口を量的変数として投入するが，分布が歪んでいるために対数変換し

て用いる。

第2に，財政力である。今日，ガバナンスや市民参加が求められる背景に

(8 ) 併係数とは 2値データである 2変数関の関連の強さを表す係数である

(Bohrnstedt . Knoke 1988=1992など参!問。

( 9 ) 首長の選挙時の政党からの支持・推薦なとと市1_RlllT村の党派性を表す変数

も投入して分析したが，目立った効果はみられなかった。
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は，地方政府の財政難という問題がある。地方政府の財政が逼迫し，その対

処として自体自治から住民自治へという動きをみることができる(牛山

2007 ;羽貝編 2007;山本編 2008など)。そうであるならば 1~オ政状況が悪い

市区町村ほど参加が活発に行われていると考えられる。分析には財政力指数

を投入するが，これも分布が歪んでいるために対数変換して用いる。

第 3に，市町村合併の経験である。分権改革に伴う合併を経験した市ITIJ判 e

ほど，分権に向けた体制づくりや政策形成が進められており，市民の参加も

促進されているものと考えられる。例えば 地域自治区や住民協議会などの

設量は，新たな参加の機会だということができるだろう。一方で，合併によ

り干!illlJ村が認知の上で、遠い存在となり，参加が阻害されることも考えられる

(初村 2006)。分析には合併経験の有無をダミー変数として投入する(経験あ

り=1 )。

第 4に，各部署である。部署による相違は先に検討したが，他の変数を統

flJIJしても i可様の結果が得られるかを確認する必要がある。分析には産業振興

部署を基準カテゴリとしたダミー変数として分析に投入する。

表 2 4 自治会による参加の規定図(口ジスティック由帰分析)

審議会
計画策定 業務委託

行政への
政策執行

-0.144吋 -0.023 0.317** 0.109* 

(0.040) (0.041) (0.053) (0.044) (0.048) 

財政力指数(対数) 0.085 0.063 0.169 0.052 -0.016 

(0.083) (.083) (.109) (.090) (.097) 

合併経験 0.127 0.241キ 0.100 0.279* 0.121 

(0.104) (0.104) (0.133) (0.110) (0.123) 

TIT民活動部署 1.618訣き 1.082本* 1.178*な 1.913詐た 0.179 

(0.108) (0.105) (0.124) (0.115) (0.130) 

環境部署 0.862キ* 0.361キ必 -0.173 1.494 ** 0.957料

(0.102) (0.109) (0.149) (0.109) (0.122) 

福祉部者 0.532持持 1.057料 -0.158 0.396ネド 0.139 

(0.100) (0.105) (0.147) (0.100) (0.131) 

産業振興部署(基準カテゴリ)

定数 0.354 0.450 -1.801 2.830** 0.594 

(0.456) (0.457) (0.604) (0.488) (0.日2)

2LL 4247.083 4252.528 2940.727 3943.002 3311.183 

Cox-SneIlR' 0.077 0.054 0.0日 0.140 0.028 

NagelkerkeR' 0.103 0.073 0.090 0.191 0.043 

N 

( ) I々は伝子，~tW誤差 キ pく 05 **: pく 01
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表 2-5 NPO・市民団体による参加の規定因(口ジスティック回帰分析)

計画策定 業務委託
行政への

政策執行

0.536** 0.408持ド 0.455料 0.309同 0.362決*

(0.046) (0.045) (0.049) (0.041) (0.053) 

財政力指数(対数) -0.241* 0.059 0.078 0.171主 0.099 

(0.093) (0.095) (0.105) (0.083) (0.118) 

合併経験 -0.221ネ 0.030 -0.108 -0.034 0.185 

(0.107) (0.109) (0.117) (0.101) (0.132) 

市民活動部署 0.880** 0.641 0.567志水 0.652*詐 -0.257 

(0.111 ) (0.118) (0.120) (0.100) (0.144) 

環境部署 0.569料 0.285 0.230 0.498料 0.293ネ

(0.113) (0.122) (0.134) (0.101) (0.133) 

福祉部署 0.630** 1.241 0.656本* 0.356*必 0.068 

(0.112) (0.115) (0.120) (0.101) (0.136) 

産業振興部署(基準カテゴ I})

定数 -6.706不永 -5.585** 6.194*必 3.792来場 5.420ネ*

(0.523) (0.520) (0.560) (0.459) (0.613) 

-2LL 3952.9 3736.3 3375.0 4501.8 2797.1 

Cox-SnellR2 0.090 0.089 0.071 0.041 0.030 

NagelkerkeR2 0.123 0.126 0.108 0.055 0.052 

N 3270 3270 3369 3369 3270 

( ) I人jは傑準誤差 * : pく.05 **: pく .01

表 2-6 関連団体による参加の規定国(口ジスティック回帰分析)

業務委託
行政への

政策執行
審議会

計副策定
支援 心電R、説117¥.会A 

人口(対数) 0.189同 0.228*ド 0.154料 0.451*ド 0.235料

(0.058) (0.057) (0.048) (0.052) (0.052) 

財政力指数(対数) -0.094 -0.039 -0.166 -0.360** -0.203 

(0.120) (0.113) (0.100) (0.101) (0.106) 

合併経験 0.084 -0.018 -0.025 -0.066 0.002 

(0.150) (0.148) (0.122) (0.130) (0.135) 

環境部署 -2.189料 -2.050料 1.268キ* -1.749** -1.538料

(0.148) (0.120) (0.115) (0.111) (0.108) 

福祉部署 2.213村 0.279 -0.118 0.055 1.334材

(0.123) (0.143) (0.098) (0.108) (0.122) 

産業振興部署(基準カテゴリ)

定数 -2.297** -0.547 -1.911付 -3.826叫 -2.007点*

(0.654) (0.628) (0.544) (0.569) (0.582) 

-2LL 2282.8 2443.9 3094.1 2967.6 2733.8 

Cox-Snelllミ2 0.384 0.192 0.063 0.159 0.232 

NagelkerkeR2 0.513 0.278 0.087 0.214 0.313 

N 2臼6 2546 2515 2515 2515 

( )内は擦準誤差 *:pく .05 料 pく 01
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表 2-4~2-6 は，参加の有無を従属変数としたロジスティック回帰分

析の結果である。前述のように，ここでの分析では 4部署のデータを接合し

たデータを月~v)ている。表 2 6の関連団体については各部署の関連団体を

表すように変数を合成した(環境部署は環境団体，福祉部署は福祉団体，産

業振興部署は農林水産業団体と経済・商工団体)。なお，市民活動部署は関連

団体がi明雄ではないため分析から除外した。

結果については政策の各局面であまり相違がみられないので，独立変数の

効果を中心に記述していく。表 2-4の自治会の参加については，人口がマ

イナスの係数であり，規模が小さいili区11IJ村で多いことがわかる(業務委託

は統計的に有意ではないが)。非都市部のほうが自治会の加入率も高く，地

域を代表する組織として政策過程に関与していると考えられる 100 財政力指

数についてはいずれの局面においても効果をもっていない。合併経験につい

ては，行政への支援と計画策定でプラスの係数を示している。合併により拡

大した市町村の自治において，自治会が住民自治の担い手として重要な役割

を果たしていると考えられる。部署ごとの相違をみると，どの部署も産業振

興部署とよとべると自治会の参加が多い傾向がみてとれる。これは先に確認し

たとおりの結果である。

表 2-5から， NPO・1'11民団体の参加については，政策過程のどの局面に

おいても人口規模がプラスの効果をもっている。これは自治会とは相反する

結果であり，都市部ほどNPO・市民団体が参加している。前述のように都市

部においては多様な団体が存在しており，政策過程に関与していると考えら

れる。

財政力指数については 行政支援と審議会-懇談会で、マイナスの係数を示

している。 l!オ政状況が悪い市!豆町村ほどNPO・市民団体の参加がみられるこ

とがわかる。ガバナンス論の背景にある地方政府の財政逼迫についてデータ

からも確認することカfできる 110

(10) ただし，辻中・ペッカネン.LLJ本 (2009) による自治会の全国調査デー

タに基づく分析では，自治会が者Ijili的地域にあるかどうかで市区間1寸に扱触

する程度にあまり差はみられなかった。市区IllJ村の側からみると， J也f或にお

ける団体の少なさもあり， ~I=都市部において自治会の果たす役割が大きいと

考えられる。

(11) 地域社会学的実~îEli)f究からも 財政悪化や地域管理の危機に直面した地
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ちなみに，それぞれの局面における NPO・市民団体の参加と財政力指数と

の2変数開の関係をみるとプラスに関連している。すなわち，財政力指数が

高いほど参加が多いのであり，ここでの結果と矛盾している。これは人口規

模が大きいほど財政力指数が高いという関係があるために，財政力指数が

NPO・市民団体の参加にもたらす正味の影響が打ち消されているためである。

つまり財政力指数と NPO・市民団体の参加との間は擬似相関関係である。人

口規模を統制することで，同じ規模の都市であれば財政状況が悪いほどNPO

.市民団体の参加がみられるということが明らかとなった。

市町村ー合併の経験については 審議会-懇談会においてマイナスの係数が

みられる。これについては，合併により市lHJ村との認知的な距離が遠くなっ

たことによるものと考えられる。最後に 部署については全体的に産業振興

部署と比べれば，どの部署も参加している傾向がみられる。これは先に確認

したとおりの結果である。

表 2-6から，関連団体についても人口がプラスに影響している。財政力

指数については，審議会・懇談会でマイナスに関連している。これについて

も人口を統制しなければ両者はプラスに関連しており 疑似、相関関係である。

人口規模が一定であれば，財政状況が悪い市区IIlJ村ほど関連団体の参加がみ

られるのである。合併の経験については特に効果がみられない。部岩間の差

をみると，産業振興部署よりも環境部署で参加が少なし E。また，計画策定と

業務委託で、は福祉部署のほうが多い。これらは先に確認したとおりである。

以上の分析から，市民社会組織の参加に影響を及ぼす市i豆町村ーの特性は，

各局面によってあまり変わらない。しかし，団体ごとでは異なっており，自

治会が人口規模の小さい市区町村ほど参加しているのに対して， NPO・ili民

団体と関連団体で、は人口規模が大きい都市ほど参加している。また，合併の

経験についても，自治会ではプラスの効果を示すものがみられるが， NPO・

市民団体ではマイナスの効果を示すものがみられる。このように，市区IIlJ村

によっては参加の主体が異なっており，非都市部では自治会の存在感が大き

いのに対して，都市部では NPO・市民団体や関連団体の多様な参加がみられ

る。さらに， NPO・市民団体や関連団体については，人口規模が同程度だと

方政府で様々な団体と地方政府のネットワークが発達することが指摘されて

いる(蓮見・町村・似田貝 1983)。
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すると，財政状況が悪いほど参加している。今日の市民参加やガパナンスの

背景要因を確認することができる。

3.政策過程における影響力構造

3. 1.各主体の影響力の分布

前節までに市民社会組織を仁IJ心に様々な主体の政策過程への参加を概観し

てきたが，参加したとしても実質的な政策の内容に影響を及ぼすことができ

なければ，それは形式的なものにすぎない。そこで，様々な主体の政策過程

への影響力をみることで参加の実質を探っていく。

地方政治における権力または影響力の所在は，これまでも多くの研究者の

関心を集め，研究が蓄積されてきた(秋元 1971;クロダ 1976;加藤 1985; 

小林ほか 1987;中津 2005など)。これらの先行研究をふまえた上での分析は

3章に譲るとして，本章では政策過程における全体的な影響力構造を概観す

ることにしたい。 地方分権やガパナンスへの変革期にあって，各主体の影響

力はどのような分布になっているのだろうか。とりわけ，市民参加が一定程

度進んでいる中で，市民社会組織はどの程度の影響力を行使できるようにな

ったのだろうか。 4寺にこの点に注目してう子相?を千子う。

市区町村調査では立案-決定-執行の各局面に分けて影響力を 7点で評定

する方式で質問している (7=最も影響力が強い)。本章では，各主体につい

て3つの局面における影響力得点の平均値を算出し，影響力指数として用い

る。表 2-7は，市区町村調査で対象とした20の主体それぞれについて，部

署ごとに影響力指数の平均値を示している。

影響力が最も高いのは，どの部署においても一貫して首長であり，平均値

は7点満点の 6点を超えている。このほか，副首長，当該部署，財務担当部

署も高い得点を示している。市i玄関-村の政策過程においては庁内の主体が非

常に大きな影響力をもっている。審議会-懇談会も 4点程度と一定の影響力

を発揮している。ただし， JT内の主体であっても職員組合は 2点にも満たず，

ほとんど影響力がない。寄本(1986) では地方政府に影響力をもっ主体の 1

っとして職員組合を取り上げているが，ここでの結果を見る限り，現在では

あまり存在感がないようである。

中央省J1-::や都道府県については，上記の庁内の主体に次いで、 4点前後の影
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表 2-7 影響力指数の部署月IJ平均値 響力得点となってい
(立案・決定・執行の平均値) る。やはり市豆町村

の政策形成には上位

副首長 6.03 5.94 5.93 5.93 5.96 レベルの行政が影響
当該部署 5.74 6.07 6.10 6.03 5.97 

力を及ぼしている。
財務担当部署 4.88 4.79 4.78 4.90 4.84 

職員組合 1.89 1.77 1.85 1.62 1.78 ただし，市民活動部
審議会懇談会 4.25 4.43 4.40 4.14 4.31 

署や環境部署ではあ
中央省f{ 3.31 3.60 4.22 3.93 3.76 

都道府県 3.63 4.00 4.57 4.51 4.18 まり影響力が強くな
市IHJ~寸議会議員 4.51 4.42 4.32 4.42 4.42 い。これらの部署で
他の自治体 2.60 3.03 3.12 2.59 2.84 

都道!苛県議会議員 2.63 2.50 2.71 2.88 2.68 は自治会や NPO・市
地元選出国会議員 2.54 2.34 2.46 2.72 2.52 

民団体と同等かそれ
自治会 IIIJ内会 4.18 4.05 3.58 3.51 3.84 

NPO. ili民団体 3.40 3.28 3.34 3.08 3.28 以下となっている。
環境団体 2.80 3.31 2.18 2.55 2.73 

市民活動の活性化や
福祉団体 3.10 2.37 4.20 2.47 3.09 

経済商工団体 3.09 2.67 2.14 4.15 3.07 ごみ収集， 1)サイク
農林水産業団体 3.04 2.55 2.00 4.02 2.96 

ルなど，これらの部
外郭団体第 3セクター 2.59 2.33 2.19 3.15 2.58 

企業 2.42 2.61 2.05 3.09 2.56 署が扱う政策分野は
N 1027 1084 1046 1058 4215 

市民の日常生活と関

わるものが多いため，

上位行政からの統制はそれほど受けないのかもしれない。なお，他の自治体

については 3点前後の影響力得点を示している。

議員についてみていこう。市区町村議会の議員については 4点程度と一定

の影響力を示しているが，庁内の各主体からみると影響力は小さく，政策形

成は行政主導で行われているといえる。このほか，都道府県議員や地元選出

の国会議員については，どの部署でも 2点台とあまり影響力を発揮している

とはいえない。

それでは，市民社会組織はどうであろうか。自治会は市民活動部署と環境

部署で 4点程度の影響力得点であり，福祉部署と産業振興部署でも3.5点程

度と比較的高い。市民活動部署と環境部署で得点が高いのは，前節でみた政

策過程への参加の傾向と向様である。 NPO・市民団体についても， 3点台と

高いとはいえないものの，一定程度の影響力を示している。各種の団体につ

いては，各部署とも関連団体の影響力が強い12
0 産業振興部署については，

外郭団体・第 3セクターと企業もやや弱いとはいえ影響力を示している。こ
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れらは先にみた参加とも一致する結果である。

以上，各主体の影響力について総じて言えば，首長をはじめ市区町村J=j=内

の主体の影響力が突出して強い。これは影響力に関する既存の研究からも示

されており，市区lun寸の政策作成はやはり JT内主導で、行われているといえる。

続いて，中央省庁や都道府県といった上位レベルの行政および市区町村議会

議員が影響力を保持している。市民社会組織はこれらの主体の次に影響力を

示している。庁内の主体を除くと，相対的にみて一定程度の影響力を有して

いるといえるだろう。なお，前節において政策過程への参加が行われている

ことが確認された団体ほど，影響力が強いことがみてとれる。

3. 2.影響力の構造

続いて，多様な主体の影響力を少数の次元に締約し，全体の影響力構造を

析出しよう。表 2-8は，主成分分析を行った結果である(主成分法，プロ

マックス回転13)。固有値 1を基準とすると， 4つの主成分を取り出すこと

ができる。

第 l主成分は，中央省JT，都道府県，他の自治体，都道府県議会議員，地

元選出国会議員の国子負荷量が高い。これらは市区間1寸の上位にある政治・

行政アクターだということができる。

続いて第 2主成分は，経済・商工i主体，農林水産業団体，外郭団体・第 3

セクター，企業の因子負荷量が高い。これらは市民社会組織のうち，経済セ

クターとでも総称で、きるものである。先の分析から，産業振興部署への参加

が多く，影響力も強い。

第3主成分は，審議会・懇談会，自治会・ 11IJ内会， NPO・市民団体，環境

問体，福祉団体の因子負荷量が高し】。これらは市民セクターと名づけること

ができるだろう。環境団体や福祉団体は関連分野の政策受益団体としての性

強も併せ持つが，ボランティア活動なども多くみられる。また，審議会・懇

談会もこの主成分の因子負荷量が大きいことは興味深い。つまり，審議会・

(12) 福祉部署について，影響力においても社会福祉法人，福祉当事者団体，

福祉ボランティア団体に分けて質問している。ここでの分析では 3者の平均

値を用しEている。なお， 3者の間では影響力にそれほど差はみられない。

(13) 主成分分析は本来ならば回転をかけるのは望ましくないが，ここでは実

質的な発見を優先して回転により主成分の構造を捉えやすくする。
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表 2-8 影響力得点、の主成分分析

ク
エリート 共通性議員 ター 団体

首長 0.163 0.044 -0.150 0.781 0.662 

副首長 0.042 0.024 -0.061 0.866 0.752 

当該部署 -0.366 0.049 0.183 0.661 0.438 

財務担当部署 0.077 0.079 0.039 0.596 0.448 

職員組合 0.240 0.054 0.327 0.078 0.257 

審議会懇談会 0.190 -0.149 0.528 0.220 0.467 

中央省庁 0.920 0.032 -0.101 0.028 0.752 

都道府県 0.910 -0.031 -0.111 0.049 0.741 

市町村議会議員 0.636 -0.174 0.302 0.094 0.514 

他の自治体 0.326 0.029 0.316 0.299 0.511 

都道府県議会議員 0.671 0.179 0.109 -0.048 0.686 

地元選出国会議員 0.683 0.210 0.061 -0.071 0.678 

自治会 11IT内会 -0.007 -0.067 0.809 0.060 0.626 

NPO・市民団体 -0.119 0.069 0.875 0.001 0.736 

環境i主体 -0.127 0.336 0.664 -0.045 0.671 

福祉団体 0.161 一0.008 0.668 -0.118 0.529 

経済・詣工団体 -0.046 0.951 -0.042 0.060 0.845 

農林水産業団体 -0.029 0.923 -0.065 0.058 0.786 

外郭自体第3セクター 0.048 0.793 0.083 -0.028 0.743 

企業 0.062 0.777 0.083 -0.025 0.732 

固有値 7.759 2.080 1.526 1.209 

寄与率 38.795 10.402 7.629 6.046 

設) N =2647，主成分法，プロマックス回転
太字は因子負荷量が0.5以上

懇談会には多様な主体が参加しうるが，その影響力は市民セクターと同様の

パターンをもつのである。ここから審議会-懇談会が，市民セクターの政策

過程への参入団路として機能していると考えることができるは。

最後に第 4主成分は，首長，副首長，当該部署，財務担当部署の因子負荷

量が高く，庁内の主体を表している。

このように，市区町村の影響力構造は明瞭な次元から構成されていること

がわかる。このうち，市民社会組織に関する 2つの主成分について，部署と

人口規模ごと主成分得点の平均値をみていこう。

図2-1は，経済セクターの影響力の平均値を示している。これまで{確認

してきたように，産業振興部署が突出して高い値を示している。経済セクタ

(14) 第 3章では，市民社会組織の審議会への参加と影響力との直接的な関連

が分析されている。
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ーは産業振興の政策受益

図体であるため当然、とも

いえる結果である。その

他の部署については，大

きい}II買に市弐活動，環境，

福祉となっている(一部

で逆転)。市民活動部署

と福祉部署では人口規模

が大きくなるにつれ影響

力が弱くなっている。

図 2-2は，市民セク

ターの影響力の平均値で

ある。市民活動，環境，

福祉の各部署で影響力が

高い。また，人口規模が

大きくなるほど影響力が

増しており，都市部であ

るほど市民セクターが台

頭していることがわかる。

さらに，それぞれの団体

について個別に影響力と

人口規模との関連をみた

ところ， NPO・市民団体

は明石在にプラスの関連カす

みられた150

産業振興部署では経済

セクターとは異なり，市

民セクターの影響力が小
福祉

(15) 自治会，環境問体，福祉団体については，環境部署において環境団体の

影響力が人口規模とともに高まる傾向がみられた。それ.L-J、外の団体について

は人口規模による影響力の差異が確認できなかった。

園田会・
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さしミ。また，人口規模が大きくなるにつれ影響力が低下している。都市部ほ

ど団体が機能分化し 関連団体以外の影響力行使が難しくなっているのかも

しれない。

4. まとめと考察

本章では，市区IlIT村におけるガバナンスを概観することを目的とし，各主

体の参加!と影響力について全体の特徴の把握に努めてきた。ここでの分析か

ら得られた結果をまとめておこう。

まず，市区町村の政策過程には，政策形成段階および政策執行段階におい

て，自治会， NPO・市民団体，関連自体(環境団体，福祉団体，経済・商工

団体，農林水産業団体)が参加している。市民社会組織は，ガパナンスのス

テイクホルダーとしてもエージェントとしても機能している。もっとも，行

政評価やモニタリングといった政策評価段階における参加は少なし'0

部署ごとの参加の特徴をみると，市民活動部署と環境部署は自治会，福祉

部署と産業振興部署は関連団体という傾向がある。基本的には各部署に関連

のある主体の参加が多く，政策分野に仕切られた参加!といえる。もっとも，

どの部署においても， NPO・市民団体が政策の形成および執行に一定程度参

加している。ここから，地方の政策過程において新たな主体が参加を増やし

ており，全体として参加の多元化傾向を確認することができる。

それぞれの市民社会組織の参加に影響する市区町村の特性を検討すると，

政策過程の各局面によって大きく変わらない。しかし， I主体ごとでは異なっ

ており，人口規模の小さい市区町村ほど自治会が参加しているのに対して，

人口規模が大きい市区IIIJ1寸ほどNPO・市民団体と関連団体が参加している。

非都市部では自治会の存在感が大きいのに対して，都市部では NPO・市民団

体や関連団体の多様な参加がみられるのである。さらに， NPO・市民団体や

関連団体については，人口規模がi司程度だとすると， R~-政状況が悪い市区町

村ほど行政への支援および審議会-懇談会への参加がみられる。データから

も今日のガバナンスの背景にある財政難という要i還をみてとることができる。

J)、上にみた市民社会組織の参加が形式的なものでないことを確かめるため

に，政策過程における各主体の影響力についても検討した。全体的にみると，

市区UlJ村の庁内の主体の影響力が突出して強い。続いて，中央省庁や都道府

県といった上位レベルの行政および市区UlT村議会議員が影響力を保持してい
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る。市民社会組織はこれらに次いで高い影響力を示しており，政策過程にお

いて一定程度の影響力を有しているといえる。

各主体の影響力に対して主成分分析を行うと，上位行政・議員，経済セク

ター，市民七クター，庁内の主体という 4つの主成分が抽出される。このう

ち，経済セクターと市民セクターについて部署と人口規模ごとに影響力をみ

ると，産業振興部署だけ異なる傾向を示し，経済セクターが高く， rli民セク

ターが低しヨ。これに対して，市民活動，環境，福祉の各部署では人口規模が

大きくなるほど影響力が増しており，都市部であるほど市民セクターが台頭

していることがみてとれる。都市部において市民社会組織の政策過程への関

与が強まり，実質的にも多元的な参加が行われているといえる。

.!-)，Jこのように，本章の一連の分析から，市民社会組織が一定程度政策過程

に参加し，さらに影響力を発揮している様子をみることができたO 本書の後

続の諸章では，参加や影響力をはじめ，市区IUT村と市民社会組織との接触，

市民参加を促進する制度との関係，議会におけるガバナンス，政策パフォー

マンスなど多様な課題に取り組み，ガパナンスの実態を掘り iマげる詳細な分

析を行っていく。
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第 3章 影響力構造の多元化と市民社会組織・審議会

久保慶明

1.本章の位置づけ

本章のテーマは，地方政府の政策過程における影響力の集i中の程度である。

第2章での検討を踏まえて，各地方政府における影響力構造をより詳細に検

討する。具体的な!習しミはw、下の 2つである。第 lに，地方政府の規模(ある

いは都市化度)，政策分野，政策段階別に，どの主体が影響力を持つのか。ま

た，どの程度多元化しているのか。第 2に，市民社会組織に着呂すると，そ

の影響力はどのような要因によって規定されているのか。政策過程への参加，

業務委託，接触の活発さに花、じて影響力は変化するのか。

ローカル・ガバナンスを解明するにあたって本章に期待される役割は，政

策過程への参加主体の拡がりを影響力評価から捉えることにある。第 2章も

f~~ らかにしているように 地方政府の活動には多様な主体が参加している。

しかし，各主体が参加しているからといって，それが影響力の発障につなが

るとは限らない(井出 1972: 160-165)。市民社会組織の形式的な参加が進

んだ地方政府であっても，官僚出jや議会など従来型のガパナンス構造が政策

決定の中心であり続けているかもしれない。単なる参加のみならず，影響力

構造を含めた検討を行って初めて，ローカル・ガバナンスの変容を論じるこ

とができるのではないか。

J_':JJ二の問題意識に基づき 本章で、は地方政府-の政策過程における影響力構

造を明らかにしていく。第 2節で先行研究を検討した後，第 3節では人口規

模，政策分野，政策段階別に多元化の程度を検討する。そして，市民社会組

織および審議会の影響力に注目する必要があることを明らかにする。第 4節
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では，市民社会組織の影響力を規定する要因を探求する。審議会への市民社

会組織の参加が棺互の影響力を増大させること，また，政策過程への参加，

法制度的な関与，日常的な接触活動が，市民社会組織の影響力を増大させる

ことを示す。

2. 先行研究

地方政府の政策過程で、誰が影響力を持つのかという問し 1は，地域権力構造

論の登場以来，長らく地方政治研究の仁1:1心的な課題であり続けてきた (Dahl

1961 ; Hunter 1956 ;秋元 1971;クロダ 1976; Elkin 1987 ; Stone 1989 ;中津

2005)。主たる論点は，影響力構造が多元化しているのか，ととのような組み合

わせが存在するのか，という点で、あった。本節では主に，日本の市区HIT村を

対象として実施されたサーベイ調査を概観しながら，地方政府の規模，政策

分野，政策段階別に影響力構造を検討する必要があることを示す。

2. 1.市区町村における影響力主体

まずは，政策過程に登場する影響力主体を分類しておこう。前章での主成

分分析を踏まえて，本章では 8つに分類する。①庁内幹部(首長，副首長)， 

②庁内職員(担当部署，財務担当部署，職員組合)，③議会，④審議会，①政

府間関係:行政(中央省庁，都道府県，他の地方政府)，①政府間関係:政治

(地元選出国会議員，都道府県議会議員) ⑦経済セクター(経済・商工団体，

農林水産業団体，外郭団体・第 3セクター，企業)，③市民セクター(自治会

・町内会， NPO・市民団体，環境団体，福祉団体)である。 以下では便宜的

に，①~⑤を「政治行政主体J，⑦~③を「市民社会組織jと呼ぶ。

もっとも，市区町村内部の影響力構造を対象とする本章では，①~④およ

び⑦~③が主たる分析対象となる。大きな影響力を持つのが，選挙によって

選出される首長である。首長の任命および議会の承認によって選ばれる副首

長と共に，庁内幹部(①)として分類する。他方，担当部署や財務担当部署

などを庁内職員(②)も影響力を持つ。また，二元代表制をとる日本の地方

政府では，執行機関である首長に対して，議決機関である議会(③)も大き

な影響力を持つであろう。審議会(④)の影響力も重要である。前章におけ

る主成分分析では，審議会の影響力は市民セクター(⑦)の影響力と関連し

ていた。さらに，経済セクター(③)の諸団体も存在する。
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以上が，本章で検討対象とする影響力主体である。次に，主な先行研究を

概観する。特に，市民社会組織の影響力がどのように捉えられてきたかに注

目しながら検討していこう。

2. 2.影響力構造の多元化

都市化度・人口
都市化度や人口規模と影響力構造の関連に注目した研究

として，野口・新村・竹下・金森-高橋(1978)，加藤
規模との関連

(1985)および伊藤(1990)がある。社会学で、は地域経済類

型にもとづく地域権力構造の分類も行われている(平岡・高橋 1987)。本章

では，多元化との関連を論じた加藤(1985)および伊藤(1990) に依拠しな

がら議論を進める。

加藤富子らの研究グループは，野口ほか (1978)が調査分析した地方政府

の予算編成過程を「マクロ」な政策形成過程であるとして， IミクロJな政策

形成過程のTiJf究を行った(地方自治研究資料七ンタ-1979， 1982;加藤 1985)。

加藤らはまず，様々な指標を因子分析にかけ，者!)r!lの発展を「人口の流動化j

と「産業構造・消費形態の高度化Jという 2つの指標によって捉え，①地域

社会が単純で、安定した「農村型Jから，⑦人口が増大し産業・社会構造が変

化していく「中間型jを経て，①人口変動が安定化しながらも社会経済環境

が高度化・専門分化した「成熟型jへ至る 3類型を提示した。そして，これ

らの都市類型に応じて，①農村型では議会の影響力が大きく，⑦都市化が進

み中1M]型に移行するにしたがって首長の影響力がj曽大し，①成熟型に移行す

るにつれて，影響力構造が多元化することを発見した。伊藤(1990) も加藤

( 1 ) 伊藤光手IJは多数の先行研究をレビューする仁1=1で，影響力構造の 4類型を

提示した。①合意型の影響力構造(農村)や⑦準(t疑似)合意型では，議会

と伝統的地域組織の影響力が大きし、。ただし 開発指向の地方工業都市にお

いては，地方官僚の自律性が高まり，その影響力が大きくなる。さらに，①

対立型では， I新仁!こl間層jたる「住民参加Jの影響力が大きくなり，伝統的

地域組織や議会の影響力は低!ごする結果，首長の影響力が大きくなり，④多

元型では，議会，伝統的地域組織，地方官僚，住民参加がそれぞれ一定の影

響力を保持するとされる(伊藤 1990:133-130)。寄本勝美も，市民参加の

強化により，市政への参加者が多様化すると指摘している(寄本 1986: 185 

-6)。
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らと類似の議論を展開した 10

これらの研究において，市民社会組織はどのように位置づけられてきたの

か。大きくは，伝統的地域組織と新興住民層という 2区分が想定されていた

(加藤 1985;伊藤 1990)。自治会など住民自治組織に代表される伝統的地域

組織は，農村型都市における議会の支持層であった。それに対して，都市化

の進展と人口増加に伴って影響力が増大するのが新興住民層であり，議会の

影響力低下と首長の影響力増大をもたらすとされた。このような議論の前提

には，都市化の程度が市民社会組織の影響力を規定するという認識があった

と考えられる。

しかしながら，現在，都市部であっても自治会が盛んに活動し，その一方，

農村部で活動する NPOも登場している。また，住民自治組織や新興住民層

以外の組織(福祉団体，商工団体など)は，分析対象として取り上げられる

ことが少なかった。さらに， 2章をみてもわかるように，伝統的地域組織の

影響力も行政活動への参加と関連する可能性が高い。伝統的地域組織と新興

住民層という 2区分を捉え直しながら，市民社会組織の影響力と都市化との

関連を再検証する必要がある。

政策過程の多様性:

政策分野と政策段階

分析を進めたし ¥0

影響力構造を捉えるに際しては，各地方政府におけ

る政策過程の多様性も考慮する必要がある。本章では

特に，政策分ill}と政策段階という 2点に皆意しながら

第 lに，政策分野ごとに政策過程は異なる様相を呈している (Reed

1984=1990;伊藤 2002a)。小林良彰らが全市区に対して実施した調査では，

特に市民社会組織に関して，分野加に影響力を持つ主体が異なっていた(小

林・新}II.佐々木・桑原 1987)。

市j豆町村調査では，市民活動，環境，福祉，産業振興という 4分野を調査

対象とした。すでに 2章で検討したように，上位政府や市民社会組織の影響

力評価が分野ごとに大きく異なっている。

第 2に，各政策段階で影響力を持つ主体が異なる。青木康容らが関西地方

の行政職員を対象として実施した調査(青木編 2006)では，立案段階では庁

内幹部・職員や上位政府，決定段階では庁内幹部や議会，執行段階では議会

や市民社会組織の影響力が大きかった(中道 2006: 14-16)。

市区IIIJ村調査でも，立案・決定-執行の各段階における影響力評価を質問
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表 3-1 各政策段階における影響力

政治行政主体

首長副首長担当財務担当 l織員議会(務議会 ;中央部道 他の j也元選出
部署 部者 組合議員 懇談会 省11' 府県地方政i有国会議員

市民立案 83.1 開 1 ~ 81.3 56.1 4.2 ~ 48.3 54.5 27.4 33.8 14.1 13.0 

決定 98.2 93.2 : 77.0 70.9 3.6 ~ 59.9 49.4 25.2 30.5 9.9 13.1 

執行 87.9 84.1 ~ 80.7 55.4 3.6 ~ 45.1 34.4 22.1 26.9 8.6 11.6 

環境立案 74.2 73.0 : 87.2 50.0 2.5 : 43.7 51.8 33.7 40.9 21.9 9.4 

決定 97.4 92.5 ~ 83.6 67.4 2.2 : 55.8 54.6 26.4 34.7 13.2 10.1 

執行 83.1 79.8 ~ 88.7 53.1 2.4 ~ 41.6 37.8 23.0 29.9 12.5 8.5 

福祉立案 73.1 71.4 : 8S.S 45.8 2.5 ~ 39.4 50.3 50.2 56.4 25.6 12.6 

決定 98.1 92.6 ~ 92.2 63.6 2.3 ~ 54.4 51.6 41.3 49.9 15.6 12.6 

執行 80.2 78.1 ~ 85.6 50.9 2.1 ~ 40.2 34.4 34.2 42.1 12.0 10.8 

産業立案 78.7 75.4 86.1 49.4 0.8 ~ 41.2 44.4 36.:¥ 50.7 13.2 13.9 

決定 98.4 92.4 ~ 83.0 71.6 1.7 ~ 57.2 45.6 36.4 50.6 7.9 15.4 

執行 82.9 78.1 ~ 87.1 53.7 2.2 : 40.7 26.9 29.6 42.8 6.9 13.7 

(つづき) 市民社会総織等
都道府県 自治会 NPO 環境福祉 経済 農林水産外郭団体企業
談会議員 111]"内会 ili民団体 i主体 i主体商工1:11体 業団体 3セク

TI1"J主立案 12.4 43.6 23.4 10.9 14.8 15.4 15.9 7.4 5.4 

決定 12.3 38.3 17.4 8.8 12.7 13.2 13.3 6.5 4.7 

執行 11.2 43.3 23.7 11.1 15.0 14.8 15.6 8.4 5.9 

環境立案 8.5 36.7 18.6 20.0 5.3 8.9 7.9 6.2 8.9 

決定 9.0 31.0 13.5 14.8 4.8 7.5 6.9 5.2 6.5 

執行 8.5 43.8 21.5 20.5 6.0 10.5 8.6 6.8 10.9 

福祉立案 10.6 26.1 20.2 4.3 42.6 3.8 3.1 5.5 3.2 

決定 9.9 22.3 15.2 3.6 34.1 2.9 2.9 4.3 2.9 

執行 8.2 27.7 20.0 4.0 41.9 3.4 3.6 5.1 3.7 

産業立案 12.9 25.4 13.7 6.0 6.0 44.3 41.6 17.4 16.7 

決定 13.7 22.5 11.5 5.5 5.4 35.7 33.7 14.9 13.0 

執行 12.0 26.6 14.1 7.0 6.0 41.5 38.7 18.7 18.3 

~n 11t(は71q:);c_)支で 5点以 i二(中

る「信組 i遺体jの影響力は， 1'1会福祉法人，福も1:当事者間体，行社11:ボランティア団体のうち最大1fuをとって百|

予干した。 表3-5， 表3-6， 表3-7もIi'iJ徴。

した。表 3- 1に示したのが，各政策段階で各主体が影響力を持つ割合(7 

件尺度で 5点.[)、上，質問文は2. 3. 項参照)である。 3段階のうち最多の部

合を示す太字に注目すると，政治行政主体は主に立案・決定段階，市民社会

組織は立案-執行段階において影響力を持ちやすいことがわかる。

2. 3. 分析方法

これらの先行研究および予備的分析を踏まえ 本章では以下のように議論

を展開する。まず，人口規模，政策分野，政策段階という 3つの車111に沿って
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影響力構造の多元化の程度を検証し，市民社会組織と審議会の影響力に着目

する必要があることを示す。その上で¥市民社会組織が持つ影響力の規定因

を詳しく分析する。結論からいうと，市民社会組織の影響力は，政策立案段

階では審議会の影響力と相互補強的な関係にある一方，執行段階では政策過

程への参加，行政活動への関与，職員との直接的な接触が活発であると増大

する。

なお，地方政府の規模に関しては，人口規模に応じて 3つのカテゴリを設

定する。加藤らの研究に倣い者1)[朽化度を示す指標を作成する方法も考えられ

るが(地方自治研究資料センタ-1982 ;加藤 1985)，人口規模は都市化度と

相関関係にあることから 本章で、は人口規模による分析を行うことにした 20

分析に用いる質問は， I次にあげる人や集団は，市民活動部署が関わる政策

・施策の立案，決定，執行のそれぞれに対して，どのくらいの影響力があり

ますかjである。 回答選択肢は， 1点(影響力なし)から 7点(影響力あり)

の7件尺度 (ι点が中間)である。 順位ではなく尺度を採用したのは，アク

タ一関での影響力差を捉えるためである 3。分析に際しては，主体問の影響

力関係を考慮して影響力構造を分類するため，各地方政府で最大の影響力を

持つ主体に注目する。

3.影響力構造のパターン:最大影響力を持つのは誰か?

先にも述べたように，本章での分析対象は，庁内幹部(首長，副首長:以

下，首長)， JlCO内職員(担当部署，財務担当，職員組合のいずれか:以下，職

員)，議会，審議会，市民社会組織(自治会， NPO・市民団体，環境図体，

福祉団体，経済・高工団体，農林水産業団体，外郭団体・第 3セクターのい

ずれか)，企業の 6分類である。この中で、最大の影響力を持つ主体の数(以下，

( 2 ) 者i叶7イヒに関わる指標と人i二l規模の関連をみるために， ピアソンの相関係

数をとったところ，人口集中地区人口比は0.455，第 l次産業就業者数比は

-0.353，第 3次産業就業者数比は0.419であった(いずれも 1%水準で、有意

(jIlJj iHIJ) )。

( 3 ) 尺度は異なるものの，自治大学校 (2005)やiヨ本都市センター (2008)

も同様の質問形式を採用している。市i豆町村調査において尺度を 7件にした

のは，本研究プロジェクトが実施した社会団体調査や NPO調査と揃えるた

めである。
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最大影響力主体数)を数えていく。たとえば，首長と議会の 2者が7点，他

の主体が6点以下の場合には，最大影響力主体数は 2となる。首長，議会，

職員の 3者が6点，他の主体が5点以下の場合，最大影響力主体数は 3とな

る。なお，最大影響力主体数が lのケースを「一元型j，2を「二元型j，3 

を「三元型j，4 J-)，Jこを「多元型jと11乎ぶ。

市区町村調査が対象とした 4部署.3段階全体で集計すると (N= 12512)， 

一元型は44.8%，二元型は35.1%，三元型は12.7%，多元型は7.3%である(表

3 -2)。具体的な組ーみ合わせをみると， 11立の首長一元型， 2位の首長一

職員二元型が5割以上を占め，首長部局優位の構造にあることがうかがえる。

注白されるのは， 3位の多元型7.3%である。割合としては10%に満たない

が，行政i隊員による影響力評価であることを考えれば，政策過程が多元化し

た地方政府は少なくないと評価できるように思われる o J-)、T，人口規模，政

策分野，政策段階の)11実にみていこう。

3. 1.人口規模

まず，人口規模別に集計したのが表 3-2である。人口 3万人未満で、は一

元型が約 5割を占めるのに対して， 20万人以上で、は 3割程度に低下する。代

わって二元型が42.7%に増加し，三元型と多元型の割合も増加している。人

口規模が大きくなるほど影響力構造は多元化しており，加藤 (1985)や伊藤

(1990) と整合的な結果であるといえる。

表では詳しい内訳を省略したが 人口規模が大きくなるほど影響力が増大

するのが行政職員である(3万未満47.6%，20万未満61.9%，20万以上70.8%)0

1'1')'民社会組織の影響力も人口規模に応じてやや増大しており(14.8%，15.2%， 

16.8%) ，これは主に NPO・市民団体の影響力評価に起因している (3.1%， 

4.6%， 6.0%)。これらの点も，先行研究と同様の結果となっている。

注目されるのは，審議会の影響力が，人口規模の拡大に応じて大きくなる

{頃 1I:iJにある点である

(12.6%， 14.8%， 16.8%)0 表 3-2 人口規模別の最大影響力主体数(1:ii.位%)

市民社会組織にとって，
ヴじ型 ~Jじ型 二三7じ型 多フζ型 N 

審議会は政策過程に参与 375未満 49.3 31.9 11.9 7.0 6371 

3万以上20万未ii1fi) 41.4 37.7 13.6 7.3 5241 
する重要な機会である。

20万以上 33.7 42.7 13.4 10.2 900 

しかしながら，先行研究 全体 44.8 35.1 12.7 7.3 12512 
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は二元代表市iJ (首長と議会)の影響力関係に注目する一方で，審議会に関す

る検討を必ずしも十分に行ってこなかった。本章では第 4節において，審議

会の影響力を詳しく検討することとしたい。

3. 2.政策分野

次に，政策分野別に集計ーしてみよう。表 3-3をみると，市民の一元型

49.2%，環境の三元型14.0%と多元型8.5%がやや多いものの，部署1mでの差

はほとんどない。多元化の程度は政策分野とは関連しないといえる。

表 3-3 政策分野別の最大影響力

主体数 (単位:%) 

-7じ型 二フじ型 三7じ型 多フじ型 N 

rlT民 49.2 31.6 12.8 6.4 3083 

環境 42.8 34.8 14.0 8.5 3219 

福祉 42.8 37.8 12.4 7.0 3066 

産業 44.7 36.2 11.7 7.4 3144 

44.8 35.1 12.7 7.3 12512 

内訳を詳しくみておこう。庁内

幹部・]隊員や議会に関しては，職

員の影響力が市民活動でソトさいほ

か(市民48.2%，環境59.9%，福祉

55.9%，産業56.8%)，4分野間で

大きな相違はない。市民社会組織

の影響力もほとんど変わらない

(市民 14.4%，環境 14.1%，福祉

14.7%，産業17.3%)0 もっとも，市民，環境分野では自治会，福祉分野では

福祉団体，産業振興分野では経済・商工団体や農林水産業団体の割合が高い

という違いはある。

その一方，環境，福祉分野で影響力が大きいのが審議会である(市民11.4%，

環境17.9%，福祉15.7%，産業10.2%)0 ここでも，影響力構造を捉える際に

審議会が重要であることがうかがえる。

3. 3.政策段階

最後に，政策段階別に集計ーしたのが表 3-4である。人口規模別，政策分

野別の集計によとべて主体i閣の組み合わせに特徴的な点がみられたので，表で

は内訳も詳しく示している。表中のi略称は最大影響力を持つ主体を示してお

り，菖:首長などJT内幹部，職:担当部署など庁内職員，議:議会，審:審

議会，社:市民社会組織，企:企業である。値は，それぞれの組み合わせが

各段踏の総数(立案4121，決定4211，執行4180) に占める割合である。

まず，立案段階では一元型が5割を占め，そのほとんどが首長および職員

の一元型である。それに対ーして，決定，執行段階では一元型が減少して二元
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表 3-4 政策段階別の最大影響力主体数とその組み合わせ(単位:%) 

一元型 二元型 三元型 多元型 -g、苦~i

rL茶f:.-/'#_ N =4121 

首 27.0 苦戦 23.0 苦戦審 4.4 多元 6.9 
J[i抜 19.0 Jíf&~義 2.1 苦戦議 2.4 

他 4.3 他 6.1 苔Ji絞1':1: 2.4 

2.4 

50.3 31.2 11.5 6.9 100.0 

(うちお:含む) 1.7 2.7 4.3 5.5 14.2 

決定 N =4211 

首 38.6 首Ji設 28.9 首J[杭義 6.1 多元 7.2 

Jfi説 2.6 苗議 首i般若手 4.5 

3.0 

13.7 7.2 100.0 

(うち1':1:含む) 2.1 4.4 8.0 

執行 N =4180 

首 33.4 首i織 27.3 首級社 4.2 多元 7.9 

桔ー 4.2 J[i民主1: 2.8 I吉J[:む義 3.8 
J[:故 3.6 他 7.1 I当Ji抜若手 2.5 

7.9 100.0 

6.9 23.2 

註) slaf1J;はw、下の通り。首=首長 J鮫=J隊員，議=議会，務=審議会， :rJ:=TI1民社会

組織，全=食業。なお，首長は首長/副首長，職員は担当官110，符/財務担当苦11者/総員組

合， ill民千i会組織は自治会/NPO・i!i民団体/環境団体/福祉団体/経済.u'Bエi主体

/終林水産業団体/外郭団体 第3セクターのいずれかが該当する場合。

型が増えている。これは主に，立案段階で19.0%を占める職員一元型(職)

の割合が，決定，執行段階で減少することによる。そのかわり，首長と職員

で影響力を分けもつパターンや，議会と市民社会組織の影響力が伸長する。

結果，三元型，多元型の割合は，立案段階よりも決定・執行段階でやや増加

する D

注目すべき点は，立案や決定段階では審議会(審)および議会(議)，執行

段階では各種市民社会組織(社)を含むパターンが多くなっていることであ

る。これらの主体を含むパターンの割合を立案，決定，執行段階の順で示す

と，審議会:17.2%， 13.5%， 10.3%，議会:12.2%， 18.7%， 14.7%，市民

社会組織:14.2%， 8.0%， 23.2%となる。影響力の中心が，立案段階では審

議会，決定段階では議会，執行段階で、は市民社会組織と移行していることが

わかる。ここから 2つの論点が導き出される。

第 lに，立案段階で審議会，決定段階で議会の影響力が大きいことは，市
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民社会組織にとっても，働きかける対象が異なる可能性を示唆する。議会に

関しては第 7章で詳しく検討するため，本章では審議会との関係に着目した

い。第 2章で検討したように，審議会の影響力は市民セクターの影響力と i謁

連する。市民社会組織が審議会に参加することによって，両者の影響力はど

のように変化するのだろうか。

第2に，最大影響力を持つ市民社会組織の割合を詳しくみると，自治会(立

案8.0%，決定4.9%，執行13.6%)，NPO・市民団体 (3.5%，2.0%， 6.7%)， 

その他諸団体 (9.1%， 4.5%， 14.8%)のいずれも執行段階で、最多となる。ロ

ーカル・ガパナンスにおけるエージェントとして，市民社会組織が執行段階

で大きな影響力を持つことが示唆される。この背景にはどのようなメカニズ

ムが働いているのか。以上の 2点に関して，次節で詳しく検討する。

本節での分析をまとめると，まず，人口規模の拡大によって影響力構造は

多元化する。この背景には，これまで指摘されてきた行政職員や市民毘体の

ほか，政策立案段階で影響力を発揮する審議会の存在が関連している。さら

に特筆すべきなのは，政策執行段階における市民社会組織の影響力である。

ローカル・ガバナンスにおけるエージェントとして，市民社会組織は大きな

影響力を持っている。

4.市民社会組織の影響力と参加

本節では，市民社会組織が持つ影響力の規定留を分析する。具体的な向い

は以下の 3つである。(1)審議会に参加する市民社会組織ほど大きな影響力を

持つのか， (2)市民社会組織が参加する審議会ほど大きな影響力を持つのか，

さらに， (3)行政活動一般への関与，業務の受託，職員との接触は，市民社会

組織の影響力評価とどう関連するのか。まず，政策立案段階における市民社

会組織と審議会との関係から検討していこう。

4. 1.政策立案段階での審議会への参加

市民社会組織にとって，審議会への参加は地方政府の政策過程に直
仮説

接参与する重要な機会である。審議会への参加を通して，市民社会組

織は直接的な影響力を発揮していると考えられる。あるいは，大きな影響力

を持つ市民社会組織であるからこそ審議会のメンバーになっていることも考

えられる。
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他方，審議会にとっては，市民社会組織の参加は 2つの点で重要である o

l 点目として，当該部署に関連する市民社会組織の参加が重要である。たと

えば住民自治組織の参加は，行政活動の正統性を調達する上で重要な役割を

果たすと推察できる。あるいは，個別の連絡や意見聴取などのコストを低減

することにもつながる。

もっとも，正統性の確保という点では，特定の市民社会組織が参加するの

みでは偏りがあるとの批判が生じる可能性もある。そのため，より多くの市

民社会組織が参加している審議会ほど，正統性が高く影響力を持ちやすいと

考えられる。あるいは，多様な市民社会組織が参加する審議会には，実質的

な利害調整を行うことも期待されていることから(森田 2006;寄本 2009)，そ

の決定の重みが増すことも考えられる。いずれにしても，参加する市民社会

組織が多様な審議会ほとぐ影響力が大きくなる， というのが第 2の点である。

まとめると，検証すべき仮説は以下の 3つである。

{仮説 1-1 審議会仮説}審議会に参加している市民社会組織ほど，政策立

案過程における影響力が大きし'0

{仮説 1-2 関連組織仮説]関連する市民社会組織が参加しているほど，審

議会の影響力が大きい。

{仮説 1-3 多様性仮説}参加する市民社会組織が多いほど，審議会の影響

力が大きし'0

審議会仮説から検討していこう。表 3-5に示したのは，審議会へ
L込士長

川川 の参加の有無別にみた，各市民社会組織に対する影響力評価(立案)

の平均値である。審議会に参加している市民社会組織ほど，影響力が大きく

なっていることがわかる。このような傾向は分野別にみてもほとんど変わら

ない。[審議会仮説]は支持される。

ただし，審議会に参加している市民社会組織は，計画策定や政策評価など

においても政策過程に関与している場合が多い。この点に関しては， 4. 2. 

表 3-5 審議会に参加する市民社会組織等の影響力(立案段踏)

自治会 NPO・ tEi斉・ 農林 タト朝日主体
環境団体認社団体 企業

町内会 市民団体 商工団体 水 産 業 団 体 .3セク

なし 3.63(1653) 3.10(1999) 2.57(2507) 2.69(2111) 2.64(1767) 2.51(2062) 2.47(2811) 2.42(2586) 

あり 4.12(2036) 3.76(1440) 3.61 (655) 3，96(1307) 3.70(1631) 3.85(1305) 3.58(400) 3.16(724) 

F値 93.814料 173.986** 263.504料 580.205料 394.112料 593.299料 198.720料 144.378料

註) 佑は平均値(度数)0 * : pく.05 料 :pく.01 太字は 1%水準で有意な差があり，大きい値を示す。
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項で詳しく検討する。

次に，審議会の影響力に関する仮説を検討していこう。まず，関連組織仮

説である。表 3-6には，審議会の影響力(立案)の平均値を，各市民社会

組織の参加有無加に示した。全体としてみると，各種市民社会組織が参加し

ている審議会の方が，参加していない審議会に比べて影響力が大きくなる傾

向にある。 F検定の結果 5%水準で有意な差がある場合(値が大きい方を太

字で示している)に着目すると，環境では 7主体，福祉では 5主体，産業振

興でも 4主体が該当する。それに対して，市民活動で該当するのは NPO・r=ll

民団体と一般市民のみである。

主体別にみると， NPO・市民!主体および一般市民が参加する審議会では，

表 3-6 市民社会組織等の参加と審議会の影響力(立案段階)

分、裂ーl' 参加 自治会 NPO 
環境団体 福祉i主{本 一般市民

主体 11fT内会 市民団体

市民なし 4.50(222) 4.44 (474) 4.58 (684) 4.56 (474) 4.36 (148) 

あり 4.65 (669) 4.80 (417) 4.72 (207) 4.67 (417) 4.66 (743) 

Fl車 1.367 10.791料 1.169 0.957 4.020* 

環境なし 4.49(375) 4.43 (534) 4.51 (564) 4.65 (850) 4.20 (275) 

あり 4.75 (546) 4.93 (387) 4.85 (357) 4.49 (71) 4.83 (646) 

F lu立 5.189不 19.312*‘i 9.423示* 0.588 27.453同

福祉なし 4.46(456) 4.47 (543) 4.60 (894) 4.22 (225) 4.32 (342) 

あり 4.70 (473) 4.74 (386) 4.20 (35) 4.69 (714) 4.74 (587) 

F値 5.085成 6.394ネ 2.077 14.731** 15.274料

産業なし 4.28(564) 4.23 (636) 4.36 (825) 4.34 (802) 4.24 (428) 

あり 4.45 (329) 4.62 (257) 4.16 (68) 4.34 (91) 4.44 (465) 

Ff産 2.079 10.107** 0.885 0.000 3.447 

経済 農林水産 外車I¥EfIイ本
企業 労働組合

商工団体 業団体 3セク

市民なし 4.51(371) 4.61 (442) 4.59 (764) 4.57 (683) 4.59 (738) 

あり 4.68 (520) 4.62 (449) 4.76 (127) 4.74 (208) 4.70 (153) 

Fl鹿 2.338 0.009 1.270 1.545 0.526 

環境なし 4.43(529) 4.51 (635) 4.63 (871) 4.53 (685) 4.62 (850) 

あり 4.93 (392) 4.93 (286) 4.82 (50) 4.97 (236) 4.89 (71) 

F値 20.257料 12.036*ネ 0.596 11.926料 1.643 

福祉なし 4.56(793) 4.58 (863) 4.56 (879) 4.57 (879) 4.58 (874) 

あり 4.73 (136) 4.62 (66) 5.04 (50) 4.88 (50) 4.71 (55) 

Fl直 1.291 0.039 4.289* 1.805 0.358 

産業なし 4.15(279) 4.21 (379) 4.32 (720) 4.26 (642) 4.33 (792) 

あり 4.43 (614) 4.44 (514) 4.45 (173) 4.55 (251) 4.47 (101) 

Ff珪 5.533ネ 4.205* 0.827 5.749* 0.630 

註) 1uさは平均値(度数)0* : p<.05 料 :pく.01 太字は 5%水準で有意な差があり，

大きい1u立を示す。



4分野全てにおいて影響

力が大きくなっている。

これらの主体が参加する

ことにより，審議会の正

統性が高められていると

推察できる。 自治会の参

加も，一般に審議会の影

響力増大につながってい

る(環境と福祉のみ有意)。 一2.00 
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図 3-1 参加主体数男IJにみた審議会の影響力
(立案段階)

6.001 hf_~響力評 fllfi
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間一一回I!it¥:: 由一四環境

目由子~\1'"今 回町田・ ~'(t業
3.00 

参加主体数
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h
u
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体(福祉)，経済・商工団

体(産業)，農林水産業団

体(産業)など，各分野

に関わりのj菜い市民社会組織の参加も，審議会の影響力を大きくする傾向に

ある。これらの結果は{関連組織仮説}を支持する。

最後に，多様性仮説を検討しよう。 図3-1に示したのは，市民社会組織

の参加主体数別にみた審議会影響力(立案)の平均値である。いずれの部署

でも，参加主体数が多いほど審議会の影響力が増大している。多様な市民社

会組織が参加している審議会ほど正統性が高く，また，実質的な利害調整が

行われていると推測できる。{多様性仮説}も支持される。

tJ，J二の分析から，市民社会組織と審議会との影響力は相互補強的な関係に

あるといえる。市民社会組織は審議会への参加を通して立案段階で影響力を

発揮し，審議会の影響力も市民社会組織の参加によって土器大しているのであ

る。

日n 1i在lま7iq:}ミj交の平均{出 (1 : j*;¥JMl力なしい 4: '1:tIllJ…7 :影響

カあり)。

4. 2.政策執行段階での影響力

次に 市民社会組織の影響力がどのような要因に規定されているか，
仮説

詳しく分析していこう。ここでは，政策執行段階を分析対象とする。

3. 3.項で明らかにしたように，執行段階における市民社会組織の影響力が，

立案および決定段階に比べて大きいためである。

まず考えられるのが，政策過程への参加である。前項で検討した審議会へ

の参加のほか，立案段階では計画策定過程への参加，決定段階より後では政
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策執行や政策評価などへの参加も，市民社会組織が地方政府に働きかける重

要な機会となる。これらの過程を通して，市民社会組織は自らの利益を表出

し，影響力を発揮すると考えられる。

また，許認可や行政指導，人員の交換(地方政府からの職員派遣，団体か

らの委員派遣)，行政活動に対するi主体からの支援なども，地方政府と関わり

を持つ契機となる。業務委託も，地方政府と 1*1わりを持つ重要な機会といえ

よう。このような行政活動一般への関与を通しでも，市民社会組織は影響力

を発揮していると考えられる。

もっとも許認可ーや行政指導などは，政策過程への参加に比べると地方政府

から市民社会組織に対する規律イすけ(あるいは統制)としての側面が強く，

市民社会組織の影響力が抑制されることも考えられる。しかし，そもそも規

律付けを行う前提には市民社会組織の影響力が大きいという認識があると考

えられるため，上記の関わりを持つほと~ñl民社会組織の影響力は大きくなる

と予測する。

さらに，以上のような関わりでは市民社会組織を統制することができない

場合，地方政府職員は直接的に接触する可能性がある。その一方で，市民社

会組織からの働きかけや，情報提供を通して，市民社会組織が影響力を発揮

することも考えられる。いずれの場合も，市民社会組織の影響力は大きく評

価されるであろう。 以上の仮説をまとめると，以下の通りとなる。

{仮説 2-1 参加仮説]政策過程に参加する市民社会組織ほど，影響力が大

きい。

{仮説 2-2:関与仮説]地方政府ーの行政活動に関与する市民社会組織ほど，

影響力が大きい。

{仮説 2-3:委託仮説]地方政府からの業務委託を受けている市民社会組織

ほど，影響力が大きい。

{仮説 2-4 接触仮説i職員との接触が頻繁な市民社会組織ほど，影響力が

大きい。

以上4つの仮説を検証するため，政策執行段階における各市民社会組織の

影響力を従属変数とした重回帰分析を行う。それぞれの仮説に対応する独立

変数は以下の通りである。政策参加数 (0---4):審議会・懇談会，計画策定，

政策執行，政策評価。関与方式数 (0---5):許認可-行政指導，職員派遣，
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行政支援，業務委託，モニタリング。受託業務数 (0--19):一般ごみ収集な

ど19項目(詳しくは第 4 章を参照のこと)。接触項目数 (0~5) :要望，事

業提案，説明-説得，業務連絡，意見交換4。このほか統制変数として，市

民活動部署を基準カテゴ1)とする部署ダミー変数，人口， 11オ政力指数を投入

する。

分析結果を表 3-7に示している。モデルは全て 1%水準で、有意で、

分析 ある o 統ílJIJ 変数の効果をTl{i~認しておくと，部署ダミーはし吋Jれの主体
の影響力評{illiとも有意に関連している。環境部署では自治会，環境団体，企

業，福祉部署で、は福祉団体，産業振興部署では経済・商工団体，農林水産業

団体，外郭団体・第 3セクター，企業の影響力が，市民活動部署と比べて大

きくなる。人口に関しては，全般に人口規模が大きいほど市民社会組織の影

響力は小さくなる。また，財政力指数は全般に有意でないものが多いが，福

祉団体と農業団体では財政力指数が低いほとご影響力が大きくなる。 以下， 4 

つの仮説を検討していこう。

政策参加数は，いず、れの市民社会組織の影響力とも正の関連を持つ。特に

環境団体，農林水産業団体，外郭団体・第 3セクターなどで係数が大きくな

っている。{参加仮説]は支持され，政策過程に多く参加する市民社会組織ほ

ど大きな影響力を持つようになる。

関与方式数は NPO・市民団体，福祉団体，経済-商工団体，農林水産業団

体，外郭団体-第 3セクターで有意な正の関連を持つ一方，自治会，環境団

体，企業では関連がみられなし )0 [関与仮説]は部分的に支持される o NPO 

・市民団体などのグルーフ。で、は法人絡を有する団体が多く，地方政府との17，¥J

に何らかの法制度的な関わりを持つ組織である。それに対して自治会などの

グループは，法制度I:l守な関わりが弱い組織であると考えられる。法制度的な

関わりを持つ市民社会組織で、は，それに付随する地方政府との関与を通して

影響力が増大していると推察できる。

受託業務数は，経済・商工図体を除いて有意な関連がない。経済・商工団

体に関しでも，有意水準は10%で係数も非常に小さい。[委託仮説}は支持さ

れないといえる。 地方政府から業務委託を受けることは，市民社会組織が行

( 4 ) なお，接触に関しては「丹に 1回以上jあるいは「半年に 1Iヨ以上jの

場合を r1 Jとして加算した。
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表 3-7 市民社会組織等が持つ影響力(執行段階)の童図帰分析

自治会 NPO 
環境団体 福祉団体

経済 農林水産

町内会 rl1民lil体 商工団体 業I:II体
政策参加i数 0.216*諮 0.291ヰ* 0.494均ネ 0.340料 0.348"ド 0.432判

(0.029) (0.028) (0.035) (0.032) (0.028) (0.028) 

関与方式数 -0.039 0.157** 0.013 0.133 "j" 0.142培* 0.092伝手

(0.035) (0.049) (0.035) (0.072) (0.036) (0.030) 

受託業務数 0.039 0.038 0.033 0.004 0.021l 0.012 

(0.031) (0.033) (0.033) (0.023) (0.012) (0.017) 

接触項目数 0.168同 0.144ネ* 0.054料 0.082** 0.086次公 0.068*決

(0.020) (0.020) (0.017) (0.017) (0.016) (0.016) 

部署ダミー

(基準カテゴリは市民)

環境 0.255** -0.045 0.372料 -0.439*合 -0.212*必 -0.243判

(0.082) (0.082) (0.084) (0.083) (0.079) (0.079) 

福祉 -0.391*本 -0.158' -0.573持* 0.579宇* -0.778*" -0.766ネ台

(0.083) (0.079) (0.105) (0.084) (0.085) (0.084) 

産業指興 -0.331 ** -0.183料 -0.135 -0.500** 0.642*ヰ 0.659公示

(0.085) (0.081) (0.089) (0.089) (0.080) (0.079) 

人口 -7.8E-07料 -7.8E-09 -5.2E-07培 -7.5E-07料 -6.6E-07料 -8.1E心7同

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

財政力指数 -0.045 0.014 -0.010 -0.243** -0.070 -0.233虫ネ

(0.096) (0.094) (0.096) (0.092) (0.090) (0.090) 

(定数) 3.622料 2.905料 2.555** 2.879*本 2.548同 2.653** 

(0.097) (0.077) (0.082) (0.090) (0.085) (0.083) 

R" 0.103 0.099 0.155 0.240 0.258 0.285 
調整j斉R2 0.100 0.097 0.153 0.238 0.256 0.283 

F値 41.22ネキ 37.19料 56.66料 106.20*永 115.5料 131.09料

N 3258 3039 2780 3030 2997 2970 

E主) 値はm，燦準化係数， ( ) I人jは際世主誤差。 1・pく .10 *: pく .05 料:pく.01
政策参加!数は o~4，関与方式数は o ~5，受託業務数は o ~19，接触項目数は O~5 。

影響力評価と受託業務数では，主体の不一致がある。一致していない主体の操作化は以下の通り(影響

力評価:受託主体の瓶)。環境団体 :NPO・市民団体，福祉間体:福祉法人，経済.ifO工団体・企業 J.長林

水産業団体:その他。

接触項 I~! 数に関して，自治会， NPO・市民団体以外の「諸国体jに企業は含まれていないものの，食業

と経済・硲工!主体等との関連が深いと考え，企業に関する接触項 13 数には「諸国体j との接触攻 I~! 数を投
入した。

政活動に関わる方策ではあるものの，その影響力増大にはつながっていない。

最後に接触項目数は，政策参加数と同様，全ての市民社会組織で正の関連

を持つ。{接触仮説}が支持される。多様な自的で頻繁に接触しているほど，

市民社会組織の影響力が増大するといえる。形式的な参加だけでなく，地方

政府職員との実質的なコミュニケーションも，市民社会組織の影響力の増大

を促すのである。

全体としてみると，政策過程への参加，図体による行政支援や許認可など
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の法制度的な関わり，日常的な接触活動の 3点が，

市民社会組織の影響力増大につながる。それに対し

て業務委託は影響力増大につながらない。単なるエ

ージェントとしてではなく ステイクホルダーとし

てローカル・ガバナンスに関わることが， nl民社会

組織の影響力増大につながると考えられる。

5. まとめと考察

本章では第 2章での検討を踏まえ，影響力構造の

多元化と，市民社会組織の影響力の規定因という 2

点から，各地方政府における影響力構造の実態を分

析してきた。

第3節では，地方政府の規模(都市化度)，政策分

野，政策段階加に，影響力構造がどの程度多元化し

ているのかを検討した。まず，人口規模の拡大によ

って影響力構造は多元化していた。その背景には，

先行研究で指摘されてきた行政職員や市民団体のほ

か，政策立案段階で影響力を発揮する審議会の存在

が関連していた。さらに，政策執行段階における市

民社会組織の影響力の大きさも明らかとなったO

第4節では，市民社会組織と審議会に対象を絞っ

て，その影響力がどのような要因によって規定され

ているのかを検討した。第 1に，審議会への参加主

体である市民社会組織は，審議会に参加するほど影

響力が大きくなる傾向にあった。審議会の影響力も，

関連する市民社会組織が参加しているほど，あるいは参加する市民社会組織

が多いほど増大していた。第 2に，市民社会組織の影響力と行政活動への関

与との関連を探った重回帰分析からは，政策過程への参加，法制度 I~I~ な関与，

産接的な接触が影響力増大につながるのに対して，業務委託は影響力の大小

と関連しないことが明らかとなった。

}.J、上の知見を踏まえ，影響力構造の観点からローカル・ガパナンスを捉え

ると，以下の 3点を指摘できる。



76 

第 lに，市民社会組織が影響力を発揮するルートとしての審議会の重要性

である。地方政府における審議会の機能には，①政策発案・形成段階での政

策決定の支援・補完，②政策実施段階での裁定-基準設定，政策変更，③政

策評価機能の支援・補完の 3つがある(新)111997)。その背後では，市民社

会組織の審議会への参加が両者の相互補強的な関係を生みだしている。一方

では，審議会は市民社会の意向をくみ上げ，利害調整の場となっている。他

方，市民社会の意向をくみ上げた審議会は正統性を高め，政策過程において

大きな影響力を持つ。審議会は，市民社会組織の意向を政策過程に反映させ

る上で，重要な役割を担っているのである。

第 2に，政策執行段階における市民社会組織の影響力の大きさである。執

行段階での関与は 主にエージェントとしての活動で、あると推測される。し

かし市民社会組織の影響力増大につながるのは，エージェントとしての関与

と考えられる業務委託ではなく，政策過程への参加や行政活動への関与，日

常的な接触で、あった。業務委託のみが行われている場合には，行政の「下請

け化J(田中 2006) ともいわれるように，市民社会組織は影響力を持ち得て

いないと推察される。ここから，エージェントとして活動すること白体が重

要なのではなく，エージェントになることで得られるステイクホルダーとし

ての関与が重要であることが示唆される。

第 3に，参加と接触の進展が市民社会組織の影響力増大をもたらすことは，

市民社会組織の参加を，形式的参加と実質的参加というこ段階で論じる必要

性を示唆する。ここで「形式的参加Jとは制度的枠組みに知った行政活動へ

の参加， I実質的参加jとは行政職員との日常的な接触を意味する。たしかに，

形式的参加が行われることで，市民社会組織の影響力は増大する。しかし，

形式的参加がなくとも，日常的な接触活動の中で市民社会組織は影響力を発

揮しうる。政策的合意を引き出すならば，参加を制度化した後の運用状況に

よって，市民社会の発揮する影響力の大きさが変わってくる。あるいは，非

公式の接触活動が活発な地方政!有で、も，参加iを公式に制度化することによっ

て，市民社会の影響力増大が期待できるのである。
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第 4章 地方政府における外部委託の状況

相11 至

1.本章の位置づけ

本章の自的は，公共財の供給は，外部委託を通じてと守の程度市民社会組織

に担われているか。また，外部委託が進んでいる地方政府(市区町村)はど

のような特徴をもつかという 1)サーチ・クェスチョンを解くことである。こ

れにより，外部委託は双方向的な関係を有しているのではないかという疑問

に答えたい。

外部委託は地方政府がステイクホルダーであり， NPO・市民団体等の市民

社会組織がエージェントとして業務を請け負う関係として捉えられる。ただ

し，市民社会組織は地方政府の活動に関心を持つステイクホルダーとしての

側面も有し，自らの活動やパートナーシップの実現のために業務の外部委託

を促し，その一環として業務委託が行われていると捉えることもできる。本

章では，外部委託がこうした相互行為的なネットワークであるかどうかを確

かめることにより，公共財の供給をめぐってガパメントからガパナンスへと

いう移行が進んでいるかを明らかにしたい。

多くの市区町村でごみ収集やし尿処理といった業務の実施を市民社会組織

に委託する動きがみられる。外部委託(アウトソーシング)の主自的は， Iサ

ービスの提供のために競争的な環境を導入することによって効率性を高める

ことjとされる (OECD2005=2006: 172)。こうした業務の外部委託は行政

改革の一環として行われることが多い。

わが国の地方政府で行政改革が積極的に進められるようになったのは，国

レベルの「第二次臨時行政調査会jによる行政改革を受けて，地方でも行政
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改革を進めるという方針が自治省(当時)により打ち出されたことによる

(金井 2007:40)。外部委託の推進が世論レベルで強く求められるようになっ

たのも，自治省(当時)が1985年に地方行革大綱策定を地方政府に義務付け

る次官通知を出して以降であり 1，その後も 1994年， 1997年と三度にわたる行

革通知において外部委託の推進が盛り込まれた(市)111999 : 37)。このよう

に，外部委託は地方政府の行政改革という文脈で実施が求められてきたため，

その実施に際しては委託がもたらす効率性という側面を強調する論者が多い

(地方自治経営学会 1995;松原 1999など)。

ただし，そうした効率性の追求という観点だけから外部委託を捉えること

はできないだろう。 R.A.W.ローズはガバナンスを説明する中で，公共サ

ービスの提供主体は民間セクターやボランタリーセクターも含んでいるとす

る (Rhodes1997: 51)。山本啓は PPP(Public Private Partnership) モデルは，

行政セクターだけではなく，企業セクター，非営利セクターも公共サービス

の提供主体となることが前提であることを指摘する(山本 2004:109)。新川

達郎は多様な主体問のパートナーシップによるサービス実現が市民的な観点

から要請されていることを述べ，将来的には行政サービスを民間主体が提供

するという間接的な方法ではなく，行政サービスそのものがNPO・地縁組織

.各種地域図体によるサーピスや市民によるサービスに転換されることを予

想する(新JII2008 : 39-40)。

つまり，外部委託は地方政府と NPO・市民団体，自治会，企業といったガ

パメント(行政セクター)以外の主体が対等の立場で協力し，共同で地域の

統治を行うパートナーシップの一環として行われている側面もある。パート

ナーシップが究極的には公共サービスの提供自体を NPO・市民i歪体等の団体

が実施することを想定しているとしても，その前段賠として，行政が提供す

る公共サービスの業務を NPO・市民団体等の団体に委託するという間接的な

方法をとっているのではないだろうか。このように考えると，外部委託とは

地方政府が単に業務の効率化を目的に委託しているのではなく， NPO・市民

( 1 ) もっとも，地方政府の行革や外部委託の推進は1960年代の公営企業の経

営悪化や@TIの財政危機を契機として断続的に行われてきた(宮崎 1997:49-

51)。本章では，外部委託が!止論レベルで強く求められるようになったとい

う観点から， 1985年の地方行革大綱策定への通知を外部委託の推進の契機と

して捉えた。
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i歪体等の市民社会組織からの求めに応じてパートナーシ yプを実現するため

に行っているものとも考えられる。そうだとすれば，外部委託を積極的に行

っている地方政府の特徴としては，業務の効率化が必要とされているという

点のみならず， NPO・市民団体から行政へのアプローチが盛んであり，パー

トナーシッフ。の土壌を有していることが予想されるだろう。

外部委託に係わる調査としては，総務省、が全国の市区 11IJ村を対象として，

数年おきに実施している外部委託の実施状況に関する調査や， Iヨ本経済新聞

社・日経産業消費研究所(当時)が全国の1'11"1玄を対象に1998年から隔年で行

っている「全面市区の行政比較調査jが存在する。これらの調査結果を紹介

したり，外部委託の事例研究を行ったりした研究は数多くあるものの，外部

委託を積極的に行っている地方政府の特徴を量的に分析した研究はほとんど

見当たらない。

市i豆11IT村調査では，全ての市i玄11IJ村を対象として，行政がNPO・市民団体

や企業，自治会などの自体に対して，一般ごみ収集などの一般事務やごみ処

理施設などの施設の運営事務といった19の業務を外部委託しているか質問し

ている 2。本章では，この調査結果を利用して，市区町村における外部委託

の状況を概観した上で，外部委託に積極的に取り組んで、いる地方政府の特徴

を明らかにする。なお，外部委託については業務の効率化や住民の自治意識

の向上といった利点以外にも，委託が行われることによって責任の所在が暖

味になったり，労働条件の切り下げに結びついたりするといった問題も生じ

うることが指鵠されている。こうした委託の是非論はすでに多くの先行研究

で述べられてきているため3，本章は委託の是非を論じるのではなく，外部委

( 2 ) 市区町村調査では，市民活動部署の調査票で， r貴自治体では，-r記にあ

げる事業や施設の運営について，外部委託を行っていますか。行っている場

合には，その主体としてあてはまるものすべての欄にJをつけてください」

と質問をし，行の欄に委託事務の内容，列の欄に委託先を配置した表を示し

ている。また，以降の記述では，表 4-1の項目の欄のごみ処理施設からコ

ミュニティセンターにかけての12の公の施設の管理事務については「施設運

営事務jと呼称し，その他の一般ごみ収集から水道メーター検針にかけての

7つの事務については f一般事務jと呼称する。

(3 ) 外部委託に係わる論争をまとめたものとして，宮崎(1997)や後 (2009)

を参照。



80 

託の現状を把握して，分析することを目的とする。

以下，第 2節では外部委託の状況を概観する。第 3節では，積極的に委託

を行っている地方政府の特徴を分析する。第 4節では，本章における知見と

合意をまとめる。

2.外部委託の状況

本節では市区mT村における外部委託の状況を概観する。外部委託は全屈の

市区昨村においてどの程度実施され，どのような主体をエージェントとして

いるのだろうか。本節では， (1)まず委託が行われている市区IIIJ村の割合を概

観する。 (2)続いて，委託先別に委託をしている市IXU1T~寸の割合をみて，人口

規模別にみた時にととのような傾向がみられるか明らかにする。 (3)最後に，業

務加に委託が行われている市区町村の割合をみて，人口規模別にみた時にど

のような{頃向がみられるか明らかにする。

2. 1.委託が行われている市区町村の割合

一般ごみ収集など19の業務について，企業等の各団体に委託を行っている

と答えた市区町村の割合を示したものが表 4-1である。表 4-1は業務ご

とにその委託先を区別して示している。つまり，行が「一般ごみ収集J，列が

「企業Jの械の数値は，一般ごみ収集を企業に委託している市区町村の割合を

示している。

企業への委託を行っているとした市区町村の割合は総じて高く，様々な業

務を委託している。特に一般ごみ収集やし尿収集などの一般事務を委託して

いる割合は高い。一般事務と比較すると，施設運営事務の委託率は低くなっ

ている。外郭i主体・第 3セクターや財団法人への委託を行っている市区町村

の割合は総じて低い。ただし，体育舘，プールなどスポーツ施設の運営事務

を委託する傾向がある。 NPO・市民i主体への委託を行っている市区町村ーの割

合は総じて低い。自治会については，コミュニティセンター，公園，公民館，

道路維持補修・清掃等といった住民に身近な施設の運営事務や一般事務を委

託している。広域行政・一般事務組合についてはごみ処理施設， し尿収集，

一般ごみ収集，下水処理施設など廃棄物関連の一般事務や施設運営事務の委

託をする傾向がある。社会福祉法人については，ホームヘルパ一派遣，在宅

配食サービス，養護老人ホーム，保育所など法人の専門分野の業務を委託す
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表 4-1 外部委託が行われている市区町村 N =1143 (単位:%) 

委託先

]頁 I~I
外草1¥111体 NPO 広域行政 社会

企業 第 3 m'l~ 13 プiム仁1ム山 一弘凡 1iM~ 法lHI丸11 都千1I その他

セクター!主体 組合 法人

一般ごみ収集 68.8 1.0 0.3 1.0 18.5 0.3 0.2 6.4 

し尿収集 60.0 0.9 0.0 0.2 19.2 0.6 0.0 3.9 

ー ホームヘルパ一派遣 12.0 4.1 4.2 。。 0.3 1.9 60.1 4.1 

撃務 在宅配食サービス 18.7 2.9 7.4 0.5 0.1 0.9 48.2 6.5 

学校給食 25.1 3.0 0.3 。。 3.3 0.5 0.2 3.8 

道路維持 fili修 ij1r婦等 39.3 1.7 2.1 12.4 0.1 1.1 0.3 7.1 

水道メーター検針 25.3 2.3 0.2 0.7 2.5 2.2 0.5 39.4 

ごみ処J}J!施設 16.4 1.3 0.2 0.1 56.3 0.3 0.1 2.6 

iご水処理施設 29.1 1.0 0.1 0.6 15.3 0.9 0.1 3.5 

I~I 書官官 4.1 1.1 2.2 0.0 0.1 1.2 0.3 2.7 

Jjん也 公!重i 12.0 8.4 5.9 19.9 0.2 6.4 1.7 9.4 

設保育所 4.5 0.4 0.6 0.1 0.1 0.5 18.8 4.5 

述養護老人ホーム 3.1 1.2 。。 。。 7.8 0.2 25.0 1.5 
'l おJ・ ノ11'1しi:i'主2日什lヲz 1.0 1.6 2.8 1.7 0.0 0.5 8.1 3.2 

字体育館 7.0 8.8 5.7 0.6 0.1 10.6 0.1 6.2 

務一 ブール 15.7 8.5 2.5 0.5 0.3 7.9 0.1 4.5 

1;デ仁競技場 3.2 6.1 2.1 0.1 0.1 7.4 0.1 3.1 

公民館 1.5 1.2 1.3 12.9 0.0 0.7 0.3 4.3 

コミュニティセンター 1.5 2.7 4.2 20.4 0.2 1.3 1.6 6.1 

る傾向がある。その他の主体については，水道メーター検針を委託している

市区町村の割合が高い。本調査からはその委託先の具体名はわからないが，

自治省(当時)が全国の市i豆を対象に行った外部委託に係わる調査によると，

水道メーター検針を個人に委託している市区は 9割近く存在していた(出口

1981:26， 34)。この調査の数値は1980年3月時点のものであるが，水道メー

ター検針については，現在でも個人に委託している市区町村が多いものと思

われる。

2. 2.委託先別にみた割合

委託先ごとに委託が行われている割合を示したものが表4-2である。 1

つでもその委託先に委託を行っていれば「委託あり jとしている。表をみる

と，企業に委託を行っている業務があるとした市区rllJ村は 9割近くになり，

非常に多い。自治省(当時)が全IJTIの市区を対象に行った外部委託に係わる

調査によると，総体的に委託先をみたときに民間企業が占める割合は69.7%

であった(出口 1981: 26)。この調査の数値は1980年3月時点のものである
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表 4-2 委託の状況(委託先 が現在でも企業への委託が盛んに行われて

ごと) N口 1143(単位:%) いる。その他の委託先についてみると，社会

外郭団体第 3セクター

NPO . rfïl~l主体

自治会

26.0 

25.0 

46.5 

福祉法人，広域行政・一般事務組合，自治会

に委託をしている業務があると答えた市区IIIJ

村は 5-7割前後と比較的多いが，外郭団体

・第 3セクター， NPO・市民団体，財団法人

に委託している業務がある市区町村aは2-3

割前後と比較的少ない。ただし，全体として

みると市区IJ併すは様々な主体に業務を委託していることがわかる。

広域行政一般事務総i合 65.1 

lHI主法人 19.2 

相会福祉法人 79.2 

各委託先への委託が行われている市区昨村の割合を 市区IllJ村の人口規模

別に示したものが表4-3である。企業，外郭団体-第 3セクター， NPO・

市民団体，財田法人への委託の有無については人口規模による違いがみられ，

人口規模が大きい市区町村ほどこれらの委託先への委託を実施している傾向

があった。小規模市区町村においてはこうした主体がそもそも存在しないか，

存在したとしても委託事務の遂行能力を有していないことが影響しているも

のと考えられる。大規模市豆町村ほど委託先として多くの選択肢があること

が窺える。

広域行政・一般事務組合への委託の有無についても 人口規模による違い

がみられ，人口規模が小さい市医Il併すほど広域行政・一般事務組合への委託

が行われている傾向があった。広域行政等に委託されている業務は廃棄物処

理関係の業務である。こうしたスケールメリットを発揮する業務では，小規

模市区町村は広域行政や一般事務組合を活用しようとするのだろう。

自治会と社会福祉法人については人口規模別の違いがみられなかった。自

表 4-3 人口規模別の委託が行われている割合(委託先ごと) (単位:%) 

人口規模

1万未満

l万以上3万未満

3万以上 5万未満

5万以上20万未満

広域行政

一般事務組合

43.9 71.8 

41.8 79.6 

51.4 60.5 
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治会への業務の委託の歴史は古く，戦後しばらくして自治会が復活するとと

もに，委託が行われるようになった(大塚 1978: 66 ;伊藤 2007: 92)。また，

社会福祉法人にはホームヘルパ一派遣や在宅配食サーピスの他に，養護老人

ホームなととの社会福祉施設の運営を委託している。養護老人ホームは，行政

が安保護者をこれらの施設に入所措置し，その費用を負担することがあり，

その施設が民間施設であっても，措置に伴う費用は行政から支弁される。そ

のため，従来から多数の民間施設が存在していた(小田川 1982: 43)。この

ように，自治会と社会福祉法人への委託は長い麿史をもち，委託遂行能力が

培われてきた。したがって，小規模市区町村-においても委託遂行能力を有す

る主体が存在し，人口規模別による違いがみられないものと考えられる。対

して，先述した企業や NPO・市民団体等については業務の遂行能力を有する

主体がととの地域にも満遍なく存在しているわけではないため，人口規模によ

る違いがみられるものと思われる。

地方政府における外部委託の状況第 4掌

4 委託の状況(委託業務

ごと) N =1143 (単位:%) 

2. 3.業務内容別にみた割合

続いて，委託する業務ごとに委託が行われている割合をみていく。「その

他jという委託先も含めて，どの委託先で

あれ委託を行っていれば「委託ありJとして，

委託業務ごとに委託が行われている割合を

示したものが表 4-4である。

一般事務と施設運営事務を比較すると，

施設運営事務に比べて，一般事務を委託し

ている市区町村の割合は高い。特にー紋ご

み収集は90.2%，し尿収集は82.2%の市区

町村で委託が行われており，廃棄物関連の

一般事務を委託している市区間I村の割合は

高い。一般事務の中では，学校給食の委託

率が35.6%と低いが，これは過去の文部科

学省がどちらかといえば委託に消極的であ

ったことに加えて，委託化に対する反対運

動があることに起因するものと考えられる

(小田}!I1982: 40)。施設運営事務について

82.2 

70.4 

72.0 

35.6 

51.3 
69.1 

74.3 

48.6 

11.1 

44.5 

26.3 

37.0 

17.1 

34.8 

36.7 

21.3 

21.3 

し尿収集

ホームヘルパ一派j宣

在宅配食サーピス

学校給食

道路維持補修・清掃・等

水道メーター検針

ごみ処理施設

下水処理施設

図書館

公!塑

保育所

養護老人ホーム

児童館

体育舘

ブール

|珪上競技場

公民館

コミュニテ

表 4

一
般
事
務

施
設
運
営
事
務
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は，ごみ処理施設は74.3%と比較的多くの市区町村ーで委託が行われているが，

その他の施設運営事務の委託率は 1-5割であり，総じて低い。一般事務に

比べて施設運営事務の委託率が低いのには 適当な委託先がないという理由

が考えられる(小田JII1982 : 42)。

各業務の委託を行っている市区町村の割合を，市i豆ITIT村の人口規模別に示

したものが表 4-5である。学校給食，道路維持補修-清掃等，図書館，公

園，保育所，児童館，体育館，プール，陸上競技場，コミュニテイセンター

については，人口規模が大きい市区町村ほど外部委託を行っていた。一方で，

ホームヘルパ一派遣とごみ処理施設については，人口規模が小さい市区IHT村

ほど，外部委託を行う傾向がみられた。その他の業務については，人口規模

別の違いはみられなかった。

なお，全市区間T村における委託率を調査したものとして，総務省が数年お

表 4-5 人口規模別の委託が行われている割合(委託業務ごと) (単位:%) 

人口規模

1万以上3万未満

3万以上 5万未満

575以上20万未満

20万以上
ぷ〉、苦-1-
3コ"1

人iコ規模

l万未満

l万以上3万未満

3万以上 5万未満

575以上20万未満

20万以上
ぷ〉、苦↓
1コロ i

ーム

し尿収集

177 

288 
80 

註) 織掛けしている項8は委託の有無と人口規模に正の関係がみられたもの。太字の項

目は委託の有無と人口規模に負の関係がみられたもの。



きに行っている外部委

託に係わる調査がある。

委託率の推移を示した

ものが表4-6である。

委託率の算出方法が本

調査とは異なるため4，

表4-4で示した本調

査の数値と比較するこ

とはできないが，どの

業務についても外部委

託の実施率は徐々に上

昇している。

このように，外部委

託は多くの市区IllJi寸で

実施されており，公共

貯の供給が様々な市民

社会組織により担われ

ている。特に一般ごみ

収集などの一般事務が

委託されている割合は高い。委託が行われることにより，政策の実施過程に

は企業や社会福祉法人，広域行政・一般事務組合，自治会といった多様な主

体が参加している。表 4-6をみるに，委託の実施割合はほとんととの業務で

漸増している。ガバメント以外の主体による政策実施過程への参加が徐々に

増加しており，外部委託を通じて多様な主体による公共財の供給が進展して

いることがわかる。

85 地方政府における外部委託の状況

委託率の推移(総務省調査) (単i立

第 4主主

表 4-6 %) 

一
凡
又

H
H
'
ぷ刀

}
ゐ
材
均
一

Ta---すっ

ん
州
出
凡
行
以
前
十
立
「
コ
r」
恒

P
次
力

十
れ
り
二
一

1

・i
'
Aぺ
t
T
-
-
-寸
4

1982年 1994年 1998'<ド 200311三
10月 10月 4月 4月

一般ごみ収集 61.4 71.8 77 84 

し尿収集 67.1 71.1 76 78 

ホームヘルノ{-i依遣 83 91 

在宅配食サービス 93 96 

学校給食 一 一 37 44 

道路維持補修・清掃ト等 一 一 50 67 

水道メーター検針 一 一 75 82 

ごみ処理施設 10.9 22.6 60 (14) 74 (17) 

下水処理施設 15.0 28.7 79 (23) 92 (36) 

図書館 一一 70(3) 74 (3) 

公i霊I 6.8 18.3 77 (17) 91 (22) 

保育所 2.6 3.7 56 (4) 60 (6) 

養護老人ホーム ー 66(27) 70 (29) 

児童館 19.4 24.0 66 (24) 71 (30) 

体育館 6.6 19.9 67 (21) 75 (24) 

プール 10.6 24.2 66 (28) 76 (34) 

陸上競技場 7.3 23.3 65 (25) 75 (30) 

公民館 - 62 (12) 73 (14) 

コミュニティセンタ 43.8 56.9 80 (56) 90 (59) 

註) 総務省(自治省)のまとめによる。 198211:及び1994年については

(市1111999:42)0 199811'及び2003年については(総務省 2004)。調査対

象は全rlil豆町村。( )内は委託率のうち全部委託の割合。問機の項目が

ない調査11::については j二表!ヤ f-Jと表記している。

( 4 ) 総務省の調査では 一般事務の委託率は 委託している団体数(事務の

一部を委託している団体を含む)を事務事業を行っているi主体数で除して得

た数値を用いている。施設の運営事務については 委託している施設(運営

事務の一部を委託している施設を含む)を施設の総数で除して得た数値を用

いている。本調査の委託率は，委託が行われている自治体数(委託先は問わ

ず)を有効1m答自治体数 (1143)で除して得た数値を用し Eている。
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3.多くの委託を行っている市区町村の特徴

前節では，市区slJ村における外部委託の状況について概観した。それでは，

どのような地方政府で外部委託が積極的に行われているのだろうか。各業務

について委託が行われていれば 1点を与えて単純合計したものを委託得点と

した。この得点が高いほど，多くの業務の委託が行われていることを意味す

る。全業，外郭団体・第 3セクター， NPO・市民団体，自治会，広域行政・

一般事務組合，財団法人，社会福祉法人という 7つの個別の委託先ごとに集

計した主体別の委託得点 5と，委託先を関わずに集計a した委託総合得点 6を

作成した。本節では，各主体に積極的に委託を行っている地方政府の特徴と，

委託先を関わずに全体として積極的に委託を行っている地方政府の特徴を明

らかにするために，主体別の委託得点と委託総合得点を被説明変数とした 8

つの重田帰分析を行う。

これらの委託得点に影響を及ぼす要因として，①地方政府のリソース，⑦

NPO・市民団体からの働きかけとパートナーシップの土壌，③政治的要因が

考えられる。 以下ではそれぞれの仮説について述べる。

仮説① リソースが不足している地方政府は外部委託に積極的に取り組む

まず考えられるのが， リソースが不足している地方政府では外部委託に積

極的に取り組んでいるとする仮説である。第 I節で述べたように，外部委託

は効率性の追求を一義的な呂的としており，財政が逼迫している地方政府が，

外部委託を導入することによりリソースの不足を補おうとすることが考えら

れる。地方自治経営学会が1994-95年にかけて行った調査によると，行政直

営から民間委託に移行すると，事務のコストが大幅に削減されるという。そ

の額は，人口10万人規模の市の場合は年間20-40億円，人口20-30万人規模

の市の場合は年間40-90億円にもなるとされる(地方自治経営学会 1995:12)。

( 5 ) それぞれの委託先に対して，各業務の委託が行われていれば 1点を与え

て単純合計した得点である。この得点が高いほど，当該委託先に対して多く

の業務を委託していることを意味している。

( 6 ) Iその他j という委託先も含めて，委託先を関わずに，各業務の委託が

行われていれば 1点を与えて単純合計した得点である。この得点が高いほど，

多くの業務を委託していることを意味している。
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iヨ本経済新聞社・日経産業消費研究所(当時)が行った調査でも，外部委託

を実施した地方政府のうち90%以上がコスト削減につながったと認識してい

る(日本経済新聞社・ 5経産業消費研究所 1998:7 -8 )。このため， 1)ソ

ースが不足している地方政府ほど，委託による効率化を目指して，外部委託

を積極的に行おうとするのではないだろうか。

分析では，実質収支え率，公債費比率を地方政府の 1)ソースを表す指標と

して月3いる 7。実質収支比率が低く，公債費比率が高いほど，地方政府のリ

ソースが不足していることを意味している。

仮説② NPO・市民団体からの働きかけが活発であり司パートナーシップ

の土壌がある地方政府は外部委託に積極的に取り組む

次に考えられるのが， NPO・市民団体からの働きかけがあり，パートナー

シップの土壌がある地方政府ほど外部委託に積極的に取り組んでいるという

仮説であるん第 1節で述べたように，外部委託は効率性の追求という観点

からだけではなく，地方政府と NPO・市民団体，自治会，企業といった主体

が対等の立場で協力し，共同で地域の統治を行うパートナーシップの一環と

して行われている1WJ面もある o NPO・市民団体は，自らの活動にとって都合

の良い環境を創り出そうと活動する(田中 2002:194) 0 2003年4月301:1時点

で認証されていた全NPO法人を対象にアンケート調査を行った市民フォー

ラム21. NPOセンターの調査によると，事業委託を経験した団体のうち

96.1 %が総合的~:iJ 1折として委託を受けて「大変よかったj もしくは「どちら

かといえばよかったjと答えているという(後 2009: 128-132)。

このように， NPO・市民団体は外部委託が自らの活動にとって良い影響を

与えると考えるため，ステイクホルダーとして強い関心を寄せ，外部委託の

積接的な実施を地方政府に働きかける。ただし，委託遂行能力を有する NPO

・市民団体は限られているため，働きかけを受けた地方政府はパートナーシ

( 7 ) 実質収支比率と公債費比率のデータは f統計でみる市区町村のすがた

2007j (一部自治体は2008:合併などによる)に基づいている。元データは，

総務省自治財政均『市町村別決算状況調:平成17年度Jである。

( 8 ) 外部委託を行っているために， NPO・市民団体からの働きかけが活発で、

あり，パートナーシッフ。の土壌がで、きるという逆の因果関係も想定できるこ

とには注意する必要がある。
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ップの実現のためにも) NPO・市民団体のみならず他の市民社会組織への委

託も積極的に行うだろう。そのため) NPO・市民団体からの働きかけがあり，

ノぐートナーシップの土壌がある地方政市ほど 様々な市民社会組織に対して

外部委託を積極的に行うものと考えられる。

分析では) NPO・i'!'i民団体からの働きかけやパートナーシッフ。の土擦を表

す指標として) NPO・市民団体と行政との関わりの有無を質問した項目をも

とに作成した指標を月3いる o 1'11区町村調査では，市民活動部署に対して，政

策提言などの局面において行政と NPO・市民団体との|習に関わりがあるかを

質問しているヨ。この仁iこiから)NPO・市弐団体が行政に対して政策提言や監視

をしたり，共同で事業を実施したりするという関わりを有するか質問した 3

つの項目を取り上げ，関わりがあると答えた場合を 1点として) 3つの局面

における点数を単純合計したものを NPO・市民団体からの働きかけ得点とし

た。この得点の数値が高いほど) NPO・市民団体からの働きかけが活発で、あ

り，パートナーシ yプの土壌があることを意味している。

仮説③ 革新首長を経験し，議会に職員組合から支持を受ける政党の議員

が、多い地方政府は外部委託に消極的である。

最後に考えられるのが，革新首長を経験していたり) J隊員組合から支持を

受けている政党の議員割合が高-かったりするほど外部委託に消極的であると

いう仮説である。 1960年代後半から地方政府に革新首長が現れ始め) 1970年

代には多くの地方政府で革新首長が当選した。こうした革新首長や革新政党

・議員は職員組合と政治的支持関係にあるため行政改革に消極的であった(寄

本 1986: 192 -194)。外部委託は行政サービスを行政甚営から民間へと委託

することを意味し，自らの事務を侵食される職員組合はこれに抵抗するので

はないだろうか。実際に) 1970年代には自治労が「直営化協争方針jを提起

するなど，外部委託に反対する労働運動が行われていた(今村 2005:43 -44 )。

その結果，革新首長を経験した地方政府や職員組合から支持を受けている政

( 9 ) 市区IHJ村調査では，市民活動部署における NPO・市民団体との関わりの

有無について質問をしている。本章ではこの質問の仁IJから，①NPO・市民自

体から政策提言を受ける，②NPO・市民団体と共同でフォーラム，イベント

等を企画・運営する，①NPO・市民団体が行政の政策執行に対してモニタリ

ング(監視)をするという関わりがあるかを尋ねた質問項目をj有し 1る。
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党の議席率が多い地方政府では，現在でも外部委託が進まないと考えられる。

分析では，革新首長の経験の有無と i隊員組合支持政党議員割合を指標とし

て用いる。市区町村調査では，革新首長の経験の有無と2007年11寺の議会の党

派性について質問をしている 100 本章では，革新首長を経験している場合に

lを与え，経!検していない場合には Oを与えたダミー変数を作成した。また，

官公労の 1:1:1では最大規模の全日本自治団体労働組合(自治労)は民主党や社

民党を支持することが多く，日本自治体労働組合総連合(自治労連)は共産

党を支持することが多いので，民主党系，社民党系，共産党系の議員割合を

合計したものをi隊員組合支持政党議員割合とした。

その他に，統ijJlJ変数として面積と人口を用いる。これは前節で述べたよう

に，人口の多寡は委託先の選択肢の制約等により外部委託の実施に影響する

と考えたからである。また，面積が大きい市i玄mT村ほど，行政だけではサー

ビスが提供できずに，外部委託を利用することが考えられる。上述した指標

を説明変数とし，主体jJIJの委託得点と委託総合得点を被説明変数とした重rm
帰分析を行った。その結果を示したものが表 4-7である o ~_:).、下では，分析

の結果をみていく。

まず，委託総合得点を被説明変数とした委託先を問わない全体の分析の結

果をみる。仮説で想定していたように，実質収支比率は負の係数をもち，

NPO・市民団体からの働きかけ得点は正の係数をもち，高い有意性をもって

いた。革新首長経験ダミーや職員組合支持政党議員割合といった政治的要因

は有意な変数ではなかった。現在の市区町村では政治的な要因は外部委託の

採用に影響を与えていないようである。なお，統制変数である面積及び人口

は正の係数をもち，有意であった。本分析からは，地方政府のリソースが不

足しており， NPO・市民団体からの働きかけが活発で、パートナーシップの土

壌がある地方政府ほど，外部委託を積越的に行っていることがわかった。

主体ごとにみると，それぞれの委託先に積極的に委託を行っている地方政

(10) 市区IllTi寸前査では，市民活動部署で、「貴自治体では，過去に革新系の政

党のみの支持・推薦からなる首長が就任したことがありますかjと質問をし

ている。また， r貴自治体の議会では，各政党の立場に近い議員はととのくらい

いますか。無所属議員は立場の近い政党に含めてお答えくださしづと質問を

し，自民党系，公明党系，民主党系，社民党系，共産党系，地域政党系，そ

の他の選択肢を示している。
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表 4-7 外部委託を積極的に行っている地方政府の特徴(童図帰分析)

企業 外郭団体・第3セクター NPO・市民団体

偏国帰 標準 {稲田帰 標準 価回帰 標準
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全体(委託先11Mわず)

偏囲帰 標準

係数 誤差

実質収支比率 一0.01

公償資比率 一0.01

NPO・市民団体からの働きかけ -0.02 

革新首長経験ダミー -0.18 

職員組合支持政党議員割合 0.00 

面積 0.00料* 0.00 

人口

定数項

自1'1:1度調整済み決定係数

0.00料* 0.00 

1.70料 *0.12

0.07 

36.91 *同

財団法人
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社会招祉法人
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!存の特徴には違いがみられた。企業に関する分析では，公債費比率， NPO・

市民団体からの働きかけ，革新首長経験ダミー 職員組合支持政党議員割合

が有意であった。仮説で想定していたように NPO・市民団体からの働きか

けが活発であり，パートナーシップの土壌があるほど 企業への委託に積極

的であることがわかる。しかし，仮説の想定とは逆に公債費比率は負の係数

をもっており，革新首長経験ダミーと職員組合支持政党議員割合は正の係数

をもっていた。公債費比率が低く，革新首長を経験し，職員組合支持政党議

員割合が高い地方政府ほど企業への委託に積極的であることがわかった。

外郭団体・第 3セクターと NPO・市民団体に関する分析では，仮説で想定

していたように， NPO・市民毘体からの働きかけが活発であり，パートナー

シップの土壌があるほど これらの主体への委託に積極的であった。

自治会と社会福祉法人，広域行政・一般事務組合に関する分析では，モデ



第 4意 地方政府における外部委託の状況 91 

ル自体の決定係数が非常に低かった。これらの主体に対する委託は，本分析

で取り上げた地方政府の特徴に関係なく行われており，モデルの説明力が低

くなったものと考えられる。

財団法人に関する分析では，有意確率は10%水準で、あるものの，仮説で想

定していたように，実質収支比率が低く，公債費比率が高いほど，委託に積

極的であることがわかったO 地方政府のリソースが不足しているほど，財団

法人への委託に積極的である。

上述した 8つの霊lill帰分析の決定係数は自治会や社会福祉法人，広域行政

・一般事務組合にi浪らず低いものが多い。これは今国取り上げた変数だけで

は，外部委託を積極的に行っている地方政府の特徴を説明できないというこ

とを意味している。このように，分析の限界はあるものの，本節の分析から，

全体として外部委託を積極的に行っている地方政府は，①リソースが不足し

ており，②NPO・市民団体からの働きかけが活発で，パートナーシッフ。の土

壌があるという特{致を有していることが明らかとなった。

4. まとめと考察

本章では，市区IlIJ村における外部委託の状況を概観するとともに，外部委

託に積極的に取り組んでいる地方政府の特徴を明らかにしようとした。最後

に，本章の分析から得られた 4つの知見と合意について述べる。

知克の l点目は，委託先や業務の内容により委託を行っている市区町村の

割合は異なっていることである。市区IllTi;;J-は企業に様々な業務を委託してい

る。外郭団体-第 3セクターや NPO・市民団体，財団法人に委託をしている

割合は総じて低い。自治会，広域行政・一般事務組合，社会福祉法人には特

定の業務に特化して委託をしている。

2点白は，委託先別にみると，委託が行われている割合に違いがみられる

ことである。企業，社会福祉法人，広域行政・一般事務組合，自治会に一つ

でも業務を委託しているとする市区11lJ村は多いが，外郭団体・第 3セクター，

NPO・市民団体，財団法人には委託していないとする市区11lJ村が多い。また，

委託先を人口規摸別にみると，企業，外郭団体-第3セクター， NPO・rll民

団体， H~'IJJ法人への委託については大規模市[K IHJ村ほど委託を行っていた。

広域行政・一般事務組合については小規模市区間干すほど委託を行っていた。

総じてみると，大規模市区町村ほど委託先の選択肢が多いといえるだろう。
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3 点!~!は，委託業務の内容別にみると，委託が行われている割合に違いが

みられることである。一般事務については委託が行われている割合が高いが，

施設運営事務については委託が行われている割合が低くなっている。委託事

務内容を人口規模別にみると，学校給食，道路維持補修・清掃等，図書館，

公園，保育所，児童館，体育館，プール，陸上競技場，コミュニティセンタ

ーについては，人口規模が大きい市区IllJ村ほど外部委託を行っていた。一方

で，ホームヘルパ一派遣とごみ処理施設については，人口規模が小さいni区

町村ほど，外部委託を行う傾向がみられた。

4 点 1~1 は，外部委託を積極的に行っている地方政府:は，①リソースが不足

しており，②NPO・市民!主体からの働きかけが活発で，パートナーシップの

土壌があるという特徴を有していることである。委託総合得点を被説明変数

とした重回帰分析を行ったところ，実質収支比率は負の係数をもち， NPO・

市民団体からの働きかけ得点は正の係数を示し 高い有意性をもっていた。

最後に本章の含意について述べる。外部委託は多くの市区IHTi寸で実施され

ており，公共H~-の供給がガバメント以外の様々な主体によって担われている

ことがわかった。委託を行うことにより，政策の実施過程には市弐社会組織

が参加しており，多様な主体による公共財の供給が進展していた。

また，本章の分析から，外部委託を行っている地方政府の特徴としては，

リソースが不足しているとともに， NPO・市民団体からの働きかけが活発で，

/¥ートナーシッフ。の土壌があるという点が挙げられることがわかった。外部

委託の一義的な目的としては業務の効率化が指摘されており，リソースが不

足している地方政府がその解決策として委託に取り絡んでいる様子が窺える。

そして， NPO・市民団体からの働きかけが委託の導入に影響していた。外部

委託は地方政府が単に業務の効率化を白的に委託しているのでなく，市民社

会組織の求めに応じてパートナーシップを進展させるために行っており，双

方向的な関係が生じているものと考えられる。行政と NPOや企業といった

民間セクターとのパートナーシップの一環として外部委託が相互行為的に実

施されていることが窺える。

このように， NPO・市民団体等の市民社会組織は地方政府のエージェント

であるという立場と同時に，ステイクホルダーとしての立場をもち，外部委

託を通じて相互行為的なネットワークが形成されていた。公共財の供給をめ

ぐってガパメントからガノ汁ーンスへの移行が進んでいるといえよう。近年，
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国から地方へという流れとともに，官から民へという流れが加速している。

こうした地方政府の政策過程への民間セクターの参加の動きに沿って，外部

委託は今後も増加していくだろう。
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第 5章 参加制度の導入と市民社会組織の政策参加

相11 至

1.本章の位置づけ

本章の目的は，①参加11]1J度がいつ頃からとごの程度導入されているか。また，

②参加制度は参加を促す制度として機能しているのかという 2つのリサーチ

.クェスチョンを解くことである。

参加fj)!JJ支はステイクホルダーとしての市民社会組織が，地方政府の政策過

程に参加するための規詩t1~-けメカニズムとして機能することが期待されてい

る。本章では，参加flJlJ度により政策過程への参加というステイクホルダーの

利益が満たされているか否かを実証することで，参加制度という規律付けメ

カニズムが機能しているか否かを明らかにする。

近年の市区町村では，協働やパートナーシップの名のもとに， NPO・市民

団体や自治会などの多様な主体が政策過程に参加する動きがみられる。 協働

とは地方政府と NPO・市民団体，自治会，市民，企業といった主体が対等の

立場で協力し，共同で地域の統治を行うことを指す。実際に，まちづくりや

総合計画の作成の際には，市民や NPO・市民団体が政策過程に参加し，協働

して計画を作り上げるケースもみられる(熊谷・広田 2001;新JII2008)。こ

うした多様な主体との協働という考えを具体化する形態としては， HJIJJ支!めな

枠組みを設定することが考えられる(秋月 2006:208)。それでは，市民参加

を促す制度(以下，参加制度と i略記)はどのようにして導入され，実際に参

加を促すflJ引支として機能しているのだろうか。

参加制度の導入について質問した調査としては，日本経済新開社.Iヨ経産

業消費研究所(当時)が全国の市区を対象に1998年からI1高年で行っている
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「全i富市区の行政比較調査J，小林良彰らが全国の市を対象に2001年に行った

12001年度日米韓国際 FAUIプロジェクトJ，関西社会経済研究所が人口10万

人以上の市区を対-象に2006年に行った「自治体経営改革の自己診断 2006:自

己評価に基づく組織運営(ガパナンス)評価jなどが存在する。 日本経済新

聞社等が実施した調査では，パブリック・コメント制度の有無や審議会等へ

の一般住民の参加の有無などについて質問を行い，市民参加度という指標を

作成している(日本経済新聞社-日経産業消費研究所 2006)。小林らが行っ

た部査では総合計画における住民参加制度の状況を質問している(小林-名

取・中谷・金 2002)。関西社会経済研究所が行った調査では，総合計画や行

政評価への参加や自治基本条例の有無について訊ねている(関西社会経済研

究所 2006)。

しかし，これらの調査では参加制度の導入と実際の参加を区別した分析は

行われておらず，両者の関連は明らかになっていない。また，制度の導入年

度は調査しておらず，その波及状況もわかっていない。 2007年に実施された

市区町村調査では，参加IIJ!JJ支の導入と政策過程への参加を区別した質問を行

うとともに，導入年度についても質問している(辻中・伊藤編 2009)1。本章

ではこの調査結果を利用して，総体レベルでの政策波及の状況をみることに

より，地方政府が政策を導入するマクロな外的要国を探るとともに，こうし

て導入された参加告u度が実際に参加を促しているか否かを分析する。具体的

には，冒頭で述べたリサーチ・クェスチョンに対応して，①参加制度の導入

割合及び波及状況，②参加IljlJ度が実際に機能しているか否かという 2点を明

らかにする。

以下，第 2節では本章で取り上げる参加制度が果たすと期待される機能別

に分類し，制度の導入割合をみて，参加制度がどの程度導入されているかを

明らかにする。第 3節では，制度の導入年度を概観することで波及状況を分

( 1 ) 市区IllT村調査では，市民活動部署の調査票で， I貴自治体では，下記にあ

げる取り組みを行っていますか。行っているものすべての番号にOをつけて

ください。また，導入年度 (im暦)をご記入くださいJと索開し，各告IJJ支の

名称と導入年度を記載する機を示している。なお，導入の有無については回

答しているが，導入年度については呂答をしていない市区町村-も存在するた

め，第 2節でみる制度の導入市豆町村総数と，第 3節でみる導入市豆町村総

数は若干異なる。
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析し，マクロな波及の要因を r~~ らかにする。第 4 節では，浦安-Iîl における市

民会議の実施過程を分析することにより，市民会議が参加を促す11il]度として

どのように機能したかを明らかにする。第 5節では，参加制度の導入状況と

市民社会組織の政策参加の簡に関連があるかどうか相関分析を行うことによ

り，参加制度が実際に機能したかを量的に明らかにする。第 6節では，本章

における知見と合意をまとめる。

2.参加制度の導入状況とその内容

参加flil]}支を;導入している市区町村の割合を示したものが表 5-1である 0

rll区町村調査では市区のみを対象とした先行調査とは異なり， [IlT村も含めて

調査を行っているため，表ではそれぞれの内訳も示している。全体として，

市区の方が町村よりも制度を導入している割合が高い。本章では，参加制度

として，表 5 1の項目に示した10の制度を取り上げる。この10の制度は参

加に係わる制度として近年取り上げられることが多い制度である。これらの

参加制度はどのような機能を果たすことが期待されているのか。本節では各

flJlj度が果たすと期待されている機能別に分類した上で それぞれの制度の導

入状況をみる。

参加!の形態にはいくつかの段階があるとされ，様々な分類がなされている。

例えば，アーンスタイン(Arnstein1969) は市民参加を 8つの類型に分類し

ている。それは，①操縦 (Manipulation)，②治療 (Therapy)，③情報提供

(Informing) ，④相談 (Consultation)，①懐柔 (Placation)，⑤ノfートナーシッ

プ (Partnership)，⑦権限委譲 (DelegatedPower) ，③市民によるコントロー

ル (Citizen Con-

trol)であり，①と

②は非参加，①一

①は形式的参加，

⑤-③は市民が権

力を有している段

階であるとしてい

る。佐々木信夫は

我が留の市民参加

の発展過程を，①

表 5-1

情報開示型

意見表明型

1おi動型

N 

参加制度を導入している市区町村(単位%)

Jl~ Iヨ 市i豆 II!T村 rli区IlIJ1サ
情報公開条例(公文書:公開条例) 97.3 95.7 96.5 

審議会 懇談会の公募制度 60.5 25.6 42.2 
J¥フ"1)"Jク コメント 64.7 18.0 40.2 

市民意識調査 57.5 19.8 37.7 

rlJ民からの意見とIill答の公IJf.J 42.4 14.5 27.8 

モニタ-j!JIJI支 27.8 7.8 17.3 

6 

42 

19.1 10.4 14.5 

9.8 4.8 7.2 

550 606 1156 
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住民運動(抵抗-防衛型)，②市民運動(改善要求型)，③市民参加(提案表

明型)，④公募参画(パブリック・コメント，公募委員，住民投票)，①ノfー

トナーシップ協定(開放型ワークショップ)の 5つの類型に分類している

(佐々 木 2004)。本章では，対象とする10の参加制度が果たすと考えられる機

能を，①情報開示，②意見表明，①i初動の 3つの段階に分類する。

まず，情報開示の機能を果たすflilJ度として情報公開条例を取り上げる。情

報公開条例とは，行政が所有する情報を市民の請求に基づいて開示するf!jlJJ支

を実現する条例を指す。本条例によって，これまでは i原則非公開jによっ

て運営されてきた行政情報が「原則公開jされるものであることが確認され，

市民の行政への情報アクセス権が保障されることとなる(伊藤 2002a: 92-

93)。この制度は情報開示を保障するものであり 参加そのものに係わる制

度ではない。しかし，市民参加の前提として情報公開は重要視されており

(j手郷 2006:42)，協働の原員Ijの 1つとして，関係の透明性や公開性が挙げら

れている(新)11 2008 : 46)。そこで，本章では参加を実現する前提となる重

要な制度として，参加制度に含める。 情報公開条例は96.5%と大部分の市区

町村においてすでに制定されている。

次に，市民の意見を行政に対して表明する制度として，審議会・懇談会の

公募制度，パブリック・コメント，市民意識誠査，市民からの意見と iヨ答の

公開，モニター制度，住民投票条例を取り上げる。これらの制度は審議会等

への参加や，行政による意識調査等を通して，市民が自らの意見を行政に対ー

して表明することを促す制度である。市民の意見表明により，行政は市民の

需要や新しい発想、に触れ，市民意識を政策に活かすことが期待される。なお，

住民投票条例は政策決定に市民の意向を反映させることを巨的としており，

意見表明を越えて政策決定を行う制度とも捉えることができる。ただし，住

民投票条例は基本的に諮問型の制度であり，その投票結果の遵守を法的に義

務付けることはできない(藤島 2008)。そのため，本章では市民の意見を地

方政府に対して表明する意見表明型の制度として分類した。こうした意見表

明型の制度は，住民投票条例は5.6%と低いものの，その他の制度は約 3-4

割の市区町村aで導入されており，ある程度広がっている。

最後に，協働型の制度として市民会議・ワークショップ，まちづくり条例，

自治基本条例を取り上げる。これらの制度は市民と行政が対等の立場で行政

運営を行うという協働を促す制度である。例えば，浦安市では基本計画を策
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定する際に，公募した市民による市民会議を延べ1361QJ開催して基本計画を

作成した(大野 2009)。京都市では嵐山公衆トイレ改築計雷の作成の際に，

市職員や地元住民，ボランテイアなとぐ延べ100人以上の参加者によって，イベ

ントや街頭インタビュー，模型によるプラン作りなど 5@に渡るワークショ

ップを開催して，計画案を作成した(林 2003)。このように，これらの制度

は市民から表明された意見を行政が主体となってその政策に反映させるので

はなく，両者が対等の対場で協力して政策を実現させるという点で，意見表

明型の制度よりも市民参加の度合いが深い。まちづくり条例や自治基本条例

についても，市民参加や協働に係わる内容が盛り込まれ，市民と行政の協働

を目指す政策が両条例のもとで行われている 2。こうした協働型の制度の導

入割合は低い。

制度が導入されている割合をみると，①情報開示型の制度の導入割合は高

く，市民参加の前提となる情報開示は多くの地方政府において保障されてい

る。②意見表明型の制度となると導入割合は低くなるものの，市民の意見を

行政に対して表明する制度がある程度は広がっている。ただし，③協働型の

i!J!J度の導入割合は低く，市民と行政が対等の立場で行政運営を行うという協

働を促すilJ!J度はまだ導入途上の段階にある。

3. 参加制度の波及状況

第 2節では，本章で取り上げる参加制度が果たすと期待される機能別に分

類し， flllJJ支の導入割合をみた。それでは，こうした参加制度は市区町村の総

体レベルでみると，いつ頃からどのようにして波及しているのかo I政策波

( 2 ) まちづくり条例に明確な定義はないものの，一般的には，土地利用の適

正化及び開発規制，良好な地域環境の形成，景観形成，さらには住民参加な

ど，建築及び都市計画行政を中心としたまちづくりに関わる条例とされてい

る。ただし，近年では建築及び都市計画行政の領域を超えて，全ての行政分

野において市民の意向を政策に反映させ，協働を目指す施策がまちづくり条

例のもとで行われている(内海 2007: 31， 36)。自治基本条例にも明確な定

義は存在しないが，金井利之は①住民の権利保障・実現，②権力者の拘束・

統制J，①中長期的視座に基つごいているという要素から成り立つものと定義し

ている(金井 2006)。地方政府のいわば f憲法Jともいうべきものである。

多くの自治基本条例には，市民参加やi初動に係わる内容が盛り込まれている。
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及 (policydi百Usion)Jとは，新しい政策が地方政府に}II夏次採用されて全面的

に広がっていく現象のことを指している(伊藤 2002a:37)。先行調査では，参

加制度の導入年度について質問を行っていないため， miJ度がどのように波及

しているかはわかっていない。そこで，本節では参加制度の導入年度をみる

ことで制度がどのよっに波及しているかを明らかにする 30

まず，情報開示型の制度である情報公開条例の波及状況を示したものが図

5 -1である。導入自治体数は各期間中に制度を導入した市i豆町村数を示し

ている。 1945年から2004年にかけては 5ヵ年単位で集計している。ただし，

1944年以前は一括し， 2005年以降は， 2005-2007年の 3ヵ年である。

情報公開条例は1995-1999年から増加している。先行研究では，波及の要

因の 1つとして留の介入(国レベルにおける同種の制度の導入)が挙げられ

ている(伊藤 2002a)。情報公開に関しては， 1999年に「行政機関の保有する

情報の公開に関する法律J(以下，情報公開法と III各記)が制定されており 4，

i司法の制定が契機となって波及が加速して，多くの市区町-村で導入されたよ

うである。ただし，すでに多くの市区町村で制定されているため， 2005-

2007年にかけては導入のペースが落ちている。

意見表明型の制度である審議会・懇談会の公募制度，パブリック・コメン
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。

( 3 ) 導入自治体数の詳細については，柳 (2009)を参照。

( 4 ) 情報公 I~司法の対象は国の機関とされており(第 2 条)，地方公共団体の情

報公I~号手続きについては 地方公共i主体の情報公開条例に委ねられている。
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ト，市民意識調査，市民からの意見と回答の公開，モニター制度，住民投票

条例の波及状況を示したものが図 5-2である。いずれの制度も2000年以降

に導入数が増加している。パブリック・コメント制度についてはお06年に行

われた行政手続法の改正によって，国レベルにおいても同種の制度が導入さ

れている 5。市区町村においても， 3ヵ年の集計にもかかわらず2005-2007

年に導入数が急増しており， I~ による同種の制度の導入が契機となって波及

カf加速しているようである。

協働型の制度である市民会議・ワークショップ，まちづくり条例，自治基

本条例の波及状況を示したものがIZl5-3である。いずれの制度も2000年以

降に導入数が増加している。まちづくり条例については2005年U、降に導入数

が減っているようにもみえるが，これは2005年以降の集計が3ヵ年のためで

あり，導入のペースは落ちていない。

このように，情報公開条例とパブリック・コメントに関しては国レベルの

関種の制度の導入が契機となって，波及が加速していることがわかる。他の

制度は情報公開条例やパブリック・コメントほど急増していないが，国レベ

ルの同種の制度の導入がみられないにもかかわらず2000年以降に導入数が増

密 5-2 意見表明型参加制度導入数
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( 5 ) 行政手続法の改正により 1999年の閣議決定により導入された意見提出

手続きを充実させる方向で法制化された。 I可法は地方公共団体を対象として

いないが，同種の制度の制定について，地方公共団体にも努力義務を諜して

いる(第46条)。
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協f動型参加制度導入数間 5-3

導入自治体数
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加している。 2000年には地方分権一括法が施行されており， 2000年以降の参

加制度の増加には地方分権の流れが影響しているのではないだろうか。

地方分権とは， 1[i1から地方へjの権限委譲が行われることを指す。地方分

権一括法の施行によって機関委任事務の廃止が行われたことで，自治事務の

拡大と法令解釈権が付与され，地方政府・の運営で、様々な変革が行われること

が期待された(小林・中谷・金 2008b: 121)。地方政府の自己決定原理が強

化されることにより，職員が積極的に政策立案に取り組み，多くの政策が導

入されるようになったことが考えられる。

一括法施行から 1年半が経過した2001年に横須賀市を対象に調査を行った

「分権一括法施行後の法環境研究会jによると，現場における事務等の仕方は

ほとんど変わっていないという(嶋田 2003: 93)。一方で， 2005年に都道府

県を対象に調査を行った小林らによると，一括法施行後に職員レベルで政策

立案に対する活発な意識変化がみられるようになったと答えた職員が45.1% 

いる(小林・中谷・金 2008b: 121)。また，実際に2000年以前の条例制定に

比べて2000年から2005年までの条例件数が急増しているという(金 2008a: 

188-189)。

そして，地方分権に際しては， I留から地方へjの権限委譲だけではなく，

「行政から市民へJという分権が進められる必要がある(牛山 2002: 214)。

これは，ガパメントという統治する者から市民という被統治者への一方通行

の関係から，両者が相互に補いながら地域統治を行う関係に移ることにより，

集合的利益・目的を達成するためである。市民参加が行われることにより，
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市民は行政との協働で、様々な施策を実施し，増加する行政需要に対応するこ

とが期待されている(仁ド郁 2004)。

このように，地方分権により「国から地方へjの権限委譲が行われ，地方

行政職員が積極的に政策立案に取り組むという意識変化が起こることで，地

方政府の政策が増加し，また， r行政から市民へJの流れのもとに市民参加を

促す政策が増加したものと思われる。

4. i吊安市における市民会議の実施過程

ここまで，参加制度がし 1つ頃からどの程度導入されているかをみてきた。

それでは，こうして導入された参加制度は実際に参加を促す制度として機能

しているのだろうか。本節では，開き取り調査に基づいて，浦安市における

市民会議の実施過程を分析することにより，実際に参加flJljJ支が期待されるよ

うな機能を果たしているかをみる。開き取り調査は2009年8月24日に，浦安

市市長公室企画政策課課長の小檎111天氏と総合計画係長の野111奇雄大氏に対し

て行った。調査実施者は柳歪である。

浦安市は千葉県北西部に位置する都市であり，東京のベッドタウンとして

都市化が急激に進展している。 浦安市では，第 2期基本計画の策定に捺して

市民会議を初めて設量し，その提言内容を基本計画に反映させることとした。

市民会議は市民と行政が対等の立場で政策を実現するという協働を促す制度

である。

基本計画策定を所管する市長公室企画政策課では，第 2~tn基本計画を策定

するにあたって，市民も利用できる基本計画にするにはどうしたらいいかと

いう観点から検討を行った。その仁iコで，市民と行政の協働によるまちづくり

が必要であると考え 市民会議を設置することを考えた。こうした市民参加!

という考えがでてきた背景には，地方分権という大きな流れによるところも

あるし久より直接的には千葉県が三番瀬の再生問題を検討するにあたり，住

民参加の実現として円卓会議を設置し，様々な意見を取り込もうとしていた

( 6 ) 分権改革などの流れにより，行政のリソースが減るが，提供すべきサー

ピスは増加しており，市民と協働しなくては行政運営がITJi骨にいかなくなる

という認識があるという。なお 基礎自治体の職員も政策法務の知識を身に

つけていくことが必要であるという意識も強いという。 浦安市職員小捨山天

氏・野111奇雄大氏への開き取り調査， 2009年8月241ヨ。
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ことが刺激となった。

市民会議については最終的な提言がまとまらないという他市の例もあった。

そのため，市長に市民会議を行うことを提案したところ， Iハイリスク・ハイ

リターンだねJと言われたものの 了承を得た。この市民会議は市民参加の

lつとして位量づけられ，基本計画を作成する第 2期基本計画策定本部・部

内検討会・ワーキンググループ(第 2期基本計画策定に関する庁内組織)は

市民会議とともに計画策定に取り組み，作成にあたっては市民会議からの提

言を最大限尊重することとされた(浦安市 2009:4)。

市民会議に先立ち， 2006年の 6月から 7月にかけて，市民会議の運営の枠

組みを検討する「市民会議準備会Jが設置された。この準備会は学識経験者，

市内関係団体委員，公募市民 (15名)により構成された。 準備会では，市民

会議の自的や構成，市民委員の募集などが話し合われている。この準備会で

は， I第2期基本計画の策定にあたっては，市民と行政との協働の視点から，

多様な主体が関われる計画作りが行われることが必要j(浦安市 2006:4) 

であることが確認された。そして，市民会議の構成は市民委員，学識者委員，

l隊員委員によることや，市民委員の公募方法などが決められた(浦安市 2006)。

市民委員の公募は2006年 7月 1日付けの広報紙 l面で行われ， 100名の市

民が募集された。 100名の募集に対して206名の応募があったが，あえて100

名に制限せずに全応募者の参加で市民会議をスタートさせた。職員委員は庁

内公募で若い職員26名が選ばれた。学識者委員は各分科会に対応した専門家

を17名配置した(大野 2009: 210-211)。職員委員は基本的には自分の所属

部署に対応した分科会に所属していた。

市民会議は「健康・福祉j，I教育・生涯学習j，I市民活動・交流j，I暮ら

し・環境j，I街づくり j，I者1)市経営jの6つの分野にわたる分科会とし，各

分科会を中心、に進められた。分科会の運営は当初は事務局がリードしていた

が，各分科会の市民委員からリーダー及びサブリーダー数名が選ばれ，市民

委員が中心となって行われるようになった。各分科会i替の調整を行う調整会

議や提言蓄を作成する編集委員会には職員委員はメンバーとはならず，市民

委員を中心に活動が行われた(浦安市 2009)02006年 8月29自に最初の全体

会が開催され， 2007年 9月29Elに提言報告会が開催されるまでに，延べ136留

にわたる会議が行われている 70

2007年 9月29日に関かれた提言報告会では「第 2期基本計画策定浦安市民
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会議 提言書jが報告され，市長に提出された。提言書は「総論jと各分科

会の「各論jから構成されており， r各論Jでは，現状と課題，取り組みの基

本的方向性，具体的取り組みに言及されているなど，事業レベルも含んだ詳

細なものとなっている。具体的取り組みには「行政の役割jだけではなく

「市民の役割Jや「協働での取り組みjも記載され，ガバメント(行政)だけ

ではなく市民もサービス提供者となるような仕掛けが施されている。提言書

はリーダー及びサブリーダーが主体となって起案し，市民委員が大きな役割

を果たした。

市民会議からの提言を受けて，第 2期基本計画策定本部・部内検討会・ワ

ーキンググループは素案を作成した。素案を作るi療には，市民会議に参加し

た職員委員と企画政策課員がタッグを組んで所管の部署と話し合い，提言書

の内容を素案に盛り込んだ。 2007年11月17日と2008年2月23日には策定状況

報告会が開催され，第 2期基本計画の策定状況と市民会議提言の反映状況に

ついて報告が行われた。市民会議のメンバーはこの報告会に参加し，意見を

述べた。また，この際に市議会に対しても，説明が行われた。こうして作成

された素案は浦安市基本計画審議会で審議された。

審議会はお人の学識経験者と関係団体代表者により構成されている。審議

会では，市民会議の報告書の他に，市議会からの指摘やパフ。リック・コメン

トを参考にして基本計画の審議が行われた。審議会では， r浦安市民会議の

提言を最大限尊重して計画に反映させたいjという市長からの意見表明を受

けて，可能な限り提言内容を取り込んでいく努力をしたという(浦安市 2008)。

結果的には，市民会議の提言蓄の90%が第 2期基本計画に取り込まれた(浦

安市 2009: 6) こうして， 2008年 7}=111日に第 2期基本計画が決定された。

これまで浦安市では市民参加が活発ではなかったが，市民会議を契機に少

しずつ活発になってきている。例えば，市民会議の提言書で「市民大学Jの

設置が提言されたが，市民委員であった人たちはその後もこれをフォローし，

運営に積極的に携わっている。

( 7 ) 会議は 6つの分野の分科会が延べ821m，臨時グループ会議が12回，ワー

キング会議が10lTIl行われた。こうした分科会ごとの集まり以外に，全体会が

4回，調整会が12回，分科会問調整が7回，編集委員会が91m行われた(大

野 2009: 211)。
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このように，市民会議は市民が中心となって運営を進め，基本計画の約 9

割にその提言が反映されることとなった。市民会議をきっかけとして一般市

民の参加も徐々に進んでおり，市民会議という制度が参加を促す制度として

機能した様子が窺える。

5.参加制度の導入と市民社会組織の政策参加

第 4節では浦安市の事例をもとに，市民会議という参加制度が参加を促す

tlJiJ度として機能したことを明らかにした。それでは，その他の市!玄関I村ーでも

参加制度が導入されることにより参加が促されるという関係がみられるのだ

ろうか。本節では，参加制度の導入状況と市民社会組織の政策参加の!習に関

連があるかを相関分析により分析することにより，参加制度が参加を促す制

度として機能したかを量的に明らかにする。

具体的には，参加制度得点と各市民社会組織の政策参加得点の相関分析を

行う。参加制度得点とは，情報開示裂の参加flJiJ度を導入していたら l点，意

見表明型の参加制度を導入していたら 1つの制度ごとに 2点，協働型の参加

flJIj )支を導入していたら 1つの制度ごとに 3点を与えて合計した得点である 80

重み付けを行ったのは，意見表明型の制度は情報開示型の制度より高次の参

加を促し，協倒j型のお!JJ支は意見表明型より高次の参加を促すと考えたためで

ある。参加制度得点が高いほど，高次の参加iを促すことが期待されている参

加制度を多く導入していることを意味している。政策参加得点とは，市民活

動部署，環境部署，福祉部署，産業振興部署の 4部署において，各市民社会

組織が審議会・懇談会，計画策定，政策執行，行政評価の 4つの政策過程の

段階で参加をしていればそれぞれ l点を与えて，合計した得点である 9。政

( 8 ) 参加制度得点の計算上の最低点は O点，最高点は22点となる。

( 9 ).市区町村調査では，市民活動部署，環境部署，福祉部署，産業振興部署

で， r次に挙げる行政の活動に各自体が参加していますか。それぞれの活動

について，あてはまる人や団体の檎にJをつけてくださいjと質問し，行の

械に各市民社会組織 列の欄に各政策過程の段階を配置した表を示している。

なお，福祉部署については，福祉団体を社会福祉法人，福祉当事者団体，福

祉ボランティア団体と*111分化して質問している。本分析では， 31主体の中の

lつでも参加していれば福祉団体が参加しているとみなして l点を与えた。

政策参加得点の計算上の最低点は O点，最高点は16点となる。
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策参加得点が高いほど，各市民社会組織

が様々な部署において，様々な政策過程

の段階に参加していることを意味してい

る。

参加flJlJ度得点と政策参加得点の相関分

析の結果を示したものが表 5-2である。

表には相関係数を示しており，係数が正

に大きいほど，参IJllflilj度得点が大きいほ

とご各市民社会組織の政策参加得点が大き

いという関係を表している。

分析結果からは， NPO・市民団体の政

表 5-2 参加制度導入と市民社

会組織の政策参加

NPO 市民団{本

一般市民 (111!i人)

自治会

環境団体

福祉111イヰ;
労働組合・[111本
経i斉・商工i主体

農林水産業111W
外郭団体-第 3セクター

* : pく0.05 ・pく0.01

参加制度得点

0.400** 

0.185料

-0.045 

0.207付

-0.013 

0.117料

0.109料

0.182** 

0.026 

策参加得点と参加f!JiJ度得点の1M]には0.4と4、EII謁がみられた10。その他の市民社

会組織については顕著な相関はみられなかった。参加制度の導入により，

NPO・市民団体の政策参加が促されているという関係がみてとれる。市民社

会組織の中でも NPO・市民団体が政策参加に影響を及ぼしているのはなぜな

のだろうか。おそらく，自治会等の古くから行政と箭接な関わりを有してい

る市民社会組織は参IJllflilJ)支が導入される前から政策参加をしており，参加fli!J

)支の導入にはあまり影響されなかったのだろう。それに対して，近年注目を

浴びるようになった NPO・市民団体は参加制度を足がかりとして政策過程へ

の参加を果たしているものと考えられる。

それでは，参加制度の影響は， NPO・市民団体の参加の内容によって異な

るのだろうか。行政から NPO・市民団体への働きかけのみならず， NPO・市

民団体から行政への働きかけも参加制度の導入により促されるのだろうか。

市区IllT村調査では，政策提言など6つの局面において行政と NPO・市民団体

との間に関わりがあるかを質問している 110 これらの関わりがある市区11IT村

(10) なお，社会経済状況の影響を考慮し，市!R町村の人口をtlilJ御変数とした

参加制度得点と NPO・市民団体の政策参加得点の{話相関係数をとったところ，

0.257 (1 %水準で有意(両側))であった。社会経済状況の影響を考慮しで

も参加制度得点と NPO・市民団体の政策参加得点の関には相関があるといえ

る。

(11) 市区UIJ村調査では，市民活動部署，環境部署，福祉部署，産業振興部署

で，貴部署では fNPO・市民団体とどのように関わってきましたか。それぞ
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の割合を参加制度の得点別に示したものが表 5-3である。なお，市区U!J村

諦査では，市民活動部署，環境部署，福祉部署，産業娠興部署で，関わりの

有無を質問しているが，どの部署でも概ね同じ傾向であったので，市民活動

部署における各関わりの有無と参加制度得点を分析したものを示した120

全ての項目で参加制度得点が高いほど，関わりを有している市豆町村の割

合が高くなっている 130 例えば，参加flJIJ度得点が 0-4点の市区IllJ村におい

ては，政策提言を受けるという関わりを有する市区IlIJ‘村の割合は14.0%であ

表 5-3 参加制度得点別の NPO・市民毘体の参加割合(市民活動部署)

(単位:%) 

17.6 24.6 42.9 

政策執行への支援協力を受ける 17.5 21.0 31.3 33.3 

政策執行へのモニタリングを受ける 0.7 1.9 2.7 11.1 

共同でフォーラム等を企画 運営する 20.9 38.9 58.0 68.3 

有償で業務を委託する 1ら.5 31.7 49.6 71.4 

?l!日貨での行政支援を行う 17.5 28.2 43.3 50.8 

れについて，あてはまるものすべての番号にOをつけてくださしづと質 I~二月し，

NPO・市民団体とのn号に，①政策提言を受ける，②有償で業務を委託する，①

共同でフォーラム，イベント等を企画・運営する，④行政の政策執行に対し

て支援や協力を受ける，①無償での行政支援を行う，①行政の政策執行に対

してモニタリング(監視)を受けるという 6つの関わりがあるかを尋ねてい

る。

(12) 他の部署でも参加制度得点が多いほど各関わりが存在すると答えた市区

町村・の割合が高くなっていた。ただし，産業振興部署では「政策執行への支

援・協力jや「無償での行政支援jといった項目で制度得点別の顕著な違い

がみられなかった。

(13) なお，紙IIJ~の関係で表は省略するが，社会経済状況の影響を考慮し， 5 

段階の人口規模(① l万未満，② l万以上 3万未満，③3万以上 5万未満，

④ 5万以上20万未満，①20万以上)ごとに関わりが行われている市区町村の

割合を参加制度の得点別にみた。 5つの人口規模に区分したためサンプル数

が少なくなり，表 5-3ほど顕著な傾向がみられないものもあったが，どの

人口規模においても参加制度得点が高くなるほど関わりが行われている割合

が増加する傾向がみられた。社会経済状況の影響を考慮、しても参加制度得点

が高くなるほどNPO・市民団体と行政の関わりがあるといえる。
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るが，参加f!jlj}支得点が高くなるにつれてその割合は高くなり，参加制度得点

が15点以上の市!豆町村においては42.9%に達している。また，無償での行政

支援を行うといった行政から NPO・市-民団体への働きかけのみならず，政策

提言や政策執行への支援-協力といった NPO・市民団体から行政への働きか

けや，共同でのフォーラムの企画-運営といった共同での関わりの割合も参

加f!jlj度得点が高いほど，高くなっている o NPO・市民団体が参加制度を足が

かりとして主体的な参加を行っている様子が窺える。参加制度の導入は，行

政と NPO・市民団体の双方向の働きかけを促しており，全ての関わりにおい

て参加を促す制度として機能していた。

6. まとめと考察

本章では，①参加制度の導入割合及び波及状況と，②参加flJlj度が参加を促

す制度として機能しているかという 2点を明らかにしようとした。最後に，

本章の分析から得られた 3つの知見と 2つの含意について述べる。

知見の l点目は，市区11IJ村における参加f!JIj度の導入割合は情報開示型，意

見表明型，協働型のJIJ震に高いという点で、ある。情報開示型の制度の導入割合

は高く，市民参加の前提となる情報開示は多くの地方政府において保i産され

ていた。意見表明型のf!JIj度となると導入割合は低くなるものの，市民の意見

を行政に対して表明する制度がある程度は広がっている。ただし，協働型の

制度の導入割合は低く，市民と行政が対等の立場で行政運営を行うという協

働を促す制度はまだ導入途上の段階にあった。

2点目は，市区!町村総体レベルでみた時に，参加制度の波及の要因は匡iレ

ベルの向種の制度の導入と地方分権改革であることである。先行研究で，国

レベルの同種の制度の導入が波及の要因であることが示されていたが(伊藤

2002a) ，地方分権改革も波及を加速させる要因となっていたことがわかった。

3点目は，参加古IJJ支が参加を促すf!jljJ支として機能している点である。 浦安

市における市民会議の実施過程をみたときに，市民会議により市民と行政の

協働という機能が果たされていた。 浦安市民会議は市民が中心となって運営

を進め，基本計画の約 9割にその提言が反映されることとなった。市民会議

をきっかけとして市民参加も徐々に進んでおり，市民会議とし寸 flilJ度が，:1:]民

と行政の協働を促す制度として機能した様子が窺える。また，高次の参加を

促すことが期待されている参加制度を多く導入している地方政府ほど， NPO 
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-市民団体が政策過程に参加していることがわかった。そして，参加制度を

多く導入している地方政府ほど，行政から NPO・市民団体への働きかけだけ

ではなく， NPO・市民団体から行政への働きかけも行われており，参加制度

の導入により双方向の参加が促されていることがわかった。

含意の l点13について述べる。 2000年に地方分権一括法が施行されてから，

8年が経過したが，その評価は依然定まっておらず，その影響について実証

的に分析した研究は少ない。本章の分析は市民参加を促す制度のみを対象と

しているが，分権改革を契機として制度の導入が始まっていることがわかっ

た。 地方分権改革が行政職員の政策立案を活発にし，地方政府の政策過程に

影響を及ぼしていることが窺える。

合意の 2点目について述べる。参加制度はステイクホルダーとしての市民

社会組織が，地方政府の政策過程に参加するための規律付けメカニズムとし

て機能することがj現待されているが，規律付けメカニズムにより政策過程へ

の参加というステイクホルダーの利益が満たされており，機能していること

がわかった。参加制度が形式的な制度にとどまっておらず，実際に参加を促

す制度として機能していることがわかる。ただし，量的な分析では，参加f!J!J

度の導入は NPO・市民団体以外の市民社会組織の政策参加にはつながってい

なかった。参加制度という制度的な規律付けメカニズムは近年に導入された

ものが多い。つまり新しく導入された規律付けメカニズムは，既存の市民社

会組織ではなく，ステイクホルダーとして新たに政策過程に参入しようとす

る市民社会組織の参加を特に促すのではないだろうか。

【謝辞} 本研究は，浦安市職員の方々のご協力により，開き取り調査が実施で

きました。快く調査に応じてくださった市長公室企画政策課課長の小捨山天

氏と総合計画係長の野崎雄大氏及び，仲介の労をとっていただいた都市環境

部部長の大野伸夫氏に心から感謝致します。
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第 6章 市区町村職員をとりまくネットワーク

久保慶明

1.本章の位置づけ

本章では，市区IllJ村の職員と諸主体←ー特に地域の市民社会組織(住民自

治組織， NPO・市民団体，各種社会団体)一一ーとの jヨ常的な接触活動を分析

することで，職員をとりまくネットワークの態様を明らかにする。ここで

「ネットワークJとは主体問の接触とそのパターンを指す。 R.A. W.ロー

ズ (Rohdes1996)は，ガバナンスを捉える際にネットワークを鍵概念として

いる。本章では特に，ネットワークの開放性と双方向性を主たる論点に据え

る 10

具体的な問いは 3つある。第 lに，行政職員と外部主体との接触を，頻度，

内容，方向性という 3点から見た場合，どのような現状にあるか。第 2に，

これらを接触ネットワークと捉えた場合，外部主体に関かれたネットワーク

となっているのか。どの主体に 1~~1 かれているのか。第 3 に，どのような要因

によってネットワークはj舌性化しているのか。特に ステイクホルダーとし

ての関与とエージェントとしての関与は どちらが接触を活発にさせるのか。

職員の接触活動を捉える意義は， flllJ度的な枠組みや形式的な参加だけでは

捉えられない，地方政府一市民社会問の動態的な関係を明らかにすることに

ある。似田貝香門は広島県福山市職員を対象として，口市議会や，住民運動，

( 1 ) 辻中 (2000)が日本の 1:j=1央省庁に関して階統型，資金型，情報型という

3 つの類型を l~j らかにしたようなネットワークの媒介物自体は，本章では射

程外となる。
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業界 IHJ内会連合協議会など，行政組織の]外部環境からは，各施策担当部

門に関連するさまざまの団体，組織，役職者を経由して，日常的な行政活動

のなかに，住民のニーズが吸収され，内包化されている，と多くの[調査]

対象者は考えていると忠われるJ([ ]内は久保補足)と結論した(似圧!呉

1983 : 235)。北原鉄世は都市計画分野を対象としたサーベイ調査に基づき，

行政職員と諸主体との接触を，政策決定-執行への関わりを示す指標の 1っ

と捉えた(北涼 1989)。これらの研究を踏まえ本章では，市民社会組織からi隊

員への働きかけ(要望，提案，モニタリングなど)と，職員から市民社会組

織への働きかけ(許認可・行政指導，説得，業務連絡など)という，両者の

相互行為から成るローカル・ガパナンスの姿を描き出す。

2. 分析の視点と方法

2. 1.市区町村職員の接触対象

子111亙IllJ村}隊員は，行政活動の中で様々な主体に接触している(地方自治研

究資料センタ-1979 : 106-114 ;仁1:1野 1992; cf.伊藤 2002a，2006;青木

2004)。最近では，全市区対象の調査から，国，都道府県，議会，住民(団体

を含む)との接触の実態が明らかとなっている(日本都市センタ-2005)。

また，接触活動，業務内容，アイデイアの発案源といった観点から，関西地

方 2都市における部署加の接触活動を詳細に分析した研究もある(清水

2009)。これらの研究を参照しながら，市区IllT村職員の接触対象を分析に先

立って整理しておこう。

庁内では部署問で連絡調整を図り，首長や副首長なととの幹部の決済を受け

る。議会議員に対しては，審議に先駆けた説明を行う一方，議員からの求め

に応じて接触することも多い(中野 1992:254-8 )。また，都市部など審議

会の活動が盛んな地方政府では，審議会との連絡調整も重要な業務となる。

議論を地方政府の外部に広げると， 1習や都道府県との間では iヨ常的に接触

関係がある(自本都市センタ-2005)。都道府県に対しては，自らの構想、や

計画の実現を目的として働きかけるという側面もある(青木 2004: 10章)0 

他の地方政府とのi習では 情報収集も;妾触目的となる(伊藤 2006:7章)。

また，国会議員や都道府県議会議員と接触することもある。

他方，地域に存在する市民社会組織との接触も重要である。市豆町村職員
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は前章までにとりあげてきた，自治 表 6-1 接触頻度の平鈎値・標準備

会などの住民自治組織， NPO・市民 差(環境宅福祉宅産業振興)

団体，農漁協や高工会，社会福祉協

議会などの諸団体と EI常的に接触し

ている。これらの組織と地方政府の

ネットワークは，財政悪化や地域管

理の危機に直面した地方政蔚で発達

するという指摘もある(蓮見 .11な1寸

.似133貝 1983;似、田良 1990)。

各主体との接触頻度の平均値を示

したのが表 6-1である 2。部長と

の接触が圧倒的に多く，ほぼ毎日接

触している。さらに，副首長，首長，

財務担当部署など，庁内幹部やi隊員

との接触も頻繁である。都道府県，

福祉団体との接触がこれに続く。経

済・商工団体や自治会・ IIlJ内会(.1-)、

-f，自治会)，農林水産業団体との接

触は月に 21ヨ前後であり，議会議員

よりもやや多くなっている。それに

対して，審議会-懇談会(.1-)、-f，審

22.1 11.128 

mu'，吉長 7.3 8.370 

首長 6.5 7.912 

財務担当部署 6.0 8.355 

都道JH県 4.3 6.890 

福祉1.1lf本 3.5 7.266 

他の地方政府 2.3 4.250 

企業 2.2 5.666 

経:斉.1m工団体 2.1 5.048 

自治会 .11りー内会 2.0 4.364 

農林水産業団体 1.8 4.757 

外郭1.111本・第 3セクタ1.7 4.980 

議会議員 1.6 2.966 

NPO・市民団体 1.4 3.796 

1隊員組合 0.9 4.366 

環境団体 0.5 2.069 

審議会・懇談会 0.3 1.291 

q-1央省h" 0.2 1.364 

都道府県議会議員 0.1 0.466 

地元選出盟会議員 0.0 0.444 

えu 古tiは， il. 1手E!J =30， i2.数[!に i回J=10， 

i3. jI.¥jに l@くらいJ=5， i4.月に 1!泣くらし寸=

1. i5. }'J!こ1!iil未満J= 0として計算した。福祉部

紫における「福祉間体JとのJ安触綴j立は，社会福祉

法人，福祉当事者団体，福祉ボランティア間体のう

ち役大他をとって百十算した。表 6-2，表 6-3もi百j
徴。

議会)や仁ド央省JTとの接触は月に 113にも満たなし=。ただ，各主体の標準偏

差をみると一定のばらつきもある。ここでは，市民社会組織との接触が議会

議員や審議会よりも多く J隊員にとって重要な接触対象となっていることを

確認しておきたし 30

(2 ) 質問文は「貴部岩では，次にあげる人や団体とどのくらいの頻度で接触

(面会，電話，手紙 Eメールなど)しますかん選択肢は， 11. 毎日J12.数

1:1に l回J13.週に l回以上.Jr 4.月に 11ill以上J15.月に 11ill未{jiiijJの 5つ

である。本章の分析では，曽我 (2006)にならい， t)、Fのようにリコードし

た値を使用する。 毎日=ご30，数日に i回ご10，週に i回以上=5，月に 11m})、

_l二=1，月に 11ill未満二 O。
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2. 2.接触活動の捉え方

市区間J1寸職員の接触活動を分析する上で参考になるのが，中央省庁を対象

とした研究である。村松岐夫らによる官僚調査では，行政官僚の接触活動は

官僚11jl]自身の活動量(村松 1981，1994， 2006)，官僚flJUと他主体との距離

(真淵 1998)を示す指標とされてきた。政策形成過程の分析でも，接触の頻度

や方向が重要な要素として位置づけられ(村松 1981;城山・鈴木・細野 1999;

城111.細野 2002)，影響力評価などとの関連が検討されてきた(曽我 2006)。

本章でもこれらの視座を参照しながら分析を行う。

さらに，本章では市民社会組織の参加が活発な地方レベルを対象とするこ

とから，独自の視点として 2つを加える。第 lに，市民社会組織との接触内

容を直接的に把握する。村喝松らの官僚調査では，法案の作成や改訂-を行う際，

官僚がどのような業務に時間を割いているかを問うてきた 3。曽我 (2006)

はこの設問を利用して，官僚と各主体との接触白的を明らかにしている。し

かし，個別の毘体との照でどのようなやりとりが行われているのかは十分に

明らかにされていない。

第 2に，政策過程への市民社会組織の関与が，接触の態様に与える影響を

明らかにする。 中央政府レベルの様々な利益田体は，審議会などへの参加を

通して政策過程に関与している(辻中・演本 2009)。その結果，各団体は省

庁へのアクセス可能性を高めていると考えられる。しかし，政策過程への関

与が日常的な接触活動にどう影響するかは，必ずしも明らかにされてこなか

った。日常的な接触は，政府と市民社会をつなぐネットワークの基礎である。

本章では，市民社会組織が政策過程に関与することで，日常的な接触活動が

活性化するのかどうか検討する。

2. 3.分析方法

具体的な分析方法は以下の通りである。第 1に 接触頻度の平均値を各地

方政府の特性別に比較する。政策分野 人口規模 市田I村合併の有無という

3点を検討する(第 3節)。第 2に，接触の内容と方向性を検討することで，

( 3 ) 調査項目は，新機事業のアイデイア提供，他の省庁との調整，省内の他

部局との調整，政治家との調整，各種団体との調整，部下の活動に指示を与

えて作業をまとめること，その他。
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接触活動の性質を明らかにする。特に市民社会組織との接触においては，職

員とのi習に双方向的な関係が築かれていることを示す(第 4節)。第 3に，市

民社会組織との接触と，行政活動への関与，情報源としての重要性，影響力

評価との関連を論じる。地方政府と諸主体との接触(ネットワーク)を活性

化させる要因を考察する(第 5節)。

3.ネットワークの開放性

まず，地方政府の特性別に各主体との接触頻度を比較する。独立変数とし

てとりあげるのは，政策分野，人口規模，市町村ー合併の有無(過去10年間)

の3つである。

政策分野および、人口規模に関しては，行政活動への参加状況や影響力構造

が異なることを第 2章および第 3章で明らかにした。特に市民社会組織に関

していえば，環境では自治会，福祉では福祉団体，産業振興では経済・商工

団体や農林水産業団体の影響力が大きかった。人口規模別にみると，規模が

大きくなるほど NPO・市民団体や経済・商工団体の影響力が大きく，逆に規

模が小さいほど白治会や農林水産業団体の影響力が大きかった。これらの特

徴が，接触活動においても碓認できるかが焦点である。さらに市町村A合併に

注iヨするのは，合併に伴う組織規模の拡大が，接触活動の変化をもたらすと

考えたためである (cf.今井 2008;今井・柏村 2009)。

表 6-2に，各特性別の平均値を示した。分野別にみると，庁内幹部や職

員，議会議員など，ほとんととの主体で、産業振興が最多となる。たとえば苔長

をみると，産業振興8.1に対して，福祉6.1，環境5.2となっている。図表は割

愛するが，週に l回以上接触する主体数(以下，接触主体数)の平均をみて

も産業振興が最も多い。主体問の連絡調整の必要性が大きな政策分野である

と考えられる。その一方，都道府県や位の地方政府ーでは福祉が最多となって

いる。福祉政策分野では，介護保険制度などの影響により，上位行政や地方

政府間の水平的な関係が重要であると推察される。

市民社会組織や企業との按触に注呂すると 全体的に分野別の差異が大き

い。第 1Vこ，環境部署で接触が頻繁なのが自治会 (2.9)であり， NPO・市民

団体や環境団体の約 2倍の頻度となっている。企業との接触も多い。第 2に，

福祉部署では福祉団体との譲触が頻繁である (8.8)。換算すると週に 2回程

度の接触頻度となっており，市民社会組織等の中で最多である。第 3に，産
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環境

福祉

産業振興

1 75未満

1 75-以」二 37;未満

3万以上 5万未満

57;以上20万未満

207; JJ_Jニ
合併ーあり

合併なし

全体

環境

福祉

産業J長輿

175未満

i万以上 3万未満

3万以上 5万未満

5万以上20万未満

20万U上

合fjj:あり

合131:なし

全体

表 6-2 地方政府の特性ごとにみた接触頻度の平均鑓

財務担職員審議会・議会中央都道 他の 地元選LU
苔長副首長部長

当部署組合懇談会議員 省 庁 府 県 地 方 政 府 国 会 議 員

5.2 6.1 20.9 5.3 1.1 0.3 1.4 0.2 2.9 1.7 0.0 

6.1 7.0 22.9 6.4 0.6 0.3 1.4 0.2 5.2 3.1 0.0 

8.1 9.0 22.7 6.4 1.0 0.3 1.9 0.3 4.7 2.0 0.0 

10.1 11.6 21.4 9.0 1.6 0.3 0.2 5.6 3.0 1.3 0.1 

8.2 9.5 21.6 6.4 1.2 0.2 0.2 4.5 2.5 1.4 0.0 

5.1 5.9 21.1 5.3 0.6 0.2 0.2 4.0 1.9 1.7 0.0 

3.3 3.9 22.7 4.1 0.5 0.4 0.2 3.5 1.9 1.6 0.0 

2.5 3.3 24.2 4.0 0.5 0.4 0.4 2.3 1.1 2.2 0.0 

4.6 5.6 22.1 4.7 0.6 0.3 0.3 4.1 1.8 1.5 0.0 

7.5 8.3 22.2 6.7 1.1 0.3 0.2 4.4 2.5 1.6 0.0 

6.5 7.3 22.1 6.0 0.9 0.3 1.6 0.2 4.3 2.3 0.0 

(つづき) 市民社会組織等

都道府県;自治会・ NPO・ 環 境 福 祉 経済・ 農林水産外郭団体
企業

議会議員 I町内会 市民団体団体団体商工団体 業団体 • 3セク

0.0 2.9 1.4 1.1 0.3 0.3 0.2 0.7 2.2 

0.0 1.4 1.6 0.2 8.8 0.1 0.1 0.8 0.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

R
U
一
口
0

1

i

内

/
}
n
U
ρ
む
一

l

Q

d
一
八
U

1
i
一
1
i
q
L
q
/
}

円
/
}
1
i
一
円
/
〕
、
i
一
円
/
日

1.2 0.1 0.2 5.4 

0.8 0.2 4.4 1.4 

1.1 0.3 3.6 1.5 

1.4 0.5 3.1 2.1 

1.7 0.7 3.0 2.7 

2.7 0.9 2.8 3.8 

1.5 0.5 3.1 2.1 

1.4 0.5 3.7 2.1 

1.4 0.5 3.5 2.1 

U
一
川
…
山
山
口
日
ロ
一
同
日
一
日
…

3.5 3.7 

1.5 1.3 

1.4 1.4 

1.4 2.0 

1.9 2.8 

3.4 5.9 

1.8 2.7 

1.7 2.0 

1.7 2.2 

業振興部署では経済・商工団体企業 農林水産業団体外郭団体-第 3セ

クター(以下，外郭団体)との接触が頻繁である。ただし，子11~では農林水

産業団体との接触が少なく(平均3.9)，経済・荷工団体との接触が最多とな

る (7.2)。市区では商工業，田T村aでは農林水産業という基幹産業の相違が，

関係団体と行政の距離にそのまま反映されていると推察できる。

総じて，市民社会組織の中では福祉団体との接触や，市区の産業振興部署

における経済・商工間体との接触が特に頻繁である。政治行政主体と比べる

と，都道府県よりも多く， Jr内幹部や職員と何程度あるいはそれ以上となっ

ている。

次に，人口規模別にみていこう。まず 部長との接触は規模が大きいほど

多いのに対して，首長，副首長，財務担当部署との接触は規模が小さいほど
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多い。 中央省庁や都道府県との接触も，小規模ほど多くなっている。 図表に

は示さないが，接触主体数も規模が小さいほど増加する。規模の小さな地方

政府では官僚制組織が庁内幹部や上位政府に関かれているのに対して，大き

な地方政府では専門分化が進み，官僚ftJIj組織が閉鎖的になっていると考えら

れる。

市民社会組織に自を移すと，自治会との接触頻度は人口規模とほとんど関

連しなし 1。住民自治組織とのネットワークは，地方政府の規模に関わらず築

かれているといえよう。それに対して，福祉団体や農林水産業団体は小規模

の地方政府において， NPO・市民団体，環境団体，経済・商工団体，外郭団

体，企業は大規模な地方政府において接触が活発である。その結果，接触主

体数は規模が大きいほど増加する傾向にある(図表は省略)。人口規模が都市

化度に相関することを考えれば，農村部で、は社会福祉協議会や農漁協など特

定の市民社会組織に対して，都市部では市民団体や産業関連!主体など，より

広範な市民社会組織に対してネットワークがI~司かれていると考えられる。

最後に，過去10年以内の合併経験に関して，合併二を経験した地方政府では

首長，副首長，財務担当部箸との接触が少ない。合併に伴う組織規模の拡大

によって， Jr内幹部や他部署との関係が疎遠になっていると推察される。そ

の一方で，各種市民社会組織との接触は， rlllIlT村合併の有無とほとんど関連

していない。合併によって地域住民と行政との距離が遠くなるのではないか

と考えたが，接触頻度からみる限りはそのような傾向はない。

tJJ二，各地方政府の特性別に接触頻度の多寡を検討した。市民社会組織に

関してまとめておくと，環境分野では自治会，福祉分野では福祉団体，産業

振興分野では産業関連団体(経済・商工団体や農林水産業団体など)に対し

て I~司かれている。規模別にみると，小規模な地方政府(農村部)では社会福

祉協議会や農漁協など，大規模な地方政府(都市部)では市民団体や産業関

連団体などに開かれている。職員をとりまくネットワークは，政策分野別に

異なる様相を呈しつつ，都市部で市民団体が盛んな活動を展開し，基幹産業

が商工業や製造業になるのに応じて変容していくと考えられる。

では，このようなネットワークにおいて，市区町村職員と市民社会組織の

!日?でどのような相互行為が行われているのだろうか。次宣言で、は，市民社会組

織との扱触内容と方向性を検討していこう。
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4.市民社会組織との相互行為

4. 1.接触内容

まず，具体的な接触内容をみていこう。市豆町村調査では， I事業提案JI要
望JI意見交換JI説明・説得JI業務連絡jという， 5つの項自に関する接触

頻度を質問した。事業提案と要望は各種団体から職員への働きかけ，意見交

換は双方向の接触，説明・説得と業務連絡は職員から各種団体への働きかけ

に関する項目である 4。表 6-3に平均値を示している。

各部署での最多項白(網かけ)をみると 自治会との接触では 3部署とも

要望が最多である o NPO・市民団体や諸団体と比べて 自治会は地方政j荷に

対する要望を頻繁に寄せていることがうかがえる。特に頻度が多い環境部署

では (4.79)，説明・説得の頻度も多い (3.43)。エージェントとしてよりも，

ステイクホルダーとしての性格が強いことを示しているように思われる。

他方， NPO・市民団体および諸団体をみると，環境・産業振興部署では意

見交換が最多なのに対-して，福祉部署では業務連絡が最多項目となる。第 2

章で確認した業務委託の多さが 接触頻度にも表れているのであろう。もっ

とも，意見交換や説明・説得の頻度も産業振興部署と間程度である。これは，

表 6-3 内容別にみた市民社会組織との接触頻度

自治会町内会

事業要望意見説明 業務
提案 交換説得連絡

3.23 3.43 1.64 

2.49 2.52 1.54 

2.62 2.43 1.61 

業務

連絡

1.77 2.07 
3.47 〆 5::9，

3.66 4.48 

設) 値は， r}gにi回以上J=12， r半年に l回以上J=6， r半年に llill未満J=1，無IITI答(他の i項目以上で回答してい

る場合) = 0にリコードして言十算した平均値。網かけは，各部箸で最多の項8を示している。

(4 ) たとえば市民活動調査票における質問文は， 1市民活動部署では，自治会

'II!J内会， NPO・市民団体，それ以外の各種団体とは，次にあげる内容のた

めにどのくらい頻繁に接触(面会，電話，手紙， Eメール)しますかj。回

答選択肢は日.月に 1自以上J12.半年に 1回以上J13.半年に 1由未満j。

接触内容は， A. 思体から自治体に対ーする要望， B.行政方針についての説

明・説得， C.相互の意見交換， D. 団体からの新規事業提案， E.委託業

務等についての連絡。



第6章 市j豆IHJ村職員をとりまくネットワーク 119 

福祉分野で、活動する NPO・市民団体や諸国体が，エージェントとして地方政

府の活動に関与する一方で，ステイクホルダーとしての位置づけをも得てい

ることを示唆している。

4. 2.福祉，産業振興部署での双方向性

では，上記の接触内容を全体としてみると，各市民社会組織はi隊員に対し

て能動的に{動きかけているのか，あるいは，職員からの働きかけを受ける存

在なのか。表 6-4では，各部署で接触頻度の多い市民社会組織との接触方

向を示している。これらは各分野で影響力の大きな市民社会組織で、もある

(第 2章参照)。 自治会と NPO・市民団体のみ 3部署での値である。

表 6-4 市民社会組織等との接触方向

3部署 環境 福祉

自治会 NPO 環境団体社ー/民~tffi間主| 稿i:d:当事 福祉ボラン
II1T内会市民団体 法人 者団体ティア団体

市民社会組織から 22.8 29.9 31.1 11.2 22.6 23.0 

l可じくらし、 33.4 39.5 36.6 72.8 5乙1.5 48.1 

i隊員から 43.8 30.6 32.3 16.0 22.8 28.8 

(N) (3050) (2747) (896) (1068) (1020) (999) 

lli'司じくらいjの人口規模))IJ¥I[IJ合
1万以上 34.5 35.8 28.1 74.3 52.5 46.9 

i万以上3万未満 33.3 35.5 31.1 68.9 50.9 44.6 

3 TJ以上 5万未満 34.0 40.5 39.2 74.5 65.0 53.2 

5万UJ二20万未満 32.5 41.2 41.8 75.0 日.4 50.0 

20万以上 32.7 53.4 46.9 70.8 52.9 47.8 

経済 農林水産外郭団体企業
i1五工!主体 業団体 3セク

iIT民子i会組織から 13.1 14.2 19.5 28.3 

閉じくらし、 62.7 56.4 49.5 34.0 

職員から 24.1 29.4 30.9 37.7 

(N) (1027) (977) (870) (952) 

f同じくらいjの人口規模別割合
l万以J二 50.6 57.6 50.3 29.4 

1万J-j、上3万未満 57.2 54.6 44.5 29.4 

3万tuニ575未満 66.7 60.4 48.3 34.2 

5万以上20万米;がj 72.4 56.4 51.5 37.2 

2075以上 74.1 50.0 58.4 49.4 

{tl'41古j

~t) 傾向は， 線形の関係なし， ↓ 人口規模が大きいほと割合大
きい， t 人口規模がノj、さい(iどさ1)合ノj、さい。
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表からは 2つの傾向が看取できる。第 1に，自治会との間ではj隊員側から

の接触が多い。紙憾の関係で図表は省略するが，特に福祉部署においてこの

傾向が強い (52.5%)。第 2に，福祉や産業振興で、は全般に「同じくらいjの

割合が高し=。特に社会福祉法人との接触では， 7割以上が「同じくらいjと

回答している。これらの団体と担当部署との11号に，双方向的な接触関係(以

下，双方向接触)が築かれていることがわかる。この点を，人口規模別に詳

しく検討しよう。

表 6-4の下半分をみると，人口規模別に割合が変化しない主体と変化す

る主体がある。変化がない主体は，自治会と各福祉団体で、ある。特に，福祉

部署における社会福祉法人との双方向接触は，いずれのカテゴリでも約 7割

と非常に多い。福祉部署職員と社会福祉法人との間では，ほとんどの地方政

府で双方I11J的な関係が成立しているのである。

それに対して，人口規模が拡大するほど双方向接触の割合が高くなるのが，

NPO・市j芝居体，環境団体，産業振興部署の関連団体である。いずれも，人

口規模が大きくなるほど接触頻度が増加する市民社会組織である(表 6-2

参照)。市民活動が盛んであり，商工業や製造業が基幹産業である都市部に

おいて，これらの市民社会組織は職員との間に緊密な関係を築いていること

がうかがえる。

以上をまとめると，職員との問で特に双方向的な関係にあるのが福祉団体

である。対照的に 自治会は双方向的な関係にない。接触内容に関する分析

結果とあわせて考察すると，エージェントとしての性格が強い福祉団体は職

員と双方向的な関係にあり，ステイクホルダーとしての性格が強い自治会は

一方向的な関係にあると推論できる。この点に関しては次節で詳しく検討す

る。

5. ネットワークはどのようにして活性化するか?

M節までに，各政策分野で異なる市民社会組織に対して関かれたネットワ

ークが存在していること(第 3節)，福祉および産業振興部署職員と市民社会

組織との接触が双方向的であること(第 4節)を確認した。本節では，ネッ

トワークの開放性(接触頻度の多さ)と双方向性の上昇をネットワークの活

性化と捉え，市民社会組織の行政活動への関与，情報源としての重要性，影

響力という 3要因とどう関連しているかを分析する。近年，行政職員と市民
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社会組織(あるいは地域住民)との接触が増加傾向にあるが(日本都市セン

ター 2005;久保 2009)，その背景にある要因を考察することが本節の課題で

ある。

5. 1.市民社会組織関与仮説

市民社会組織が行政活動に関与すると，地方政府職員はそれだけ市民社会

組織と接する機会が増えると考えられる。また第 l章でも論じているように，

一方では従来ステイクホルダー (SH) として参画してきた市民社会組織が

エージェント (A) として公共サービスを供給することが増え，他方ではエ

ージェントとして活動する市民社会組織がステイクホルダーとして行政活動

に関心を寄せている。 SHであれAであれ行政活動に関与する市民社会組織

との!?司では，地方政府i隊員は双方向的な関係を築いていると考えられる。こ

れらをまとめて{市民社会組織関与仮説!と!l乎び，実際に成り立っかどうか

検証していこう。

もっとも，上記のような相互行為が行われる中で， S HとAという 2つの

場面を明確に区分することは難しし】。ここでは，政策立案，決定，執行，評

価とし寸政策過程の段階(以下，政策段i桂)別に考えてみたし 1。第 2章で示

したように，市区IllJi寸調査で、は市民社会組織の政策過程への参加や法制度的

な関わりについての質問を設けた。立案，決定段階での働きかけや，執行さ

れた施策に対する評価やモニタリングは，ステイクホルダーとしての関与と

みなすことができょう。また，執行段時での関与は，エージェントとしての

関与とみなして差支えないであろう。質問項iヨを政策段階に沿って分類する

と，以下のようになる。

S H (立案・決定・評価)審議会-怒談会への参加，計画策定への参加，行

政評価への参加，モニタリング

A (執行)政策執行への参加，許認可-行政指導，職員派遣，業務委託，行

政支援

分析では， S HとAに該当するかに応、じて 4カテゴ1)に分け，接触頻度と

双方向性の平均値を比較する。 4カテゴリとは，①SHもAも該当しない

(地方政府と関わりを持たない) ixxJ (以下， SH/A非該当)，②SHの
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み該当 iOxJ， ③Aのみ該当 ixOJ， ④SHとAの両方に該当 iOOJ(以

下， SH/A該当)である。カテゴリ別の平均値を示したのが表 6-5であ

る o F検定の結果 1%水準で有意な場合，最多のカテゴリを濃い網かけ， 2 

番目 に 多 い カ テ ゴ リを薄い網かけで示している。

表からは 3点をよみとることができる。第 lに，福祉団体を除いて SH/

A非該当 (xx)が最少， SH/A該当 (00) が最多となっている。当然

のことではあるが， S HとAの両面で関わる市民社会組織は，職員との接触

表 6-5 行政活動への関与の有無別にみた市民社会組 織 と の 接 触 頻 度 ・ 双 方 向 接 触

自治会 IIIJI句会 NPO 市民団体 環境団体(環境)

SH A 平均値 度数
標準

エF均{鹿 度数
標準

平均{直 度数
標準

編差 {高差 {布i差
頻j支 × × 0.86 606 3.07 0.39 731 1.68 0.18 258 1.00 

o x 1.48 398 3.46 0.65 238 1.44 0.49 69 1.20 

双方向性 × × 0.27 561 0.44 0.26 653 0.44 0.26 231 0.44 。× 0.32 387 0.47 231 0.48 0.41 69 0.49 

x 0 545 0.48 572 0.49 0.33 158 0.47 。。 1363 0.48 1148 0.50 363 0.50 

F1直 5.176** 32.131料 9.532*持

福祉団イ本(福祉) 経済・高工i主体(産業) 農林水産業団体(産業)

SH A 平均髄 度数
標準

平j今{直 度数
標準

:;:12:均値 度数
偏差 偏差

頻度 × × 0.99 90 2.32 1.30 210 。× 8.33 3 2.89 2.09 45 2.89 2.25 40 

双方向性 x x 
o x 

主主) 本 :p<.伯 仲 :pく .01 網かけは F検定の結巣， 5%水準で有意かつ 11立
を示す。

SH:立案，決定，評価， A:執行。以下の項!ヨのいずれかに該当する場合に fOJとしている。
SH:審議会・懇談会への参加，計画策定への参加，行政評価への参加，モニタリング。

A:政策執行への参加}，許認可・行政指導， lll'&員派遣，業務委託，行政支援。

際準

編差

4.80 

3.03 

自治会・ I!iJ宇内会， NPO・市民団体は 3苦11器全体，他は( )内部替の儀。 頻度は表 6-1のリコードをもとに計

算。双方向性は fl可じくらいjを1，それ以外を Oとして計算(依がそのまま 双方向接触の割合となる)。
福祉団体の「綴度jは，社会福祉法人，福祉当事者団体，福祉ボランティアi主体のうち最大の主体を対象にして

いる。「双方向性jは，これら 3主体のうち lつでも「向じくらいJだ‘った場合に lとした。
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が多く，双方向的な関係にあることがわかる。

第2に，接触頻度に注呂すると， S Hとしての関与よりも Aとしての関与

によって接触が活発になる。経済・商工団体を例にとると， SH/A非該当

(x x) の0.99に対する上昇率は， S Hのみ該当 (Ox) の2.09よりも Aのみ

該当 (xO) の4.40の方が高い。エージェントとして関与する場合には，ス

テイクホルダーとして関与する場合に比べて 緊密なコミュニケーションを

とっていることがうかがえる。

第 3に双方向性に関しては，環境団体と経済・商工国体を除いて， S Hと

しての関与も Aとしての関与も間程度に接触を双方向化する。たとえば

NPO・市民団体をみると， SH/A非該当 (xx) の0.26に比べて， S Hの

み該当 (Ox) は0.37，Aのみ該当 (xO) は0.39と向じくらい増加してい

る。これは，ステイクホルダーだからといって地方政府に一方的に働きかけ

るわけでなく，エージェントであっても地方政府からの統制を一方的に受け

る存在ではないことを示している。

この点を象徴的に示していると思われるのが，福祉部署職員と福祉団体と

の接触で、ある。表をみると，頻度も双方向性もカテゴリ問でほとんど差がな

く，接触が頻繁かっ双方向である。表 6-3で明らかにしたように，福祉団

体は業務連絡を目的として福祉部署i隊員と頻繁に接触しており，エージェン

トとしての性格が強い。その中で双方向的な関係が成立する理由を推察する

と，一方で、は地方政府が報告を義務fすけ，他方で、は市民社会組織側がステイ

クホルダーとして意見や要望を伝えているのではないか。このことが示唆す

るのは，地方政府からの統fJJIJを受けるエージェントであっても，義務的ある

いは自発的に地方政府に働きかけるステイクホルダーとしての性格を併せ持

つということである。

その一方，経済・商工団体では SHのみ (Ox) よりも Aのみ (xO) の

方が， SH/A非該当 (xx) に比べて双方向性を上昇させる程度が大きし ¥0

経済・商工団体は，利益団体研究においてセクタ一団体に分類されるように

(村松・伊藤・辻仁)::11986)，経済的利益を代表するi主体として組織されている。

そのため，ステイクホルダーとしての性格が本来的に強く，一方向的な関係

になりやすいと考えられる。しかし，地方政府のエージェントとして関与す

ることによって，福祉団体と同様に双方向的な関係にもなりうるということ

ができょう。
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以上をまとめると，市民社会組織が行政活動に関与することで!隊員との接

触が増加し，双方向的な関係になっている。{市民社会組織関与仮説]は支持

される。特に，エージェント的な関与である執行段階での関わりを通して接

触が増え，ネットワークがj舌性化している。

5. 2.情報源仮説

次に，情報源としての重要性との関連を検討していこう。行政官僚にとっ

て，情報は欠かすことのできない資源である。市区間判宇調査では，地方政府

職員の情報源として重要な主体を質問した。巨i答状況をみると(図表は省略)， 

どの分野でも都道府県，他の地方政府，中央省庁が上位 3位を占め，その次

に市民社会組織が位置する。産業振興では経済・商工団体と農林水産業団体，

福祉では福祉団体がいずれも 3割を超え，環境では自治会が約24%である 50

市民社会組織を情報源として認識することは，日常的な接触活動にどう関

連するだろうか。市民社会組織と日常的に接触する仁1]で提供される情報が，

行政活動にとって重要であれば，援二IQU¥の活発な職員ほど情報源としての重要

性を高く評価するだろう。あるいは，各種市民社会組織の提供する情報が重

要であるからこそ，地方政府職員から接触するかもしれない。また，情報源

として重要であると認識していれば，職員が市民社会組織に対して定期的な

報告・連絡を義務付けることも考えられる。結果として，両者の接触は頻繁

かっ双方向になりやすいであろう。

このように，因果メカニズムは定かでないものの，情報源としての重要性

と接触の活発さ(頻度 双方向性)は正の相関関係にあると推測される。こ

れを{情報源仮説}と呼ぶ。

検証方法は以下のとおりである。まず，接触の多寡(週 1[8]以上の接触が

( 5 ) 質問では l 位~3 位を尋ねたが，本文中で言及する結果は， 1位から 3

位のいずれかで選択した割合の合計である。なお市区と IIlT村を比べると，市

区よりも町村で割合が高いのが環境部署の自治会(市1:R18.2%，IUT村28.9%)， 

産業振興部署の農林水産業団体(19.6%，44.5%) 市区で割合が高いのが産

業振興部署の経済・商工団体 (51.5%，24.4%)である。これらに対して，

福祉部署の福祉団体 (38.4%， 31.4%) は， ilJ!:Rと IIlT村でそれほど大きな差

はない。この点，福祉団体は地方政府の規模に関わらず，行政職員の重要な

情報i1京となっていることがわかる。
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あるかどうか)と双方向性(双方向接触かどうか)に応じて，サンプルを 4

カテゴリに分ける。すなわち，①張fq~!少・一方向 ix XJ，②接触多・一方向

iOxJ，③接触少・双方向 ixOJ，④接触多・双方向 iOOJである。そし

て，市民社会組織が情報源として重要で、あるとした割合(1 ~ 3位のいずれ

かで選択)を 4カテゴリ間で比iji交する。

結果は表 6-6の左半分に示した通りである。表からは以下の 3点がわか

る。

第 1に，接触頻度の多い職員ほど，市民社会組織を重姿な情報源であると

認識している。特に顕著な傾向がみられるのが，産業振興分野である。接触

少・一方向 (xx)と接触多-一方向 (Ox)を比べると，経済-商工団体

(諸国体①)ではxx 17.9%， OX51.9%，農林水産業団体(諸国体②)では

x X20.9%， OX41.8%と，どちらも 2倍以上の開きがある。

第2に，接触の双方向性と情報源としての重要性との関連は，一部の市民

社会組織で、みられる。接触の少ない 2カテゴリ (xxとxO)を比べると，

NPO・市民団体(環境，福祉)や産業振興部署における経済・商工団体(諸

表 6-6 市民社会組織との接触頻度・双方向接触と情報源・影響力(立案段階)

作j幸1111i;1 影響力(立案段階)

j盟11ill双方向 自治会・ NPO 日者j立114.' 諸国体 自治会 NPO 諸!立!体諸i主体
以上 m'民 ① ② Il!TI付会 Tn民 ① ② I妥~~ J却材! IIITI大j会、 1]体 団体

環境 × × 19.3 3.5 6.9 27.8 16.2 15.4 。 × 29.5 6.3 20.6 29.5 

× 。 24.9 9.2 11.5 35.4 16.7 20.3 

50.0 45':2':' 48.3 

36.8 19.5 20.8 

福祉 × × 8.3 1.9 30.5 21.5 16.7 29.8 。 x 、 12.9 2.3 33.7 45.3 40.8 

× 。 7.5 5.8 27.7 25.6 21.1 35.1 。。
，一/.一〉・ 件三

産業 × × 。 × 

× 。。。
s': 科三 11.5 2.8 39.1 35.6 I 25.6 14.7 44.9 43.6 

~l) 各カテゴリにおける{[むは.r情報iWJ:1 ~:3 i立のいずれかに各市民千i会組織をあげたilil亙i町村の%.I影
禁ii力j各市民社会組織の影響力を 7fq:尺度で 5点以上としたilililllJ村の%。 濃い織j:lい7はli立.i尊い網控1-1すは
2 i立のカテゴりを示す。諸問体①は，環境 fJi~筑間体，侃 iIl: 福祉団体，産業 経済 商工団体。花iヨ11+:①は，
産業 農林水産業i主体。
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団体①)において，接触の双方向性が情報源としての重要性を上昇させてい

る。また，接触頻度の多い 2カテゴリ (OXと00)を比べると，自治会

(福祉，産業振興)や農林水産業団体(産業振興の諸国体②)との関わりにお

いて，接触多・双方向 (00)の割合の方が高くなっている。

第3に，tj、上の結果として， ととの市民社会組織においても接触多・双方向

(00)が l位を占めている。特に，自治会(福祉，産業)， NPO・市民団体

(環境)，環境団体(環境の諸国体①)，農林水産業団体(産業の諸国体②)で

は， 2位とのi習に10ポイント程度の差が生じている。

以上の結果から， (情報源仮説}は概ね支持される。接触の双方向性との関

連は商工団体や NPO・市民団体などに限定されるものの，接触頻度が多いほ

ど情報源として重要であるという点はどの市民社会組織でも確認できる。

5. 3.影響力仮説

最後に検討するのは，影響力評価との関連である。第 2章でも確認したよ

うに，環境分野では自治会，福祉分野では福祉団体(特~こ社会福祉法ノリ，産

業振興分野では経済-商工団体(特に市区)や農林水産業団体(特に町村)

の影響力が大きい。利益団体研究においては，頻繁に接触する主体ほど影響

力評価が高くなるとの仮説が提起されてきた(村松・伊藤・辻中 1986)。そ

の一方，影響力が大きいからこそ接触が頻繁になるということも考えられる。

また，影響力の大きさは接触の方向性とも関連を持つと考えられる。一方

では，市民社会組織からの活発な働きかけを受けることで，職員は影響力を

大きく評価するかもしれない。他方，影響力の大きな市民社会組織に対して

は，職員から働きかけることで利害調整を行っている可能性もある。結果と

して，市民社会組織と双方向的な関係にある職員は，市民社会組織の影響力

を大きく評価するであろう。

このように，図果関係を特定することは容易でないが，接触の頻度および

双方向性と影響力評価との間には正の相関があると考えられる。これを{影

響力仮説]と呼ぶ。

検証方法は情報源仮説と同様である。表6-6に示した 4カテゴ1)ごとに，

影響力ありとした割合 (7件尺度で 5点以上)を比較する。なお，市民社会

組織は政策立案および執行段階で影響力を持つが(第 3章参照)，間段階での

影響力評価は類似した傾向にあるため，ここで、は立案段階に絞って接触との
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関連をみる。まミ 6-6の右半う子からは， tJ、下 3点をよみとることカfできる。

第 lに，接触頻度の多い職員ほど，市民社会組織の影響力を大きく評価す

る。たとえば自治会(環境)をみると，接触少・一方向 (xx) では27.8%，

接触多・一方向 (Ox)では53.5%が影響力ありと評価している。このよう

な傾向は，他の市民社会組織でも確認できる。

第 2に，接触の双方向性は必ずしも影響力の大きさにつながるわけではな

い。影響力が増大するのは以下にあげる市民社会組織だ、けで、ある。接触少・

一方向 (xx) と接触少・双方向 (xO)を比べると，産業振興分野での経

済・商工団体(諸国体①)や農林水産業団体(諸国体②)では， 10ポイント

程度xOの方が大きい。 該触多・一方向 (Ox) と接触多・双方向 (00)

を比べると， NPO・市民団体(環境，産業)では10ポイント以上， 00の方

が大きくなっている。

第3に，以上の結果として，最多のカテゴリが2つ (Oxと00)に分か

れている。 NPO・市民団体(環境，産業)や福祉団体(福祉の諸団体①)で

は，情報源と i可様に，接触多・双方向 (00)が 1位となっている。それに

対して，自治会(環境，産業)， NPO・市民団体(福祉)，環境団体(環境の

諸国体①)では，接触多-一方向 (Ox)が l位である。情報源としての重

要性に関する分析に比べると，双方向接触のもたらす効果は小さし'0

これらの結果から{影響力仮説}は概ね支持される。すなわち，接触の双

方向性との関連は NPO・市民団体や福祉団体などに限定されるものの，接触

頒度が多いほど影響力を持つという関係はとごの市民社会組織で、も成り立つ。

このように，市区町村職員とiil民社会組織との接触が活性化する背景には，

市民社会組織の行政活動への関与(特にエージェントとして)，市民社会組織

が有する情報の重要性 政策過程における影響力の増大が関わっているので

ある。

6. まとめと考察

本章では，行政職員と外部主体との接触の現状を，頻度，内容，方向性と

いう 3点から検討し，接触ネットワークの開放性と双方向性，その規定[z9を

明らかにしてきた。得られた知見をまとめておこう。

第 3節では接触頻度の分析から，各政策分野において独自のネットワーク

が存在することを示した。特に市民社会組織に関して，環境分野では自治会，



128 

福祉分野で、は福祉団体，産業振興分野では産業関連団体(経済-商工団体や

農林水産業自体など)との接触が活発であった。これは参加状況に関する本

書第 2章での知見と整合する。また 人口規模の小さな農村部で、は福祉団体

や農林水産業団体との接触が多く，規模の大きな都市部では NPO・市民団体，

環境団体，経済・商工団体，外郭団体，企業との接触が活発であった。 農村

部では庁内幹部や職員，上位政府ーとの接触，都市部では部長との接触も多か

った。

第4節での接触内容に関する分析からは，自治会との接触では地方政府に

対ーする要望， NPO・市民団体や諸国体との接触では意見交換や業務連絡(特

に福祉分野)が多いことが明らかとなった。さらに，これらの接触内容を全

体として捉えると 福祉団体で、は人口規模に関わりなく約 7割が双方向的な

関係にある一方，人口規模の大きな地方政府では NPO・市民団体や経済・高

工団体との双方向性が高まっていた。

第5節では，市民社会組織とのネットワークを活発にする要因として 3点

を検討した。第 lに，市民社会組織の行政活動への関与は， J隊員との接触を

増加させ，双方向的な関係をもたらしている。特に，エージェントとしての

関与である執行段階での関わりを通して，接触が大幅に増える。第 2に，接

触頻度が多い市民社会組織ほど，市豆町村職員は情報源として重要であると

考え，影響力を持つと認識している。しかし，第 3に，接触の双方向性が情

報源としての重要性や影響力評価につながるのは， NPO・市民団体などにi浪

定される。

以上の結果から得られる含意は 3つある。第 lに，市民社会組織の活動空

間は，地方政府の規模に関わらず一定程度存在しているが，その態様が異な

っている。農村官5の地方政府職員をとりまくネットワークは，自治会などの

伝統的地域組織に加えて， Jr内幹部や上位政府に開かれている。それに対し

て，都市部で、は市民団体や産業関連団体に関かれているものの，庁内幹部や

上位政府に対しては閉ざされている。これは，農村部で、は市民社会組織も含

めた広範なネットワークが成立する一方，都市部では担当部署と市民社会組

織という相対的に狭い範囲でのネットワークが成立していることを示唆して

いる。

第2に，エージェントが地方政府ーからの規律付けを一方的に受け，ステイ

クホルダーが地方政府に働きかけるという単純な図式では割り切れない，双
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方向的な関係が地方政府と市民社会組織の間に成立している 6。特に，人口

規模の大きな都市部の地方政府がNPO・市民団体と双方向的な関係にあるこ

とは，両者が協働関係にあることを示しているように思われる。その一方で，

業務連絡を目的とした接触が多く，エージェントとしての性格が強い福祉団

体との間では，あらゆる規模の地方政府で双方向的な関係がみられる。これ

は，福祉分野のガパナンスが，市民社会組織との緊密な連携のもとに成立し

ていることを示唆する。

第 3に， I主j家の空洞化がもたらした「ガバメントからガバナンスへJの移

行に際して，本章の議論は市民社会iHlJの変容に光を当てている。情報源とし

ての重要性が接触頻度と相関することは，市民社会組織がステイクホルダー

として関係者の意向を伝え，エージェントとして現場の情報を地方政府に提

供することの重要性を示している。あるいは，市民社会組織が専門性を高め

ることで，地方政府への関与を深めていることも考えられる。その結果とし

て市民社会組織の影響力が増大すれば 職員とのネットワークがさらに活性

化する可能性がある。 国家(I=!::J央政府，地方政府)による「舵取り jだけで

なく，市民社会側の成熟もまた，ローカル・ガバナンスへの移行の鍵を握っ

ているのである。

( 6 ) 市民社会組織(特に諸問体)側からこの点を検証したものとして，久保

(2010)も参照されたい。
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演本真綿

議会は有権者の多様な選好を政策に反映する場であり，地域住民が行政を

規律付けるための最も重要なルートである。この点で，議会は吉典的なガパ

ナンスの中心に位護づけられる。また，地方分権が進む中で，地方議会の役

割は増加している。その役割とは，権棋の強まる首長や行政部に対する統制

機能，住民の意向を反映する代表機能，審議を通じて地域の利益を集約し紛

争を解決する統合機能，立法機能，住民の参加や監視を可能にする議会のあ

り方(透明性，応、責性)など，多岐にわたる。

多様な主体の参加するローカル・ガバナンスと議会の機能強化は矛盾する

ものではない。地方政治においては首長や議員の解職請求，議会の解散請求

などの直接詰求権が認められている。また，住民投票条例などの藍接民主制

の仕組みも導入されており 密政以上に多様な主体の参加と規律付けが想定

されている。規範的にも 首長・住民・議会の三者関係を前提として，監視

・政策立案機能と住民に関かれた議会という 2つの方向性を兼ね備えた「協

働型議会Jが提示されている(江藤 2004)。この点で，多様な主体の参加す

るローカル・ガバナンス下においても 議会が機能をより発揮することが求

められているといえる。

議会が機能するための基礎となる制度はどのような現状にあるのか，その

制度がどのような要因によって規定されているのかを検討する必要がある。

特に， 3つの機能に関連する議会の定数，透明性，立法支援体制に焦点をあ

て，ローカル・ガバナンスにおける議会の現状を探ることが本章の課題であ
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る。

2.地方議会を取り巻く文脈と論点

地方政治では，有権者が首長と議会を選出する二元代表f!JUが採用されてい

る。両者の関係は正統性という面では対ー等であるものの，権限の上で、は対等

ではない。首長の権授が概括列挙主義であるのに対して，議会は予算や条例

の議決権などに限定された，制限列挙主義である。また，機関委任事務は審

議の対象外とされていたため，地方議会を「脇役的存在jと指摘する意見も

あった(佐藤 1980: 33)。

地方分権論議においても，団体自治の拡充が中心であり，住民自治に関わ

る地方議会改革は遅れてきた。例えば，第一次分権改革では機関委任事務の

全面廃止，係争処理制度の創設，必置規制の緩和などが実現した。これに対

して，大森~~TI は，第一次分権改革の最大の見落としは地方議会の「議事機関」

としての強化策が欠けていたことを指摘している(大森 2006)。また，第二次

分権改革では，税財源の移譲に焦点があてられ，三位一体改革が進められた。

ここでも地方議会はその焦点となっていない。むしろ，第二次臨時行政調査

会による行政改革の流れの中で，議員定数の削減，議員報酬の抑制などが進

められてきた。

しかし，前述のように，地方分権が進む中で地方議会の役割は増加してい

る。ローカル・ガパナンスにおける議会の位置づけを考える場合，重要な論

点は議会がどのような機能を担うのかである。議会の機能は多様であるけれ

ども，代表機能と統合機能は立法機能を支える根本的機能である(阿部 1974:

278) 0 2つの機能の上で，行政統制機能を重視するのか，立法機能を重視す

るのかによって，議会のあり方は変化する(大山 2002)1。全ての機能を十分

に発揮するに越したことはないが，逼追する財政状況の下，各機能の重点の

叢き方はローカル・ガパナンスにおける議会のあり方を左右する論点である。

もちろん，地方政府は規模という点からみても多様で、あり，全ての地方政府

( 1 ) 議会の機能の問題とともに，機能の担い手も重要な点である。担い手と

しては，個々の議員，政党(会派)，合議体としての議会という 3つの主体

が想定される。どこに力点を置くかによって，選挙制度や議会運営のあり方

は変化する。機関対立主義の原理から地方政府形態を論じたものとして，江

藤 (2009a) を参照。
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がi司じ制度イヒを行う必要性はない。

果たして，代表機能はどのような状態にあるのか。また，住民を代表する

機関として住民の属性や選好を適切に反映する仕組みや，地域の諸課題を解

決するだけの資源が議会に配分されているのだろうか。

そこで，本章では，議会の代表機能，統合機能，立法機能のi!JiJ度的基礎に

焦点をあて，ローカル・ガバナンスにおける議会の現状を概観する。 tj、T'，

第3節では，談会の代表機能に関わる議員定数に焦点をあてる。第 4節では，

談会は統合および立法機能を果たす支援体制が整備されているのか，その現

状の一端を示す。第 5節では，前節までの結果をまとめ，議会がどのように

位置づけられているのか，どのような機能を担うのかという開いへの実証的

含意を検討する。

3.縮小，補完される代表制

3. 1.定数への着呂

地方議会の代表機能はどのような状況にあるのか。従来，代表機能に関し

ては，議員の社会的)高性に焦点があてられてきた。特に，前職をみると，第

1次産業従事者や自営業者などのIEl中間層の比率が高い。また， ドイツとの

比較からも，専門職や主婦の議員割合が低いことが指摘されてきた(村上

1996 : 334)。

ただ，代表ilJI]を第一に規定するのは選挙制度である。特に，有権者の選好

をいかに反映させるかは，投票方式と定数に左右される。はじめに，投票方

式からみると，多数代表制(典型は小選挙区制)と比例代表i!J!Jがある。次に，

定数が2つの制度の差を左右する。定数が大きければ，それだけ比例的にな

り，定数が小さければ，それだけ小政党に不利な非比例的制度になる。その

ため，定数が大きいほど多様な主体の参加や利益を直接反映する一方で，安

定的な多数派による行政統制の可能性は低下する。

定数という観点からみると 各地方政府では地方行政の減量化-効率化と

いう観点から，減員条例を制定し，定数削減が行われてきた。市区レベルで

は津山市，人吉市が1951年に条例を制定しており， 1986年には中曽根内閣の

行政改革を受けて 100近くの市区が条例を制定した(河村 1996)20 

また，地方分権改革を受けて，条例定数制度が2003年 1月に施行された。
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この制度では，都市制度と人口規模によって上限数が定められ，各地方政府ー

はその範囲内で議会の定数を自ら定めることが可能となった(地方自治法第

91条)。例えば，人口2000人未満の 11IJ村は12名が上限となっている。もちろ

ん，法改正以前から減員条例が施行されており，現在の法定定数はそれ}J~

の定数削減状況を勘案して設定されている。改正前後を比較すると， rlilllT村

全体では従来の法定定数から14.2%削減した設定になっている(加藤 2008: 

35)。また，人口区分も市レベルでは18区分から11区分へと大きな括りとな

っている。

では，各地方政府はどれほどの定数を設定しているのだろうか。 地方自治

法上，定数がmT1寸と市[亙を分けて定められているため，表 7-1は都市iliiJ度

別の条例定数，法律で定める上限にいかに近いかを示す上隈比，一票の絡差

を示している。表からは，次の 2点がわかる。 1点目は，大規模な都市ほど

法定の上限に近い定数を設定していることである。例えば，政令市では0.93

とほぼ上限に近い定数で議会が構成されている。一方で IHJi寸では上限比が

0.71となっており，上限よりも 3割近くの定数を削減している。

2点目は，一般市やIllJ判ーレベルでは一票の格差が大きいことである。ただ

し，ここでの一票の格差は， 1議員あたりの人口が最も少ない地方政府と最

も多い地方政府のみを比較しているものではなし'0 1議員あたりの人口が最

も少ない地方政府を基準に，同じ都市制度内の地方政府を全て比較し，その

平均を算出している。この指標に基づいて，都市制度日uにみると，一票の格

差は，町村，特別区，一般市，特例

表 7-1 都市制度見IJの条例定数， 市，政令市， l:jコ核市の)11買に大きい。
上E艮比竜一票の格差

特に，町村議会における一票の格差

は平均で17.22と極めて高い。

特別区 45.41 0.90 4.98 15 では，各地方政府は，定数をどれ
中核市 47.00 0.93 1.19 19 

ほど削減しているのだろうか。表 7
特例市 40.46 0.85 1.60 25 

一般T!i 29.77 0.84 3.14 459 -2は，議員定数の削減率を都市ilJiJ
Iff]村 20.09 0.71 17.22 605 

度別に示している。表に示したì~ílj 滅
全 体 25.77 0.77 10.61 1132 

li在はすべてよ!なり 率は，以下の式で求めている。例え

( 2 ) 地方議会の定数に関する沿革としては， !王i中 (1993)を参照。近年の議

論動向については，丹羽 (2007: 66-76)を参照。
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表 7-2 都市制度完IJの定数削減率 (QJ.位%)

上 IIJ~数 1 -10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51 %JJ、上 N 

政令市 33.3 33.3 33.3 0.0 。。 。。 0.0 9 
~1J:7J !J IR 6.7 53.3 33.3 6.7 0.0 0.0 。。 15 
1'1:1核TIl 31.6 26.3 36.8 5.3 。。 0.0 0.0 19 

特例TIi 12.0 32.0 12.0 40.0 4.0 0.0 。。 25 

一般TIl 23.5 10.0 25.7 25.5 11.8 3.1 0.4 459 

IIIJ 十i 6.1 2.3 14.4 28.9 27.3 17.2 3.8 605 

全体 14.0 7.4 19.7 26.9 19.4 10.4 2.2 1132 

ば，人口1800人のJnJで、は法定定数が12で、あり，条例定数が6人の場合，削減

率は50%となる。

削減率ニ(1一条例定数/法定定数) x 100 

表 7-2をみると，次の 3点がわかる。 1点呂は，上限数の定数を定めて

いるのは全体の14.0%であり， 85%程度の地方政府で定数削減が行われてい

ることである。 2 点目は，人口規模が大きくなるにつれて，削減11J~が小さい

ことである。先の表 7-1で見たとおりだが，中核市以上の地方政府の約半

数が上限数から10%以 Fの削減111mである。 3点目は，約80%程度のIllJ1寸が，

20%以上の定数削減を行っていることである。特に， 20%程度の町村では

40%以上の削減が行われている。分権改革時IIlJ干す議会の定数には手をつけ

なかった(大森 2000: 147) とされるが，地方政府の側では定数の削減が進

んでいる。

3. 2.定数削減の要因

どのような要因によって，定数削減が規定されているのだろうか。定数の

削減率を説明する変数として， 5つの変数群がある。以下では，各変数とそ

の操作化を述べる。

lつ自は，人口である(井田 2005)。地方自治法では， IllJ村と市に分けた

上で，人口規模による定数の上限が定められている。そのため，本章では，

1万人未満を 1， 1 75人以上 3万人未満を 2，3万人以上 5万人未満を

3， 5万人以上20万人未満を 4，20万人以上を 5とする。この 5区分の背景

には， I!IJ・4寸と市の境界となる 3万人， 5万人を区分していること，人口の増

加に対して議員の定数は単線的に設定されていることがある。

2つ自は，地方政府の財政状況である(河村 1996;丹羽 2007;力[膿 2008: 
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36)。第二次臨誠以来，財政の健全化，効率的な政府の構築が一貫して目指さ

れてきた。また，定数削減を求める運動においても，議会の財政状況が言及

される。もちろん，定数削減に伴う歳出削減の効果はかなり限定的である。

例えば， 1970年から1992年の間の財政力指数の変化率を従属変数とし，人口

増加率，都市化度変化率，議員 l~íIJi成率を独立変数とした分析では，議員削減

率が財政に与えた影響はみられない(河村 1996: 409-411) 0 また，議会費

の割合が比較的高くなる mT村の一般会計歳出に占める割合をみても， 1.5% 

前後に過ぎなし=。ただ，国政でも同様であるが，定数削減は行政改革の姿勢

を示す象徴的な意味合いや住民の一般的な金銭感覚からは節約できる予算と

の認識があり(丹~~ 2007 : 77 -80)，財政の悪化が定数削減運動の契機にな

る可能性はある。 以上から，本章では地方政府の財政状況を示す財政力指数

と公債費を取り上げる。

3つiヨは，合併の有無である。合併特例法では，激変緩和措置として，定

数と任期に関する特例を認めている。定数特例では，合併後501ヨ]r:J、内に行わ

れる選挙で法定定数の 2倍を超えない範囲で定数を設定できる。在任特例で

は，合併後 2i:l三を超えない範囲で，引き続き議員として在任できる。このよ

うに，合併をしている地方政府では，定数に差があると想定される。そのた

め，合併している場合に 1， していない場合に Oとしている。

4つ自は，地方政府における地区制りの度合いである o i可村和徳は，地方

議員には地域の代表という側面があり， 1l1TI司会推薦が行われている点などに

着自し，定数削減を地区割りという綴点から分析している(河村 2008a)。実

際， 2007年の明るい選挙推進協会の調査(統一地方選挙後)によれば， 25.1 % 

の自答者が市医IllJ村議会議員選挙で地元推薦があったと問答している。また，

自治会調査でも53.3%の自治会が選挙運動を行った経験があり，運動自体は

減少傾向にあるものの，村落型の自治会の49.3%が現在でも選挙運動を行っ

ている(辻中・ペッカネン・山本 2009: 180) 0 このため，地区割りが進んで

いれば，それだけ定数r=iiJ減が進みにくいと想定される。地区割りを表すもの

として，推薦を行う主体でもある自治会数を使用する 30

5つ自は，住民に対する議会の状態である。住民に対ーする議会の状態とし

( 3 ) 中学校数を投入した場合でも有意、な結果が得られた。ただ，自治会数と

中学校数は強い相関がみられるため，分析では除外した。
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て，議会改革の度合いを取り上げる。定数削減が住民からの議会批判である

とすれば，議会改革が進められていれば，それだけ定数削減の庄力も小さい

かもしれない。そこで，議会の透明性を高める改革が行われている度合いを

使用する。具体的には，第 4I:Wiで後述するが，本会議や委員会の議事録の公

I~~ などである。

表7-3は， tJ、上の各変数と削減率との重@帰分析の結果を示している。

変数毎にみていくと，全てのモデルで、人口規模が有意な変数となっている。

人口規模が大きいほどに，定数の ì~iJ減 11l]~は減少する。これは，先に見てきた

とおりの結果である。次に，財政力指数がモデル Eから Wで有意な変数とな

っている。これは，人口規模をコントロールしでも，財政力のある地方政府

ほど，定数の削減!揺が増加することを示している。先に述べたように，定数

削減による地方政府財政への正の影響という，逆の因果関係の可能性は極め

て低し ¥0 そのため，財政の良い地方政府ほど，行政改革の一環として，議員

定数の削減が進んでいるのかもしれない。

次に，合併を経!段している地方政府ほど，定数の削減111mは縮小する。これ

は，合併特例法を活用しているためであり，激変緩和措置の効果が出ている

ことがわかる。最後に，自治会数が有意な変数となっている。人口規模をコ

表 7-3 定数削減の規定国(重回帰分析)

モデル モデル盟 モデルIV

-6.442**本 -3.525料* -2.947* 

(0.344) (0.386) (0.389) (0.444) 

財政力指数 15.776時仲 4.835判手 4.954判吋 0.677 

(1.560) (1.547) (1.587) (1.665) 

公償資比率 0.533料* 0.017 0.017 0.091 

(0.060) (0.063) (0.063) (0.100) 

合併の有無 -17.275不** -16.976*同

(1.046) (1.062) 

議会の透明性 -0.396 -0.529 

0.323 0.366 

自治会数 -0.004帥* -0.012坊争点

(0.001) (0.002) 

定数 36.962料* 25.237料* 35.410料収 35.087必 33.674本記*
(0.999) (1.411) (1.407) (1.450) (1.984 ) 

調整i斉み iミ2 0.173 0.272 0.415 0.417 0.091 

N 1131 1111 1110 1088 732 

i¥t) 料*Iま1%水準 料l土5%水準 *は 10%水準で右 !Æ~ ，モデル V は合併した自治体を i徐い

た場合， ( ) 1"、11止機tW誤差
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ントロールしでも，自治会数の多い地方政府ほど，定数の削減Ilm~が縮小する

ことを示している。 河村の研究では市区のみが対象であったが，市区i町村に

拡大した場合でも当てはまる可能性が高い。また，合併二した地方政府:を除い

たモデルVをみても，自治会数が有意な変数となっている。合併に関係なく，

地域割りの進んでいる地方政府ほど，定数を削減しにくいことがわかる。こ

の結果は，議員が地方政府全体というよりも，地域の代表という側面をより

強く担っていることをうかがわせるものである。

では，公式的な代表経路の縮小は，他の主体の参加!とどのような関係にあ

るのだろうか。表 7-4は，定数の削減率と ['1'1民や市民社会組織等の各主体

が審議会や懇談会(市民活動分g)})に参加していると答えた比率を人口規模

別に示している。例えば，人仁11万人未満で、削減率が 0%の地方政府では一

般市民が審議会や懇談会に参加していると回答した比率が63.6%である。一

方で， I可じカテゴリで'ì~lj減率が20%以上の場合をみると，一般市民の参加率

は83.8%に上昇する。このように，表では議員定数の削減率と他の代表経路

による補完関係があるかどうかをみている。

表からは， 2つの傾向がうかがえる。はじめに，市民活動分野ということ

もあり，一般市民と自治会の参加率が全体的に高い。また，農業団体と経済

表 7-4 定数の削減率と市民および市民社会組織等の審議会参加率(単位:%) 

一般 Igji台 NPO J探境福祉労働経済農業

5万以上

20万未満 1 -20% 81.0 

~n 濃い織かけ苦11分は. i~IJ減率が 0% と 20%以上のカテゴ 1) の差が10ポイント以上地1JII していることを示

している。れ、納かけffll分は. I百iじ条例で‘lO;l-;イント t:J、上減少していることを示している。
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団体は人口規模が大きくなるにつれて，参加率が低下する一方で， NPO・市

民団体は人口規模が大きくなるにつれて，参加率が急激に高まっている。こ

のように，人口規模による参加率の差がみられる。

ただ，より興味深い点は，人口規模を一定程度コントロールした上でも議

員定数が削減されている場合，他の主体による審議会や懇談会への参加比率

が」二昇する傾向にあることである。特に，濃い網かけ部分は， 14箇所ある。

逆に，削減率が0%と20%を比較した場合に， 10ポイント以上の低下がみら

れるのは， 3笛所(薄い網かけ部分)に限られる。そのため，全体としてみ

ると，定数削減という公式的な経路の縮小は，市民社会組織等の参加によっ

て補完されている。

})、上までの分析から，代表機能の基礎となる議会の定数はIHTi寸レベルほど

削減が進み，財政状況の悪い地方政府ほど削減を進めるという因果関係では

なく，財政状況の良い地方政府ほど定数を削減している。また，地域がより

分割されているほど，定数の削減が進みにくいことがわかった。さらに，定

数の削減が進んでいる地方政府ほど，市民社会組織等の参加比率も上昇し，

代表flliJが補完されている。これらの結果からは，地方分権改革以降も代表前'J

のルートが縮小し続けていると同時に，地方議会が担っている代表機能が市

民社会組織等の藍接の参加によって，補完されつつあることがわかったO

4.透明性の向上と停滞する立法支援体制の充実

4. 1 議会の透明性と参加

地方分権改革を受けて， 全!田翠却i町H可可J‘1午判i;村、サ七j

会の活性化にi取夜り組んでで、いる O でで、は，分権改革後の地方議会では統合および

立法機能を果たす支援体制jが整備されているのか，本自信ではその現状の一端

を示す。

はじめに，議会の透明性(および開放性)を高める改革はどれほど取り組

まれているのだろうか。市区IllJ村調査では，情報公開に関連して，本会議議

事録のウェブ公開，委員会傍聴制度，委員会議事録の公開，全員協議会議事

録の公開の実施を質問している。

表 7-5は， r~lg かれた議会への取り組みを人口規模別に示している。表を

みると，次の 2点がわかる。 1点jヨは，全体をみると，委員会傍聴flJIj度，委



140 

表 7-5 関かれた議会への取り組み(単位%)

のウェブ公IJ司 {岳W5i1i1Jf支 の公1m 議事録の公n見 N 

1 75未満 11.7 69.0 31.3 10.7 281 

i万以上 3万米I"1¥I:j 27.0 71.2 44.8 15.1 319 

3万以上 5万未満 50.8 72.4 53.6 23.8 181 

5万以上20万未満 77.2 81.6 64.0 28.6 294 

20万以上 85.2 88.9 84.0 34.6 81 

全体 43.9 74.7 50.5 20.2 1156 

員会議事録の公開，本会議議事録のウェブ公開，全員協議会の議事録公開の

}II買に取り組まれていることである。委員会傍聴制度は74.7%と多くの議会で

実施されているものの，全員協議会の議事録公開は20.2%にとどまっている。

2点目は，人口規模が大きな議会ほど，透明性を高める取り組みが進んで

いることである。例えば，本会議議事録のウェブ公開は，人口 17]人未満の

議会では11.7%にとどまるが，人口20万人以上の議会で、は85.2%になる。ま

た，項、呂 i笥の差をみると，委員会傍w主制度は人口規模の差がノトさいものの，

本会議議事録のウェブ公開や委員会議事録の公開は差が大きい。

では， I羽かれた議会の取り組みは市民や市民社会組織等の参加と関連して

いるのだろうか。表 7-6は， I~奇かれた議会への改革と市民および市民社会

組織等の審議会(および懇談会)参加率を示している。例えば，人口 l万人

未満で関かれた議会への改革が全く行われていない場合 一般市民の審議会

等への参加率は81.3%である。一方で，人口 1万人未満で議会改革が 3-4

項13実施されている場合，一般市民の参加率は92.5%である。このように，

向かれた議会への取り組みが他の主体の参加と I~連しているかどうかを捉え

ている。

もちろん，議会改革が参加を促しているとは限らない。参加の活発な地域

ゆえに議会が変化している可能性もある。ただ，議会の透明性や開放性が他

の主体の参加の促進や減退と関連していることはうかがえる。

表からは， 2つの傾向がわかる。 1つ自は，関かれた議会に向けた改革と

主体の参加の増減に関連性があることである。これは，単純に人口規模によ

る差ではない。人口規模をコントロールしでも，濃い網かけ(参加が向上し

ている)部分が13，薄い網掛け(減少している)部分が9あり，議会のあり

方と参加には関連性がある。

2つ自は，一般市民の参加率の向上の一方で，自治会の参加率が低下傾向
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表7-6 関かれた議会への改革と市民および市民社会組織等の審議会参加率(別立%)

議会の 一 般 自 治 労働経済農業外郭 3人1::哨芳ミ N 
透iりHt 市民 iェLτ キJ1合目11:本団体 i主体

l万未満 ~x:"i'>: なし J立8t93aM 78.1 15.6 62.5 60.9 17.2 14.1 64 

1 -2項目 68.6 12.9 60.7 58.6 14.3 16.4 140 

3-4項目 γgゑ!:i， 67.5 10.0 65.0 62.5 17.5 20.0 40 

1万以上 改革なし ;税君砲明士2 
37.3 25.4 66.1 67.8 20.3 27.1 59 

3万未満 1-2JR151 88954;g ゐ d
38.4 21.3 65.9 60.4 14.0 24.4 164 

3 -4 3長官 24.6 14.5 47.8 8.7 66.7 53.6 11.6 27.5 69 

3万以上 改革なし 領H西ZEt軍8L813 部31，.3，品6.:3 幻S5悦a3G1 9446Q478 6J12;t 
32 

57:i未満 1 -2項@ 82.8. 73.4 、 T; 17.2 ，~町怠E 55J今ょ7618.8 32守8会ム二 64 

3 -4 31，[ E':! . 89J， 73.4 5止ま'3.1. .5 50.:Q. 17.2 <.6'(;2' 54';7" 14.1 64 

5万以j二 改革なし 77.8 88.9 61.1 33.3 38.9 22.2 50.0 44.4 16.7 22.2 18 

207']未満 1 -2 3N I~! 75.3 71.1 63.9 27.8 41.2 20.6 45.4 34.0 6.2 20.6 97 

3 -4 Jl~ I~I 83.3 72.7 63.3 31.3 44.7 18.0 45.3 34.7 13.3 24.0 150 

207)以上 O-2JR121 73.8 75.O JLJ六6S6g1j6;2ごYら 25.0 50.0 16.7 58.3 33.3 16.7 16.7 12 

3 -4 J貝iヨ 74.0 73.8 三 21.3 34.4 8.2 34.4 14.8 9.8 23.0 61 

日n i~聖い網かけ部分!ム議会の透明性が Om!õl と 3 -1)項目のカテゴリの廷が10ポイント以 U(引1)11して¥、ること

を示している

li¥(い梢かけ部分は，同じ条件で10ポイント以上-減少していることを示している

にあることである。市民活動分野の調査結果であることもあるが，一般市民

や自治会はそもそも70%以上の参加率で、あり，他の主体に比べて高い。その

中でも一般市民は全ての人口規模で，議会改革が進んでいる場合に参加率が

向仁している。また， NPO・市民団体も人口 1万人以上 3万人未満では減少

傾向にあるものの，ほかの人口規模で、は議会改革と共に参加率が上昇してい

る。特に，人仁]1 75人未満では17.2%から37.5%へと倍増している。しかし，

このように増加する主体が存在する一方で，自治会は人口 1万人以上 3万人

未満を除いて，他の人口規模では参加率が低下する傾向にある。

ただ，第 2章の分析で明らかにされているように，自治会と NPO・市民団

体の参加には正の相関がある。そのため，自治会の参加が低下することで，

他の主体の参加が促進されるわけではない。表には示さないが，自治会が審

議会等に参加しているかどうかと他の主体の平均参加数をみると，自治会が

参加していない場合は他の主体の参加数も低い。例えば，人口 1万人未満で

議会改革がなされていない場合，自治会が参加している 11寺は，他の主体の平

均参加数が3.7である。一方で，同じ場合に自治会が参加していない場合は，

他の主体の平均参加数も1.8と半分にとどまる。

以上までの分析から，開かれた議会への改革は項目によって異なるものの，
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都市部が先行する形で、進んでいることがわかった。また 議会の透明性や開

放性の度合いは，市民や市民社会組織の参加の促進や減退と関連していた。

4. 2.立法支援体制の現状と要因

次に，立法機能の基礎となる支援体制の整備は進んでいるのであろうか。

本調査では，議会事務局の職員数，前年度の政務調査費(1人当たり)の 2

つの項目を質問している。

議会の立法活動を支えるために，議会事務局が条例で設置されている。全

国町村議会議長会の調査によれば 2008年 7月段階で事務局が未設置のIH]ー村

は8であり，ほぼ全てのInJ村議会に事務局が存在する。各議長会は，立法機

能の強化として，議会事務局の人員増加を求めている 4。また，地方自治法

では議会内の会派の活動に対して補助金を支給することが認められていた。

これは，国会議員の立法事務費にあたるものとして， 1960年代以降，地方議

会で取り入れられてきた。地方分権改革の中で， 2000年には地方自治法の改

正案が成立し，条例を制定すれば，補助金で、はなく政務調査費が交付される

こととなった。また，会派だけでなく議員個人にも支給が可能となった 50

議会事務局の人員や政務調査費の支給はどのような状況にあるのだろうか。

また，地方分権改革以降，これらの制度は拡充されているのだろうか。

表 7-7の上段は，人口規模別の議会事務局の人数である。全体の傾向を

みると， 30.9%の地方政府で議会事務局の人数が 1-2人であり，事務局の

人数が 4 人}Jl~の地方政j奇が60.1%と半数以上を占める。人口規模と事務局

職員数には互の関係がある。人口 175人未満では 1-2人 (84-.2%)が多数

であり， 3万人以上 5万人未満で、は 3-4-人(4-7.5%)，5 -6人(4-8.0%) 

が多い。人口20万人以上の地方政J1fで、は最大が4-3人，平均は18人である。

ちなみに，前述の全国町村議会議長会の調査によれば，平均は2.6人であり，

本調査の 3万人未満の地方政府ーの結果とほぼ一致する。ただし， 199811三7月

段階で， 1111J村の平均職員数は2.6人で、あったため，地方分権改革下で人員

増加が図られているとはいえない状態にある。

次に，政務調査費をみると，こちらも人口規模と正の相関関係にある。全

( 4 ) 議会事務局職員への調査として，江藤 (200gb)を参照。

( 5 ) 政務調査費の沿革と判例については，勢旗 (2007)を参照。
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表 7-7 議会事務局宅政務調査費の現状

A 議会事務局人数
1 -2人 3-4入 5-6人 7-8人 9人以上 N 平均 標準偏差

17J'未満 84.2 15.1 0.0 0.4 0.4 285 2.0 0.9 

1万以上3万未満 33.8 59.7 5.9 0.3 0.3 320 3.0 1.0 

3 万~j、上 5 万未満 2.3 47.5 48.0 1.7 0.6 177 4.5 1.2 

5 )j以j二20)j.~ミ ;~{;j 0.0 5.3 37.8 30.4 26.5 283 7.3 2.1 

20万 ~j、上 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 75 18.0 7.0 

全体 30.9 29.2 18.5 8.0 13.4 1140 5.0 4.5 

B 政務調査費(1人あたり)
なし 1 -10万 11-20万 21-30)j 31万以上 N 平均 標準編差

1 )j未満 85.8 5.5 4.4 3.3 1.1 183 1.0 3.0 

i万以!こ3万米ii;l，j 64.1 8.2 12.3 9.5 5.9 220 5.1 19.1 

3万以上 5万未iiW，j 26.9 8.3 11.7 22.1 31.0 145 11.9 11.7 

5)j JJ、」二20)j1~ ii;l;j 6.3 9.1 8.3 15.4 61.0 254 25.7 25.5 

20)j ~j、 j二 0.0 2.7 1.4 6.8 89.2 74 108.2 104.1 

全体 40.3 7.4 8.4 11.8 32.] 876 20.0 44.8 

体の傾向をみると， 40.3%の地方政府で政務調査費が支給されていなし iO 一

方で， 32.1 %の地方政府では31万円以上の政務調査費が支給されている。 地

方政府全体の議員 l人当たりの平均は20万円である。

人口規模別にみると，人口規模の大きさと金額の多さには正の相関関係が

あるものの，地方政府間のばらつきもみられる。人口 l万人未満， 1 75人以

上 3万人未満の地方政府で、は，半数以上がoF3である。一方で，人口 5万人

以上20万人未満， 20万人以上の地方政府:では， 31万円以上がそれぞれ61.0%，

89.2%と半数以上を占める。また 全国町村議会議長会の2005年から2008年

までの調査をみても，政務調査費の条例制定率は 2割前後であり，変化して

いない。この点からも，立法支援体制iの充実は図られていないことがうかが

える。

どのような要沼が立法支援体flJlJを左右するのだろうか。ここでは，先の議

員定数の分析と同様に，人口規模，地方政府の財政状況，議会の透明性を取

り上げる。また，各党の議席率を使用し，どのような党派の存在が立法支援

体制の充実につながるのかを検討する。

表 7-8では，議会事務局人数，政務調査費の支給の有無，支給額と各種

要因の回帰分析結果を示している。議会事務局人数と政務調査費の支給額は

量的変数なので重@婦分析，政務調査費の支給の有無は 2値変数なのでロジ

スティック回帰分析を行っている。
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人口規模

財政力指数

公{賞賛1:ヒヰヨ

長lJ3むを;義J551JE

公明党議席率

民主党議席率

社民党議席率

共産党議席率

議会の透明性

定数

表7-8 立法支援体制の規定因

談会事務局 政務調査費 政務調査費
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はじめに，議会事務局の

人数に関してみると，人口

規模が有意な変数となって

いる。これは先の表 7-7

で確認したように，人口規

模の大きな地方政府ほど，

事務局人数が多い。各党派

の議席率をみると，公明党，

民主党，社史党の議席が多

い場合に，事務局人数が増

加する。また，議会の透明

性の高い地方政市ほど，事

務局人数が多い。

次に，政務調査費の支給

をみると，人口規模と財政

力指数が有意な変数となっ

ている。財政力については

ノ¥口規模をコントロールし

た上でも有意な変数であり，

政務調査費の支給が財政事

情に左右されている。各党

派についてみると，公明党や社民党の議席率が高い場合，政務調査費の支給

の可能性が高まる。先の議会事務局と同様に，議会の透明性が高い地方政府

ほど，政務調査費を支給する可能性が上昇している。その使途に問題を指摘

される政務諦査費ではあるが，この結果は，関かれた議会という方向性と立

法機能の拡充という方向性が補完関係にあることを示しており，興味深い。

さらに，政務調査費の支給額についてみると，人口規模とともに，公債費

比率が有意な変数となっている。ただし，公債費比率が高い地方政府ほど支

給額が上昇する傾向にある。また，公明党と民主党の議席率が高いと支給額

が増加することもわかる。

公明党議席率が支給および支給額増加に有意に作用している背景には，議

員生活の実態があるのかもしれない。公明党は議員職を専業とする者が多い。
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やや古いデータにはなるが，東京市政調査会の調査(1995年)によれば，議

員報酬が自らの総収入の全てである公明党議員は77.2%であり，自民党

(12.8%) などよりもかなり高い 60

5. まとめと考察

5. 1.結果のまとめ

本章では，議会の代表機能，統合機能，立法機能の制度的基礎に焦点をあ

ててきた。分析からは，次の 7点が得られた。

1点目は，規模の小さな地方政府ほど，議員定数の削減が進んでいること

である。特例市や一般市では約15%. IllT村では30%程度の議)$が削減されて

いる。また， a票の格差も一般市では平均で3.14，IllJ"1寸では17.22となってい

る。 2点目は，定数削減の要因として，財政状況，合併の経験，地域の分割

度合いが重要であった。 3点iヨは，定数の削減が進んで、いる地方政府ほど，

fむの主体の参加が進んでいることである。

4点目は，議会の透明性や開放性を高める議会改革を都市部が先行する形

で進め，その改革と主体の参加の促進と減退には関連性があることである。

特に，議会改革が進んでいる場合に，一般市民や NPO・市民団体の参加率が

上昇していた 0

5点目は，議会事務局の人員と政務調査費の額は人口規模による差が大き

いことである。事務局の人数が 1_ 2人の地方政府が 人口 1万人未満で、は

84.2%を占める。一方で，人口20万人以上では平均で、18人の体制である。 6

点呂は，地方分権改革以降も議会事務局の人員や政務調査費の支給率はほと

んど変化していないことである。 7点目は，事務局の人数，政務調査費の支

給に関しては議会の透明性という要因が作用していること，公明党，社民党，

( 6 ) 公明党議員へのインタビューの記録では，次のような見解が示されてい

る。

f公明党の議員というのは大変だということで，なり手がないのですよ。大

体，生活できるほどの報酬がないということで、。…仁I:JII!各…公明党の議員の 9

割方は，嫌々，立候補していますね。岩手県内で，なんとか生活がで、きるだ

ろうという報酬をいただ、いているのは，盛岡市議会くらいですからJ(上神

2008 : 174)。
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民主党の議席率も作用していることである。

5. 2. ローカル・ガパナンスにおける議会

ローカル・ガパナンスの現状の下で，議会はどのような位置づけと機能を

担っているのだろうか。

1点iヨは，議会が自治会や地域の代表という側面を強く有していることで

ある。定数削減の分析では，自治会数が定数削減を弱める重要な要因であっ

た。また，議会の定数が削減された場合，自治会の審議会等への参加比率が

上昇していた。これは人口規模の小さな地方政府で顕著であった。これらの

結果は議会が地域の利益を代表する経路となっていることをうかがわせるも

のである。

2点目は，多様な主体の参加が進む中で，議会の代表機能が補完されてい

ることである。分析では，代表機能に関わる定数は地方政府の規模，地方政

府の財政状況との関わりがあった。特に，人口規模をコントロールした上で

も，財政の比較的良い地方政府ほど定数を削減していることがわかった。さ

らに，議会の定数が削減されているほど，様々な主体の参加比率が上昇する

傾向があった。多様な主体が参加するという点で，ローカル・ガバナンスの

状況が進展しているものの，議会の代表機能の縮小と補完が進んでいる。

3点目は，開かれた議会の方向性と市民や市民社会組織の参加が連動して

いることである。開かれた議会の方向性に制度変化を行っている地方政府で

は，人口波模による差があるものの，一般市民や NPO・市民団体などの参加

が向上していた。また， I謁かれた議会への取り組みは立法支援体制の充実と

も関連していた。執行機関による市民参加や住民の議会批判がみられる中，

向かれた議会への取り組みは自治会や地域の代表だけではない，多様な主体

の参加するローカル・ガバナンスにおける議会の位霊を権保し，機能強化に

つながる可能性を示唆している。
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第 8章二元代表の関係性

一選挙・議会レベルからの検討-

演本真輔

1.本主主の位置づけ

本章では，ローカル・ガバナンスの制度的な担い手である，首長と議会の

関係に焦点をあてる。住民の負託を受けた議会は，行政の長としての首長に

対してはステイクホルダーとなる。この時の規律:付けメカニズムとしては，

次の 2つがある。

lつ自は，首長選挙における支持態度である。議員は首長選挙での支持

(不支持)によって首長の行動を規律しようとする。 2つ巨は議会における審

議，不信任議決権，調査権などの権限の行使である。これらが有効に作用す

るか否かは，議会の多数派を握っているかにかかっている。市豆町村調査は

行政職員に対するものなので，個々の権限行使について尋ねてはいないが，

その有効性を支える各党派の議席率，首長選挙時の政党支援の有無，議員と

首長を含む影響力を尋ねている。

では，選挙や議会での首長支持や各党派の議席率はどのような現状にある

か。政党から首長への支持はととのような状況の下で与えられるか。 選挙や議

会での首長支持は，首長一議員関係において，議員の影響力評価を高める源

泉となっているか。これらの問いを通じて，ローカル・ガバナンスの制度的

な担い手であるこ元代表の関係性と規律メカニズムの有効性を検証すること

が本章の課題である。

2.先行研究の検討

地方政治における首長と議員・政党の関係は，政治過程や地方自治の議論



148 

において，あまり重視されてこなかった領域である。もちろん，研究がなか

ったわけではない。例えば，田口富久治は，地方政府の決定作成の実態が解

明されていないとして，秋田県を対象に知事や議会の各党派の関係，各種利

益田体の活動を分析している。その中で，知事と議会の関係は強力な執行部

の下，議員や議会が些来日!な問題についてのみ決定作成に参与しているにすぎ

ないとされている(田口 1961: 26) 1。また，井出嘉憲は議員の関心の高い開

発政策決定過程においでさえ，議会は執行部が下した決定を追認する役割を

負わされていると指摘した(井出 1972: 62-67)。

これに対して，村松岐夫は 1=1二i失地方関係における政治ルートの側面を強調

し，それを水平的政治競争モデルとしてまとめた。また，垂直的行政統tljljモ

デルと水平的政治競争モデルの 2つをサブモデルとする相互依存モデルを提

起した(村松 1988)。垂直的行政統制モデルの問題として，政治の要素であ

る国会議員，地方議員，政党，圧力団体，市民の行動や意見が考慮されてい

ない点，地方それ自体の内部構造が分析されていない点を指摘している(村

松 1988: 37 ;片同 1994: 23-24 ;曽我・待鳥 2007:1)。

このモデルの要は諸々の選挙にあるとされる(村松 1988: 70)。ただ，村

松自身が指摘しているように，首長の行動を規定する地方政治の内的過程を

探求することが課題であった(村松 1988: 182-183)。このような課題を残

しつつも，地方政治における首長一議員・政党関係にも焦点が当てられるよ

うになり，大きく 3つの対象を中心に研究が展開されてきた。

1つ自は，首長の属性や首長選挙に焦点を置く研究である(高寄 1981;片

岡 1994;前田 1995;河村 2008b)。特に，知事選挙の枠組みや当選者の属性

が注目されてきた。片岡正昭は， 1947年から1991ij三までの知事選挙の当選者，

最多得票者の半数以上の得票を上げた落選者， 4府県の立候補志望者を対象

に，候補者の属性や経歴，県連内の候補者選考過程，歴史的変遷を分析して

いる。分析では，知事の人材選抜が政党内の候補者選考や選挙という政治的

なメカニズムが作用する場であることを明らかにした(片岡 1994)。また，

前田幸男は，小選挙区制下における多党制という状況，社会党・公明党・民

( 1 ) ただし，予算編成における知事査定前の県執行部と自民党県連執行部の

事前協議の実施，制度化に言及し，議会自民党の地位は相対的にやや高まっ

ていることも指摘している(田口 1961: 27 -28)。
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社党の連合構想の変遷から，知事選挙の政党連合の変化を説明している(前

EB 1995)。さらに，河村和徳は政党連合の仮説を援用し，連合仮説が単純に

は当てはまらない相乗り選挙を分析している(河村 2008b)0

2つ目は，地方議会や議員の自律性および影響力を指摘する研究である

(黒田編 1984;加藤 1985;村松-伊藤 1986; IJ、林{由 1987)20 これらの研究

では，論者によって結果に対する評価はやや異なるものの，議会や議員が一

定の影響力を保持していること，首長に次いで、影響力のある主体であること

がi羽らかとなっている。

3つiヨは，地方政府の歳出や政策への影響を明らかにする研究である(飽

戸・佐藤 1986;名取 2003;曽我・待烏 2007)。前述の 2つの研究の流れを踏

まえつつ，議会の構成，地方政府ーの社会経済環境，首長の党派性や経歴など

が各地方政府のアウトプットに及ぼす影響を明らかにすることに焦点がある。

特に，曽我謙'1苦・待鳥聡史は， 1960年から2005年まで、の都道府県の歳出パタ

ーンを比較政治制度論の枠組みに主に依拠して分析している(曽我・待鳥

2007)。

このように，ローカル・ガバナンスにおける制度的な担い手である首長と

議員・政党の関係は，相互に関連しあう 3つの領域を中心に発展し，連合理

論や比較政治制度論などの理論的位置づけを強めながら，展開されてきてい

る。本章では，まだ十分に明らかとなっていない，次の 3点を検証する。

l点目は，地方議員の党派性を明らかにすることである。!ヨ本の地方政治

の特徴の 1つは，首長や地方議員の無所属率の高さである(村上 1995)。実際，

選挙時の公認レベルを捉えている総務省の2007年末段階の数字では，市区町

村の無所属議員は74.1%に上る。しかし，選挙期間中にあえて無所属を表明

している首長や議員も少なくなく，政党隠しであるとも指摘されてきた(天

)11 1974 : 328 ;河村 2001: 27)。そのため，地方議員の党派性の実態を探る

必要がある。

2つiヨは，首長選挙において，政党はどのような状況の下で支持を表明し，

( 2 ) この研究の流れには，系列に関する研究(谷 1987)も含まれる。近年で

は，選挙制度改革や政界再編に伴う系列関係の変化などが焦点となっている。

分析からは，必ずしも i宇央での変動が地方レベルにそのまま波及しているわ

けではなく，地方政治の自律性が指摘されている(辻 2008)。
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首長は当選しているのかである。首長選挙での支持は首長の党派性を示し，

政策選好の代替指標として活用され，アウトプットへの影響も実証されてい

る。しかし，県レベルでも無党派首長が登場しているだけでなく，市区IllJ村

レベルではその比率は圧倒的に高い。どのような状態で政党や候補者は党派

性を明らかにしているのか，政党の苔長候補への推薦・当選自体を従属変数

として扱う。

3つ呂は，首長一議員i習の影響力関係とその要因の探求である。近年のiiJf

究では，首長一議会の影響力関係を，首長選挙時の推薦，議会構成から捉え

る試みがなされている。ただし，首長一議員・議会開の影響力評価との関連

性は藍接検証されていない。本章では議会や選挙レベルでの支持が議員や議

会の影響力に結びついていると考えられるのかどうかを検討する。これらの

3点を検討することは，近年の議論に実証的基盤があるかどうかを検証する

と同時に，選挙や議会を起点とする規律fすけメカニズムが有効に作用してい

るかどうかを検証するものである。

以下，第 3節ではどのような党派が代表されているのか，議会の党派構成

を明らかにする。さらに，首長一議会の支持関係を選挙レベルと議会レベル

に分ける。その上で 選挙での支持と議会での支持はどのような関係にある

のかを明らかにする。第 4節では，政党の首長支援のパターンとその要因を

探求する。第 5節では，選挙や議会での支持が首長一議員間の影響力評価と

どのような関係にあるのかを検討する。第 6節では前節までの知見をまとめ，

その合意、を検討する。

3.地方議会における党派性，支持関係

3. 1.地方政治における無所属

戦後，議会の政党化はゆるやかに進展したものの，首長の側では無所属化

が進行した(依田 1995:2)。また，中央での政界再編の時期には，地方議

員の無所罵率も高まった(石上 2003)。民主党が議席を伸ばした2007年統一

地方選挙では政党化の方向にやや戻ったものの，それでも市!llT村議会議員の

無所属率は69.9%と高い水準にある(辻LLi.三野編 2008: 114)。無所属の多

さの背景には，明治以来の地方自治の非政治性(阿部 1981)が指摘されてき

た。しかし，この場合の無所属は選挙時のものであり，党派性を実証的に検



第 8I者 二元代表の関係性 151 

討する場合，党員であるかどうか，選挙時の公認・推薦，議会内会派， [j常

活動など，複数のレベルが設定可能である。

ではどのようにして議員の党派性を明らかにするのか。本調査では「貴自

治体の議会では，各政党の立場に近い議員はどのくらいいますか。無所属議

員は立場の近い政党に含めてお答えくださいJと質問している。 解答欄には

「自民党系Jというように， 00系という形で議員を振り分ける形式になって

いる。この設1~:IJ では，先の総務省等の調査で明らかになっている選挙時の公

認ではなく，議会の会派や B常活動レベルなどで見られる議員のより実質的

な党派性を明らかにすることを目的としている。 以下では，調査によって振

り分けられた後の無所属系議員を無党派とし，本調査以外の文脈では無所属

議員とする。

どのような党派が代表されているのか。表 8-1は，人口規模別の各党派

議席率の平均である。表からは， 3点がわかる。 1点呂は，全体として，無

党派議員は25%程度に留まり 地方議員の75%程度には党派性があるとみら

れていることである。この結果は，先の総務省の調べでは，無所属議員が

74.1 %であったのと大きく異なる結果である。従来から指摘されてきた通り，

選挙時の政党隠しとし 1う側面がうかがえる結果である。

2点目は，政党別にみると，自民党が地方議員全体のほぼ半数を占めてい

ることである。公明・民主-共産党はそれぞれ 7---8%程度のシェアを占め

ている。 国政レベルでは小選挙区flJljの影響もあり，二大政党化が進んでいる。

しかし，地方レベルをみると，民主党議席率は公明党や共産党と i司じ程度で

あり，二大政党前iJの基礎はまだ弱いといえる。

3点13は，人口規模と各党の傾向をみると， 自民党と一無党派は人口規模が

大きくなるにつれて議席シェアが低下することである。 逆に，他の政党は人

口規模に沿って，議席シェアが増加する。ただし，公明党以外の民主・共産

表 8-1 人口規模別の各党派の議席率(単位:%) 

1 7I以上 3Ti未満 52.9 4.1 6.1 1.7 6.6 

3万以上 5万未満 50.6 6.8 5.6 フ2 7.4 3.5 24.1 144 

5万以上20万未満 39.6 10.8 7.9 2.5 9.8 3.2 26.3 241 

20万以上 32.2 16.4 12.5 3.3 12.1 3.2 20.6 74 

全体 47.4 6.7 7.3 2.0 7.9 3.0 25.9 924 
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-社民・地域政党は，人口規模問のばらつきがやや小さい。

3. 2.無所属議員変動の背景と議会の状況

従来の結果と大きく異なる無党派議員の比率は，どのように理解すること

ができるだろうか。各党派閥の議席率をみることで，従来とは異なる結果が

どこから生じたのかを一定程度，検証できると考える。例えば，曽我謙情-

f寺烏i捻史は都道府県議会レベルで，民主党議席率と地方政党議席率に負の相

関があることを示し，地方政党・会派で、活動している議員の一定数が実質的

には民主党やそれに近い議員である可能性を指摘している(曽我・待烏 2008:

12)。そこで，表 8-2では，各党派閥の議席率の相関を示している。

表からは，次の 3点がわかる。 1点目は，自民党の議席率と地域政党およ

び無党派議員の比率に負の相関がみられることである。特に，自民党と無党

派議員比率の相関は，ほほどの人口規模でも -0.80前後と強い負の相関があ

る。自民党議席率が高ければ，それだけ無党派議員の比率が低下している。

このことは，従来から指摘されてきたことではあるが，今回振り分けられた

紫所属議員のかなりの数が事実上の自民党系であることを示している。

2点目は，民主党の議席率と無党派議員の比率にも負の相関がみられるこ

とである。 自民党ほどではないが，全体の相関係数は-0.33である。民主党

議席率が高ければ，それだけ無党派議員が減少していることがわかる。特に，

人口20万人以上の地方政府で、みると，無党派議員比率との~;I~II*J は -0.59 と高

い。 以との 2点の結果は，従来の無所属議員の党派性を一定程度明らかにし

ているであろう。なぜなら，民主党と向程度の議席率である共産党と無党派

議員の比率の相関は，ほとんどなく，人口 5万人以上20万人未満で-0.13と

非常に弱い負の相関がみられる程度である。このように，無所属議員には自

表 8-2 議席率の相関係数

自民党 民主党 共産党

×民主党 ×地域政党 ×無党派 ×社民党 ×無党派 x1!民党派

1万未満 0.03 -0.21 *ネ* -0.86*料 0.08 -0.34*料 0.01 

175.tUニ3万未満 0.05 -0.21 * -0.87料ネ 0.05 -0.30*料 0.09 

3万以上 5万未満 0.03 -0.23辛料 -0.86*** 0.03 -0.28**ネ -0.02 

5万以上20万未満 0.05 -0.19ネ*ネ -0.81*付 -0.13料一0.35料* -0.13** 

20万以上 0.20キ -0.22* -0.74やドホ -0.26** -0.59ネ** -0.15 

全体 0.02 -0.21料* -0.82料ネ -0.02 -0.33料* 0.03 

5主)帥*: pく.01 料 .pく.05 ポ :pく.10
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民党系と民主党系の議員が存在し，選挙時の公認ではなく，会派や日常活動

レベルでみれば，自民，民主両党にそれぞれ近い議員達であることがうかが

えるからである。

3点目は，民主党の議席率と社民党の議席率に， ~~J い負の相関がみられる

ことである。人口 5万人以上20万人未満，人口20万人以上では，それぞれ

-0.13， -0.26とやや弱い負の相関がある。比較的人口規模の大きい地方政

府では，社民党が議席をもつほど民主党の議席率が下がる傾向がある。この

ことは， I日社会党が分裂した際に，民主党へとスムーズに移行した県とそう

でない県との違いを示しており，社民党と民主党の競合関係を示している。

また，この競合関係は，辻揚が都道府県議会レベルで指摘しているように，

地方議会レベルでの社民党のIIlH'I生と民主党会派結成の遅れ(辻 2008)の一因

かもしれなし 30

次に地方政府単位での議会構成をみていこう。 議会構成を示すにあたって，

過半数を占めている党派があるかどうかを基準に置いた。そこから，自民優

位型，多党型，非自民優位型，無党派優位型の 4つに類型した 30

表8-3は，人口規模別の議会構成の類型を示している。全体をみると，

約半数の議会は自民党が過半数以上の議席率を保持している。次いで，無党

派議員比率の高い議会が27.3%，どの政党も過半数を占めていない多党型の

議会が14.1%と続く。自民系以外が過半数を占めている非自民優位型は，

3.4%にとどまる。

人口規模別にみると，人口 5万人以下の地方政清では，自民党が過半数以、

上を占める議会が60%程度

である。一方で，人口 5万
表 8-3 人口規模別の議会構成の類型

Uitf立%)

人以上20万人未満，人口20

万人以上の地方政府で、は，
!と1j:'C タ凡 ヲ1二 lヨ 1スこ;町、九 i!:~ N 

優位型 型 優位型優位型

多党型の議会が23.6%，
l刀未満 63.3 3.7 4.1 28.9 218 

1 75以上 375-;jミiia:i 63.5 5.2 3.2 28.1 249 

58.1 %となる。 3万以上 5万未満 62.6 6.8 3.4 27.2 147 

57:.it:.uニ2075未i前 45.5 23.6 3.7 27.3 242 

20万以上 20.3 58.1 1.4 20.3 74 

全体 55.2 14.1 3.4 27.3 930 

( 3 ) 非自民優位型をより詳細に示すと，民主党優位が7，社民党優位がし

地域政党優位が24となる。
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3. 3.選挙や議会レベルでの支持

続いて，首長一議会関係を選挙レベルと議会レベルの 2つに分け，それぞ

れのレベルでの支持の関係を明らかにする。首長一議会関係を形成する契機

である，選挙レベルから検討しよう。

首長選挙でどれほどの支援が行われているのだろうか。表 8-4は，人口

規模別の首長選挙時の支援政党数を示している。例えば，人仁I1万人未満で、

は90.4%の地方政府で首長は政党の推薦を受けずに当選している。

表からは，次の 2点がわかる。 1点目は，選挙n寺の首長への政党支援は，

74.2%の首長選挙で行われていないことである。 2点iヨは，人口規模別にみ

ると，人口規模が大きくなるにつれて，政党の支援を受けている傾向が強ま

ることである。ただし，人口20万人以上の規模をみても，推薦を受けない率

は42.4%である。 1990年代半ばまでは政党の推薦・支持を受けない市医長が

20%台であったのと比べると(辻山・今井・牛山編 2007: 85)，国政レベル

の二大政党化に反して，首長の無党派傾向は強まっている。

議会レベルで首長はどれほどの支持を獲得しているのだろうか。紙IIJ~の都

合から表には示さないが，首長は約半数の地方政府で 3分の 2以上の支持を

得ている 40

選挙での支持は議会での支持を表しているのだろうか。表 8-5は，政党

支援の有無と首長支持議員割合である。例えば，政党支援を受けている首長

で，議会の 3分の 2以上の支持を受けているのは， 52.7%である。

表からは，政党支援の有無によって，首長を支持する議員割合が変化して

いないことがわかる。政党支援を受けて当選している場合，議会で、半数以上

の支持を得ている

表 8-4 人口規模別の首長選挙時の支援政党数(単位 %) 割合が89.4%であ

N る。また，政党支
I万未満 90.4 7.7 1.9 0.0 0.0 261 

援を受けずに当選
1万以上 3万未満 80.1 15.5 2.7 1.7 0.0 0.0 291 

3万以上 5万未満 74.5 15.2 6.9 3.4 0.0 0.0 145 している場合も，
5 Jj以上2075未満 58.4 15.1 16.7 6.5 2.9 0.4 245 

89.8%である。
2075以上 42.4 16.7 13.6 18.2 7.6 1.5 66 

全体 74.2 13.4 7.2 3.8 1.2 0.2 1008 選挙での支援を

( 4 ) 単純集言十や人口規模によるクロス集計結果などについては，演本 (2009)

を参照されたい。
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受けていないにもかか 表 8-5 首長選挙時の政党支援の有無と蓄長支持

わらず，支持を得てい 議員割合(単位:%) 

る首長が多いことがわ

かる。 政党支媛なし 49.4 

では，そのような状

!t~が発生している地方政府の特徴は何だろうか。

モーリス・デュベルジェによれば，小選挙区制

下の多党f1ilJ状況では選挙レベルでの政党問提携

が促進される(デュベルジェ 1954= 1970 : 349 

-351)。日本の地方政治にあてはめると，小選

挙区tjilJの首長選挙と大選挙区制の議会選挙の組

40.4 8.1 

表 8-6 政党支援の有無

と議会類型(単位 %) 

あり なし N 

自民{憂{立I\~ 35.5 64.5 422 

非自民援{立型 26.9 73.1 26 

無党派優位型 26.3 73.7 205 

多党型 70.0 30.0 110 

全体 37.7 62.3 763 

み合わせからは，多党11)りの状況が発生した段階で，首長選挙に関する政党問

提携が進むと予想される。そこで，政党システムに近似するものとして，議

会の類型を使用する。表 8-6 は，議会類型~Ijの政党支援の有無で、ある。

表をみると，特定の党派が過半数を占めていない多党型議会では政党支援

の比率が70.0%と高い一方で，他の議会類型では政党支援が3割前後である。

政党支援がない場合でも，実際には議会で過半数を占める党派が存在するか

どうかが重要なようである。ただし， fIIj述の通り，多党型議会は人口規模の

大きな地方政府で多い。このような人口規模を考慮すると，確かに多党型以

外の類型でも政党支援の比率は上昇する。例えば，人口20万人以上で、自民{憂

位型をみると，政党支援の比率は46.7%，無党派優位型では60%になる。し

かし，多党型では72.1%であり，人口規模を考慮しでも，政党支援の比率が

他の類型より高い。

4.政党の推薦行動の要因

前節では，議会の党派構成，選挙や議会レベルでの首長一議会開の支持関

係を概観し，首長が選挙レベルでの支持以上に議会レベルで支持を得ている

ことがわかった。また，議会類型によって，政党支援の有無にも違いがあっ

た。本節では，分析レベルを議会構成から各党単位に下げて，首長支援のパ

ターンとその要国を探る。



4. 1. 支持政党と組み合わせ

では，どのような政党推薦の枠組みで，首長は当選しているのだろうか。

表 8-7は，首長支援の枠組みである。表の上段は自民党を含む支援枠組み，

中段は自民党を j徐いた上ーで民主党を含む支援枠組

み，下手交は自民，民主両党を含まない支援枠組みを

政党数に沿って示している。

表をみると，自民党関連のパターンが198であり，

全体の76.6%を占めている。民主党関連のパターン

をみると，総数が60であり，全体の23.2%を占めて

いる。ただし，自民党と共同している場合を除くと，

15であり，全体の5.8%となる。地方政治において

は，国政でのこ大政党問に大きな差がある。

また，政党問の連携パターンに着目すると，自公

(22.8%) ，自公民(11.2%)のパターンが自民単独

に次いで多い。特に，自公のパターンは，仁|コ央での

連立政権の影響が地方政治においても進行してい

たことを示している。ただし，自民党と民主党がと

もに支持し，当選しているパターンも 17.4%あり，

地方政治独自の要因も考慮に入れる必要がある。
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表 8-7 首長選挙の

支援枠組み

/¥ターン 全体 (%) 
85 32.8 

59 22.8 

5 1.9 
1 0.4 

1 0.4 

29 11.2 

3 1.2 

3 1.2 
1 0.4 

7 2.7 

2 0.8 

2 0.8 

6 2.3 

2 0.8 
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4. 2.推薦行動の要因

どのような状況のもとで，各党は首長への推薦を

決定し，当選に至っているのだろうか 5。首長候補

者とそれを支援する政党側に分けて考えてみよう。

首長候補者からみれば，政党側の支援が当選に寄

与するかどうかである。この点で人口規模と党派

性の関係が重要である。なぜなら，地方政治に政党

( 5 ) 注意を要するのは，本データがあくまでも当選を果たしている苔長のデ

ータであり，政党の推薦・支持を受けつつも落選した候補を含んでいない点

である。より厳密に，各党の推薦行動を研究するには，選挙で敗れた候補者

のデータを含めた上で，推薦と当選を別のモデルで検討する必要がある。こ

の点については，今後の課題としたい。
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政治はそぐわないという意識は，有権者や地方議員のj習に根強く存在するか

らである(三宅 1990;河村 2001: 35)。例えば，東京市政調査会が1995年に

実施した市区議会議員への調査によれば，無所属議員の半数が地方政治に仁1]

央政治を持ち込むことは不要とし， 4割の議員が政党に所属すると地域での

活動が行いにくいと回答している(東京市政調査会研究部 1996:53 -55)。ま

た，地方選挙では60%~80%の有権者が候補者個人を重視している。 以上の

Iljl]約の下では，候補者側も敢えて党派性を明らかにすることを避ける傾向に

なる。

しかし，党派性は投票する上で、の重要な情報であり，候補者のイデオロギ

ーや政策に関する手がかりとなる。そのため，人口規模が大きくなれば，候

補者側も党派性を明らかにする必要性が高まると向11寺に，政党からの支援も

重要なものとなる。

一方，政党側からみると，首長候補を支援することで，その後の地方政府

運営における発言力を高めようとすることが考えられる。ただし，政党11司の

連携関係によっても推薦・当選のパターンは変化すると考えられる。例えば，

最小勝利連合を想定すれば，各党の議席率や集票力によって，支援の枠組み

が変化するであろう。自党の議席率や集票力が高く，他の政党と連携する必

要性がなければ，より単独で、の推薦・当選となるであろう。

どのような安因が政党の首長選挙時の推薦行動を規定しているのだろうか。

表 8-8は，各党の候補者推薦および当選の要国に関するロジスティック恒!

帰分析の結果を示している。表に沿って，各党(モデル)ごとに検討してい

こう。なお，分析に捺して，人口規模は人口20万人以上を基準カテゴリとし

ている。また，従属変数の相乗りは国政の与党(自民党・公明党)と野党

(民主党・社民党・共産党)が共に推薦・当選している場合に上そうでない

場合に 0としている。

自民党をみると，自民，公明，共産党の議席率が有意な変数となっている。

自民党の議席率の高さとともに，公明党の議席率が候補者の推薦および当選

に寄与していることは 国政レベルでの政党関連携の枠組みが地方レベルで

もみられたことを示している。また，共産党の議席率が高い場合に，自民党

の推薦-当選が規定されているのは，自民党と共産党との連携パターンがな

いことを含めて考えると，自民党が共産党の議席率を勘案して選挙支援に踏

み切っている可能性を示している。'この点は公明党も i可様である。
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表 8-8 各党の首長候補者推薦および当選の要因(口ジスティック回帰分析)
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公明議席割合

民主議席割合

社民議席割合

共産議m~割合

地域議j市割合

人口 1万未満

人仁11 万 ~3 万

人!こ13 万 ~5 万

人仁1575 ~2075 

人口20万以上(基準カテゴ1))

定数 -1.796*** -2.736ネ** -2.610*** 1.379*** -2.595*水ネ

(0.470) (0.553) (0.674) (0.437) (0.722) 

761.940 512.360 319.973 867.412 297.294 

0.115 0.141 0.114 0.133 0.092 

0.178 0.265 0.289 0.192 0.249 

838 838 838 838 815 

-2LL 
Cox & Snell R' 

Nagelkerke R' 

N 

iil) 判決 :pく .01 料:p<.05 主 pく .10
相乗りモデルでは，人仁11万人未満を人口 i万人から 37'5人未満と合併して分析

次に，民主党をみると，民主，社民，共産党の議席率が有意な変数となっ

ている。民主党は自らの議席率が高く，社民党の議席率の高い地方政府で、推

薦・当選している。民主党と社民党の首長選挙における連携関係がみられる。

ただし，民主党と共産党がともに支援しているのは 5例ほどしかなく，自民

党や公明党と連携する場合が多い。そのため，民主党も先の 2党と同様に，

共産党の議席率を勘案して選挙支援に踏み切っているのかもしれない。また，

表には示していないが，社民党や共産党も自らの議席率が高い場合に推薦-

当選している傾向がある。

無党派首長や相乗りの場合は， ととのような要因によって，規定されている

のだろうか。無党派モデルをみると，自民，公明，共産党の議席率が負に作
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月3している。この結果は，無党派首長が，地方レベルで広く組織を形成して

いる自民，公明，共産党の議席率や集票力の弱い所で誕生していることを示

している 50

次に，国政与野党 (2007年8月段階)の相乗りのモデルをみると，民主，

共産党の議席率が有意な変数である。本章で使用している相乗りとは， I~政

与党と野党が共に推薦・当選している場合である。例えば，先の組み合わせ

からみると，自公民，自公社，公民などである。共産党を含めた相乗りはほ

とんどないため，分析からは，民主党と共産党の議席率が高い場合に，自民

党，公明党という国政与党と民主党の相乗りが発生する傾向にあることがわ

かる。首長選挙では，自民党と民主党による競争関係がト分に構築されてい

ないo tj，J二の分析から，各党の首長選挙での支援・当選は，①党派を必要と

する人口規模，②各党の議席率(得票力)，①他党の議席率(得票力)によっ

て変化すると考えられる。

5.首長一議員間の影響力関係

前節までに，首長一議員・政党11jJの議会レベル，選挙レベルでの支持関係

を概観し，政党の首長推薦のパターンとその要因を検討してきた。本節では，

地方政府職員の影響力詳細に基づいて，首長一議員間の影響力を過程7JiJ，分

野別に検討する。次に，議会や選挙レベルでの支持が首長一議員i習の影響力

関係にどのようにイ乍用しているのかを明らかにする。

5. 1.過程別，分野別の影響力評価

本調査では「次にあげる人や集団は，市民活動部署が関わる政策・施策の

立案，決定，執行のそれぞれに対して，どのくらいの影響力がありますかj

という設11与を置いた。 選択肢は l点(影響力なし)から 7点(影響力あり)

の7点尺度としている。そこで，過程日iJに議員と首長の影響力評価の差を算

出し， 3つのカテゴリにまとめた。例えば，議員への評飾が6，首長への評

価が7などの場合は，首長優位としている。

( 6 ) この他の要因として，首長の前職も影響している可能性がある。首長の

前J肢が議員である場合，政党からの支援をあまり受けなし 1。逆に，前]織がj隊

員である場合は政党支援を受ける傾向にある(河村 2008b)。
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表 8-9は，過程別にみた首長一議員/1号の

影響力評価を示している。表からは，首長優

位の地方政府が多いことがわかる。 7割から

8割近くの地方政府で，首長優位となってい

る。 同等の評価が得られたのは， 2割程度存

在する。過程加にみると，大きな差はないが，

立案，執行，決定の)IINで議員優位の比率が高い。~_)、下では，議員が強い場合

と首長と同等のカテゴリを統合して，分析を進める。

首長がととの過程においても優位であるが，異なる政策領域を跨って，全般

的に強いのだろうか。表 8-10は，分野郎，過程別の首長一議員[問の影響力

評価の差の相関係数を示している 7。例えば，表の左上の0.48とは，市民活動

分野での立案における首長一議員間の影響力評価と決定における評価に0.48

の相関があることを示している。これにより，影響力の差がどこまで一貫し

たものなのかを把握できる。

表からは，各分野での影響力評価が他の分野での評価とほとんど関連して

いないことがわかる。市民活動分野での立案，決定，執行の各過程における

影響力の差は，他の分野と関連する場合でも， 0.10前後であり，非常に弱い

議員優位向等首長優位

表 8-9 過程別の首長一議

員間の影響力評価(単位:%) 
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表 8-10 分野別，過程別の首長一議員間の影響力評価の差の栢関係数

ili民 環境 福祉 産業振興

決定執 行 立案 決 定 執 行 立案決定執行 立案 決定執行

立案 0.48 0.57 0.15 0.04 0.06 0.09 0.05 0.07 0.09 0.02 0.03 

市民決定 1.00 0.54 -0.01 0.06 0.01 0.04 0.10 0.07 0.06 0.11 0.08 

執行 1.00 0.02 0.01 0.07 0.05 0.03 0.11 0.07 0.08 0.11 

立案 1.00 0.40 0.49 0.12 0.08 0.05 0.10 0.04 0.06 

環境決定 1.00 0.59 0.05 0.03 0.03 0.07 0.08 0.03 

執行 1.00 0.12 0.00 0.06 0.09 0.06 0.09 

立案 1.00 0.37 0.49 0.05 0.06 0.10 

福祉決定 1.00 0.50 -0.01 0.05 0.01 

執行 1.00 0.00 0.00 0.05 

産業 J1.案 1.00 0.42 0.40 

決定 1.00 0.47 

~l) 数値は首長一議員li¥lの影響力許信liの差である

太字音11分l土， 10%水準以 i二て、有]'!"ーであることを示している

( 7 ) 首長一議員間の影響力評価の単純な差に基づいても，相関係数はほとん

ど変わらない。
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ものである。一方で，各分野内での相関は0.4から0.6前後であり，分野内で

の影響力評価は，ある程度一致する傾向がある。このように，首長と議員開

の影響力は首長が後位であるものの，その影響力の差は政策領域によって一

貫しておらず，多様である。

5. 2.影響力差と関連する要因

どのような要因が首長一議員間の影響力の違いと関連するのだろうか。政

党の選挙での支援や議会での首長支持議員割合は議員の影響力評価を高める

ことになっているのだろうか。

表 8-11は，議会での首長を支持する議員割合と影響力評価の結果である。

例えば，首長が議会の 3分の 2以上の支持を得ている場合，市民活動分野の

立案過程で議員が首長と同等かそれ以上の影響力評価を受けていた地方政府

の割合が24.3%である(以下の表は全て同様の数値)。逆に，数値が低いほど，

首長が議員よりも影響力があると評価した地方政府の割合が多いことを示し

ている。

表からは， 2つの興味深い傾向がうかがえる。 1つiヨは，首長を支持する

議員割合の高さが必ずしも議員の影響力評価を高めているわけではないこと

である。全体をみると，福祉分野は異なるものの，過半数以上の支持を得て

いる場合に議員側の影響力がやや高く評価される傾向にある。再議権や不信

任決議を考慮に入れた場合，首長と議員のi習の影響力関係に線形的な関係が

想定されるが，地方政府i隊員による影響力評価ではそれを支持する結果は得

られなかったO

2つ自は，首長を支持する議員割合が過半数以下である場合に，むしろ議

員側の影響力が低く評価されていることである。この傾向は市民活動分野で、

顕著であり，首長から見れば，不安定な議会運営を余儀なくされる可能性が

表 8-11 首長を支持する議員割合と議員の首長と同等以上の影響力評価の割合

市民 | 環境 j 福祉 j 産業振興

立案決定執行|立案決定執行|立案決定執行|立案決定執行

2/3 ~)上 I 24.3 21.1 21.6 I 25.6 21.3 22.5 I 26.3 20.9 25.5 I 24.9 21.3 22.5 

過半数以上 I29.0 27.3 20.7 I 31.6 23.8 22.8 I 27.0 17.2 22.2 I 27.1 24.3 22.3 

過半数以下 I13.2 14.3 14.3 I 28.8 16.4 23.0 I 41.4 22.5 28.6 I 18.8 18.8 26.6 

註) 数値は議員が首長と jffj 等かそれ以上の}~3.;響力があると認識されている比率である

太字!ま，各j位校における最も比率のおいことを示している
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高いにもかかわらず，議員iHlJの影響力評価は過半数やそれ以上の支持を得て

いる場合よりも低い。この傾向は，福祉分野ではやや巽なる。

ところで，首長選挙での政党支援は議員の影響力評価を高めることになっ

ているのだろうか。表 8-12は 政党支援の有無と影響力評価の関係を示し

ている。表の全体の傾向をみると，政党支援の存無は影響力評価と関連性が

みられないことがわかる。ただ，人口20万人以上をみると，市民活動分野で

は政党支援がある場合に，議員の影響力評1l!liが高まっている。市民活動分野

の立案過程をみると，政党支援のない無党派苔長の場合は議員の影響力が首

長と同等かそれ以上に許制りされている地方政j奇が10.5%である一方，政党支

援がある場合は33.3%にまで上昇している。

政党支援の76.4%に自民党の支援が含まれるため，自民党の支援の効果を

みておこう。ここでも人口20万人以上の市民活動分野で、は議員の影響力評価

が高くなっている。以上の結果からは，市民活動分野が政党の支援に反応し

やすいものの，他の分野ではほとんど差がみられないことがわかった。首長

支援の影響力評価への効果は，地方政府職員の認識からすると，限定的にし

かみられない。

では，議会や選挙での支持以外にどのような要因が考えられるだろうかん

表 8-12 政党支援の有無と議員の影響力評価

政党推薦の有無(全体)

ili民 環境 福祉 産業振興

立案決定執行 立案決定執行 立案決定執行 立案決定執行

政党J山り |241233244295 川 24.4I 25.2 別 26.1I 25.2 20.5 24.4 

無党派 24.7 21.6 17.7 I 29.6 21.9 23.0 I 28.0 18.3 22.5 I 26.0 22.4 22.1 

政党推薦の有無 (20万以上)

ili民 環境 福祉 産業振興

立案決定執行 立案決定執行 立案決定執行 立業決定執行

政党推薦あり |333 333 385 23.4 14.9 26.1 28.6 14.3 23.8 24.4 20.5 31.8 

無党派 10.5 10.5 15.8 28.6 19.0 28.6 31.6 15.8 26.3 45.0 10.0 35.0 

自民党推薦 (20万以上)

市民 環境 福祉 産業振興

立案決定執行 立案決定執行 立案決定執行 立案決定執行

I~ 民支援なし l207 山 24.1 24.2 18.2 36.4 31.0 10.3 24.1 37.5 15.6 28.1 

自民支援あり 32.0 36.0 36.0 20.7 17.2 21.4 25.9 18.5 22.2 26.9 20.0 40.0 

註) 数値は談員が1室長と同等かそれ以!この影響力があると認識されている比率である

( 8 ) 別な要国として，首長の当選回数が考えられる。当選回数を重ねた首長



第 8主主 二元代表の関係性 163 

影響力の資源は，権限だけではなく様々な主体との関係性も含まれる。議員

や首長は二者だけで存在しているわけではない。また，他の主体の政策過程

への参入は議員と首長の影響力関係に均等に左右するとも限らない。

様々な主体が政策過程に参加している場合，議員と首長11号の影響力評価に

変化があるのだろうか。表 8-13は，一般市民や市民社会組織等の参加と議

員一首長問の影響力差の相関係数を示している。例えば，市民活動分野の立

案過程の自治会をみると， -0.21で有意な負の相関がある。これは，自治会

が参加している場合に首長一議員間の影響力が縮小する方向に関連している

ことを示している。

表からは， 2つの傾向がある。 1つ目は，市民社会組織等が政策過程に参

加している場合，首長一議員!習の影響力が縮小する関係にあることである。

有意な関係がみられた場合は，産業振興分野を除いて，ほとんどが負の相関

になっている。特に，福祉分野の執行過程をみると，市民社会組織等の参加

と議員一首長期の影響力差の縮小傾向が明瞭である。.t)、上からは，必ずしも

各主体の参加が首長や行政と査結しているわけではなく，議員が市民社会組

表8-13 一般市民や市民社会組織等の参加と議員一首長関の影響力差の相関係数

ili民活動 環境 福祉 産業振興

立案 決定 執行 4」L-d茶土 決定 執行 立案 決定 執行 立案 決定 執行

-~!Z dïJ~ 0.04 -0.14 -0.06 -0.10 -0.01 -0.07 -0.05 -0.12 -0.22 -0.09 -0.02 0.05 

自治会 一0.21 -0.11 0.09 -0.11 -0.09 0.09 -0.09 -0.03 -0.24 0.03 0.00 0.15 

トIPO'ili民liJ1:本 0.07 0.01 -0.11 0.09 -0.03 -0.05 -0.05 0.04 -0.17 0.13 -0.02 0.10 

J~!境 i主体 -0.03 -0.08 -0.05 0.04 0.01 -0.01 0.06 0.01 -0.55 0.21 -0.13 0.36 

t/;¥お1:lili4' -0.01 -0.07 0.03 0.13 -0.27 -0.16 -0.11 -0.01 -0.21 0.00 -0.12 0.22 

労働組合 -0.15 -0.17 -0.07 0.04 -0.05 -0.34 -0.10 0.13 -0.71 0.08 -0.08 0.20 

経済商工団体 -0.08 -0.13 0.01 -0.09 -0.07 -0.10 -0.01 -0.04 -0.40 0.06 -0.08 0.00 

農林水産i主体 -0.01 -0.15 0.03 -0.04 -0.08 -0.08 0.06 -0.18 -0.52 0.04 -0.15 0.00 

外郭1]体 0.07 -0.09 -0.07 -0.23 -0.14 0.18 -0.28 -0.12 -0.33 0.12 0.06 0.16 

企業 0.02 -0.07 -0.16 -0.01 0.02 -0.07 -0.15 -0.14 -0.41 0.03 0.03 0.05 

その他 0.11 -0.24 -0.38 一0.31 -0.05 -0.23 0.07 -0.01 0.02 -0.04 0.26 0.16 

~U 太字!止存:W水tW10%以、 1:であることを示している

係数が負の滋合は団体が参加することで，議員一首長IllJの影響力差が総小していることを示している

ほど，その基盤は厚く，議員よりも影響力が高く評価されているかもしれな

い。表には示さないが，分野や過程による差はあるものの，議員側の影響力

評価が2白郊にやや高まっていることがわかった。特に，市民活動や環境分

Mlj'ではそのような認識が強いようである。
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織等と共に関与していることがうかがえる。実際，社会団体調査では地方政

府ーの課長以上と接触ありと回答した団体は66.5%である一方，地方議員の割

合も62.4%とほぼ同じ水準である。また，個人の交際範囲については地方議

員が地方政府の課長以上 (52.4%)よりも 10ポイント高し 1。このように，市

民や市民社会組織にとって 議員も重要な経路となっていることが影響力差

を縮小させる方向と関連している背景にあると考えられる。

2つ自は，産業振興分野では市民社会組織等が参加している場合，首長一

議員同の影響力が拡大する方向に関連していることである。あまり有意な関

係があるわけではないが 他の分野との比較において，産業振興分野は傾向

が異なる。

以上までの分析から，首長が議員よりも影響力評価は高いけれども，各地

方政府内の複数の政策領域を一貫するものではない。分野の特徴をみると，

市民活動分野(人口20万人以上)は比較的選挙に反応している。一方で，括

主1:分野は市民社会組織等の参加による変化が大きかった。また，産業振興分

野では市民社会組織等の参加が他の分野とは異なり，首長の影響力を高める

方向と関連していた。このような各分野の違いが，一貫した影響力評価が表

出しなかった背景にあるのであろう。

6. まとめと考察

6. 1.結果

本章では，ローカル・ガパナンスの制度的な担い手である首長と議員や政

党との関係に焦点をあててきた。特に，議員や政党は選挙や議会での関係を

通じて，首長といかなる関係を形成しているのか，それは議員が首長を規律

付けることになっているのかどうかを分析してきた。

議会を講成する地方議員の党派性に関して，次の 2点が得られた。 1点目

は，地方政府職員によれば，地方議員の75%には党派性が識別できるレベル

で存在することである。従来，体系的に調査されていなかった町村や一般市

レベルの議員の党派性が明らかとなった。 2点目は，無党派議員の比率と自

民党 (-0.82)，民主党議席率(-0.33)に相関があることである。無党派議

員は，自民党系や民主党系の議員に振り分けられると考えられる。

議会と首長との選挙や議会レベルでの支持関係については，次の 2点が得
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られた。 1点目は， 55.2%の議会で自民党が過半数以上を占めていることで

ある。ただ，人口規模による差も大きい。人口20万人以上の地方政府で、は，

どの政党も過半数を占めていない多党型が58.1%である。 2点呂は，政党支

援と議会レベルでの支持関係が一致しないことである。政党支援の有無にか

かわらず，首長は議会からの支持を獲得していた。また，議会類型からみれ

ば，多党型では推薦が多いものの，自民党優位型や非自民優位型などの議会

では推薦がそもそもあまり行われていない。

政党の推薦行動については，次の 2点がわかった。 1点目は，国政レベル

の枠組みが地方政治レベルでも進展していることである。自民党と公明党の

推薦によって当選するパターンが推薦のある場合の22.8%を占めていた。た

だし，自民党と民主党がともに支持し，当選しているパターンも 17.4%あり，

地方政治独自の要因も考慮に入れる必要がある。 2点目は，首長選挙の支援

-当選の要因として，政党の得票力，選挙連合の可能性，共産党の議席率が

重要なことである。特に，自民党，公明党，民主党，政党推薦を受けない無

党派， I~政与野党が支持する相乗り全てのモデルにおいて，共産党の議席率

が推薦・当選に影響を与えていた。政党や首長の側の党派的つながりを明示

する上で，共産党の議席率の高さが関連していることがうかがえた。

議員と首長との影響力関係については，次の 4点が得られた。 1点呂は，

ほほどの人口規模および分野でみても，首長と議員の影響力が措抗している

と評備されているのは 2~3 割の地方政府である。 2 点目は，首長一議員 11号

の影響力評価が過程によって異なることである。首長一議員間の影響力評価

は分野間の関連性が弱く，多元的である。もちろん，首長はほほどの分野や

過程においても高い影響力評価を得ている。しかし，首長と議員の間にある

影響力の差は分野間で一貫しない。 3点目は，政党による選挙支援の影響力

評{iilJへの効果は人口20万人以上の市民活動分野でのみ見られたことである 0

4点目は，団体が政策過程に参加している場合に，首長の影響力を下げる方

向に関連している場合が多いことである。

6. 2.考察

今回得られた結果は，ローカル・ガパナンスにおける首長一議員・政党関

係に対して，どのようなことを含意しているのか。

1点iヨは，首長一議員・政党を取り巻くローカル・ガパナンスの状況が首
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長優位でありつつも，その関係は多様なことである。首長はかなり高い影響

力評価を得ているものの 議員との影響力差は各分野を一貫したものではな

い。また，この影響力評価と関連する要因も分野毎に様々であり，特徴があ

る。 選挙に比較的敏感な市民活動分野，市民社会組織の参加が首長との影響

力差を縮小する方向に連動する福祉分野，福祉部署と逆傾向にある産業振興

分野などである。分野によっては首長，議員，市民社会組織の位置関係が異

なることを示唆している。

2点呂は，規律付けメカニズムとしての選挙の有効性が限定的なことであ

る。分析からは，選挙での支援は議員の影響力を高める方向には作用してい

なかった。この点で，規律付けメカニズムとしての選挙の有効性には限定が

付けられた 9。ただし，選挙支援の効果は人口20万人以上の市民活動分野で、

みられた。合併は一段落であるかもしれないが 規律付けメカニズムとして

の選挙の有効性はより高まるものと考えられる。また 政党の支援は議会類

型(政党システムの代替指標)が多党型の場合によく行われ，首長を支持す

る議員割合も過半数の場合に議員の評価は高まっていた。そのため，調査時

点では二大政党関の競争関係が十分に構築されていなかったが，民主党の地

方政治レベルでの進出が首長選挙時の政党支援を促し，規律付けメカニズム

としての選挙や議会の有効性をさらに高めることを示唆している。

( 9 ) もちろん，本調査の結果にも限定が付けられる。第 lに，職員調査であ

り，議員や首長(候補者)自身の認識を扱つてはいなし 3。第 2に，影響力評

価では議員の影響力を質問しているが 議会の影響力を質問していない。議

員他人と議会の影響力評価では異なる結果が出ているため(自治大学校

2005) ，調査設計の問題の可能性もある。第 3に政党化の進んでいないIUT村

までを含めていることである。これは，政党の首長支援の効果が人口20万以

上で限定的にみられたことからも考えられる。 t.'.J上の問題はあるものの，職

員の影響力評価という予算や決議等とは異なる従属変数を扱ったことで，制

度的に想定される影響の範囲を推定する lつの結果を提示していると考える

ことカfできる。
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第 9章 子巨区PlJ村職員のガバナンス意識

UJ本英弘

1.本章の位置づけ

本書で繰り返し述べてきたように，ガバメントからカ、、バナンスへの移行期

ともいうべき現在 市立IllT1寸をとりまく状況も大きく変化している。 地方分

権改革が進められ，市区IllJ判ーに権限が委設されつつあるものの，何でも自由

にアイデイアを実現できるというわけではない。むしろ，逼迫する財政の下

でいかに創意工夫して効率的な経営を行っていくかを考えなければならない

のである。こうした仁iコで，行政ばかりでなく市民も政策形成に参画し，とも

に地域社会のあり方を決め 運営していくことが求められている。

様々なtljlJ度や組織の変革とともに重要なのが，市区rUT村i隊員の能力，姿勢

あるいは意欲で、ある(寄本・!ご11条編 1981: 3)。様々な変革が行われたとし

ても，実際に行政運営に携わっているi隊員がその価値を内面化し，職務に反

映させなければ得られる成果は乏しいだろう 1。市立町村職員はガバナンス

の当事者(ステイクホルダー)であり，これらの人々がどのような考えをも

って職務にあたっているのかは，ガパナンスの成果に関わる重要な問題であ

る。例えば，市民参加が進み，市民との接触機会が増えると，職員がどのよ

うな態度で市民に応対するかが地域社会のパフォーマンスに影響を及ぼすよ

うになるものと考えられる。

そこで，本章では市区IIlJ村職員のガバナンスに関する諾意識をみていくこ

( 1 ) これは可llRlllT村のエージェントである]織員によるエージェンシー・スラ

ックだということもできる。
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ととする 20 J隊員は近年の動向に応じて，地方分権や市民との連携や協働に

ついて積極的なのだろうか。それとも，このような流れに対して否定的であ

り，むしろ従来通りの行政運営を是としているのだろうか。行政運営の効率

化についてはどのような意見をもっているのだろうか。こうした項目に対す

る回答を総合し，職員のガパナンス観を I:y~ らかにしていきたい 3 0

本章の構成はtJ、下のとおりである。まず第 2節で職員のガパナンス意識の

分布を確認し，さらに市区IIlJ村のどのような特徴と関連しているのかをみて

いく。ここでの分析からは，ガバナンス意識として，上位連携志向，分権志

向，参加志向，効率化志向の 4つの因子を析出することができる。これらの

(2) ililRllITi寸の職員意識を実証的に分析した研究はいくつか存在する。寄本

-下{I条編(1981) では 1978ii三に全国 7市のj蹴員に対して行った職員意;哉調

査をもとに，職業観，職員参加，住民参加，財政危機，行政サービスのあり

方などについて質問している。市民参加に関する部分では，市民に対する上

下関係意識はみられないものの 地域社会本位というより役所という「場J
中心の思考が根強く残っているとされる。また 財n政危機に対する認識は低

いものの， [)j~られた H~'l原の有効な配分という意識は高まっている。

小林ほか (2002) は， 2001年に行われた全匡!の672市の市長，議長， n十政
担当課長，総務担当課長を対象に行った調査をもとに，住民参加，情報公I}FJ，

行政改革，市町村合併，財政選好などについて質問している。結果は多岐に

わたるが，基本的には地方分権化の方向に肯定的な意見を持っていることが

示されている。小林・ I~:I 谷・金 (2008b) は 2005年に都道昨県職員に対して

行った誠査をもとに 行政改革 分権改革 市民参加への意識を分析してい

る。ここでも地方分権に対して肯定的であることがみてとれる。また，金

(2008b) は自治体における組織規範に着iヨし，政策パフォーマンスとの関連

などを分析している。

このほか， 1つの市区町村の調査をもとに，市民社会組織に対する職員の

態度や応対について検討したものとして NPOとの関係を扱った小田切・新

JII (2007)，共同体的な地域における自治会との関係を扱った高橋 (2007)

などカfある。

( 3 ) 職員意識のあり方については，実務レベルで規範的に取り上げられてお

り，分権時代に応じた職員意識改革の必要性は多くの市区111]判において課題

とされている。しかし 本章では地方分権改革を是とした上で、職員の意識の

高まりの到達度を測定するという方針ではなく あくまで職員がどのような

意識をもっているのかを記述するという方針で分析を行う。
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意識には，部署，財政力，団体との接触などによる差異がみられるものもあ

る。続いて第 3節では，市民参加の方法としてどのような方法が望まれてい

るのかを検討する。そして， J隊員は行政が市民のニーズを把握し，施策を説

明する方法を評価していることを示す。第 4節では，同じくガバナンスの担

い手である市民社会組織についてどのよっに評価しているのかを検討する。

分析から，自治会， NPO・ili民田体，各種の団体のそれぞれについて職員は

おおむね肯定的な評価をしていることが明らかとなる。最後に，第 5節で全

体の総括を行う。

2.職員のガバナンス意識

2. 1.織員意識の分布

まずは，市区町村職員の社会意識や行政運営に対ーする意見をみていこう。

市区町村調査では 4部署に対して， r次の意見に対する，貴部署の課長相当]識

の方のお考えをお答えくださしづという質問文で， 15項目について尋ねてい

る4。表 9-1は， 5段階の質問のうち， rそう思うJと「ある程度そう思う j

という肯定的な回答の割合を 4部署ごとに示したものである。

行政の評価基準としての効率性を重視する意見が全体の56.8%，広域行政

の推進が68.7%，行政サービスの民間委譲が77.0%である。財政難の時代に

あって，行政の運営を効率的にし，スリム化を 12?:1ることは多くの市区IHJ村職

員に共有されている。しかしながら，税負担を増やせない以上は行政サービ

スを低下しでも仕方がないという意見に対しては，肯定的な回答は全体の

27.9%にすぎなし 3。行政マンとして，サービスを低下させることをよしとし

(4 ) 質問文において謀長相当職に限定したのは，役職による職員意識の相違

を統制するためである。謀長相当織としたのは，部署内において実務に携わ

りながらも，一定以上の意思決定を行うことができるポジションと考えたか

らである。また，調査では，各市区IUT村の部署ごとに l人ずつの回答を求め

ている。つまり，特定の市区Il!T村の特定の部署の!隊員意識を l人の回答で代

表させている。したがって，今回の回答者が特異な意見をもっているために

結果が部署の実態を適切に表していない可能性がある。しかし，回答者の意

識には，市区IllTi寸全体や部署が共有する規範が反映されているものと想定し

て分析を行うこととする。
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表 9-1 職員意識の分布(単位 %) 

ili民活動環境福祉産業振興全体
行政の評価基準としては政策の効率性が最も重要である 55.6 58.6 54.1 58.9 56.8 

広域行政に向けた取殺iはいっそう推進されるべきである 71.9 68.3 66.0 68.5 68.7 

税負担を増やせない以上，行政サービスが低下しても仕方
26.5 27.5 28.6 28.9 27.9 がない

行政サービスのうち民間でできる業務はなるべく委譲した
81.9 72.0 77.4 76.9 77.0 ほうがよしミ

i主!の権限のうち百ITtiをなものは自治体に委設したほうがよい 62.2 50.0 58.5 62.3 58.2 

地方自主IHiJjjllまさらに拡大されるべきである 86.5 77.9 80.0 82.7 81.8 

続々 な!主体の活動は，mIllミの要求やニーズを政治に反映す
69.3 66.4 69.1 69.5 68.6 るために必要である

f!i民の底接的な政治参加iはもっと促進されるべきである 69.9 63圃1 62.7 67.7 65.8 

i竜自治wと都道JH県との関係はこれからますます強くなる 28.2 34.1 29.3 36.7 32.1 

費 i~li台{本と III 央省庁との!羽{系はこれからますます強くなる 15.0 13.4 16.7 22.0 16.7 

i主!の主要な政策課題(立地域liIJ格差の是正である 71.4 67.5 72.4 74.8 71.5 

i主iや自治体はどちらかといえば経済成長よりも環境保護を
25.5 55.1 35.6 27.2 35.9 重視した政策を行ったほうがよい

企業は利益追求だけで、なく社会貢献も行うべきである 93.0 92.3 92.0 93.7 92.8 

!主!の行政逆営は全般的にみて満足で、きる 5.2 6.6 6.0 6.7 6.1 

貴自治体の運営には全体的にみて満足で、きる 44.5 39.5 40.2 40.9 41.3 

N 1100 1106 1069 1076 4351 

1]1) Nは各miヨの欠損値により若干異なる。ここで、は効率性重視のJJI自の1iむを示した。

ないようである。なお，これらの項自については部著間の差はあまりみられ

ない。

国の権限の自治体への委譲は全体の58.2%，自主財源、の拡大は81.8%であ

る。これらの権限委譲に関する項目についても肯定的な意見が多い。部署別

にみると環境部署でわずかながら低い傾向がみてとれる。また，都道府県と

の関係が今後強化されるという意見には全体の32.1%，中央省庁については

16.7%と低い割合である。都道府県については環境部署と産業振興部署，中

央省庁については産業振興部署で、高い割合を示している。 以上の項目からみ

ると，市区IIIT村のi隊員は分権化を進め，自律的な行政運営を行わなければな

らないという意識をもっていることがわかる。特に財政面での自律志向が強

いようである。様々な団体活動の必要性は全体の68.6%，市民による政治参

加!は65.8%と，これらについても高い割合を示している。環境部署と福祉部

署で若干低い割合である。

ここまでの結果から，市区fllJ村職員はガパナンスに対しておおむね肯定的

な意見をもっていることがわかる。まず，地方への権限委譲を進め，中央省、
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riC:や都道府県といった上位レベルの行政との関係は強化しないというところ

から，地方の自律志向性をみてとることができる。さらに，行政運営につい

ては効率化をl:mり，市民の参加を求めていることがわかる。

この他，政策の志向性についてもいくつか実関している。まず，国の主要

な政策課題は地域11司格差の是正だという意見は全体の71.5%である。地方分

権により地方政府間の競争が求められているものの，格差の拡大については

I~] による調整が求められている。表 9 -1から部署11，¥Jでの差はあまりみられ

ない。しかし，市匿i町村の人口規模で、ははっきりした差がみられる(表は割

愛)。人口 5万人未満の都市で、は77.8%が肯定的な回答であるのに対して，

人仁15 ~20万人都市で、は62.3% ， 20万人以上の都市では46.7%である。人口

規模が小さい市区ffiJ干すほど財政力がなく経営が苦しいために， IJTIによる格差

是正を求めている。

続いて，国や自治体の政策として経済成長より環境保護を重視すべきとい

う意見については，全体の35.9%と肯定的な回答はあまり高い割合ではない。

ただし，環境部署だけは例外で55.1%が肯定的に自答している。環境問題は

今日の最も重要な政策課題の lつとされているが，市区IHTi寸レベルでは当該

部署を除けば経済振興のほうがより求められている。さらに，企業の社会賞

献については全体の92.8%が宵定的であり，かつ，部署間の差もみられない。

最後に， IJTIや地方自治体の運営に対する満足度をみよう。 IJTIの行政運営に

ついて満足できるのは全体の6.1%と極めて低い。これに対して，自治体の

運営については全体の41.3%である。 国政には不満をいただきつつも，自ら

の子lilXIllJ村の行政運営には一定程度満足しているようである。なお， IJTIと自

治体ともに部署問による差はみられなし'0rli区町村の人口規模で、は20万人以

上の都市だ、と自治体運営に満足だという回答が多くなる (58.0%)。

2. 2.職員意識の構造

以上にみた意識項自は相互にどのような関係にあるのだろうか。これらの

項呂から析出される市区町村職員の意識構造とはどのようなものなのだろう

か。ここでは，特にガパナンスと関連の深い10の意識項目を取り上げて， Iz;] 

子分析(主成分法)を行った。表 9-2は，国有値 l以上の 4つの129子を取

り上げ，プロマックス自転した結果を示している。なお，調査票においては，

肯定的なi豆i答ほど低い得点げそう思う J= 1 )になっているが，ここでの分
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表 9-2 ガバナンスに関する職員意識の因子分析

分権志向参加志向 共j邸主

ます強くなる -0.053 -0.023 0.064 0.668 

貿 I~I 治体と I:j:) 史省庁との関係はこれからます
0.785 0.082 -0.069 -0.032 0.615 ます強くなる

!~Iの篠IqQのうち可能なものは自治fふに委譲し
0.031 0.822 0.014 -0.006 0.676 たほうがよい

地方自主財源はさらに拡大されるべきである 0.059 0.810 -0.055 0.030 0.655 

蝶々 な団体の活動は， I主11定の要求やニーズを
-0.051 -0.124 0.861 0.050 0.700 政治に反映するために必要である

1'11民の直接的な政治参加はもっと促進される
-0.040 0.097 0.790 -0.030 0.656 

べきである
行政の詳細基準としては政策の効率性が最も

0.257 -0.119 0.065 0.518 0.348 重要である
広域行政に向けた取組はいっそう推進される

0.181 0.063 0.126 0.520 0.376 
べきである
税i三!ifl を増やせない.l-~U二，行政サービスカ'j氏

-0.207 -0.113 -0.212 0.630 0.457 下しでも仕方がない
行政サービスのうち民間でできる業務はなる

0.129 0.207 0.059 0.621 0.497 べど手言論 I，t、ほうがよい
2.098 1.141 

20.975 13.465 11.410 10.620 

f;l) ::tJocうナi去， プロマ yクス|回転 N=4281 
太:']ニ!立1E!子負荷量が0.5):)、j二

析に際しては，肯定的な回答ほど高い得点げそう思う jニ 5)となるように

変換している。

第 l因子は，都道府県および中央省庁との関係の強化に隠する項目が高い

因子負荷量を示している。そこで，この因子を「上位連携(上位政府との連

携)志向Jと名づける。第 2因子は，自治体への権限委譲と地方の自主財源

の拡大が高い因子負荷量を示している。これらはいずれも留から自治体への

権恨の委譲を表すものなので，第 2因子を「分権志向Jと名づける。続いて，

第3因子は団体の活動の必要性と市民の直接的な政治参加の因子負荷量が高

い。そこで「参加志向Jと命名する。最後に，第 4因子については，政策の

効率性重視，広域行政の推進，行政サービスの低下の容認，行政サービスの

民!理委託の因子負荷量がそれぞれ高い。これらはいずれも行政運営の効率性

を表すものである。したがって， I効率化志向Jと命名する。

第 l章では，ガバナンスを国家一社会関係の再編において，分権，参加を

志向する流れと，効率化 (NPM)を志向する流れがあると捉えている。ここ
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で、の分析で、析出された!君子はいずれも，同章で論じたガバナンスの要素を表

すものといえる。本書全体で想定したガパナンス概念は，ステイクホルダー

である市区IllTi寸職員の意識構造とも整合するものである。

2. 3.ガパナンス意識の規定国

ところで，職員意識は取り扱う政策分野や，市!RlllJ村の社会経済的環境あ

るいは政治環境によってととのように異なるのだろうか。先に析出した類型を

もとに，これらの変数による相違を検討していこう。

考えられる第 lの要因は職員の所属する部署である。同じ市区If!T村であっ

ても，取り扱う政策によっては市民のアイデイアを積極的に受け入れられる

分野もあれば，専iヨ引生が高いために過度な市民参加を求めない分野もあるだ

ろう。 また， 仁中i

策7形i診三成を行いやすい分野もあるだろう O 例えば，本書で取り上げた 4部署の

中では，市民活動部署は市民社会組織との接触機会も多く，市民参加に積極

的な意見をもっていると考えられる。これに対して，福祉部署や産業振興部

署は中央政府や都道府県といった上位レベルの行政との関係が強いため，分

権に対ーする意識にもそれが反映されるだろう。

また，各市区IITTi寸の基本的な特徴も職員意識に影響を及ぼすと考えられる。

このような特徴として，次の 3つを取り上げて検討する。第 1に人口規模で、

ある。これは市立IllTi寸の最も基本的な属性で、あり，保有している資源量や都

市制度に基づく権限を規定している。人口規模が大きいほど様々な資源や権

授を用いることが可能であり，職員も自律的な行政運営を志向しているもの

と考えられる。

第2に1'11区1l1T村の財政力である。現在，ガパナンスが求められる背景にあ

るのが地方政府の財政逼迫である(羽貝編 2007;山本編 2008など)。市区町

村の財政状態が悪ければ，それだけ効率的な行政運営の必要性が高いと考え

られる。また，自主財源の拡大を求めたり，脆弱な!サ政の中で住民のニーズ

を積極的に取り入れることを求めるだろう。分析には，財政力指数を 4カテ

ゴ1) (0.3未満， 0.3~0.5 ， 0.5~0.7 ， 0.7以上)に分類した値を月3いる 50

( 5 ) 各カテゴリの基準は四分位数をもとにして，きりの良い値としている。

そのため，各カテゴリはだいたい下位 1/4，1/4~ 中央値，中央値~J二位
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第 3に市町村合併の経験である。分権改革に伴う合併を経験した市IllJ村ほ

ど，分権に向けた体制jづくりや政策形成が進められており，それに携わる職

員の地方分権志向が高まるものと考えられる。

このほか，職員が団体と接触する頻度も意識の形成に寄与するものと考え

られる。自治会， NPO・市民団体，各種の社会団体と日常的に連携して政策

形成や執行を行う職員ほど，市民参加や自律的な行政運営に対して積極的で

あるかもしれない 6。なお，市区11IJi寸調査では，自治会， NPO・市民i主体，

社会団体のそれぞれとの接触の頻度(月に l度以上，半年に 1度以上，半年

に1度未満)を， 5つの内容について質問している(6章参照)。ここでは，

それぞれの団体分類について， 5つの内容のどれか lつでも月に 1度以上接

触していれば寂ニ触が「多いjとし，それ以外は「少ないjとして分析に)有い

る。

J_:)、上の変数を独立変数とし，それぞれのガバナンス意識因子を従属変数と

した一般線形モデルによる分析を行った。表 9-3は推定周辺平均値と各変

数についての F検定の結果を示している。

上位連携志向については，産業振興部署では平均値が高いのに対して，市

民活動部署や福祉部署では低い。産業振興政策は国の政策に影響を受ける部

分が大きいために，上位レベルの行政との連携を I~ りながら進めていく必要

があるからだと考えられる。もっとも，福祉政策も上位レベルの行政の影響

が強い分野であるにもかかわらず，福祉部署での平均値が低い。福祉政策に

ついては，社会福祉法によって地域福祉計画の必要性が規定されるなど，地

域における独自の政策形成が求められるように変化している。そのため，上

位レベルの行政との連携に対して積極的な見通しをもてないのかもしれない。

市民活動部署については，様々な市民社会組織と連携しながら地域形成を目

指すため，上位レベルの行政との連携はあまり重視されないと思われる。

人口規模についてはあまり差がみられないが，財政力指数については小さ

い市区町村の職員ほど平均値が高い傾向にある。財政基盤の弱い市区i町村の

1/4，上位 1/4に対応している。

( 6 ) これに対して，職員が地方分権を志向しているからこそ頻繁に団体と接

触しているという逆の国果関係も考えられる。ここでは接触という行為が意

識を規定すると想定して分析を行うが，両者は双方向的な関係にあることに

は注意が必要である。
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表 9-3 職員のガバナンス意識因子の平均値

部署 ili J¥':活動

環境

部主1:

産業振興

F値

人口規模 1万未満

1 :;:i.L-JJ二3TJ米;前

3万tU二5万未満

5 万tU二20万米 iï~i

20万.L-JJ二
i;' 1fu 

H守政力指数 0.3未満

0.3-0.5 

0.5-0.7 

0.7以」二

ir佑

合併経験 あり

なし

F1直
自治会との 多い

J町村! 少ない

FW 
NPOとの 多い

J妾触 少ない

F if!i 

社会i主体との 多い

接触 少ない

F 1f[I 

上位連携志向 分権志向

-0.140 0.265 

0.063 -0.092 

-0.068 0.105 

0.162 0.218 

8.180判 12.671***

0.040 -0.193 

0.012 0.045 

-0.060 0.107 

0.056 0.216 

-0.027 0.446 

0.687 8.155*同

0.136 0.264 

0.027 0.149 

-0.085 0.133 

-0.061 -0.050 

2.616* 5.326料*

0.012 0.114 

0.021 0.134 

0.259 0.098 

0.087 0.168 

-0.079 0.080 

9.388料半 2.903* 

0.000 0.186 

0.009 0.062 

0.019 4.054料

-0.015 0.158 

0.023 0.090 

0.458 1.574 

1909 1909 N 

L

い一

7

8

3

8
一
4
一0
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9
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7
一
4
5
d
8
9

b
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土
L
P
b
Q
0
1
4
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Q
J
Q
d
ウ

i
p
b
p
b
7
P
E
B
A
-
0
0
7
}
円

4

ゴぺ一
1
i

ハU

ハU
1

ニ
守
d

一ハ
U

ハU

ハU
1

i

ハU
一に
J

一円
4

1

i

ハU

初一

0

0

0

0
一O
一0

0

0

0

0
一O
一0

0

0

参一

-0.051 

5.531木材

0.064 

0.134 

1.167 

0.173 

0.025 

7.474**ド

0.159 

0.039 

3.484 * 
0.132 

0.066 

1.403 

1909 

効率化志向

0.020 

0.011 

-0.086 

0.006 

0.968 

-0.100 

0.041 

0.023 

-0.035 

0.033 

1.278 

0.061 

-0.034 

-0.006 

-0.105 

1.508 

0.071 

0.029 

2.424 

-0.016 

-0.026 

0.033 

0.018 

-0.060 

1.461 

-0.031 

-0.011 

0.126 

1909 

[;1) 地 .pく .10 料:1】く.05 付*・ pく .01 一般紙l!'i~モデルによる jf(;定!乱ìll平均値

ほうが上位レベルの行政との連携の必要性を感じている。 団体との接触頻度

については，自治会との張触が多いほうが平均値が高いが， NPO・市民団体

と社会団体で、は差がみられない。 自治会という由来からの地域団体との関係

が深い職員は，やはり従来からの上位レベルの行政との連携をも重視してい

るようである。

分権志向と参加志向についてはおおむね同じ結果が得られている。部署に

ついては，市民活動部署と産業振興部署で平均値が高い(参加志向は有意で

はない)。市民活動部署は市民参加によるガバナンスを促進する立場にあり，

その規範意識の表れと考えることができる。 産業振興は主として経済的利害
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に基づく政策分野であり，国の政策とも大きく連動しているのでやや意外な

結果ともいえる。しかし，地域の根幹をなす産業の育成や振興を自律的に行

おうという職員の意思をみてとれよう。

また，分権志向については，人口規模の大きい市区IIJT村の職員ほど平均値

が高い。大都市で、資源や権限を多く保有する市区IllT村ほど，より自由な裁量

の行使を求めていることがわかる。これに対して，参加i志向については人口

規模による明確な差異をみてとることができない。

財政力指数については，分権志向も参加志向も指数が小さい市区間十すほど

平均値が高い 7。ちなみに，他の変数を統制せず財政力指数のカテゴリごと

に平均値をみると，どちらの項目についても明確な差を雑認することができ

ない。これは財政力指数と分権志向や参加志向は本来マイナスに関連するの

だが，人口規模と財政力指数とがプラスに 1、I~II謁しているため，人口のプラス

の効果で相殺されるからである。すなわち，財政力指数と分権志向や参加志

向との間は疑似無相関関係にあるんここでの分析からは，人口規模が同程

度であれば，財政状況が思わしくない市区町村ほど分権による再活性化を求

めていることが明らかとなった。

市町村合併についてはあまり相違がみられない。分権改革に伴って多くの

地方政府で市町村合併が行われたものの，その経験は職員意識に差をもたら

さないのは，やや意外ともいえる。

団体との接触については，自治会およびNPO・市民団体との接触が多いほ

ど平均値が高い。やはり接触頻度は職員の分権，参加志向性と関連をもつの

である。しかし，経済毘体や政策受益団体を含む各種の社会団体との接触と

( 7 ) 村松 (2009)は， 2007-08年に全i富市部の首長を対象に行った調査をも

とに，財政力指数と地方分権評備との間に正の相関があることを確認してい

る。本章の分析結果は，この知見と整合的ではなし 1。これについてはいくつ

かの可能性が考えられる。第 1に，地方分権の評価と，権i浪委譲や市民参加

を求める意見とは測定しているものが違うかもしれない。 地方分権への評価

は，権限委設などを志向していても，改革が不十分だから評価が低いことも

考えられる。第 2に，市長と課長戦相当職員では意識の持ち方が違うかもし

れない。

( 8 ) 2章において市民社会組織の政策過程への参加を検討した際にも，この

ような擬{以的な棺関関係が確認されている。
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は関連しない。職員にとってガバナンスのステイクホルダーとして念頭にあ

るのは，地域住民からなる自治会およびNPO・市民匝体といった新興の団体

のようである。

最後に効率的な行政運営についてみていこう。統計的有意性を基準にする

と各変数11，¥]に平均値の差がみられなし1。市i豆町村の基本的属性や団体との接

触による相違はあまりないようである。それでも個々の変数の傾向を確認し

ていくと，市民活動部署，財政力指数が小さい，合併を経験していない，市

民活動 .NPOとの接触が多いことなととが行政運営の効率化志向につながって

いる。

以上の結果から， ili区IlIJi寸職員のガパナンス意識は，上位連携志向，分権

志向，参加志向において，担当部署，財政力指数，団体との接触などによる

差異を{確認することができる。

3.市民参加の望ましい方法

これまでみてきたように，市区IllT村職員はガパナンスへと向かう変化の方

向を肯定的に受け止めており，市民参加の促進についても同様である。とこ

ろで，市民が行政に参加するには様々な方法がある。では，市区IllJ村職員は，

市民参加を促進するためにどのような参加の方法が望ましいと考えているの

だろうか。参加の方法はしばしば階梯的に示されるように，参加の深さを表

すことにもなる (Arnstein1969 ;篠原 1977;佐藤 2005)。したがって，参加

の方法から，子111亙IllT村職員が望む市民参加の程度を推し量ることもできるだ

ろっ。

表 9-4は，市民参加の望ましい方法について 3位まで尋ねた結果をまと

めたものである。 1f立を30点， 2位を20点， 31立を10点，選ばれなかったj湯

合は O点として，その平均値を部署別に算出した。市民アンケート，地区別

懇談会，公聴会・住民説明会の 3つが突出して高い 9。これらの方法は従来か

ら行われてきたものであり，行政が市民のニーズを把握し，施策を説明する

という性格が強いものである。これら以外でも，審議会への公募住民の参加

やパブリック・コメントなどあまりコストの高くない方法が望まれている。

(9 ) ちなみに 1位に選択された割合は，市民アンケート36.6%，地i玄別懇

談会26.4%，公聴会・住民説明会14.6%であり，これら 3つで77.6%を占める。
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表 9-4 市民参加の望ましい方法(単位平均龍)

市民活動環境福 祉産業振興合計

市民アンケート 13.6 16.0 18.8 15.3 15.9 

j也1:3:別懇談会 15.1 14.4 13.8 14.4 14.4 

公聴会住民説明会 9.5 12.2 10.5 11.4 10.9 

審議会への公募住民の参加 4.8 4.6 4.8 4.3 4.6 

J¥ブ")ック コメント 5.2 4.5 4.1 4.6 4.6 

ワークショッフ。 4.2 2.4 3.8 3.8 3.5 

iH J民会議 3.1 2.1 1.2 1.6 2.0 

ili政モニター 1.8 1.7 1.5 2.0 1.7 

住民投票(条例に基づく) 1.3 0.8 0.4 0.9 0.9 

シンポジウム フォーラム 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 

直接請求(条例のiHlJ定改廃) 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 

N 1108 1116 1093 1085 4402 

ワークショップや市民会議など，近年注iヨされている市民が政策の立ち上げ

から関わるような方法については，市区mT村の職員の側にはそれほど求めら

れていないようである。表 9-4の結果からは，市民参加i自体には肯定的で

あるものの，従来程度の参加でよいという職員の意識をみてとることができ

る。

4.市民社会組織に対する意識

職員意識を73Uな観点からみていこう。本書の各章ではガバナンスの重要な

側面として，様々な市民社会組織の参加に注呂してきた。実際に団体と関わ

って職務を遂行している職員は，団体の果たす役割をどのように評価してい

るのだろうか。また，これらの団体について何か問題を感じているのだろう

か。ここでは，自治会， NPO・市民団体，各種の社会団体のそれぞれについ

て検討する。

4. 1.自治会に対する評価

自治会やIlff内会等の地域住民組織は，住環境の整備，地域安全，福祉，教

育，親i陸など住民生活に査結する基礎的な社会サービスを提供する。加えて，

市区町村ーとの関係も密接であり，行政情報の伝達や業務受託などを行うほか，

地域を代表して市区IflJi寸に要望を伝達している。このように地域住民と市区

rnr村を媒介する組織を，市!豆町村の職員はどのように評価しているのだろう

か。
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i吉幸tH云述・親11mなど日常のi舌動

で行政ができない役割を来たし 89.8 93.8 91.7 95.0 95.3 92.9 I 0.161同 0.196料 0.152* 
ている

福祉，治安，まちづくりなどの

分lilJ'で，行政に代わって住民ニ 46.3 53.8 
ーズに花、えている

災害時の対!之、など緊急時に不可
85.9 92.6 

欠の役割を来たす

地区の諜題について，住民の合
80.9 80.0 

意形!まを I~I ることカfできる

行政の施策・事業の円滑な実施

のためには，自治会等の協力を 94.7 96.6 
得ることが不可欠である。

地区住民の意見を代表し，行政
90.1 91.4 

との/¥イプ役となっている

力11入率の低下によって，従来か

ら行われてきた活動の継続が困 25.4 37.2 
維になっている

担い手層の高齢化が進み，今後
75.0 66.7 

の活動の維持が危ぶまれる

役員が悶定化されるなど，運営・
24.6 29.0 

の改善が必要な点がみられる

自治会等に代わる組織や団体が
5.3 3.4 

育ちつつある

表 9-5 人口規模別にみる自治会に対する評価(単位:%) 

l万以 3万以 5万以 i人口規伊 審議会と 業務委託1万一 .. 20万 17
未満上 37'i Jニ5万上20万以上全体|との関連 の関連 との関連

未満 未満 未満 I (y係数) (y係数) (y係数)

58.6 65.3 72.9 57.0 I 0.212判 0.062 0.007 

91.7 95.3 97.6 91.9 I 0.185料 0.126 0.131 * 

79.0 78.5 75.9 79.4 1-0.087* 0.108 0.103 

95.0 95.6 97.6 95.7 I 0.041 0.225料 0.201料

87.8 90.2 85.7 89.8 1-0.040 0.214** 0.175吋

46.4 54.2 54.1 41.3 I 0.289料一0.041 0.039 

63.5 72.4 77.6 70.5 1-0.042 -0.009 0.018 

29.8 44.4 62.4 34.4 I 0.288料 0.038 0.101仇

6.6 9.1 10.7 6.3 I 0.250** 0.023 0.038 

N 283  325 181 298 85 1172 I 1171 
託) Nは各項目の欠損他により若干異なる。ここでは情報伝達-貌践の項iヨの他を示した。

門/・
必

4a
八

U
唱
3
3
A 1079 

表9-5は，自治会に対する評価(5段階の質問のうち， ，そう思うJと

「ある程度そう思う jの割合の和)を市区町村の人口規模別に示したものであ

る。なお右端には，それぞれの項目と人口規模および自治会の政策過程への

参加状況(審議会・懇談会への参加と業務委託)との}順位相関係数(グッド

マンークラスカルの γ係数10) を記載している。ここで自治会の参加状況と

(10) グッドマンークラスカルの y係数は， )11創立{すけ可能なカテゴリカル・デ

ータにmいられる)11貢位相関係数である (Bohrnstedt. Knoke 1988= 1992など

参照)。この場合，都市の人口規模(5カテゴリ)と自治会に対ーする評価(5 

カテゴリ)との11号の係数を求めており，値が正に大きいほど，正の方向に関

連がある(人口規模が大きいほど肯定的な評価)ことを示している。なお，

自治会に対する評価について 調査票においては肯定的な回答ほど低い得点

げそう思うJ= 1 )になっているが，ここでの分析に際しては，肯定的な回



180 

の関連をみるのは，市区町村職員が実際の自治会の参加を通して，どのよう

な機能を評価しているのかを確認するためである 11。政策形成を代表して審

議会・懇談会への参加，政策執行を代表して業務委託を淑り上げる 12
0

殺IIl.情報提供，緊急時に不可欠，円j骨な政策実施，行政と住民のパイプ

役のそれぞれについては全体の90%程度 住民の合意形成については全体の

80%程度が肯定的な回答を寄せている。このように，ほとんどの市区Il1J村i隊

員が自治会の果たす役割を高く評価していることがわかる。特に，円j骨な政

策実施というガバナンスに欠かせない要去については全体の95.7%と非常に

高い割合を示している 130

行政に代わって住民ニーズに応えているという項呂については他の項目と

比べると低いものの，全体の57.0%が肯定的に回答している。なお，住民の

ニーズについては人口規模が大きい都市の職員ほど肯定的である (γ2

0.212)。辻中・ペッカネン・山本 (2009) は，自治会に対して行った全屈調

査をもとに，都市部の自治会のほうが様々な社会サービス活動を行っている

ことを示している。ここで示された職員の評他にも，実際の自治会活動の程

度が反映されているといえる。

これに対して，自治会の問題点について職員はどのように認識しているの

だろうか。高齢化が最も多く全体の70.5%である。これは人口規模による差

もみられず，全由一律に抱えている問題だといえる。加入率の低下について

は全体の41.3%，運営の改善については34.4%である。これらは人口規模が

大きくなるほど割合が高く(それぞれi=0.288，γニ 0.250)，都市部の市区

答ほど高い得点(¥そう jELうj二::5 )となるように変換している。また，自

治会の政策過程への参加状況については，参加の有無を 2値変数としている。

(11) ただし，自治会に対する評価と政策過程への参加は相互に影響を及ぼし

あうと考えられるので，因果的解釈には慎重にならなければならない。

(12) これらを含め，自治会および他国体の参加状況については 2章を参照さ

れたい。

(13) この点については，自治会が行政の下請けとして機能していると考える

こともできる。行政と自治会との関係は歴史的経緯もあるので，ここでの結

果からだけで一概にいうことができなし'0ただ，ガバナンスにおけるステイ

クホルダーと考えるなら，行政と自治会の問の権力関係が対等であることが

求められる(森 2008)。
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IIlJ村職員ほど自治会の抱える問題点を認識している。辻中・ペッカネン・山

本 (2009)では，都市部の自治会ほど加入率が低く，一部の人々のみが運営

に携わる傾向がみられている。職員の認識にも このような問題点が反映さ

れているのかもしれない。

最後に，自治会に代わる代替組織が育っているかについては，全体の6.3%

と非常に低い割合を示している。 昨今， NPO・市民団体の台頭が著しいと言

われるが，市区町村職員からみると自治会の役割を担うことができる団体は

他に存在しないようである。

さて，自治会の政策過程への参加状況と職員の評倍には関連がみられるだ

ろうか。 γ係数からは，あまり i明確な関連をみてとることはできない。それ

でも，自治会が審議会-懇談会に参加したり，業務委託をしている市区町村

の職員ほど，情報伝達・親陸，円滑な政策実施，行政とのパイプ役などとの

関連がみられる。行政に協力的だという評価が実際の参加によって裏打ちさ

れていることカfわかる。

4. 2. NPO・市民団体に対する評価

NPO・市民団体は，特定の問題関心を共有した人々から構成され，市民の

自由なアイデイアに基づいた活動が行われている。これらの団体は，近年，

台頭が著しく，市民社会の新たな担い手として注目されている。

表9-6は， NPO・市民団体に対する評価を部署別に示したものである140

自治会と開じく， 5段階の質問のうち， rそう思う jと「ある程度そう思うJの

割合の和を示している。また，右端には人口規模およびNPOの政策過程へ

の参加状況と各項呂との順位相関係数 (γ 係数)を示している。変数の操作

は自治会の場合と同様である。

NPO・市民団体の活動には，政治や行政に対して政策提言などアドボカシ

ー活動を行う側面と，様々な対象者に社会サーピスを供給したり政策執行に

(14) 伊藤・辻仁1=1 (2009)では ここで挙げた NPO・市民団体に対する意見に

ついて主成分分析を行い，先進性(先駆・柔軟・効率・多元)，未成熟(サ

ービス・偏り・知識欠如-基猿Jl危弱) 公平公正(公平・腐数)という 3つ

の主成分を析出している。人口規模(対数)を統制した上で，これらの主成

分と NPO・市民団体の市民参加の程度との関連をみたところ，ほとんど関連

は確認されなかった。
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表 9-6 部署男IJにみる NPO・市民団体に対する評価(単位:%) 

i人口規模 審議会 業務委託
市民 産業 i 

環境福祉 全体 iとの関連との関連との関連
活動 振興 i I (γ 係数) (y係数) (y係数)

政策の提案よりもサービスの供給

を担っている側面が強い

行政よりも旧弊や慣習に縛られな

い先駆的な活動ができる

行政よりも受益者のニーズ、へ柔11次

に対応できる

行政よりも効率的なサーピスが提

供できる

行政よりも多元的な価値観を表現

できる

行政よりも塙1&.汚職の危険が少
12.9 14.1 

59.9 48.5 62.3 57.0 56.9 0.012 0.054* 0.225料

62.0 51.8 56.6 58.6 57.2 I 0.203キネ 0.185料 0.232** 

65.5 50.2 68.0 60.3 61.0 I 0.159*回 0.149水永 0.308料

40.6 25.8 40.2 35.9 35.7 0.056*台 0.108** 0.232ヰド

45.5 35.8 40.0 41.2 40.6 1-0.107料 0.121同 0.193';ド
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11.9 12.7 12.9 I 0.004 0.030 -0.002 

0.086** -0.033 -0.026 

0.039* 0.003 -0.051 

専門的な知識やノウハウに欠ける t 

19.0 17.7 19.8 21.8 19.6 1-0.128料 -0.093料 -0.158判

部分がある i 
継続的な活動をする基盤がIJ~ し、 46.7 39.0 41.9 46.8 43.6 I 0.003 0.012 -0.018 

N 10 78  1051 1036 999 4164 I 4164 3934 4036 

~t) Nは各演目の欠恨他により岩子異なる。ここではサービス供給の項自の値を示した。

協力したりする側面がある。全体の56.9%がサービスの供給を担っている側

面が強いという項呂に肯定的であることから，市!豆町村の職員には NPO・市

民団体はどちらかといえばサービス供給主体と認識されているようである。

なお，環境部署でやや低い傾向がある。

続いて，行政と比べて NPO・市民団体が優れている点についての評価をみ

ていこう。先駆的な活動ができることや受益者のニーズに柔軟に対応、で、きる

ことについては，全体の60%程度が肯定的である。新しいニーズに機動的に

対応できる点がNPO・市民図体の長所と受け止められている。効率的なサー

ビス提供や多元的な価値観の表現については，全体の40%程度が肯定的であ

る。これらについても一定程度の職員に NPO・市民団体のメリットと考えら

れている。なお，これまでにみた諸項自については環境部署で割合が低い傾

向にある。特に効率的なサービス供給については，他部署よりも 10ポイント

以上低い。環境団体の活動は新たな価値を政策過程に注入する役割という側

面が強いため，効率性の評価が低いのかもしれない。

このほか，腐敗や汚職の危険が少ないことについては全体の12.9%と肯定
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的な割合が低い。これは NPO・市民団体に腐敗-汚職の危険性があるという

のではなく，行政自体が適切に運営されているという自負の表れだと考えら

れる。

公平なサービスの提供については全体の6.3%と非常に低い割合である。

また， NPO‘市民団体が特定の対象に偏っており，サービスを均一に供給す

ることは難しいという項目には全体の43.5%が肯定的である。しばしばボラ

ンティアの失敗として指摘される個別主義という問題点が認識されており

(Salamon 1981) ，全体のバランスを配慮して公平かつ均一にサービスを供給

できる点で、は行政の方が優れていると認識されている。先駆性や柔軟性に対ー

する評価を勘案すると， NPO・市民団体は行政では十分に行き届かない部分

に対して補完的にサーピスを供給する主体と考えられているようである 150

それでは， NPO・市民団体について， ととのような問題点が認識されている

のだろうか。継続的な活動を行う基盤が弱いという意見には全体の43.6%が

肯定的である。 地域レベルで活動する NPO・市民団体の中にはla政的基盤が

不十分であったり 活動を担う人材が不足している場合もみられる。市区町

村]隊員にもこうした問題点が一定程度認識されているようである。これに対

して，専門的知識やノウハウの欠如については全体の19.6%とあまり高い割

合ではなし'0NPO・市民団体はむしろこうした知識・技能という資源を動員

できるという点を評価されている。

最後に， rlll;R rUJ i寸の人仁!規模との関連を γ係数で、みると，ほとんどの項目

で明確な関連をみてとることができない。もっとも，先，I.~I~的な活動について

は，者I~市規模が大きくなるほど評価が高くなっている。

NPO・市民団体の参加状況についても職員評価と明ii在な関連はみられない。

それでも，審議会・懇談会への参加および業務委託ともに， NPO・市民団体

の役割に対する評価とプラスに関連している。否定的な項目については，ほ

とんど関連がみられない。実際の参加!と肯定的評価とは好循環関係にあるこ

とがうかがえる。

(15) 小田切・新}II(2007)によると，行政と NPOとの協働として，相互補

完や役割分担を挙げる回答が多しミ。また，謀長級以上の職員のほうがIZiJ働に
対する意識が高し、。本章の分析は謀長相当J[:訟を対象とした質問への回答に基

づし 1ているため，職員全体の意識からみると NPO ・市民団体に好意1~9 な結果

となっているかもしれない。
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4. 3.各種団体に対する評価

各種の団体についての評価をみていこう。市区IllTl守は様々な団体や組織と

関わり合っている。とりわけ各部署と関連の深い分野の活動を行う団体は，

政策の形成および執行への参加や，情報交換などいろいろな局面で市区IH]干す

に関与する。

表9-7は各種団体に対する評1iHiを部署加にみたものである。これまでと

同じく， 5段階の質問のうち， rそう思うJと「ある程度そう思う jの説合の

和を示している。なお，右端には人口規模および団体の参加状況と各項目と

の順位相関係数 (γ 係数)を示している。変数の操作は自治会およびNPO・

市民団体の場合と同様である。

必要な情報の入手が全体の82.3%，市民参加の活発化が70.7%と高い割合

を示している。各種の団体の最も主要な機能として，様々な市民が参加する

ことで社会全体に存在するニーズや情報を政策過程に反映させるという点が

評価されている。先進的な施策の実施も全体の53.3%と肯定的な割合が高い

ことから，団体が新しい価値や手iJ溢を政策過程に注入していると認識されて

いる。この他，利害調整，行政の主張の正当化，政策-施策への反対の緩和

についても全体の30~40%程度が肯定的であり，政策形成における調整機能

についても一定程度評価されている。これらの項呂については，産業振興部

署でやや割合が高い。

これらに対して，団体の働きかけによって行政運営の長期的な視野を欠い

表 9-7 部署別にみる各種団体に対する評価(単位:%) 

市民環境福祉産業全/体
人口規模審議会と 業務委託
との関連 の関連 との関連

活動 振興
( y係数) (γ 係数) (y係数)

必要なi脊報を得ることができる 83.0 76.7 82.4 87.2 82.3 0.076** 0.197料 0.101同

Tli民参加を活発にする 74.4 69.2 72.3 66.9 70.7 0.085判 0.154 ** 0.057 

先進的な施策の実施に役立つ 57.1 48.0 51.6 56.4 53.3 0.098** 0.1臼** 0.090料

利害調整に役立つ 43.3 39.1 38.6 48.2 42.3 0.003 0.ll9料 。‘026
行政の主張に正当性を付与する 37.7 34.8 35.1 40.8 37.1 -0.025 0.073* -0.002 

政策・施策への反対が緩和される 30.8 27.5 29.5 33.0 30.2 0.005 0.060 0.048 

行政運営の長期的な視野を欠く 5.3 7.1 4.8 7.4 6.1 -0.094仲 -0.125** ー0.085*ド

行政判断の自律性を失う 3.5 4.5 2.8 5.2 4.0 -0.114 -0.108料一0.102料

N 1101 1069 1110 1076 4325 4325 3167 3195 

itU N は各 J:r~ I~! の欠損値により若干異なる。ここでは必要な情報の;項 I~! の伎を示した。
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たり，判断の自律性を失うという意見については全体の10%にも満たず，否

定的である。 団体から情報を得たり，団体が政策形成に関与することがあっ

ても，それらに振り罰されるということはないようである。

最後に，人口規模との関連をみると γ係数は非常に低く，関連をみること

ができない。団体の参加!との関連についても全般にあまり大きな関連はみら

れない。それでも，審議会・懇談会に参加しているほど団体の諸機能を肯定

的に評価している。なお，回体に対する否定的な評1iUiは参加とはマイナスに

関連している。ここでも，実際の参加!と評価の相互連i認を確認できる。

4. 4.市畏社会組織に対する評価鶴の相互認係

これまで自治会， NPO・市民団体，各慈の団体のそれぞれに対する意識に

ついてみてきたが，これらは相互にどのような関係にあるのだろうか。市区

1l1T村職員がどの団体の役割も肯定的に捉え，多元的な市民社会を評価してい

る場合が考えられる。これに対して，ある特定の団体の役割を評価している

ために，他国体の必要性を感じない場合もあるだろう。例えば， IEl来から存

在する自治会の役割を高く評価しているために，新興の NPO・市民団体の有

月子性を評価しない職員もいるかもしれない。さらには，それぞれの団体に対

する評価は独立していることも考えられる。

先に挙げ、たように各自体に対ーする評価は非常に多くの質問項目からなる。

そのうち，それぞれの団体に対する評価項呂と他団体に対する評価項目との

相関係数を求め16，0.2以上のものを挙げたのが表 9-8である(自国体に対ー

する意識項iヨ同士の関係は除く)。

自治会に対する評価項目とは， NPO・市民団体，各種団体とも相関係数が

0.2以上の組み合わせばない。 NPO・市民団体と各種団体の評価項目 11司にも，

それほど大きな相関はみられなし 3。その中では， NPO・市民団体の先駆性，

柔軟性，効率性，多元性と社会団体の情報入手，参加の活発化，先進性との

問にやや大きな相関がみられる。ここから， nil豆町村i隊員はそれぞれの団体

(16) それぞれの 5段階の評価項目を連続変数として用いている。調査票にお

いては青定的な回答ほど低い得点げそう思うJ= 1 )になっているが-=

こでの分析に際しては，肯定的な回答ほど高い得点(，そう思うJ= 5) と

なるように変換している。
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#1iみ合わせ 相関係数 N 
NPO. ilT民団体先駆性×各種j主体 情 報 0.211 4108 

NPO 市民団体柔i!U，性×各種団体情報 0.209 4111 

NPO. ili民団体柔軟r1x各種団体参加 0.211 4115 

NPO. ili民団体柔軟性×各経団体先進的 0.249 4099 

NPO . rji民団体‘効率的×各経団体 先進的 0.217 4097 

NPO. -m民団体.多元的×各経団体.先進I'J(J 0.247 4096 

目u 表示したのは， ~'n関係数は0.2以 j である。
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5. まとめと考察

本章では，市区flIJ村職員がガパナンスに対してどのような意識を持ってい

るのかに焦点を合わせて分析を行った。得られた知見をまとめておこう。ま

ず，地方分権や自律的な行政運営，あるいは効率的な行政運営については，

多くの市区町村職員が肯定的である。これについては，部署による意識の相

違があまりみられない。 地方自治をとりまく現在の社会状況に対して，多く

の干111玄IIlJ村ーで同様の認識が共有されていることがわかる。

続いて，ガバナンスに隠する意識項目について因子分析を行ったところ，

上位連携志向，分権志向，参加志向，効率化志向の 4つの因子が析出された。

これらのガバナンス意識因子のうち，特に分権志向と参加志向について，市

民活動担当部署と産業振興部箸で積極的である。また，これらの因子では，

人口を統制すると財政力指数の効果が明確に表れる。すなわち，向程度の人

口規模であれば財政状況が悪いほどガバナンスが求められている。このよう

にガバナンスに期待が高まる背景にある財政的要因は，市IXlllT村i隊員の意識

にも反映されている。市民社会組織との接触については 自治会およびNPO

・市民団体との接触が分権志向や参加志向と関連している。参加の必要性を

感じるほど市民社会組織と多く接触し，それによりさらに意識が喚起される

という循環を推察できる。

もっとも，望ましい参加の方法を尋ねると，市民アンケート，地区別懇談

会，公聴会-住民説明会といった従来用いられてきた方法が挙げられている。

これらは市民のニーズを把握したり，市民に施策を説明することを主たる自

的としたものである。また，各種の団体についても，情報を入手できる点が

高く評価されているように，市区町村の側では市民参加によって利益やニー
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ズの存在を把握することを念頭においているのかもしれない。

市民社会組織についての評価については，自治会の評価が非常に高い。住

民生活の維持や政策の実施において，ほぼすべての1'11区町村で不可欠な存在

と位置づけられている。自治会については賛否両論あるものの，地方政府職

員の立場からみると現状では日本の地域運営にとって欠かせない存在といえ

る。

NPO ・市民団体についてもおおむね高い評価が得られている。特に，先ml~

性や柔軟性を評価する意見が多く，新しいニーズに機動的に対応できる点が

その長所と受け止められている。各種の団体については，情報の入手ととも

に，市民参加の活発化と先進的な政策実施という点で評価が高い。以上のこ

とから，市区Illr~寸 i隊員からみると， NPO・iIl民団体や各種の団体などの市民

社会組織は，市民のニーズを行政に伝達し，それに基づいて新たな政策の形

成に貢献する点が評価されているようである。

最後に，本章での分析はあくまで職員意識をf制限したにすぎないことをi折

っておきたい。 個々の現場において市区町村職員は，それぞれの立場から地

方分権や行政運営のあり方について様々な思いを抱いているだろう。このよ

うな思いが実際の政策の形成や執行にどのように結びつくのかは，やはり個

別具体的な局面の事例研究でサポートするしかないだろう。本章の分析は，

このような具体的な事例研究を行う上で、の見取り図の作成を目指したもので

ある。
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第10章 市匿WI村におけるパフォーマンスの測定

横山麻季子

1.本章の位置づけ

本章の目的は，市i豆町村における公共サービスの水準はどのような現状に

あるのか，また公共サービスの水準が高い市区町村はどのような特徴を持っ

ているのか，このリサーチ・クェスチョンの解を見出すことである。本書は

ここまで，日本の市区IHT村という基礎自治体におけるローカル・ガパナンス

の様態を様々な視点から分析してきた。これらの分析の結果雑認されたガバ

ナンスによる効果は，行政のサービス供給をめぐる変化の有無と関連させる

ことで測定が可能になる。本章では，行政パフォーマンスのあり方を，ガバ

ナンスとの関係を分析し得る公共のサービス供給等の状態を表す指標として

示し，その分布傾向を考察する。

一口で市区町村のパフォーマンスと言っても行政活動の守備範簡は広く，

どのように捉え，かつ測定するのかは大きな課題である。これまでも行政パ

フォーマンスは種々検討-考察されてきた。例えばイタリア州政府の活動を

政策過程や内部運営，政策の表明，政策の執行という点から評価し，制度パ

フォーマンス (institutionalperformance) を測定したパットナムの研究があ

る (Putnam1993=2001) 1。制度や政策に着 lヨしたパフォーマンスの捉え方

としては，世界銀行のグループ機関である国際開発協会(IDA)の国別政策

( 1 ) 制度パフォーマンスに関しては 家計や失業率なととの統計データを手Url=J

することでその評価を行っている文献も蓄積されている(例えばKnackand 

Keefer 1995; Newton and Norris 2000; Kaufmann and Mastruzzi 2003など)。
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. ili!J度評価 (CPIA;Country Policy and Institutional Assessment) がある。こ

れは経済運営，構造政策，社会的一体性・公平のための政策，公的部門の運

営・ nilJ度の 4分野計20項目を評価するもので，政策.tliUJ支の良好度がパフォ

ーマンスとして示されている(目黒 2003)。また行政サービスをめぐる利害

関係者の期待値や費用(使益)とリンクさせ，業績をパフォーマンスとし，

生産の効率性，配分の効率性，政策の有効性を考察している文献も数多い

(Halachmi and Bouckaert 1996; Mayne and Zapico-Goni 1997; Hatry 1999; Mor-

ley， Bryant and Hatry 2001; Government Accountability 0伍ce2005; McDavid 

and Hawthorn 2005他)。他に公務・公務員の管理という文脈で，組織や個人

の性能-能力や業績をパフォーマンスとする研究もある(小池 2007)。

このように行政のパフォーマンスは，分析者の視座により，多様な概念が

存在するが，ここで、はパフォーマンスを政策アウトプットと位置づける。公

的なサービスの供給のみならず，公共財としての制度の情築・有無までを含

め，公共サービスの水準を測りたい。市区町村による行政活動のなかでも，

先進13S・革新的な取り組みの整備・実施状況を把握し，これをもとに作成し

た指標を市区町村の行政パフォーマンスを測る代替尺度と考える。

具体的には， 2007年に行った市区町村調査により得られた地方政府の行政

運営に関する先進的な制度や手続きの有無をもとに制度的革新度を，教育や

福祉政策，産業振興といった政策実施レベルでの活動からサービス充実度を

作成する。さらに行政の先駆的な取り組みの程度を示すものとして，この 2

つを合わせ，行政革新度を設ける。 illlj度の整備状況に関心を寄せるのは，参

加なり情報公開なりの制度が整えられているという状態が，市民・住民，自

治会・ !HTI司会， NPO，各種市民社会組織など多岐にわたるアクターを行政サ

ービス供給の行為主体にする契機となると考えることができるからである 20

その lつの例として考えられるのが事業や管理運営業務の外部委託である。

外部委託は効率性の向上への貢献が期待されているが，他方，民間と行政の

連携，パートナーシップの構築につながり得る。本章では，外部委託状況に

( 2 ) 行政学・地方自治研究において 制度がアクターの行動を制約もしくは

促進する(伊藤 2002b) など，制度がアクターに与える影響を論じる文献は

多い。また第 5章では，参加古iJJ支がステイクホルダーとしての市民社会組織

の参加を促す制度として機能していることを明らかにしている。
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関するデータから業務委託度指標を作成する。またf1JiJ度整備状況のなかでも

特に行政情報の公開に関する制度の導入状況に注目し，ここから行政活動の

透明度を表す指標を作る。

tJ、iヘ本章では市区ITIT村のパフォーマンスの測定を行った既存の調査・研

究を概観した上で，本章で，どのようにパフォーマンス指標を作成したのか，

構成要素と照らし合わせながら記述し，また指標がどのような分布傾向を有

するのか，地方政府の地域特性から考察した結果を示す。

2.市区IIIJ村のパフォーマンスの測定に関する調査・先行研究の考察

本節では，本章の目的であるガパナンスによる効果を検証できるパフォー

マンス指標の作成に関連する既存の調査や研究を考察する。先に挙げたパッ

トナム (Putnam1993=2001)の研究は，地方政府を対象とするパフォーマン

ス測定を行ったという点で極めて興味深いものだが，ここでは日本の地方政

府を対象としたものを扱っていく。

日本の地方自治研究において，地方政府の比較を可能にする指襟作りは

1960年代から検討されてきた。由民生活の状況の全体的な把;屋を iヨ指した社

会指標がそれであり，その後，新社会指標，新匡i民生活指標(通称，豊かさ

指標)と変化を遂げ，地域社会の実態と特徴を示してきた(国民生活審議会

編 1979;経済企画庁国民生活局 1999)。しかしその名の通り住民の生活全般

にかかる指標であり，また生活評{ilUllirhとして安心-安全，快適なとご個人の満

足!惑をも含めているため，行政による影響はどこまでなのかという線引きを

することはできず，市区i町村のパフォーマンス指標として用いることは難し

い。なおこの指標は毎年，経済企画庁(当時)によって都道府県別にランキ

ング形式で公表されていたが， 1999年以降は発表されていない。

もっと行政のパフォーマンスを包括的かつ多角的に捉えた指標として，日

本経済新開社と!ヨ経産業消費研究所(当時，現在は産業地域研究所)が1998

4三から隔年で実施している「全i富市区の行政比較調査Jの結果をもとに作ら

れた「行政革新度JI行政サービス度Jがある。「行政革新度jは透明度，効

率化・活性化度，市民参加度，手IJ便度の 4要素計78項目からなる指標で，加

点方式で、数値化した得点を備差値にして表したものだ。「行政サーピス度jは

子育て環境，高齢者福祉，教育，公共料金等，住宅・インフラという 5分野

計30項目の調査結果を得点で示している指標である(日本経済新開社・日経
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産業消費研究所 2006)30 行政サービスの水準は容易に測れるものではなく，

また市区ごとにどれだけのサービスを住民に提供しているかを計測するのは

さらに図難であることを考慮すれば，サービス度・革新度とも，質と量の両

方を含む総合的なパフォーマンス指標として有用である。実際，政治学，行

政学，経済学ほか，いろいろな分野の研究においてこの指標は利用されてい

る(例えば赤井・佐藤・山下 2003;林 2002;坂本 2005;金 2005;横山 2006

など)。市区レベルで得られる il~I l} U のデータとしても貴重であり，指標のラ

ンキングも注目されるところである。しかし，保険料や特別養護老人ホーム

の定員数など，市区が独自に改善を行うには難しい項iヨが含まれていること，

誤査結果を数値化し指擦を算出する過程で不明な点があること〈等の問題

点もある。また指標のなかには，ガパナンスの様態を示すと考えられるもの

が含まれていることから，今回の指標の作成には直接的には月~v)ず，指標作

成のための調査凄呂の検討において参照するにとどめた 50

サービス)支や革新度のような包括的な調査として 他に関西社会経済研究

所が行った「自治体経営改革の自己診断 2006:自己評価に基づく組織運営

(ガバナンス)評価Jがある。この調査は2006年度に人口1075人tJJこの市区を

対象として実施され，財政運営-予算編成，情報公開-住民参加，行政評価

など10項iヨ200問にわたる。質問文や選択肢についての説明も詳細な調査だ

が，ランキングと集計結果のみしか一般には公開されておらず，また対象の

市IZもi環られていることから，パフォーマンスの測定にあたって，調査内容

を部分的に参考にするが，本章での指標の作成や分析には利用しない。

上述のように，行政のパフォーマンスを測ることによって生成された指標

はあるものの，ガパナンスとの関係性を向いうる変数として用いるには，い

ずれも少なからず問題がある。よって本章では，市民活動部署を対象とした

調査により得られるデータをもって，計 7種の行政パフォーマンス指標を作

( 3 ) この「全i富市区の行政比較調査jは年度により 指標の名称や調査項目

数が異なる。ここでは2006年の調査概要のみを参考に記述している。

( 4 ) 例えば「行政サービスj支j算定において，料金や施設定員数などは数値

が大きいJII買に偏差値を出し，さらに10段階に分けて得点化したとあるが，公

開されているデータからはその過程を知ることはできない。

( 5 ) 第 4節で、はパフォーマンス指標との相関分析を行い，本章で作成した指

標の頑健さを考察する。
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成する。 7指標とそれを生成する調査項目等については次節で、説明する。

なお本書で扱う調査の特筆すべき点は，市区IIlT村をその対象としているこ

とである。既存の指標も，都道府県や市区のみを推計の対ー象とするものであ

り，この意味でも地方政府のパフォーマンスの測定というには限界があった。

パフォーマンス指標の策定に関わらず，行政・自治体に関する調査では 111]牛す

が除かれるケースが散見され，市区レベル以上にIllT村レベルでのデータを得

るのが困難である場合が多い。実証的な研究を行うという面でも，対象を1'15

区IHJ村すべてとした本書で扱う調査の結果は意義深いものといえるだろう。

3.パフォーマンス指標の作成

3. 1.制度的革新度

行政運営に関し，先進的・革新的なTIJU度設計がなされているかを調査によ

って確認し，導入の有無によって制度的革新度指標を作成する。諦査では，

「市民参加jr情報公開jr行政評価jr事業委託j，そしてla政や行政組織の管

理運営に関連するflJJj)支を含む「その他jの項目群に分け 計42項自にわたる

制度整備状況の把握を行った。 回答は制度の有無を知ることに特化したため，

試行あるいは検討中といった選択絞はない。また合わせて制度の導入年度を

問うた。

「市民参加j項目群では，住民投票条例，モニタ -flJIJ度，審議会・懇談会の

公募制度，市民会議・ワークショップのような直接的な行政への参加を担保

する枠組みのほか，パブリック・コメント，オンフマズ、マンflJJj度，市民意識調

査，市民からの意見とIill答の公開といった市民の声を行政府に伝える経路を

保障する制度を挙げている。また参加を促進する枠組みと考えられる情報公

開条例(公文書公開条例を含む)や自治基本条例もこの項呂群に含める 60

およそ行政サービスに関わるすべてのことが政治的な意思決定に基づいて

いることを考えれば，その過程を明らかにすることは極めて重要である。

「情報公I}別項呂群において，政治的な決定のプロセスを担う議会(本会議)， 

付属機関である委員会や全員協議会，審議会・懇談会と様々な形態、，参加者

( 6 ) 各i!JI]J支の概要や導入状況等については，第 5章において詳細に分析・説

I~~ されているので，そちらを参照されたい。
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を含む会議の議事録の公I~j~がなされているかをここで、確認する。加えてしば

しば非公関が原別とされる委員会や審議会・懇談会の傍聴制度の有無も項巨

に入れた。また予算の作成は行政組織における大きな仕事の 1つだが，結果

だけではなく予算編成の枠組みや予算要求内容といった過程までも公開して

いるか，さらに支出基準のl愛味さや機密費のような扱いが議論を呼んで、きた

首長の交際費の公開についても I~司う。

「行政評filliJは財政状況の悪化などを背景に登場した，行政改革のツールの

lっとして位置づけられる制度である。導入の目的はアカウンタピリティの

向上，職員の意識改革，資源配分の改善，政策・事業や行政組織の改善など

様々かつ複合的であるが，日本では1995年の三重県での実施に始まり， 10年

以上を経た現在，多くの地方政府が評価に取り組んでいる 7。行政活動は一

般に， Iヨ I~l守と手段の関係によって政策-施策一事務事業というピラミ y ド型

の 3層に体系化されている。職員にとって最も身近で具体的な業務は事務事

業である。最上位に位置する政策は，その政府が目指すあるべき姿を理念的

に表現している場合が多く，評価するための基準や指標を設定することはな

かなか難しい。評価基準を設けることの難しさは，福祉や教育など，政策分

野の特性によるところもある。よって一律に評価制度があるか否かを聞くの

ではなく，政策レベル)JIj，特に事務事業についてはすべてか一部かまで，詳

細に導入状況を確認することにする。それぞれの評価結果の公開についても

項目に挙げる。

行政業務の委託は，行政活動に競争という概念を投入することでサービス

供給の効率性を上げることが自指されているが，他方，民間企業や NPOなど

の様々な外部主体と市区間干すとの連携という側面もあるん「事業委託j項目

群では，指定管理者制度や PFI事業，窓口業務，電話受付業務等のコールセ

ンター委託などが行われているかを問う。指定管理者制度は，駐車.!駐輪施

設や体育館，図書館など公の施設の管理運営を民間企業や法人， NPO，市民

(7 ) 総務省実施の行政評価取り組み状況に関する調査によれば， 2008年10月

1 Elの時点で17の政令指定都市， 782の市!豆町村で、評価が導入されている(総

務省自治行政局 2009)。その数は調査が始まった2002年から増え続けている

一方，結果の活用方法や評filliを行うことによる職員の負担感の増大等に悩み，

一時評価活動を休止している自治体もある。

( 8 ) 市区11IJ村-における外部委託の状況については 第 4章で論じている。
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団体等に任せるというものである。 2003年の地方自治法改正により実施され

るようになったo PFl (Private Finance lnitiative)は，公共施設等の建設，維

持管理，運営等について民間の資金や経営能力，技術的能力等を活用し，効

率的で効果的なサービスの提供を呂指す新しい手法である。委託の際には選

定があるが，その結果を示すものとして，採択もしくは棄却・廃止の理白書

を公開しているかも併せて開く。理由の明示は，競争が実質的に行われてい

るかどうかを探る手助けとなる。また業務の委託は 公的な部門i苛でも行わ

れる。 地方政府間のパートナーシップの表れである一部事務組合など，広域

行政1111]度の有無についても本項自群において確認する。

民間の経営管理手法の導入は，業務の外部委託のほかにもある。バランス

シート(貸借対照表)や行政コスト計算書二の作成もその一つだ。バランスシ

ートは，通常の会計収支記録からは把握できない資産や負債の状況を I~~ らか

にする。また行政コスト計算書は人的サービスや給付サービスなど，資産形

成につながらない行政のサービス供給にかかる活動実績をコスト面から把握

しようとする。行政組織内での先駆的な取り組みとしては，新規の業務や事

務事業の改善策などを集める職員提案1jtl]J支や，自身の望む部署やポスト，プ

ロジェクトへ応募できるJr内公募制度がある。また第三者による行政活動の

監視である外部監査制度，役所内の窓口業務の総合化を図ったワンストップ

サービス，さらに苦情処理制度，まちづくり条例の有無もここで尋ねる。

以上42項目のiltl]度について 行っていれば 1として単純加算した値を制度

的革新度とする。またこの間いでは制度の導入年度についても回答を求めた

が，その結果から調査実施時点の2007年度を基点に経過年数を算出し，さら

にそれぞれの経過年数を当該項目の経過年数最大値で割ることにより，経過

年数の比率を出した。 42項目の制度の有無にこの比率を加算することで，導

入期間を含む制度的革新度の指標の作成も行った。

3. 2.サービス充実度

地方自治や行政運営について検討するときには課題・論点が挙げられる「治

安・防犯J，I防災J，I教育J，I児童福祉J，I高齢者福祉J，I環境保全J，I産

業振興jという 7分野で，どのようなサービスの提供が行われているかを問

う。ここでは該当する項目が多ければ多いほど，政策の実施における充実度

が高いものとして，指標を作成する。なおこの質問項目は，%1述の「全国市
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区の行政比較調査jや「自治体経営改革の自己診断 2006:自己評価に基づく

組織運営(ガパナンス)評価Jの調査項!ヨを参考にして設定している。

7つの分野すべてに共通する質問項呂は，担当職員の増員についてである。

5年前との比較としたのは，所管課もしくは自答者の記'憶として正確な回答

が得られる範囲の年数の一溜りであり，昨今の行政サーピス提供や政策をめぐ

る変化を捉えられるスパンであろうと判断したからである。また本調査項目

だけではカバーできない，特色あるサービスを提供している市区町村も多い

と考え，その他といっ選択肢を設けている。

「治安.[ij]犯jと「防災jの分野では，具体的な器具の整備・設置状況のほ

か，住民による活動への支援の有無を聞いた。近年， [~からの規制が緩和さ

れ，遅ればせながら「教育Jの分野でも独自の政策を実施することができる

ようになった。その代表例である少人数学級・少人数教育についての質問項

目を設けている。「児童福祉jに隠しては，子育て環境を整えるサービスとし

て，乳幼児のいる家庭や一人親家庭への補助金制度，出産・育児に関する支

援策を項目に挙げた。「高齢者福祉」の分野では，高齢者への支援策や補助金

制度について尋ねる o I環境保全j分野では， IS014001認証取得など，環境

をマネジメントするという側面と，住民参加という側面，すなわち環境や公

害対策に関する審議会・協議会の設置について問うている。また環境への負

荷低減という点から，ごみ収集の有料化の有無を聞いた。[産業振興j分9l}に

ついては，今ある商j苫や産業の保護・育成および青年会・商工会議所等との

協働事業や支援についてと，これから起業する人への支援とを分けて項目を

設けた。

以上 7分野計36項目のサービスについて，実施していれば lとし，単純加

算することでサービス充実度指標を作成する。この指標は，調査時点での地

方政府の行政サービスの水準を示すものである。また，先進的なilJ!J度，サー

ピスの導入を示す制度的革新度とサービス充実度を合算し，行政の革新度を

表すパフォーマンス指標の lっとする。この行政革新度指標も，経過年数の

比率を含むものと含まないものの 2種を設ける。

3. 3.業務委託度

第 4章で論じたように，公共のサーピス供給の民間への委託は，効率性の

向上を期待されるにとどまらず，地方政j奇と様々なアクターとの連携を表す
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lつの形態として捉えることができる。が，ここではステイクホルダーとし

ての地方政府が， NPOや自治会，企業など多様な外部主体をエージェントと

して捉え業務を委託しているものとし，委託の進展度合いを測るという意味

で，業務委託度指標を作成した。

外部委託の事業内容(項目)や委託主体については 総務省が2003年に実

施した「地方公共団体における事務の外部委託の実施状況調査J結果を参考

に，一般事務として，一般ごみ収集， し尿収集，ホームヘルパー派遣，在宅

配食サービス，学校給食，道路維持補修・清掃等，水道メーター検針，また

施設の運営事務としてごみ処理施設，下水処理施設，図書館，公園，保育所，

養護老人ホーム，児童館，体育館，プール，陸上競技場，公民館，コミュニ

ティセンターの計19の事務，さらに委託先として，企業，外郭団体・第 3セ

クター， NPO・市民団体，自治会.mr内会，広域行政一般事務組合，財団法

人，福祉法人，その他の 8主体を挙げ，回答者には委託業務と委託先の主体

としてあてはまるものすべてにチェックを入れてもらった。このチェックの

数を単純加算した結果を業務委託度指標とする。

3. 4.透明度

行政が持つ様々な情報にだれもが容易にアクセスできる環境を整えること

は，多様なアクターが行政運営に関わっていくための基本的な条件である。

3. 1.で説明した42項目から情報公開に関する項目を抜き出し，行政の透明

性を測る指標を作成する。

具体的には， r情報公開j項目群(9項目)および情報公開条例，オンブズ

マンfl11]度，行政評価結果の公開(一部の事務事業，全部の事務事業，施策，

政策)，事業採択の理白書の公 I~百，事業廃止の理白書の公開，外部監査制度の

計18項呂である。これも単純に加算し，透明度指標とする。

表10-1は，ここで作成した 7つのパフォーマンス指標の構成要素を示す。

上記記述とともに参照されたしI。なお，指標は基本的に先進的な取り組み状

況の有;特を中心に作られているので，指標の値の大きさが，公共サービ、ス水

準の高さを表していることになる。

4.指標の傾向

本節では，作成したパフォーマンスを表す指標がそれぞれどのような分布
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表10-1 指標の構成要素

指標名 内容

HilJ)支的革新度 ，)1"民参加，情報公開，行政評価，事業委託に!渇する各ililj度の有
1!!r:および?苦情処理i!jlj度ヤバランスシートの作成 J隊員提案j¥JIJ
度など42項目

ililJ度(10革新境(経過年数含む) 上記項目および経過年数(比率)

サービス充実度 治安 防犯， 1坊災，教育，児童稿十11:，高齢者福祉，環境保全，
産業振興の 7分野の政策に関連するサービス内容について36J頁
!~l 

行政革新度 i!JIJ度的革新度十サービス充実度

行政革新度(経過年数含む) 上記;噴出および経過年数(比率)

業務委託度 一般ごみ収集， し尿収集，ホームヘルパ一派遣，在宅配食サー
ピス，学校給食，道路維持補修 清掃等，水道メーター検針，
ごみ処理施設，下水処理施設，図書館，公園，保育所，養護老
人ホーム，児童館，体育館，プール， I謹上競技場，公民館，コ
ミュニティセンターの施設の運営に関する外部委託について19
項目，企業，外郭団体 第 3セクター， NPO 市民j主体， I~I 治
会 IUT内会，広域行政一般事務組合， IHI主法人，福祉法ー人，そ
の他など委託主体8項目

透明度 情報公開条例，オンフス、マン制度，首長交際費の公開，談会(本
会議)議事録のウェブ公開，議会(委員会)傍聴11)1J度，議会
(委員会)議事録の公開，議会(全員協議会)議事録の公開，守f千
議会 懇談会傍聴HilH支，審議会懇談会議事録の公I!loJ，予算編
成の枠組みの公開，予算要求内容の公開，行政許制li結采の公開
(一部の事務事業)，行政評締結巣の公lj司(全部の事務事業)，行
政評価結果の公開(施策)，行政評filli*i!f采の公開(政策)，事業
採択の3}11由警の公開，事業廃止の理由書の公I!fJ，外部監査1IjIJ)![，
計四項目

傾 向を持つのか，まず指標間および既存の指標との関連性の有無を考察する。

既存の指標として，ここでは第 3節に挙げた「行政革新度j と「行政サービ

ス 度jを 利用 する 。次いで指標と人口規模や財政 力など，市区町村の地域特

性と の関 係を 分析 することで，パフォーマンスが 高い地方政府はどのような

特徴 を有するのかを明らかにする。

表10-2 指標関の梧関係数
表10-2は，本章で作成し

制度的サービス 行政 業務
た 5指標の相関係数を示して

革新度 充実度 革新度委託度 いる。行政革新度は制度的革
サービス充実度 0.575 

新 度 と サ ー ビ ス 充 実 度 を 合 わ
ll46 

行政革新度 0.909 0.864 せ た も の で あ り ， ま た 透 明 度
1146 1146 

は 制度的革新度の構成要素と
業務委託度 0.440 0.417 0.483 

1130 1132 1124 重なるため，これらの指標間
透明度 0.905 0.485 0.805 0.390 

の相関関係は強い。 指標の構
1156 1146 1146 1130 

(訂:)係数はすべて 1%水準で有志..下段の数字はサンプル数。 成 要 素 の 重 複 が な い 制 度 的 革
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新)支とサービス充実j支の相関係数は0.575と高めであり 制度の整備と充実

したサービス提供との関連性が窺える。対ーして業務委託度は他の指標との相

関関係はいずれもやや弱く，制度や施策・業務の実施の影響を受けにくいパ

フォーマンスであるといえる 90

続いて，パフォーマンス指標と広く市匿の研究・分析に利用されている「行

政革新度JI行政サービス度Jとの相関分析を行った。先にも述べたように

「行政革新度jと「行政サービス度jの内容は本章で作成した指標と異なる部

分もあるが，公共サービスの水準やfl)lJl支の導入・実施状況等を網羅的に捉え

たものである。よってこの 2つの指標との間に相関関係があることが確認で

きれば，本章で作成した指標は一定程度の頑健性を有する，信頼に足るもの

と判断することができる。表10-3の上部は指標開，下部は指標の順位によ

る相関係数を示している 100 指標間.J順位のどちらも「行政革新度jと各パ

フォーマンス指標とのi;EII謁は強い傾向にあり，それによヒべれば「行政サービ

ス度jとの相関関係は弱めではあるものの，全体として正の関係があること

がわかった。またサービス充実度と業務委託度は総じて相関関係は弱く，

「行政サービス度j指標との関係においては統計的に有意ではない結果となっ

表10-3 既存データとの相関(市区のみ)

制度的 制度的革新度サービス 行政 行政革新度 業務

革新!支 (年数合む) 充実度 '!I~~新度 (年数含む) 委託疫
j歪i拘!支

(指擦の相関)

行政革新度 0.651料

523 

行政サービス!支 0.155料

523 

(Ji!rlf立1'111均)
行政革新度 0.641料

523 

行政サービス度 0.426料

523 

0.682** 0.430去* 0.634料 0.668料 0.353料 0.572料

523 524 520 520 514 523 

0.170** 0.061 0.128料 0.145料 0.024 0.118** 

523 524 520 520 514 523 
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(9 ) 年数を含む制度的革新度および行政革新度指標を入れた相関分析も行っ

たが，相関係数の数値などで表10-2の結果との大きな差異はなかった。

(10) I行政革新度JI行政サービス度jの順位はデータ集で公開されているも

の(日本経済新開社・日経産業消費研究所 2006) を 本章で作成したパフォ

ーマンス指標については市i玄のみを}II別立付けした。
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ており，パフォーマンスの内容による違いがここに表れている。

次に，どのような特徴を持つ市区町村が高い行政パフォーマンスを示すの

かを検討したい。表10-4は，人口規模別の 7指標の記述統計量である。結

果を見ると，最大値と平均値に関しては，総じて l万未満のカテゴリーが低

く，人口規模が大きくなるにつれ高くなる傾向がほぼすべての指標に共通し

ている。またサービス充実度のみ 人口 5万以上20万未満の方が20万以上の

市区の標準備差よりもわずかながら大きな値となっているが，他の指標では

207]以上のカテゴリーの襟準偏差がもっとも大きく，この規模の地方政滑に

おけるパフォーマンスの差は大きいようだ。また人口規模と各指標の分散分

析の結果， F値はすべての指襟において有意で，人口規模の相違によるパフ

ォーマンスの違いが統計的に示された。

続いて，人口規模に加え，市区町村の外生的要因として，人口集中地区人

口比，高齢化率，第 l次産業就業者数比を，財政については財政力指数を，

行政組織の大きさを表すものとして住民 1人あたりの行政職員数をとり， ~;13 

関分析を行った11。表10-5はその結果を示したものである。すべての指標

で，人口規模，人口集中地区人口比，財政力指数が正の相関を，高齢化率，

第 l 次産業就業者数比，住民 1 人あたりの行政職員数が負の~;13 関を示してい

る。ここから，人口規模が大きく，都市化が進み， H~-政基盤が強く，高齢化

率および第 1次産業に従事する就業者数比が低く，人口に比して行政職員数

が少ない市区!IlT村，端的にいってしまえば，財政力のある都市型の市区町村

ではパフォーマンス指標が高いということになる。しかし相関関係の強弱と

いう点では，業務委託j支はどの変数との間の係数も小さく 地域特性との強

い関連性を見出すことができない。サービス充実度と透明度も向じ傾向を示

しており，指標によって地域特性との関連には違いがあることがわかる。

この相関分析の結果を参考に，人口規模や財政なとぐがパフォーマンスの水

準を規定するものと想定し，指標を従属変数に，地域特性を独立変数に投入

したモデルを最小二乗法によって分析した120 推定の結果は表10-6の通り

である。

(11) 分析に際し，財政力指数の外れ値 (1.80以上の 5町村)を除いた。

(12) 高齢化率は他の変数との照の相関が高かったため，除外した。投入した

独立変数照に多重共線性の問題はない。
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表10-4 人口規模別の指標の記述統計量

N 平均値標準{扇差最小値最大1f~{

ilJlJJ支[19革新j支 全体 1156 10.87 6.70 1.00 33.00 
175未満 277 5.68 3.59 1.00 29.00 
1 75"以上 3万未満 322 8.47 4.48 1.00 26.00 
375"tUニ5Ti未満 180 11.52 5.25 1.00 25.00 
5 75" ~:U二2075'未満 295 14.96 5.81 1.00 32.00 
20万以上 82 21.71 6.20 1.00 33.00 
Fi直 246.64村松

iHJjr支1'J']1f':新j支 全体 1156 13.53 8.66 1.11 48.93 
(経過年数含む) 1 75未満 277 7.09 4.19 l‘12 31.45 

1万幻上 375"未満 322 10.41 5.51 1.12 35.98 
375"tu二5/5"未満 180 14.03 6.48 1.11 30.16 
5/5"以上20万未満 295 18.42 7.62 1.36 45.78 
20/5"以J二 82 28.87 8.85 1.40 48.93 

F ifu 259.16キ料

サービス充実度 全体 1157 11.84 5.54 1.00 29.00 
1 15'未j出j 280 8.56 3.91 1.00 23.00 
1 75以Jニ375未満 322 10.85 4.37 1.00 22.00 
3万以上 575"未満 178 11.53 5.08 1.00 23.00 
5万以上20万未満 294 14.47 5.67 1.00 29.00 
2075" JJ_J二 83 18.04 5.53 2.00 27.00 

F l'位 91.61 *同

行政11~新 j支 全体 1146 22.82 10.87 3.00 55.00 
1 75"未司令 274 14.30 6.14 3.00 46.00 
1 75" J2l.Jニ3万米ii日j 321 19.35 7.07 3.00 43.00 
375"t)上 5万未満 177 23.17 8.62 5.00 46.00 
5万以上20万未満 292 29.63 9.51 5.00 55.00 
20万以J二 82 39.88 10.14 3.00 55.00 

F 1fu 235.74料公

行政革新度 全体 1146 25.49 12.69 3.20 69.63 
(経過if'-数合む) 1 75未満 274 15.72 6.67 3.20 48.45 

l万以上 3万未満 321 21.29 7.88 3.23 50.80 
3万以上 5万未満 177 25.71 9.68 5.24 50.54 
5万以上2075"未満 292 33.11 11.12 5.36 67.78 
20万以上 82 47.04 12.67 3.40 69.63 

F1f在 254.25*去史

業務委託度 全体 1143 9.79 4.72 0.00 32.00 
1)]未満 280 7.94 3.36 1.00 22.00 
175以上 375"未満 318 8.63 3.50 0.00 20.00 
3 15" ~JJ二 575"未満 177 9.58 4.05 1.00 23.00 
5万以上20万未満 288 11.45 5.13 0.00 29.00 
20万以上 80 15.38 6.43 1.00 32.00 
F値 64.22**持

透明度 全体 1156 4.66 2.97 0.00 15.00 
1 75"未i荷 277 2.81 1.87 0.00 13.00 
175J辻仁 375'未満 322 3.65 2.26 0.00 14.00 
3万以上 575"未満 180 4.84 2.57 。o。14.00 
5万以上20万未満 295 6.14 2.67 0.00 14.00 

9.10 3.12 0.00 15.00 

(t，1:) 料本p.く0.01 F {痘lまう-:tt枚分析による。
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表10-5 指標と地域特性との相関係数

人口 人!二i集中地区高齢化第 1次産業財政力住民 l人あた

規模 人仁IJt ご「ごるIす二 就業者数Jt 指数 りのj段員数

HiIJ度的革新j支 0.667 0.556 -0.416 -0.444 0.452 -0.408 

1156 1156 1156 1156 1130 1156 

サービス充実度 0.480 0.357 -0.333 0.345 0.366 -0.328 

1157 1157 1157 1157 1130 1157 

行政革新度 0.661 0.529 -0.428 0.455 0.469 -0.419 

1146 1146 1146 1146 1120 1146 

業務委託度 0.401 0.287 -0.214 -0.240 0.213 -0.231 

1143 1143 1143 1143 1118 1143 

透明度 0.570 0.496 -0.346 -0.363 0.370 -0.328 

1156 1156 1156 1156 1130 1156 

(三!:) 係数はすべて 1%水準で有志、 iて l~の数字:1立サン 7
0

)v 数。

すべての指標に共通して，第 l次産業就業者数比と住民 1人あたりの職員

数は統計的に有意ではなく，パフォーマンスとの関係は明確には示されなか

った。逆に人口規模はどの指標でも正の符号で有意となり，市区町村の人口

が多いほど，パフォーマンス水準が高くなる傾向があることを示している。

この人口規模が大きいことに加え，制度的革新)支と行政革新度は人口集中地

区人口比，財政力指数の 3変数，サーピス充実度では財政力指数，業務委託

度と透明度は人口集中地区人仁!比がそれぞれ正で有意となった。およそ人口

規模以外については 指標の内容によって影響を受ける特性に違いがあり，

表10-6 指標と地域特性との重回帰分析

透明度

2.623金料 1.574*付 4.232*** 1.371料ネ 1.010*.場

(0.163) (0.165) (0.271 ) (0.149) (0.081 ) 

人口集中地区人口北 0.040叫ネ 0.006 0.046*同 0.010* 0.019州 訪

(0.006) (0.006) (0.010) (0.006) (0.003) 

第 l次産業就業者数比 0.540 -1.537 -1.240 -0.793 1.092 

(2.010) (1.976) (3.353) (1.764) (0.993) 

財政力指数 1.316* 2.236同 * 3.502仲宗一0.655 0.361 

(0.721) (0.713) (1.201 ) (0.640) (0.356) 

住民 1人あたりの職員数 9.986 -21.500 -5.795 13.128 17.450 

(38.681) (38.953) (64.450) (33.978) (19.112) 

定数 2.054 ** 6.753**会 8.800料* 6.256科学 1.005*示

(0.809) (0.806) (1.343) (0.720) (0.400) 

調整済み R2 0.460 0.239 0.449 0.154 0.336 

N 1130 1130 ll20 1118 1130 

判キ pく0.01 料 pく0.05 * pく0.10 ( )は傑準誤差
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特に財政力指数に関しては，有意性，係数の符号，係数の大きさについて，

指標による違いがあり，一貫した傾向はみえない。

また調整済み決定係数をみると，サービス充実度と業務委託度の数値の小

ささが目をヲiく。サービス充実度は人口規模と財政力の強さ，業務委託度も

同じく人口規模，それに人口集中地区人口比の高さによって指標が高くなる

ことはわかったが，このモデルでのそれぞれの説明力は23.9%，15.4%にと

どまる。パフォーマンスを決定づける変数として本節で挙げた地域特性の影

響はさほど強いとはいえない結果である。

5.まとめと考察

本章では，市i玄関I村における公共サービスの水準の現状と，サービス水準

が高い市区IßJ~寸の特徴をつかむために，行政パフォーマンスを政策アウトプ

y トとして捉え，サービス供給等の状態を示す指標を作成し，その分布の傾

向を考察した。パフォーマンスを指標fとするにあたっては，サービス水準を

代替するものとして先進的な事業や施策の取り組み状況を把握し，また公共

財としての革新的な制度の導入状況も指標に反映させた。具体的にはその構

成要素に応じ，制度的革新j支，サービス充実度，行政革新度，業務委託j支，

透明度という 5つの指標を作成した。

パフォーマンス指襟がいかなる分布傾向を持つのか まず作成した指標同

士の関係を見たところ， ilJ!JJ支的革新度とサービス充実j支の相関は正に有意で、，

ili!J )支の設備・導入状況と施策-事業を含むサービスの充実との間には何らか

の関連があることがわかった。対して業務委託度はどの指標とも相関関係は

弱く， tlJlJJ支の有無やや公共サービスの実施による影響を受けにくいパフォー

マンスであることが推測できる。

また作成した指標と既存データである「行政革新度JI行政サーピス度Jと

の相関分析では， I行政サービス度jとの相関については総じて係数は小さく，

有意ではない指標もあったものの， r行政革新j支Jは指標i笥および)11創立相関の

いずれにおいても強い正の相関関係が認められ， flJ!J度的革新度をはじめとす

るパフォーマンス指標の信頼性は一定程度担保で、きた。しかしサービス充実

度と業務委託度は「行政革新度jとの向でも強い相関関係はなく，指襟の内

容による関係性の違いがみられた。

続いてどのような特性を持つ地方政府が高いパフォーマンスを示すのか，
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まず人口規模による違いを明らかにした。人口 1万未満， 1万以上 3万未満，

3万から 5万未満， 5万から20万未満， 20万以上と分けたとき，多くの住民

を有する地方政府の指標は総じて高い傾向にあり，統計的にも人口区分ごと，

パフォーマンス指標に違いがあることが示された。

人口規模に加え，市区IHJ村が有する特性として，人口集中地区人口比，高

齢化率，第 l次産業就業者数比， 1H政力指数，住民 1人あたりの行政職員数

とパフォーマンス指標との相関分析を行ったところ，人口規模が大きく，都

市化が進み，財政基盤が強く，高齢化率および第 1次産業に従事する就業者

数よとが低く，人口に比して行政職員数が少ない市豆町村，一口で言えば11オ政

力のある都市型の地方政府ーで、はパフォーマンスが高いという結果になった。

また業務委託度とサーピス充実度はどの地域特性との 11~1 でも強い関連性はな

く，指標によって地域特性との関連には違いがあることがわかった。

さらにパフォーマンス指標を従属変数に 地域特性を独立変数にした最小

二乗法による回帰分析を行い，パフォーマンスに影響を与える要因を採った。

結果，人口規模はどの指標でも正の符号で有意となり 市区町村の人口が多

いほど，パフォーマンス水準が高くなる傾向があることがこの分析からも確

認できた。 11-]lJ度的革新度と行政革新度は人口集中地区人口比，財政力指数，

サービス充実度では財政力指数，業務委託度と透明度は人口集中地区人口比

がそれぞれ正で有意となり，およそ人口規模以外については，パフォーマン

ス指標の内容によって影響を受ける特性が異なることが示された。またサー

ビス充実度と業務委託j支の調整済み決定係数はそれぞれ0.239，0.154と小さ

く，パフォーマンスを決定づける変数として本節で挙げた地域特性の影響は

さほど強いとはいえない数値である。

結果として，人口規模とパフォーマンスとの関係と，指標の内容によって

地域特性との関連性には違いがあるということが相関や由帰分析から確認さ

れたが，それではサービス充実度と業務委託度はいかなる変数との関係が深

く，どのような要因によって規定されるのだろうか。本書では多様なローカ

ル・ガパナンスの実際を把握し分析するが，何らかのガパナンスのあり方が，

パフォーマンス指標に代替された公共サービス水準の向上に寄与していると

いうことを示唆しているのかもしれない。
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第11章 ローカル・ガバナンスの現況と

公共サービスへの効果

伊藤修一郎

本章では，ここまでで明らかになった知見を，第 1章で提示したリサーチ・

クェスチョンに沿って整理し藍す。また，積み残した分析として，ガパナン

スが公共財・公共サービスの供給にどのような効果をもたらすのか， rガパナ

ンスのパフォーマンスjともいうべきものについて実証的な検討を試みる。

ここで第 1章の議論を振り返っておくと，ガバナンス概念の理論的検討に

よって， (1)国家一社会関係の再編成， (2)主体間の相互行為， (3)集合的利益の

実現という三つの論点を導いた。これらをそれぞれ操作化して，次のリサー

チ・クェスチョンを導いた。

RQ 1 (主体) 公共サービス供給をめぐる政策過程に多様な主体が参加して

いるか。各主体は一方的に行政から業務を委託されるような，単なるエージ

ェントの立J%-を超えて，ステイクホルダーでもあるか。

RQ 2 (相互行為) 主体問の相互行為(規律付けメカニズム)はいかなるも

のか。それらは静的な制度か 不特定多数のステイクホルダーとエージェン

トの関係に対応できる動態的なものか。

RQ 3 (効果) 新たなガパナンスによって，いかなる効果が生じているか。

公共財・サービス供給のパフォーマンスを変化させているか。

以下では，これらの問いに沿って，第 2 章から第10章までの実証分析でI~:J

らかになった知見を整理し，日本のローカル・ガバナンスの現況を描き出す

こととする。

1.主体の参加と影響力

第 1の論点は，政策過程に多様な主体が参加しているかについてである。
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第2章の分析の結果，多様な主体の参加が石在認され，特に都市化した地域で

多様化が進んでいることが解明された。また，政策過程の段階加にみると，

i可じ主体が政策形成と政策執行の両局面で参加していることが観察され，こ

こから参加主体は，単に行政のエージェントとして業務委託を受けるような

片面的な関係でなく，ステイクホルダーとしても関わる双方向的な関係を存

していることが確認されたo .tJ、ドでは，ブレイクダウンされたリサーチ・ク

ェスチョンに沿って，各章の分析で明らかになった知見をまとめておこう。

1. 1.参加

子ll'I.R lllT~寸の政策過程に，いかなる主体がどの程度参加しているか (RQ 1 -

1 )。第 2章で参加を主体別にみたところ，全体として多様な市民社会組織

の参加が観察された。その中で，特~こ市民活動と環境の分野では自治会の参

加が多く，福祉と産業振興では，それぞれ福祉団体と経済団体など，政策分

野に関連する団体の参加が多かった。

参加が確認された各主体は，どのようなルートで政策過程に参加している

のだろうか (RQ1 -2 )。審議会-懇談会，計画策定，業務委託などでは，

ほとんどの市区町村で何らかの団体の参加がみられた。その中で，ルート Jjlj

-分野別に特徴を挙げれば，審議会・懇談会への参加は，市民活動分野で、多

く，産業振興で少ない。計画策定については，福祉分野で多く，環境で少な

かった。政策執行への参加は福祉で多く，環境で少なかった。審議会や計画

策定への参加をステイクホルダー，業務委託をエージェントとしての参加と

みるならば，分野別に濃淡はあるものの，全体としてはステイクホルダーと

エージェントの両国からの参加がなされており，第 1章で想定したとおりの

現状となっている。

NPO・市民団体の参加について (RQ1 -3)は，どの分野でも一定程度

(30-50%)の市区間‘村でみられた。重要な発見として， NPO・市民団体が

新たに参加することによって，自治会や経済団体などの関連団体といった従

来から地方政府-と関わりがある組織が押し I~B されてしまうのではなく，従来

の団体も参加が維持されていること，すなわち NPO・市民団体の参加によっ

て，参加主体の多様性が増すことが確認された。

それでは参加が盛んな市区町村aはどのような特徴をもつのか (RQ1 - 1 )。

まず自治会については，人口規模が大きい地域ほど参加が行われない傾向に
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あった。自治会加入率の低下と関係があると推測される。逆に， NPO・市民

団体については，人口規模が大きくなるほど参加する傾向にある。特に財政

状況が悪いところほど，行政支援と審議会への NPO・市民団体及び関連団体

の参加が促される傾向が認められた。

以上をまとめると，政策分野ごとに関連団体の参加が多い点は，従来型の

ヒエラルキーに速なる利益団体の参加が維持されていることを示しているが，

他方で，行政のエージェントとしての参加だけでなく，ステイクホルダーと

しての立場を有することを示唆するルートからの参加が行われている点，

NPO・市民団体が参加する市区11lT村が一定割合を占め，特に規模の大きい地

方政府で参加が多い点，更には NPO・市民団体の参加によって参加主体の多

様性が増している点から，多様な参加を特徴とするガバナンスへの移行が進

みつつあることが読み取れる。

1. 2.影響力構造

多様な主体の参加が観察されても形式的な参加である可能性は否定できな

い。そこで影響力の観点からガパナンスを把握するとどうなるか (RQ1 -

4 )。まず全体の傾向を第 2章で把握した。平均値でみると，首長を筆頭に

副首長，担当部署，財政部署という庁内の行政主体が抜きん出た影響力をも

っO 市医IlIT村議会がそれに続く。中央省庁・都道府県という上位の行政主体

は市i豆町村議会に続くが，福祉及び産業振興分野で、は，議会に匹敵するか上

回る影響力をもっている。市民社会組織については，自治会が議会や都道府

県等に匹敵する影響力をもち 特に市民活動部署と環境部署で強く認識され

ている。また，政策分野ごとに関連団体が高い得点を得ている。これ以外の

団体はやや弱い影響力にとどまる。

主成分分析によって影響力の借造を探ると，首長，担当部署などの「庁内

主体j，中央省庁，都道府県などの「上位主体j，経済団体や農林水産団体な

ととの「経済セクターj及びNPO・市民団体や福祉団体などの「市民セクタ

-jにきれいに分かれた。経済セクターは産業振興分日1}に参加する主体であ

り，市民セクターは審議会-懇談会を通じて参入していることも!珂らかにな

った。また， r!1民セクターは市民活動，環境，福祉の分野において，人口規

模が大きいほど影響力が強い傾向が確認された。

第3章で影響力構造を類型化したところ (RQ1 -5)，苔長の一元型と首
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長・職員の二元型が過半数を占めた。影響力構造をガパナンスの表れとみる

ならば，依然として，過半の地方政府はヒエラルキー構造をもつことがわか

る。しかし，多元化した影響力構造をもっ地方政府が全体で 7%あり，かつ

人口規模が大きくなるほど多元型が増える傾向が雑認された。この類型が，

最大の影響力をもっ主体を数え挙げる保守的な見積もりであることを考慮す

ると，都市化に伴い少数の頂点をもっヒエラルキーから多元的なガバナンス

への移行が進んでいることを示唆する結果だといえる。人口規模に伴う多元

化をもたらすのは，市民社会組織，特に NPO・市民団体及び審議会の影響力

の伸長である 10

政策過程の各段階で影響力構造に速いがあるか (RQ1 -5 )。全体の基調

としては首長又は行政を頂点とした一元型と両者が並立するこ元型で過半数

を占めるが，立案及び決定段階で審議会及び議会を含む構造がやや多くなり，

執行段階では市民社会組織が影響力を増していた。

~î述のとおり，審議会を通じて市民社会組織，特に市民セクターが参加し

ているわけだが，第 3章の分析によって，審議会に参加する市民社会組織の

方がそうでない組織よりも強い影響力をもつことが確認された。また，参加

する市民社会組織が多いほど審議会の影響力は強まる傾向が見られた。

それでは，市民社会組織の影響力の規定要因は何か (RQ1 -6)。政策過

程に参加することで影響力が強まるとともに，行政との関与が深いほど，行

政との接触が頻繁で、あるほど，影響力が強かった。加えて，行政から委託を

受けることは，当該市民社会組織の影響力を変化させないことも峰認された。

このことは，単にエージェントとして行政に関わるだけでは影響力は変化せ

ず，ステイクホルダーとしての立場で関わることが重要であることを示唆す

る。業務委託は行政の下請け化につながるという懸念を裏付ける結果ともい

える。委託については次項で更に詳しく検討しよう。

1. 3.外部委託と参加

( 1 ) ただし，第 3章の分析にあるように，参加や接触といった変数を投入し

たモデルでは，人口の係数は負となっており，人口規模の直接の作mではな

く，参加や接触に媒介されて市民社会組織の影響力が増大することが考えら

*1-る。
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業務委託も外部主体による実施過程への参加の一種だといえる。公共サー

ビス供給はどの程度行政組織以外の主体に担われているのだろうか (RQ1 

-7)。第 4章の集計結果によれば，企業への委託は約 9割の市区町村のす行

っており，福祉法人に対しては約 8割，自治会が 5割近く， NPO・市民団体

が4分の lであった。つまり，公共サービスの外部委託は広範に行われてい

る。しかも他の調査結果を加味すると，増加傾向にある。委託内容について

は，企業へは一般ごみ収集， し尿収集，道路維持・補修，給食といった業務

が多く委託され，自治会へはコミュニティセンター，公園，公民館，道路維

持補修が多く，福祉法人へはホームヘルパ一派遣，在宅配食サービス，養護

老人ホーム，保育所などが多い。

外部委託が進んでいる市区i可村の特徴はどっか (RQ1 -7)。企業， NPO 

・市民団体，財団法人，外郭i主体に対ーする委託では，人口規模が大きいほど

委託が行われる{頃向にある。これは委託に出せる業務の豊富さや受託できる

団体の得やすさが関係していると考えられる。他方，広域行政に対する委託

は，規模が小さい市区IllJ村の方が盛んである。自治会及び

は人口規模と?脅知無l1挺!正t引!関謁係であるが，委託の必要性が規模に関わりなく高いからだ

と考えられる。業務の種類でみると，学校給食，道路維持補修，国書館，公

i歪1，保育所等々，多くの業務で規模が大きい市1RIllJ村ほど外部委託されてい

る。他方，ホームヘルパ一派遣とごみ処理施設については規模が小さいほど

外部委託される傾向にある。

更に，外部委託を促進する要因を重回帰分析によって探ったところ， NPO 

・-;=11民j主体から行政に対して，政策提言，モニタリング，共同事業の企画・

運営といった形態の関わりが多いほど， NPO・市民団体への委託が行われる

傾向が確認された。ただし， NPO・市民団体に対ーする委託だけでなく，企業，

外郭団体，自治会等に対する委託も行われる傾向にある。

NPO・市民団体による行政への関わりが有意に働いたことについては，企

業などへの委託にどう作用するのか因果関係が自明でないため解釈が難しい

が，これが市民社会組織と行政との関係を表す何らかの指標(第 4章でいう

「ノfートナーシップの土壌J) だとみるならば，市民社会組織の参加や関与Jこ

よって，ガパナンス構造が変容し，受託者の位置づけも変わるのかもしれな

し ~o

ただし，前項で確認されたとおり，関与を含む他の要129を制御すると，行
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政から委託を受けることは，受託主体の影響力の増大には結びつかないこと

に留意が必要である。つまり，主体の参加，行政との関与，行政との接触が

影響力を伸長させ，他方で行政と NPO・市民田体の関わりが委託を増やす(も

しくは委託が関与を増やす)が，委託が政策過程への影響力を増やすとはい

えないのである。

2.主体問の相互行為

第 1章で論じたように，ガパナンス論が志向するのは，集合的利益の実現

に向けた主体問の相互行為である。これが第 2の論点となる。具体的には，

ステイクホルダーによるエージェントの規律付けメカニズムがどのように機

能しているのかを調査した。メカニズムには静的な制度と不特定多数のステ

イクホルダーとエージェントの関係に対応できる動態的なものを想定し，前

者には参加を促す制度を取り上げ，後者としては行政による接触を扱った。

また，究極のステイクホルダーは住民であるが，その代表としての議会によ

る首長と行政への規律付けメカニズムを検討した。

2. 1.制震による規律付け

情報公開制度や自治基本条例のように「参加を促す制度jは，市民社会組

織にとって地方政府の政策過程へ参加する権利を保障し，実質的な参加を I~

るよう行政組織を規律付ける公式のメカニズムだと位震づけられる。 tljlj度と

参加の関係については，制度が導入されることによって参加が促進される，

まさに規律付けの側面が考えられる一方で，かつて'情報公開制度を求める市

民運動が働きかけて情報公開条例の制定が進んだように 参加が制度の導入

を促す側面も想定できるが 本書では特に前者の側面に着目した。

第 5章で参加制度の導入時期を調査したところ (RQ2 - 1 )，調査対象の

全てが地方分権一括法施行後の2000年以降に急増しており，パブリック・コ

メントは屈の同種の制度導入によって更に増えていることがわかった。この

ことから，参加制度は地方政府の域内の組織・団体の働きかけによるよりは，

外在的要因によって導入される傾向があることがわかり これは事例研究に

よっても確認された。

参加制度は規律付けに関してどのような機能を果たしているか。特に市民

社会組織に着目したとき 制度がある市区町村で参加は活発なのだろうか
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(RQ 2 -1 )。第 5章の相関分析によれば，参加制度が手厚く整備されてい

るほど， NPO・市民団体の参加が行われやすいことが明らかになった。この

分析は，ワークショップやまちづくり条例，自治基本条例のような実業的参

加を保障する制度により重いウェイトをかけて実施したので，単なる意見表

明を保障する制度よりも実質的な参加を保障する協働型の制度の導入が，一

層の参加を促すといえる。他方， NPO・市民国体以外の市民社会組織の参加

については，参加制度との関連が見出せなかった。これらの団体は制度導入

前から政策参加をしてきたために影響を受けにくいのに対して，近年叢生を

始めた NPO・市民団体が参加制度の恩恵を特に受けているのだと考えられる。

2. 2.主体聞の接触として捉えた相互行為

主体i習の相互行為を行政職員による接触として捉えた場合，その対象とな

るのは庁内幹部や財政部署が圧倒的に多い。本書の興味は外部主体との接触

にあるが (RQ2 -2)，第 6章の集計によれば，市民社会組織の中では福祉

団体，経済・商工団体，自治会・町内会，農林水産業団体との接触が多く，

これは当該地方政府の議員や審議会-懇談会，中央省庁などとの接触よりも

多い。政策分野別にみると，福祉部署では揺t:!l:団体，産業振興部署で、は経済

団体といったように，関連国体との接触が多い。 内部主体及び関連団体との

接触の多さは，本章のl. l.項で観察された「ヒエラルキーに連なる参加J
と11乎応する結果といえる。

人口規模別にみると，規模と無関係に多いのが自治会である。人口が小さ

いほど多くなるのが福祉団体と農林水産業罰体，それにIT内幹部や上位政府

である。逆に規模が大きいほど接触が増えるのがNPO・市民団体，経済・商

工団体，企業等である。これは社会経済環境に応じた市民社会組織の分布が

関係していると考えられる。また，担当職員のネットワークという観点で解

釈すると，規模が大きな地方政府では専門分化するせいか，庁内幹部や上位

政府との接触が減少し，かえってネットワークが狭まるようにみえる。しか

しこれは，ヒエラルキー内での接触が減った分，市民社会組織との水平的接

触の比重が高まったと解釈することもできる。

接触の頻度，方向性，内容などに着目するとどうか (RQ2 -3)。自治会

との接触では，意見交換や説明・説得も活発であるものの，自治会からの要

望が多く，自治会が単なる行政のエージェントではないこと，むしろステイ
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クホルダーというべき側面が強いことをうかがわせる。 NPO・市民団体及び

諸団体と行政との接触では，要望や説明・説得もかなり多いものの，意見交

換が最多となっており，エージェントとステイクホルダーの両面の立場にあ

ること，また，福祉部署と諸国体との接触形態では業務連絡が最も多く，諸

団体(福祉団体)がエージェントに位置づけられていることをうかがわせる

結果となった。接触の方向性からみると，自治会では職員からの接触が多く，

それ以外の主体では双方向的な関係が多い。もちろん以上の解釈は相対的な

もので，エージェントかステイクホルダーか明確に切り分けられる類のもの

でないことは言うまでもない。

市民社会組織と行政との接触はどのような要因によって活発化するのか

(RQ 2 -3)。審議会や政策策定，行政評価への参加をステイクホルダーと

しての関与，政策執行への参加，許認可・行政指導，業務委託などをエージ

ェントとしての関与とみなして分析したが，どちらの立場からの関与も行政

との接触を増ゃい双方向化させることが{確認された。特に，両方の立場を

有する場合が，接触頻度が最大になり，双方向性が高かった。

このほか，市民社会組織との接触頻度の多い職員ほど，市民社会組織を重

要な情報源であると認識し，市民社会組織の影響力を大きく評価する傾向に

あった。

2. 3.議会と市民社会組織

議会は有権者の多様な選好を政策に反映し 住民(有権者)が地方政府を

規律付けするルートである。開かれたガバナンスに向けて議会が機能する条

件は整っているのか (RQ2 -4)。第 7章によれば，多くの市区間I村で議員

定数が削減されており，多様な有権者の選好が反映されにくくなっていると

考えられる。特に問1寸において削減i揺が大きく 人口規模が大きくなるほど

削減幅は小さくなる。他方，人口規模を制御した場合，自治会数が多いほど

定数削減は行われにくい傾向がみられた。議会が自治会や地区の代表という

側面を有していることの証左だといえる。また 議員定数の削減が進んでい

る市区南村ーほど，審議会を通じた市民社会組織の参加が行われている。つま

り，地方議会の代表機能の低下は 市民社会組織の直接の参加によって補完

されているといえる。

議会改革も参加と関連がある。人口規模が大きいほど 本会議議事録のウ
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エブ公開や委員会傍聴・議事録公開などの透明性を高める議会改革が進んで

いる。そして，議会の透明性が高いほど，一般市民及びNPO・市民団体が審

議会に参加する傾向にある。逆に，議会の透明度が高いほど，自治会の参加

は行われない傾向がみられる。

議会の勢力構成や選挙による支持関係は，議会が首長を規律付けるのにど

う関連するのか (RQ2 -5)。市区町村議会においては，自民党議員が全議

員の半数を占めており，かつ自民党優位の議会が過半数を占める。首長選挙

時における政党からの支援は，意外にも 7割を超える選挙で行われていない。

選挙を通じた規律付けは限定的な機能しかもたないようである。しかし，そ

うした首長の多くが通常の議会では政党からの支持を受けている。なぜ選挙

で支援を受けない首長が議会で支持を受けるのかについては，議会勢力が多

党化している場合に起こりやすいことがわかった。

議員と首長の影響力の関係をみると，議会が首長を支持しているかどうか

は違いを生まない。政治的な支持関係も規律付けメカニズムとしては機能し

ていないようである。しかし，市民社会組織が政策過程に参加する地方政府ー

において，議員の影響力が高いことが確認された。議会は市民社会組織が政

策過程に参加する重要なルートのーっとして機能しているとともに，議会に

とっても市民社会組織の参}][Iが自らの影響力を高めるリソースとして役立つ

ことを示唆する結果といえる。

3. ガバナンスの効果

さて，ここまでで確認された参加の実態(参加，影響力，委託)と相互行

為(参加制度，関与・接触，議会一首長関係)を「ガパナンス」と 11手ぶなら

ば，これがどのような効果を生み出しているのかが次に検討すべき論点とな

る。ガパナンスの違いによって各地域の公共財供給や公共サービス供給に遠

いを生み出しているのだろうか。第 lに職員のガパナンス意識について検討

し，続いてここまでで明らかになったガバナンスの諸側面とサービス供給の

r }'¥フォーマンスJとの関係を分析する。

3. 1.職員のガパナンス意識

ガパナンスの効果として，行政職員の意識に変化がもたらされることが考

えられる。 職員意識の現状はどのようなもので，それはガパナンスの様態と
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関連するのだろうか (RQ3 3 )。第 1章で理論的に検討したように，カソf

ナンス論は新たな集合的利益の実現に向けた居家一社会関係の再編成を意図

するものであるが，その方向性として，市民・団体の参加と権限移譲・地方

分権があり，他方で NPMに代表される市場機構;を通じた行政サーピスの効

率化がある。これらの改革・再編を行政職員はどのように受け止めているの

か。

第9章の分析によれば，参加拡大，分権化，効率化のいずれに対しても，

地方政府職員は肯定的な意見をもっている。多数意見を具体的に拾うと，行

政の評侶i基準として効率性を重視し，権限移譲，自主財源、拡大を求め，都道

府県や中央省庁との関係強化は期待せず，団体活動の必要性を認識し，市民

による政治参加が促進されるべきだと考えている。

以上のような，参加，分権化，効率化を志向する，いわばガパナンス意識

とでも呼ぶべきものが， ととのように醸成されるかを分析したところ， まず所

属部署によって遠いが生じていた。市民活動部署で分権志向が強く上位政府ー

との連携志向が弱い。産業振興部署で、は分権志向が強いが上位連携志向も強

¥;)0 

このほかの要因については，人口規模が大きいほど，財a政力が低いほど，

自治会及びNPO・市民団体との接触が多いほど，分権志向が強い。他方で，

自治会との接触が多いと，上位連携志向が強いという結果となったO また，

財政力が低いほど，自治会及びNPO・市民団体との接触が多いほど，参加志

向が強いという結果も得られた。自治会及びNPO・市民団体との接触は，本

書の興味の中心の 1つであり ローカル・ガバナンスを特徴付ける重要な要

素であるが，これが職員意識に分権志向と参加志向をもたらすという発見は

重要だと考える。効率志向については，本書の分析の範囲では規定要因を見

出すことができなかった。

職員のガパナンス意識を把握するには，市民社会組織に対ーする意識を採る

ことも重要である (RQ3 -4)。地方政府職員が自治会をどうみているかと

いうと，円滑な事業実施や災害時に不可欠であるとともに，情報伝達・親睦

で行政ができない役割を果たし，地区住民の意見を代表して行政のパイプ役

となり，地区の課題について合意形成を図ることができるとみている。他方，

問題点として，高齢化や加入率の低下，運営の課題などが認識されている。

しかし，自治会に代わる組織は育っていないとの認識である。
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NPO・市民田体に関しては，先駆的で受益者のニーズに柔軟に対応できる

と職員はみていて，専門性も評価しているが，政策提案よりもサービス供給

を担うと考えている。多元的な価値観の実現や効率的なサービス提供に関す

る肯定的な認識も一定程度ある。他方で，対ー象には偏りがあり，基盤がJl危弱

であるとみている上，公平であるとか腐敗・汚職が少ないといった評価はほ

とんどなし ¥0

地方政府が各種団体と接触することについては，情報の入手と市民参加の

活発化の面から肯定的に受け止める意見が多い。このほか，先進的な施策の

実施，利害調整，行政への正統性の付与，政策への反対の緩和などの面で，

一定程度の評価がなされている。

市民社会組織の参加と i隊員意識の関係については，自治会， NPO・市民団

体，諸j主体のいずれに関しでも，参加と肯定的意識とに関連性がみられた。

_lrj、上をまとめると，職員のガバナンス意識は，全体として参加志向，分権志

向，効率化志向であり，自治会及びNPO・市民団体との接触が多いほど，参

加志向で分権志向になるといえる。自治会， NPO・市民団体，諸国体との接

触について，地方政府職員は概ね肯定的な意見をもっており，この結果がガ

パナンス意識に反映されているといえる。

3. 2.サービス充実度とガパナンス

続いて，前節までの諸要素に職員意識を含めたものを「広義のガバナンスj

と呼ぶなら，この遠いが地方政府のパフォーマンスに違いを生むか否かを検

討する。 地方政府のパフォーマンスをどう測定するかは困難な諜題である。

第10章では，先行研究を検討しながら，地方政府の政策分野を広くカバーす

る制度や施策を選定し， 3種(組み合わせにより 7種)の指標を提案した。こ

の指標の長所は構成要素に何が含まれているかが明確で、利用しやすい点，指

標相互に一定の相関をもつことで頑健性が保たれている点である。また，本

書独自の指標ではあるが，先行研究の指標とかけ離れた結果 (Jlj夏位)ではな

いことも示された。

本章では，この指標の中から， rサービス充実度jを従属変数とした分析を

行う。サービス充実度を用いる理由は，地方政府が担当する政策分野をi幅広

くカバーしていること，立法措置を伴わない政策が中心であるため廃止もあ

りえ，毎年の政策判断を反映しやすいことなどである。他方，制度的革新度
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や業 務 委 託 度 も パ フォーマンスの指標として用いられうるが，本書では除外

した。その理由は以 下 の と お り で あ る 。 制 度 的 革新度については，ガパナン

スが制度導入に作用するだけでなく，市IJJ支が参加を促す方向の因果関係も強

く推定され，かつ情報公 I~丹市Ij度のように，本調査で把握したガバナンスの成

立以前から導入され ている制度が含まれる(ひと たび制定されれば維持され

る)。業務委託度についても，財政力や参加-関与などとの関係で双方向の因

果が惣定される上， ここまで参加の一形態と位置づけてきたので，これを一

貫させることとした。

独立変数については，第10章で、各種の地域特性変数(社会経済要因)を投

入した分析によって，人口規模と財政力指数が有意に働くことが示された。

表11-1 ガバナンスの諸要素を代表する指標(ガバナンス変数一覧)

要素名 変 数 ( 指 標 ) 計算方法(変数の値の範囲)

主体lJIJ参加i得点(11主体 自治会， NPO，環
部局ごとに参加ルート数を集計(0-4) 

境lil体等)

参加
ルート別参加得点(4種 審議会，計画，執 参加ルートごとに参加主体を集計 (0-
行，評価)

総合参加得点 段階)JIJ参加持点、を集計 (0-44) 

業務委託度 第10章参照

影響力成分得点(4極上位，経済，市民，
第2章参照Jl-O内)

影響力
主体ごとに 3段階(立案，決定，執行)

主体加影響力得点(市民社会組織)
の評価を平均

主体別関与得点 (10主体 自治会， NPO，環
主体ごとに関与の種類数を集計 (0-5) 

境団体等)

種類別関与得点(5種 許認可，派遣，支接， 関与の種類ごとに対象主体数を集計(0 

関与 委託，モニタ) -10) 

総合関与得j 種類別関与得点を集計 (0-50) 

NPO 関わり得点(提言，委託等 6穫の関与の
6種の関与を集計 (0-6) 

有無.第 5掌参!m)
主体JJIJ接触頻度(3主体・自治会， NPO，諸 リコード(第 6挙)コ主体ごとに 5種の
団体) 接触頻度を平均 (5-30) 

接触 種類別接触頻度(5穂 要望，説得，交換， リコード(向上)コ種類ごとに 3主体の
提案，連絡) 接i99!頻度を平均 (5-30) 

総合接触額度 主体加接触頻度の平均

革新首長経験 ありごと1，それ以外=0

政治 多党化割合(%)
公明党系，民主党系，社長党系，共産党
系，地域政党系の議員の議席割合の手11

首長支持割合 第8主主参照

ilJlJ度 制度的革新度 第10輩参照

ガパナンス意識(主成分4謹 上位，分権，
第9章参照

参加，効率)
職員意識

対成熟NP，O公職平員)意識(主成分 3種:先進性， 未 伊の藤入れ・替辻中えな(2し00。9) 参照。 ただし， 尺度
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これを踏まえ，人口(対数)及び財政力指数を投入したモデルをベースとし，

ベースモデルとの対比でガパナンスの諸要素がどれだけサービス充実度に影

響を及ぼすかを検証する。独立変数の候補(ガバナンス変数)は，表11-1

のとおりである。紙幅のi!i!J約から仮説の詳細は省略するが 市民社会組織の

参加が多いほど，影響力が強いほど，関与が多いほど，接触が多いほど，議

会が多党化しているほど， f!i!j度的革新度が高いほど，サービス充実度が高い

と予想する。なお， J隊員意識については，選択肢番号の設定の仕方から，成

分得点が高いほど「そう思わないJ(例えば参加に好意的で、ない)ことを意味

する 20

表11-2のガバナンスモデルは，ベースモデルに10%水準で、有意となった

ガバナンス変数を加えたものである 3。結果は概ね予想どおりといえる。す

なわち，計画策定ルートを通じて参加する市民社会組織の種類が多いほどサ

ービス水準が高い。 同様に，多くの業務が多様な市民社会組織に委託される

ほど， NPO・市民団体の関わりが多いほど，職員が分権志向であるほど，議

表11-2 サーどス充実度(従属変数)に及ぼすガバナンスの効果

ルート

業務委託度

NPO 関わり得点

士'lNPO 職員意識(先進七u
対NPOJ隊員意識(公平)

ガパナンス意識(分権志向)

多党化割合(%)

人仁I(対数)

H;j-政力指数

N 

R' 

F 

宇水率・ p<.Ol 不潔 :pく .05 *: p<.lO 

1.81料*

2.00ネ M

71*** 

35 

193.11*** 

0.32 

0.26 
1.21 *昭島 0.26 

-0.87ネ判 0.25 

0.01料 0.01 

0.12 1.16料水 0.15 

0.53 2.38点掠* O.~込

1.15 -4.86 

889 

0.39 

62.46料*

( 2 ) この扱いは第 9章の処理と異なるが，析出された主成分は同じである。

( 3 ) 対NPO1隊員意識(先進性)のみ10%水準を満たさないにもかかわらず

加えたのは，業務委託度を参加の代理変数として加えないモデルでは有意に

働いたためと，対 NPO職員意識(公平)と対比するためである。
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会が多党化している(自民党系及び無党派の議員以外の政党の議員が多い)

ほど，サービス充実度が高いことが示された。なお， NPO・市民団体に対ーす

る意識は， NPO・市民団体を先進的だと思うほどサービス充実度が高いが有

意ではなく，逆に NPO・市民団体は公平だとは考えないほど，サーピ、ス水準

が高いという結果となった 40

ガパナンス関連の 7変数の総体としての効果を検証するため，ベースモデ

ルを制約されたモデルとみて F検定を行うと， F =75.33となり (N=889)， 

7変数の係数のどれもがゼロという帰無仮説は棄却される。以上の結果は，

ローカル・ガパナンスの違いが 地方政府のサービス充実度に違いを生み出

すという仮説を支持する。少なくとも地方政府のアウトプットに関する限り，

市民社会組織の参加や関与を強める方向を目指したガパナンスの再編成が進

むと，サーピ、ス水準が向上するということができるだろう。

4.まとめと考祭

本章では，リサーチ・クェスチョンに沿って，第10章までの分析結果を整

理した。それを簡略化して I~示したものが図11-1 である。言うまでもない

ことだが，図に掲載したのは，本書で関連性が検証できたと考えられる一部

の要素にすぎない。また，矢印の方向は，本書が分析で想定した因果の向き

であって，実際には逆向きや双方向のもの，見過ごされてしまったものも多

々あるはずである。

最後にまとめとして，本書の分析からみえてきたローカル・ガバナンスの

姿をごく短く要約し，考察を加えておこう。まず，政策過程を動かす主体

(RQ 1) については，地方政府内部の主体の存在!惑が大きく，そこに関連i主

体や上位政府が連なるヒエラルキーが維持されていることが確認された。し

かし同時に，都市部を中心に多様な主体が政策過程に参加し，エージェント

としてだけでなく，ステイクホルダーとして関与していることが明らかにな

( 4 ) サービス充実度を構成する施策には，一人親家庭への補助など，都道府

県の補助事業として行われる政策が一部含まれるため，都道府県の影響をコ

ントロールしたモデルも考えられる。そこで沖縄県をベースとし， 46都道府

県のダミー変数をガパナンスモデルに追加すると，決定係数が0.45となり，

多党化割合変数が有意でなくなった(符号は同じ)以外は， I司じ変数が有意、

となり符号も維持された。
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図11-1 発見のまとめ(ローカル・ガパナンスの現状)
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この結果をどう解釈すべきだろう。ヒエラルキーの存続を根拠に， Iヨ本の

地域の多く一一一特に都市化されていない地域の多く一一ーが!日来のガバナンス

(カ、、バメント)のまま運営されているとみるべきだろうか。われわれは，本書

各章で論じたように，変化の方を重視すべきだと考える。その根拠となるの

は，政策過程への市民社会組織の参加の広がり，小規模自治体を中心に進む

議会の定数削減を補う市民社会組織の進出，業務委託の広範な活用， NPO・

市民団体や諸国体との接触に肯定的な職員意識の定着などである。

都市化の段階に沿って，様々な様態のガパナンスが並存する状態は， E:I本

のローカル・ガパナンスが過渡的段階にあるとみるべきだろう。本研究は 1

時点の描写に過ぎないので，今後どちらの方向に進むかについての即断は避

けなければならないが，多様な主体の広範な参加の進展を示す集計結果と，

地域に市民社会組織が登場・成長しさえすれば参加や委託，関与が進むこと
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を示唆する分析結果から， Iガパメントからガパナンスへjの移行が進みつつ

あり，それが不可逆的であることを読み取りたいと考える。

道具主義(国家中心)か相互行為(社会中心)かとし 1う区分けでみれば，

相互行為アプローチが主張するようなガパナンスに一気に進んでいるわけで

はなく，道具主義の色合いが濃いものとなっているといえる。ただし，本書

は市区IllJ村職員を対象にした誠査結果をもとに，政府(I芸家)の視点からガ

パナンスを描いている。社会の側の視点からもMi¥; iた像と突き合わせる必要が

ある。この点には終章で， もう少し詳しく触れることとする。

主体!習の相互行為 (RQ2) については， fwiJ度と動態的なメカニズム(接

触と関与)の両面から接近を試みた結果，、両形態とも市民社会組織の参加を

促し，影響力を強める方向に作用することがわかった。また，議会も市民社

会組織の参加と関連があり，首長や行政を規律し市民社会組織の参加を促す

メカニズムとして位置づけられることも示された。

主体li司の相互行為については，外部からうかがい知ることが難しく，これ

まで行われてきた事例研究では，ブラ yクボックスをのぞき見る程度にとど

まっていた。本書では制度や接触-関与を規律付けメカニズムと位置づけ，

体系立てて観察することによって，相互行為(キメカニズム)が各主体の参

加や影響力をどう変化させるのかを採った。その分析によって， ftjlJJ支や動態

的メカニズムを通じて，市民社会組織の参加が促され，影響力が強まり，そ

の結果，行政1隊員が当該主体を高く評価するようになり，一層接触が増加し，

参加を促す制度が強化されるという循環が起こることを示す発見が得られた。

第 1章で論じたようなローカル・ガバナンスの再編成は，このような相互行

為を通じてなされうる。筆者らは，この発見を突き詰めていけば，今後の理

論展開にも貢献できると考える。

ここで第 l章の理論的検討を振り返ってみよう。ガパナンス論とは，国家

一社会関係の再編成を論ずるものであり，その再編成のあり方に多様なアプ

ローチがあった。今，その整理を振り返ってみると，その議論の中にどのよ

うにして再編成がなされるのかのメカニズムについては，ほとんど言及がな

かった。「どのようにJという間いは，現実の観察を通じてのみ論ずることが

できる。本書の分析は，そのような間い一一相互行為のメカニズムーーに光

を当てた。それはすなわち，市民社会組織の参加と主体問の相互行為そのも

のが，政策過程や地方政府の組織・職員意識を変化させ，更なる参加を呼び
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込む「循環的なメカニズムjである。このメカニズムこそが， I自己組織的j

(Rhodes 1996) に国家一社会関係を再編成していくと考えられるのである。

本書では，新しいガバナンスが生み出す効果 (RQ3) についても分析し

た。ガバナンスの再編は，地方政府]隊員の意識をも分権，参加，効率性を志

向する方向へと変容させていた。更に，参加と規律付けメカニズムに職員意

識を加えた広義のガバナンスは，地方政府のサービス充実度に有意、な違いを

生み出していた。公正な政府やサービス水準の高さは，それ自体，地域社会

にとっての集合的利益・公共財である (Putnam1993)。すなわち，参加が進

み規律付けメカニズムが機能し，職員意識が変化するようにガパナンスが再

編成されれば，サーピス水準の向上という集合的利益が実現することが確認

された。
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終章市民社会論への示唆

辻中豊

本書の一連の分析を通して，日本の地域社会における地方政府と様々な市

民社会組織からなるローカル・ガバナンスの実態を解明することができた。

各章の分析の要約およびガバナンス論における意義についてはすでに前章で

体系的に論じた。本来，全体のプロジェクトが，市民社会構造とガバナンス

1であり，日本において 3種の市民社会組織(自治会，社会団体， NPO)の

調査を行ったのであるから，市民社会からの見方と本書，特に前章でまとめ

られたものを接合することがJ招待される 2ところだが，われわれの力量不足

から，その課題は，各調査を主対象に纏められるモノグラフの刊行後に持ち

越さざるを得ない。ここで、は市民社会論の観点への示唆について触れるに止

めたい。

1.行政媒介型市民社会の広がり

まず，市i豆町村の1fllJからみても，日本の市民社会組織は地方政府との関係

が密接であることが確証された。さまざまな市民社会組織は，自治体と頻繁

に接触し，様々なレベルで政策過程に参加し，施策をサポートし，市民社会

組織は利益の表明とともに公益の供給を行っているのである(第 2章，第 5

( 1 ) 文部科学省特別推進研究「日韓米独仁1:1における 3レベルの市民社会構造

とガパナンスに関する総合的比較実証研究j

( 2 ) 例えば，政策過程への参加に関して，モニタリングを取り上げる。第 2

章表2-1で示されるのは，市IRllIT村但IJでは，自治会がモニタリングをして

いるとしているのは市民活動部署では 2%，多くて環境部署の 7%に過ぎな

い。ところが自治会調査では，自治会の42%が，自分たちはモニタリングを

していると回答している。こうした一見すると蹴紙をどう考え，より実態に

追ることが要請されている。
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章)。

市民社会の参加の中で，第一に呂立った存在感を示すのは，自治会などの

近隣住民組織である。近隣住民組織については， Read with Pekkanen eds. 

(2009)では， straddling civil society (行政媒介型市民社会)という概念を提唱

し，政府と市民を「橋渡しする存在Jとしてのこれらのi主体に焦点を合わせ

ている。辻中・ペッカネン・山本 (2009)では， 日本の自治会の側からこの

概念の妥当性を検討している。本書の一連の分析から，市区IllT村の側からみ

ても，自治会ばかりでなく他の市民社会組織を含めて，地方政府と市民を橋

渡しする媒介型の市民社会組織という特徴をみてとることができる。しかし，

この場合の政府行政は，市区町村という地方政府，地方自治体であり，こう

した媒介が必ずしも依存や従属を意味するわけでないことに注意する必要が

ある。前章で述べたように市民社会組織のステイクホルダーとしての参加や

関係の側面が大きく，重要である。

日本の政府については，小さな政府を補うために政府の外郭を拡大させ，

多様な主体の協力を得るという「最大動員Jシステムや「底が抜けた行政j

という特徴がかつてから指摘されてきた(伊藤 1980;村松 1994)。本書の知

見を別な観点からみると，まさに地方分権化という言葉と裏腹に政策リソー

スの縮減に苦しむ地方政府が，様々な市民社会組織との連携によって事態に

対応しようとしている姿とみることができるかもしれない。しかも，地方政

府の外郭団体よりも，自治会や各種の社会団体(政策関連毘体)との間でよ

り頻繁な接触が行われており，さらには新興の NPO・市民団体も堅田に主体

的な位置を確保していることが推察される(第 2章)。自治会や社会団体につ

いては，加入率の低下や衰退・ Jl~骸化が指摘されてもいるが，本調査データ

で見る限りはなお健在である。辻中ほか (2007) では 3つの団体の調査から，

自治会や社会団体と比べて NPO・市民団体が政府と接触できず，自己の影響

力認知も相対的に低いという結果が得られた。本書の結果も基本的にこの傾

向と同様であるが，それでも NPO・市民団体が一定程度の予想をこえた参加

割合を見せており，他の分類と比べて見劣るものではないことに留意したい。

この点は特に大都市部で、顕著で、ある。

前章でも触れられたが，このような市民社会組織の政策過程への参加に関

して非ゼロサム的な関係があることが特に重要である。 NPO・市民団体が柔If

たに参加することによって，自治会や経済団体など従来から地方政府と関わ



終主主 市民社会議への示唆 225 

りがある組織が押し出されてしまうのではなく，それらの回体も参加が維持

されていること，すなわち NPO・市民団体の参加によって，参加主体の多様

性が増すことが確認された。

2. 下議け論への 2つの修正

このように政府と自体との間に密接な関係がみられでも，市民社会組織の

iWJが自律的でなければ，政府の下請け機関や末端組織という批判を招くこと

になる。こうした指摘は，自治会， NPO，政策受益団体のそれぞれについて

なされている(自治会は，秋元 1971; NPOは田中 2006;政策受益団体は社

会福祉協議会などに対する批判)。

これらの見解に対して，本書の分析は 2つの点で修正を迫っている。

lつは，行政活動の担い手となることの評価である。行政活動の担い手と

なることは，政策過程への参加や地方政府との接触が活発になることを意味

する(第 4章，第 6章)。実際第 6章の分析によれば，政策立案・決定・評価

過程での接触よりも，政策執行過程での関わりの方が，行政とのネットワー

クを活性化させている。他方，接触活動が活発になることは，市民社会組織

自身の影響力増大にもつながる。単純な「下請けj化批判が成立しないこと

を示唆している。第 4章での委託関係の分析でも，委託関係の成立によって

団体の影響力評価が変動しないということも確認されている。

第2に，これらの団体は業務委託や政策執行ばかりでなく，特に審議会・

懇談会，計画策定などの政策形成過程にも参加していることである。このよ

うに単に政所の政策手段として働くのではなく，社会過程にある利益を集約

し，政策過程に反映させる機能をも市民社会組織は果たしている。そして審

議会への参加は，影響力を増大させる効果をもっている(第 3章)。

市区IIlJ村職員からは，市民のニーズについての情報や先駆的な政策形成に

おける団体の役割が評価されている。これらのことから 間体は硬直しがち

な政策過程に新たな価値を注入し，政策の革新に貢献しているのである。ま

た，市民社会組織は政策過程の各局面において，一定程度の影響力を発揮し

ている。市民社会組織が政府の下請け機関だとすれば，政策過程における影

響力はより低く見積もられるはずである。つまり，政府:に従属するのではな

く政策に影響を及ぼすアクターとして位置づけられているのである。このこ

とは自治会において著しいが，他の団体も同様で、ある。
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職員による影響力評価によるという限定っきであるが，審議会への参加を

通して市民社会組織は影響力を発揮していることも注目される。地方政府に

とっても，多数の市民社会組織が参加する審議会は，政策決定を行う上で，

その正統性を確保する場として重視していると推察される。中央レベルにお

いては，官僚支配論の代名詞として使われる審議会であるが，地方レベルに

おいては一定程度，実質的な影響力を担っている可能性がある。もっとも，

中央レベルでも曽我 (2006)など，審議会の影響力を捉えなおす試みが行わ

れ始めている。地方レベルの審議会研究は，今後なされるべきテーマの lつ

といえる。

第3章で触れられたように，参加と接触の進展が市民社会組織の影響力増

大をもたらすことから，市民社会組織の参加を，形式的なi!J!J度的枠組みにそ

った参加と地方政府職員との日常的な接触を通しての実質的参加というこ段

階で論じることも重要である。政策的合意を引き出すならば，参加をtlJiJ度化

した後の運用状況によって 市民社会の発揮する影響力の大きさが変わって

くる，あるいは，非公式の接触活動が活発な地方政府でも，参加を公式にt!J1J

度化することによって，一層，市民社会組織の影響力の増大が期待で、きるの

である。

二元代表tlilJ (特に議会)の後退という現実に対して，市民社会組織の直接

的な参加がそれを補っていることが明らかにされた(第 8章)。 例えば，議員

定数の削減が進んでいる市区町村ほど，審議会を通じた市民社会組織の参加

が行われている。つまり 地方議会の代表機能の低下は 市民社会組織の直

接の参加によって補完されている。地方レベルでの市民社会組織が，民主主

義による代表性の観点からも重要な役割を担っていることがわかる。

本書の分析対象外ではあるが，市民社会組織には，!Jj体を介して市民の社

会関係資本を醸成するという機能がある(パットナム 1993)。団体は市民の

エネルギーを政策執行へと動員していることがわかる。

市民社会組織の専門化に関しては 「アドボカシーなきメンバーとしての

参加Jというペ yカネンの問題提起 (2006)がある。 国家の空洞化，政府の

後退が促進した「ガバメントからガパナンスへjの移行に際して，市民社会

組織の情報源としての重要性が接触頻度と相関することは 市民社会組織が

ステイクホルダーとして関係者の意向を伝え，エージェントとして現場の情

報を地方政府に提供することの重要性を示している。市民社会組織が専門性
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を高めることで，地方政府への関与を深めていることも考えられる。その結

果として市民社会組織の影響力が増大すれば，職員とのネットワークがさら

に活性化する可能性がある。 国家(中央政府，地方政府)による「舵取り j

だけでなく，市民社会側の成熟もまた，ローカル・ガバナンスへの移行の鍵

を握っているのである。

ペッカネン (2006)が法人格の取得の難しさと官僚の裁量の影響を根拠に

指摘したように，日本の市民社会組織は(国家)政策の強い影響を受けてい

る。この点について本書は体系的検討を行っておらず，課題は残されている。

団付三の側からは，辻中・ペッカネン.UJ本 (2009)により，自治会など回併三

支援策の効果を示しているが，今後，社会団体調査や NPO調査についての分

析から，明らかにしていきたい。もっとも，本書においても，市民参加を保

障する様々な制度が整備されているほど参加がなされているということは確

認された。分権改革により政治的機会が開放されたことによって，参加が増

している。その意味では，今日の地域の市民社会組織はやはり政策によって

規定されている側面は見逃せな ¥;¥0 今後，比較自治体分析を行うことで政策

のインノfクトを4会百正していきたい。

3. I新しい公共jへの動き

本研究の調査時点から 2年を経て， 2009年秋，日本において選挙による与

野党政権交代という政治の大変動が生じた。新政権は， r新しい公共」という

スローガンとともに次々と新しい政策アイデイアを打ち出し，国会，政・宮

関係，審議会，特別会計，公益法人，地方分権の改革など，本格的な政治・

社会関係の再編成を行うことを宣言している。仮にこうした改革が実現され

るなら， 1955!Jj三以来の自民党を中心とした一党優位型政党ijJせにおいて構築さ

れてきた政治・社会関係，政策ネットワークが，そのパラダイムごと大きな

変化を被る可能性がある。市民社会組織と地方政府の関係も，中央政府や地

方政府の市民社会組織・!主体政策が変更されることによって変動する可能性

が大きい。この点に関しては，本調査研究の範囲を超える問題であるが，重

要な次の課題で、ある。

1990年代末からの日本の政治，政策と市民社会組織に関して，今後探求す

べく仮説を付言すれば， r制度化とリソース状況のギャップJがあるように忠

われる。本書で分析(第 5章)されたように，多くの参加制度や地方自治体
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の制度改革が進展した。また市民社会の側でも NPO法など市民社会組織の

促進法と考えられ制度化が進展した。他方で，そうした参加を裏イすける市区

町村のリソースや市民社会組織のリソース(辻中 2009)はその後，大きな打

撃を受け，急減している。 制度化とリソース状況のギャップが，市区町村や

市民社会組織に大きなストレスを与えたことが推測される。こうした問題も，

本研究の範囲を超えるが，やはり探究されるべき今後の課題と考えている。

私たちは，序章において，市民社会を，政府，営利企業，家族との関係で

把握した。この20年の I'MJ，政府や営利企業，家族は，広い意味での公共 I~I守な

機能を「縮小Jさせてきたように見える。このこと自体が大きな研究諜題で

あり，実証する必要がある。 2009年に発足した非自民，民主党を中心とした

連立政権は， I新しい公共jを標携し，市民社会の様々な組織をその担い手と

して打ち出そうとしている。それがいかなる市民社会，政府，営利企業，家

族の関係を再構築していくかは，単にガパナンスの問題であるだけでなく，

社会全体の質をめぐる問題に連なっていく。その意味で，私たちの始めた，

市民社会とガパナンス比較研究の射'程は極めて長く，深いものがある。

とはいえ市民社会構造とガパナンスをキI~II謁させるという比較研究の試みは，

本書に示されるように，緒についたばかりである。日本で行った 4種の調査

を有機的に接合し組み合わせる比較分析 また 4種調査を完遂できた都市向

上ヒ較，都道府県比較も興味深い課題である。プロジェクト名称から分かるよ

うに，韓00， ドイツ，アメリカ，中国でも，首都や 1，2地域で、の市民社会

組織のサーベイ調査も実施しており，地方自治体調査を今後行うことで国家

を超えた比較の可能性も考えられる。自本で行った 4種調査を完遂できた都

市間比較の対象としては，表序-2の例がそれを示している。これはそうし

た分析が現時点で考えられる都市を抜き出したものである。

こうしたことから序章で述べたように，本書は，市民社会との関係やロー

カル・ガバナンスを市区町村の側から体系的にまた比較に基づいて実証的に

描こうとした最初の研究書であると同時に，今後の私たちの比較研究のまさ

に出発点なのである。
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付録:4部署における調査票の構成

分類 質問項目 i!'i民活動 5苦境 福主上 Ilfi芸室長長玖i

A) I日答者の属性 間後:討の鼠tt(存111署名 役i様、よ1:銘JI}!!H!) QI QI QI QI 

l3)住民自治 自治会に関する条例・要綱 Q2 

自治会よりも大きな住民自治組織 Q3 

自治会への業務委託 Q4 

自治会への支援・施策 Q5 

~l 治会等への補助金交村・資材提供先 Q6 

8治会等:と市IHT村の望ましい関係 Q7 

自治会等の現状・今後についての意見 Q8 

C) 行政サービスの状況 ïlî民参加i制度等へのJt~り ~11み・導入年度 Q9 

行政サービスへの取り組み Q 10 

外部委託 Q 1I 

財政政策への取り組み Q 12 

D)政?会状況等
障合併

Q13 

持議員割合 Q 14 

の政党支援 Q 15 

革新首長経験 Q 16 

議会実議員定数、職員数など Q 17 

議員割合 Q 18 

大企業の有無 Q 19 

E)各磁間体とのかかわり N P O・ili民団体との関わり Q 20 Q2 Q2 Q2 

詩!至l件、との関係 Q 21 Q3 Q3 Q3 

諸団体の参加 Q22 Q4 Q4 Q4 

自治会.NPO・諸国体との接触内容 Q 23 Q5 Q5 Q5 

N P O・市民団体につし、ての窓見 Q 25 Q6 Q6 Q6 

行政とi主体の接触についての意見 Q 26 Q7 Q7 Q7 

F) 政策形成 11特fH!京 Q8 Q8 Q8 

接触の頻度 Q 12 Q 11 Q 12 

接触の方向 Q 13 Q 12 Q 13 

産業施設誘致・設置のi療の手続き
4Qこ9こレ/己Qア9 

J3~*物lI'Z* 処理施策の~\/案・決定手続き

政策立案のi黙に時間をかけ。る事柄 Q 10 Q9 Q 10 

政策執行の!療に重視する事柄 Q 11 Q 10 Q 11 

政策形成における各アクターの影響力 Q 24 Q 14 Q 13 Q 14 

G)職員意識 地方自治・社会状況につし、ての意見 Q 27 Q 16 Q 15 Q 16 

ilj民参加の望ましい方法 Q 28 I Q 15 I Q 14 15 
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Locα1 Governaれce:Locαl goverれmentand Civil Society 
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The aitn of this book is to empirically grasp the 10ca1 govemance in Japan、basedon a nation・wide

Sllrv巴y01' basic 10ca1 govemm巴nts(cities， wards， towns， and villages). 入百 the iSSlle facing 

governance， in the modern welぬresta(e， it has become difficll1t for administrative organizations to 

solely bear the responsibility for providing pllblic services. Instead， the range of diverse participating 

actors has broadened to inc1ucle cornpanies， NPOs， citizens' organizations， service recipients， and 

service recipient organizations. In particll1aに thisbook focuses on civil society organizations， 

including neighborhood associations， NPOs， and civic groups， and analyzes how thesc types of 

organizations participate in the policy process in local government as well as their function as 

stakeholders in governanむc.1n addition， it辻150delves into the qllestion of whcther reslllts can be 

determincd through thc participa(ion 01' such organizations 

The results of this analvsis can be summarized as follows 

First， in terms of actor in intlllcncing thc policy process， naturally， therc is a strong scnsc of 

p'・esence01' po1itical and administrative actors in the intema1 system of local govemment. And， to 

this encl， the hierarchy invo1ving related organizations and upper-level government is being 

maintained. HO¥礼.'ever，at the same time， it i5 clear that various civil society actors (mainly in urban 

areas) participate in the policy process not ol1ly as recipients of services bllt are al50 involved as 

Icading stakeholclers. Thc pal1icipation of civil socicty organizations in the policy proccss has 

broadenecl. ln response to reductions in th巴 llllmberof representative assembly members m丘Inly

involving sm丘JI働scalemunicipalities， inroads have been made by civil society organizations 10 

comp巴nsatefor thisョ andthere has been an expansiol1 in olltsourcing administrativc opcrations 

Generally speaking， throllgh such features as positiv巴 attitudesheld by the administrative personnel 

towards contact with civil society， we can see a continuous shift from“govel11ment" (0“governance." 

Second， regarding interaction among the main actors， through the reslllts of approacbing fI・0111the 

twin pcrspcctivcs 01' ncw aclministrative systcms and dynamic involvcl11cnt in encounters with 

aclministration、both1'orms encour丘geparlicipalion of civil society organizations. As such， the ef1'ects 

of a trend towards strengtbening inf1uence can be perceived. ln addition、thefllnction of 10cal 

assemblies is a150 related to the participation of civil society organizations， and the placement of 

mechanisl11s to regulate loca1 executives and administration， as well as promote the participation 01' 

civil socicty organization has also been obscrvcd. Morc spccifically， through the systcm and dynamic 

mutual interaction， the participation of civil society has been promoted and Its intlllence has 

strength巴ned.The rcsults are that thc p巴rsonnelfrom local aclmInIstrations have come to highly value 



244 

the relevant actors， and a cycle has been revealed in that as continuolls contact has increased， the 

systεm of encouraging participation has been further strengthened町。neparticular contribution of 

this book is the empirical clarification 01' this realignmcnt mechanism 01' governance 

Third， the realignment of governance has tnnsformed the consciousness of local government 

personnel with regard to decentralization， participation， and e百lciency.In addition， govemancc that 

incorporates participation in local governmenr and the added consciousness of the personnel 

concerning the reglllatory mechanism has prodllced a significant difference in the level 01' fulfillment 

of local government services. Fair government and high standards of service in themselves are 

collective ben巴fitsand public goods for local communities. That is， when governance undergoes 

realignment， through the function of the regulatory mechanism that promotes participation and thc 

cbanges of positive consciousness in the persollnel， it is possible to confirm tbe realization of the 

collective benefits 01' improved standards in scrvices 
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